
科学技術関係予算の判定結果一覧（平成２８年度・２９年度当初予算、行政事業レビューシート対象事業）

原則として平成２８年度レビューシート（平成２９年度概算要求時のもの）の記載内容に基づいて分類されています。
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非該当：-)

SBIR対象
(該当：○
非該当：-)

分類1 分類2 分類3 分類4 分類5 分類6 分類7 分類8
科技該
当・非該
当

備考

3201
経済産業
省

16 398

電気施設等の保安規
制の合理化検討に係る
調査費
(旧：電気施設保安制度
等検討調査費)

近年の社会情勢や技術動向の変化を電気設備に関する保
安規制に反映させることで、電気保安の適切な維持・向上を
目指す。

上記の目的を達成するために下記の取組等を行い、規制
整備やマニュアル等の見直しに役立てる。
①技術基準の国際整合化検討
②電気保安に係る情報提供の在り方の検討
③電気事業環境の変化に対応した中長期的な技術課題の

270,000 0 5 特別 - 90022 4 - - - - 2_c_5 該当

3202
経済産業
省

16 398

電気施設等の保安規
制の合理化検討に係る
調査費
(旧：電気施設保安制度
等検討調査費)

近年の社会情勢や技術動向の変化を電気設備に関する保
安規制に反映させることで、電気保安の適切な維持・向上を
目指す。

上記の目的を達成するために下記の取組等を行い、規制
整備やマニュアル等の見直しに役立てる。
①技術基準の国際整合化検討
②電気保安に係る情報提供の在り方の検討
③電気事業環境の変化に対応した中長期的な技術課題の

0 155,000 5 一般 - 13 4 - - - - 2_c_5 該当

3203
経済産業
省

16 399

電力需給・系統等関連
調査委託費
（旧：電力系統関連設
備形成等調査委託費）

電力の安定供給の確保にあたってはエネルギー情勢、自然
災害等のリスクにかかわらず、電力の需給が将来にわたっ
てバランスするよう、必要な発電・送配電設備が整備・運用
され、長期及び短期の両面において、安定的に品質の良い
電気が需要家に供給されることが必要である。これらが適
切に運用されていくために必要な調査・検討等を行っていく
ことで、継続的に電力の安定供給が確保される環境の実現

電力市場の自由化や再生可能エネルギーの導入拡大等に
より、多様な電源構成が想定される中で、電力の品質や供
給信頼度への影響が懸念されている。また、東日本大震災
や熊本地震の教訓を踏まえ、災害に強い電力システムの構
築が求められている。こうした社会情勢に鑑み、電力の安定
供給を脅かす可能性のある事象等に対して、電力需給政策
に関する課題の抽出等を行い、電力の安定供給の確保に

180,042 180,042 5 特別 - 90021 4 - - - - 1_b_2_3 該当

3204
経済産業
省

16 400

原子力の利用状況等に
関する調査委託費(旧：
発電用原子炉等利用
環境調査委託費)

発電用原子炉等をめぐる諸外国の原子力政策の変化や産
業界の動向等、今後の原子力政策の適確な立案に資する
調査を行う。

原子力については、エネルギー基本計画において「安全性
の確保を大前提に、エネルギー需給構造の安定性に寄与
する重要なベースロード電源である」と位置付けられている
ところ、今後の原子力政策の方向性等に係る検討に活用す
るため、エネルギー基本計画において示された方針に基づ
き、我が国及び諸外国における発電用原子炉等に関する動

0 0 1_c_2_9 非該当

3205
経済産業
省

16 401

低レベル放射性廃棄物
の処分に関する技術開
発委託費（旧：管理型
処分技術調査等委託
費）

原子力発電に伴って発生する低レベル放射性廃棄物のう
ち、放射能レベルが比較的高い廃棄物を対象とする余裕深
度処分（地下50～100m）に関し、地下空洞型処分施設の閉
鎖後の人工バリアの長期健全性を確認するためのモニタリ
ング技術を開発するとともに、放射能濃度が極めて低く放射
性廃棄物として扱う必要がないクリアランスレベル金属廃棄
物に関し、余裕深度処分で使用する廃棄物容器として再利
用する技術を開発し、余裕深度処分の円滑化を図る。

実際の地下環境下において構築された余裕深度処分を想
定した実物大の地下空洞を活用し、余裕深度処分施設の
閉鎖後の長期的な管理に資するため、人工バリアや周辺岩
盤の長期に亘る機能確認方法の確立を行うとともに、原子
力発電所などの解体から生じるクリアランスレベル以下の
金属廃棄物を、低レベル放射性廃棄物処分の余裕深度処
分を想定した放射線遮蔽能力・耐久性を有する廃棄物容器
に有効利用するための技術開発等を行う。

224,777 219,835 5 特別 - 90022 4 - - - - 1_b_1 該当

3206
経済産業
省

16 402

高レベル放射性廃棄物
等の地層処分に関する
技術開発委託費（旧：
地層処分技術調査等
委託費）

高レベル放射性廃棄物等の地層処分は、将来世代へ負担
を先送りしないためにも、着実に実施する必要がある。処分
事業の操業開始までの長期的な展開を視野に入れ、具体
的な地点を対象とした調査評価のための基盤となる技術を
先行的に整備し、処分事業等の円滑化を図る。また将来世
代が最良の処分方法を選択できるよう、代替オプションに関
する技術開発を並行して進める。

深地層の研究施設等を活用して、地質調査技術、地下水移
行評価、操業技術等の工学技術及び安全評価技術の信頼
性向上を図るとともに、海域における地質環境調査技術
や、巨大地震等の天然現象による地層処分システムへの
影響評価、操業期間中の安全対策に係る技術開発を行う。
また、長半減期低発熱放射性廃棄物（ＴＲＵ廃棄物）の処
理・処分技術の高度化開発等を行う。これらの技術開発と
並行して、最終処分について幅広い選択肢を確保する観点
から、廃棄体の回収技術や代替処分オプションに関する技

3,650,077 3,610,000 5 特別 - 90022 4 - - - - 1_b_1 該当

3207
経済産業
省

16 403
放射性廃棄物共通技
術調査等委託費

高レベル放射性廃棄物等の地層処分を始めとして、放射性
廃棄物処分については長期的事業展開等を視野に入れた
継続的取組が不可欠である。そのため、処分事業等の基盤
となる共通的な技術を先行的に整備し、これによって処分事
業等の円滑な推進に資する。

放射性廃棄物の処分については、諸外国でも同様の問題を
抱えており、それぞれの国において技術調査・分析、研究開
発等が行われている。これらは、我が国における放射性廃
棄物処分と共通する調査・研究も含まれているため、国外
の調査分析・研究開発動向を調査するとともに、重要かつ
基礎的な課題について研究調査を実施する。また日本固有
の特徴を考慮し、農作物や土壌等に対する放射性核種の
生物圏移行評価手法の高度化を図る。

290,405 279,316 5 特別 - 90022 4 - - - - 1_b_1 該当

3208
経済産業
省

16 404

海外におけるウラン探
鉱支援事業費補助金
（旧：海外ウラン探鉱支
援事業補助金）

世界的に原子力発電が拡大し、中長期的にウラン需給逼迫
の可能性が高まると見込まれるとともに、ウラン市場は国有
企業や資源メジャーによる寡占化が進んでいる。こうした
中、ウランの全量を海外から輸入している我が国として、中
長期的な観点も踏まえ、ウランを安定的に調達することを目

相手国政府からの要請に基づいて実施する案件など資源
国との関係強化に資する案件を中心に、独立行政法人石油
天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC)がウラン探鉱を実
施・支援することにより、ウラン調達の多角化、安定供給の
確保を図る。

600,000 299,500 1 特別 - 90022 4 - - ○ - 2_b_3 該当

3209
経済産業
省

16 405
全炉心混合酸化物燃
料原子炉施設技術開
発費補助金

エネルギー基本計画（平成26年4月閣議決定）において、
「我が国は、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減
容化・有害度低減等の観点から、使用済燃料を再処理し、
回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイクル
の推進を基本的方針としている。」、「核燃料サイクル政策
については、これまでの経緯等も十分に考慮し、関係自治
体や国際社会の理解を得つつ、再処理やプルサーマル等
を推進するとともに、中長期的な対応の柔軟性を持たせ
る。」とされており、全炉心に混合酸化物燃料（ＭＯＸ燃料）
を装荷するフルＭＯＸ炉は、プルトニウムの有効利用の方法
の一つとして、これまで技術開発が進められてきている。本
事業では、この全炉心混合酸化物燃料原子炉（フルＭＯＸ

全炉心に混合酸化物燃料（ＭＯＸ燃料）を装荷するフルＭＯ
Ｘ炉は、ウラン炉心に比べてＭＯＸ燃料の割合が高くなるた
め、プルトニウムの特性を考慮した設計とする必要がある。
そのため、高性能原子炉停止システム開発試験、燃料検査
装置開発試験、大容量逃し安全弁開発試験等の安全性向
上に資する技術開発等に要する費用について補助を行う。
（補助率：1/2）
なお、大容量逃し安全弁の要素技術開発、インターナルポ
ンプシステムの要素技術開発の成果が、他の原子力発電プ
ラントで採用されており所要の成果が得られている。

50,089 0 5 特別 - 90022 4 - - - - 2_a_1 該当

3210
経済産業
省

16 407

国際原子力機関におけ
る知識管理プロジェクト
関連拠出金（旧：原子
力関連知識管理拠出
金）

近年、原子力に関係する人材の高齢化が進む中で、原子力
に関する様々な知識や技術を適切に継承していくことが課
題となっている。また、新たに原子力発電に乗り出す国が増
える中、原子力先進国から新興国への知見の共有も課題。
このため、国際原子力機関（IAEA）の加盟国が有する原子
力発電及びそれに関連する様々な知識を国際的に蓄積し、
これらの知識を効果的に活用するシステムを構築する等の
措置を講じ、原子力技術を継承する。さらにそうした知識集
約の中で、世界の原子力に関する安全規制の動向を把握
し、わが国の原子力政策との整合を図る。

IAEAへの特別拠出を通じ、各加盟国が有する原子力発電
及びそれに関連する様々な知識を国際的に蓄積し、これら
の知識を効果的に活用するシステムを構築するなどの、国
際的な原子力発電等の利用に資するIAEAの事業に支援を
行う。その際、我が国よりコスト・フリー・エキスパートを派遣
することで、その事業を管理させると共に、当該コスト・フ
リー・エキスパートを中心として、セミナーやワークショップの
開催、出版物の作成等を行う。

0 0 7_b_5 非該当

3211
経済産業
省

16 408
濃縮ウラン備蓄対策事
業補助金

国際的なウラン燃料の安定供給への貢献及び国内の緊急
時対策という観点から、国内のウラン貯蔵施設に全ての国
内原子力発電所に対して汎用可能な一定量の低濃縮ウラ
ンを確保・備蓄し、必要に応じて当該低濃縮ウランを提供す
る事業に対する支援を行う。

国内のウラン貯蔵施設に全ての国内原子力発電所に対し
て利用が可能な一定量の低濃縮ウランを確保し、必要に応
じて当該低濃縮ウランを拠出する事業に対する支援を行う
ため、当該低濃縮ウランの購入・輸送等にかかる借入金の
利子等、また当該低濃縮ウランの維持・管理費用の負担を
国が行う（補助率：１０／１０）。本事業は、福島第一原子力
発電所事故以降、国内の原子力発電所が停止した状況を
踏まえ、再稼働の見込みが明らかになるまでウラン備蓄量
を15トンに抑制するという運用を行ってきたが、原発再稼働
の動きを受けて27年度に30トンに拡大（最終的な備蓄目標

0 0 4_a4_2 非該当

3212
経済産業
省

16 409

原子力の安全性向上に
資する共通基盤整備の
ための技術開発委託費
（旧：発電用原子炉等
安全対策高度化技術
基盤整備委託費）

原子力発電所の安全対策高度化に資する技術開発の支援
を通じて、我が国における原子力発電技術の水準向上を図
る。

東京電力福島第一原子力発電所の事故で得られた教訓を
踏まえ、シビアアクシデント対策を中心として事業者側と規
制側の双方が活用しうる安全対策高度化に資する技術基
盤の整備を国主体で実施する。

2,900,000 2,900,000 5 特別 - 90022 4 - - - - 2_a_1 該当

3213
経済産業
省

16 410

原子力の安全性向上に
資する技術開発費補助
金（旧：発電用原子炉
等安全対策高度化技
術開発費補助金）

原子力発電所の安全対策高度化に資する技術開発の支援
を通じて、我が国における原子力発電技術の水準向上を図
る。(補助率:1/2)

東京電力福島第一原子力発電所の事故で得られた教訓を
踏まえ、原子力発電所の更なる安全対策高度化に資する技
術開発を支援する。

900,642 607,960 5 特別 - 90022 4 - - - - 2_a_1 該当

3214
経済産業
省

16 411

高速炉の国際協力等に
関する技術開発委託費
（旧：高速炉国際協力
等技術開発委託費（高
速炉等技術開発委託
費））

エネルギー基本計画（平成26年4月）において、「米国や仏
国等と国際協力を進めつつ、高速炉等の研究開発に取り組
む。」とされており、高速炉の高い安全性を実現するため、
第４世代原子力システム国際フォーラム（GIF）の枠組みに
よる国際協力の下での国際的な安全設計基準の策定に向
けた取組を実施するとともに、放射性廃棄物の減容化・有
害度低減等に資する高速炉等の実証技術の確立に向けた
研究開発を日仏協力の活用等により進めることを目的とし
ている。

高速炉の系統・機器の概念について、安全設計基準の策定
等に必要となる設計検討と基礎試験データ取得等を行い、
第４世代原子力システム国際フォーラム（ＧＩＦ）の下で国際
的な安全設計基準の策定を行う。加えて、仏国の高速実証
炉計画（ASTRID計画）に参画し、設計・基礎試験等を共同
で進めるなど、国際協力を活用した高速炉の実証技術の確
立に向けた研究開発を行う。

5,300,000 5,200,000 5 特別 - 90022 4 - - - - 1_a_1 該当

3215
経済産業
省

16 413

原子力の安全性向上を
担う人材の育成事業委
託費（旧：安全性向上
原子力人材育成委託
事業）

東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置を速やかに行
うために、より専門性の高い人材の育成・確保は極めて重
要な課題となっている。原子力分野の人材確保が困難な状
況にある中、既設の原子力発電所等の原子力施設の安全
確保等のための人材育成を行うことが本事業の目的であ
る。

本事業では、軽水炉安全技術・人材ロードマップ（平成27年
6月総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子
力小委員会自主的安全性向上・技術・人材ワーキンググ
ループ）」や「原子力の自主的安全性向上の取組の改善に
向けた提言（平成27年5月総合資源エネルギー調査会電
力・ガス事業分科会原子力小委員会自主的安全性向上・技
術・人材ワーキンググループ）」において重要とされた人材
育成の観点等を踏まえ、民間企業や研究機関等に委託を
行い、事業目的に沿った取組を推進する。

0 0 5_a4_2 非該当
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(一般・特
別)

復興特会
(該当：○
非該当：-)

会計コード
使途別分
類(1～4)

提案公募
型(該当：
○ 非該
当：-)

競争的資
金(該当：
○ 非該
当：-)

独立行政
法人向け
財政支出
(該当：○
非該当：-)

SBIR対象
(該当：○
非該当：-)

分類1 分類2 分類3 分類4 分類5 分類6 分類7 分類8
科技該
当・非該
当

備考

3216
経済産業
省

16 414

放射性廃棄物の減容
化に向けたガラス固化
技術の基盤研究委託
費（旧：次世代再処理ガ
ラス固化技術基盤研究
委託費）

原子力発電所や再処理施設等の廃止措置等に伴い発生す
る低レベル廃棄物に対応したガラス固化技術の開発を行
う。
これに伴い、高レベル廃液のガラス固化技術も向上すること
から、高レベル廃液のガラス固化体数の減少、ひいては処
分場の面積縮減もあわせて期待できる。

我が国では、使用済燃料を再処理した際に生じる高レベル
廃液については、日本原燃の六ヶ所再処理工場においてガ
ラス固化技術が実用化されている一方、原子力発電所や再
処理施設等の廃止措置等に伴い発生する比較的放射能レ
ベルの高い低レベル廃棄物等については、そのガラス固化
技術の研究開発は手つかずの状況であり、減容性が高く、
より安定した廃棄体とするガラス固化技術の基盤整備が必
要である。
そのため、低レベル廃棄物の組成にあったガラス固化技術
の確立を目指し、様々な低レベル廃棄物の組成に対応可能
な「ガラス組成」及び「ガラス溶融炉の運転制御技術」に関

825,000 400,000 5 特別 - 90022 4 - - - - 1_a_1 該当

3217
経済産業
省

16 415
電力市場環境に関する
調査費（電力市場環境
調査委託費）

適切な電源立地を進め、もって我が国の電力の安定供給を
実現するためには、その時々の状況に応じた適切な電力市
場制度を整備していくことが不可欠。特に、2013年4月に閣
議決定された「電力システムに関する改革方針」に基づき、
現在、電力システム改革を進めており、電力市場制度の設
計は、安定供給の確保、電気料金の最大限の抑制、需要家
の選択肢や事業者の事業機会拡大を実現するために非常
に重要なものとなっている。本事業は、電力市場の制度設
計に関する調査等を行うことにより、電力の安定供給にも配
慮した、適切な電力市場制度の設計を後押しし、もって電源
立地の円滑化に資することを目的とするもの。

本事業は、国内及び欧米を始めとする諸外国を対象として
電気事業制度等の最新状況の調査・分析を行う。

0 0 1_b_2_6 非該当

3218
経済産業
省

16 416
電源地域振興特別融
資促進事業費補助金

金融機関が電源地域に立地する企業に対して行う融資に
対し、利子補給相当の補助金を交付することにより、電源地
域への企業立地を促進し、もって、発電用施設の設置及び
運転の円滑化を図る。

（株）日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫、（株）日
本政策金融公庫が電源立地地域に立地した企業に対して
行った低利融資に対し、利子補給相当の補助金を交付す
る。【補助率：定額（利子補給金0.7%以内）】

0 0 8_6 非該当

3219
経済産業
省

16 417
原子力発電施設等周
辺地域企業立地支援
事業費補助金

原子力発電施設等の周辺の地域における企業立地に対す
る支援を行うことにより、当該地域の雇用の増加を図り、
もって、発電用施設の設置及び運転の円滑化を図る。

原子力発電施設等の周辺地域地域において、雇用を生む
新規立地や設備の増設を行った企業に対し、実質的な電気
料金の割引となる給付金を最大8年間交付する。【補助率：
定額】

0 0 8_6 非該当

3220
経済産業
省

16 418

深地層の研究施設を使
用した試験研究成果に
基づく当該施設の理解
促進事業費（旧：深地
層研究施設整備促進
補助金）

地層処分に関する研究を進める上で「深地層研究施設」は
極めて重要な施設であり、地元住民の理解が必要不可欠で
ある。将来深地層研究施設が実際の処分施設になってしま
うのではないかという地元住民等の不安払拭のため、当該
施設を有効に活用した学術的研究に対して継続的に補助を
行い、研究成果を通じて地元や関連分野に貢献すること
で、当該施設に対する地元住民等の不安を払拭するととも
に研究開発への理解促進を図る。

岐阜県瑞浪市及び北海道幌延町にある深地層研究施設を
活用した学術研究※に対して補助を行い、研究成果を通じ
て地域や関連分野に貢献することで、地域住民等に対する
当該施設の理解の促進を図る。（補助率：10/10）

※これまで行われた学術研究
・内陸地震の発生機構に関する研究
・地下水圧等の観測技術開発
・堆積岩の特性等に関する研究
・地下の微生物環境と有効利用に関する研究　等

320,000 320,000 5 特別 - 90022 4 ○ - - - 3_b_1_1 該当

3221
経済産業
省

16 419

原子力発電の制度整
備のための国際協力事
業費補助金（旧：原子
力発電導入基盤整備
事業補助金）

原子力発電を導入しようとする国に対し、核不拡散・平和利
用、原子力損害賠償等に係る制度整備・人材育成等の基盤
整備に関する協力を行うことにより、これらの国における安
全かつ確実な原子力発電導入に寄与するとともに、引いて
は国際的な原子力安全の強化に資することを目的とする。

原子力発電導入国からの専門家の招聘、我が国専門家の
当該国への派遣等を通じ、原子力発電導入に必要な法制
度整備や人材育成等を中心とした基盤整備支援事業を行う
民間事業者等に対して補助を行う。なお、補助率は、当該
国の原子力発電導入計画の進捗に応じ、導入検討初期段
階の場合は、「全額」、導入決定段階の場合は、「2分の１」と

0 0 3_c4_3 非該当

3222
経済産業
省

16 420
電源立地地域対策交
付金

発電用施設等が立地する地方公共団体に対し、出力、発電
電力量等によって算出される交付限度額の範囲内で交付
金を交付し、発電用施設等の設置及び運転の円滑化を図
る。

発電用施設等が立地する都道府県又は市町村に対して、
交付金を交付する。事業概要は以下のとおり。
①公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置
②企業導入・産業活性化措置（企業の導入の促進のための
事業、地域の産業の近代化及び活性化のための事業）
③福祉対策措置（社会福祉施設、教育文化施設又はスポー
ツ・レクレーション施設の整備及び運営）
④地域活性化措置（地域の産業振興に資する事業、地域の
特性を活用して当該地域の魅力を向上する事業、地域の自
然環境等の維持・保全及び向上を図る事業）  等

0 0 4_a4_2 非該当

3223
経済産業
省

16 421 広報・調査等交付金

地方自治体が地域住民に対する原子力発電に係る知識の
普及及び住民の生活に及ぼす影響に関する調査等を行うこ
とにより、原子力発電施設等に関する地域住民の理解の向
上を実現する。

①原子力発電施設等の立地地域の住民に対して、当該施
設に関する情報の提供等を行う事業（ソフト事業）、②原子
力発電施設等の立地地域の住民に対して、原子力発電に
関する知識の普及のための施設の整備を行う事業（ハード
事業）、③温排水の周辺水域における温度の分布、温度変
化の状況等の調査に関する事業等に要する費用に充てる
ため、原発立地道県等が実施する事業に対して交付金を交
付する。なお、経済産業省においては商業用原子力発電施
設等、文部科学省においては研究開発用原子力発電施設
等のそれぞれ所在する立地道県等が実施する事業に対し

0 0 3_c4_3 4_a4_2 非該当

3224
経済産業
省

16 422 交付金事務等交付金
電源立地地域対策交付金等の交付に要する事務費や交付
金事業の内容の検討に係る費用等に対し交付金を交付し、
交付金事業の円滑な実施を図る。

①公共用施設整備計画の作成等に要する費用に充てるた
めの交付金を交付する。
②電源立地地域対策交付金等の全部及び一部が都道府県
を通じ市町村等に間接交付されており、これら間接交付事
務に要する費用に充てるための交付金を交付する。
③電源立地地域対策交付金等において、大規模な公共用
施設等の整備を行う場合の有識者等における施設等の規
模の妥当性等の検討に要する費用に充てるための交付金

0 0 6_6 非該当

3225
経済産業
省

16 423
原子力発電施設等立
地地域特別交付金

原子力発電施設等の設置が行われ、又は行われることが
予定されている都道府県又は市町村に対し、地域振興に寄
与するための事業に措置することが特に必要と認める場合
に、交付金を交付し、原子力発電施設等の設置及び運転の
円滑化を図る。

原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に特に資する
場合に都道府県又は市町村に対して交付金を交付する。事
業概要は以下のとおり。
①公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置
②企業導入・産業活性化措置（企業の導入の促進のための
事業、地域の産業の近代化及び活性化のための事業）
③福祉対策措置（社会福祉施設、教育文化施設又はスポー
ツ・レクレーション施設の整備及び運営）
④地域活性化措置（地域の産業振興に資する事業、地域の
特性を活用して当該地域の魅力を向上する事業、地域の自
然環境等の維持・保全及び向上を図る事業）　等

0 0 4_a4_2 非該当

3226
経済産業
省

16 424
原子力発電施設立地
地域共生交付金

運転年数が30年を経過している原子力発電施設が所在し
ている道県に対し、交付金を交付し、原子力発電施設の長
期的な運転の円滑化を図る。

運転年数が30年を経過している原子力発電施設が所在す
る道県に対して交付金を交付する。事業概要は以下のとお
り。
①公共用施設に係る整備及び維持補修措置
②企業導入・産業活性化措置（企業の導入の促進のための
事業、地域の産業の近代化及び活性化のための事業）
③福祉対策措置（社会福祉施設、教育文化施設又はスポー
ツ・レクリエーション施設の整備及び運営）
④地域活性化措置（地域の産業振興に資する事業、地域の
特性を活用して当該地域の魅力を向上する事業、地域の自

0 0 8_6 4_a4_2 非該当

3227
経済産業
省

16 425 核燃料サイクル交付金

核燃料サイクル施設等の立地受け入れ等を行った都道府
県に対し、交付金を交付し、核燃料サイクル施設等の設置
及び運転の円滑化を図る。

核燃料サイクル施設の立地受け入れ等を行った都道府県
に対して交付金を交付する。事業概要は以下のとおり。
①公共用施設に係る整備及び維持補修措置
②企業導入・産業活性化措置（企業の導入の促進のための
事業、地域の産業の近代化及び活性化のための事業）
③福祉対策措置（社会福祉施設、教育文化施設又はスポー
ツ・レクリエーション施設の整備及び運営）
④地域活性化措置（地域の産業振興に資する事業、地域の
特性を活用して当該地域の魅力を向上する事業、地域の自
然環境等の維持・保全及び向上を図る事業）  等

0 0 4_a4_2 非該当

3228
経済産業
省

16 426
国際原子力機関拠出
金

国際原子力機関（IAEA）に対し特別拠出を行い、我が国と
IAEAが持つ知見、技術、リソースを活用し、原子力に関する
情報発信・透明性向上のノウハウの普及、原子力発電導入
に不可欠な基盤・環境整備を支援するとともに、福島第一原
発の着実な廃炉に向け、定期的にレビューミッションを受け
入れる。

我が国が派遣するコスト・フリー・エキスパートを中心とし
て、セミナーやワークショップの開催、IAEAやそれ以外の国
際的な専門家グループによるレビューミッションの派遣等を
行い、原子力平和利用や廃炉、放射性廃棄物処理に関す
る公衆の理解促進、そのためのコミュニケーションスキルの
向上、高いレベルの安全性等の確保に資する原発導入国
の基盤整備支援を行う。また、これらに関連する各種ガイダ
ンス図書の体系的整備を行う。加えて、福島第一原発の廃
炉作業に関し、国際的な専門家より進捗状況に対する評

0 0 3_c4_3 4_a4_2 6_5_1 非該当
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プログラム名・制
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事業の目的 事業概要

平成二八年度
当初予算うち科
技予算額（千
円）

平成二九年度
当初予算うち科
技予算額（千
円）

機関コード
(1～5)

会計の別
(一般・特
別)

復興特会
(該当：○
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会計コード
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○ 非該
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○ 非該
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独立行政
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(該当：○
非該当：-)
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(該当：○
非該当：-)
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科技該
当・非該
当

備考

3229
経済産業
省

16 427
経済協力開発機構原
子力機関拠出金

経済協力開発機構／原子力機関（ＯＥＣＤ／ＮＥＡ）において
行われる原子力発電、核燃料サイクルに関する経済性評価
や核燃料サイクル、放射性廃棄物等に関する政策的、技術
的検討に関する議論の動向を正確に把握し、そうした検討
の方向と同機関の活動を我が国の原子力行政と整合的な
ものとする。また、福島第一原子力発電所の事故及びその
廃止措置に資するプロジェクトやプロジェクト形成に向けた
専門家会合を実施する。

ＯＥＣＤ／ＮＥＡの場において、原子力発電、核燃料サイク
ル、放射性廃棄物、原子力安全規制等、国際的な知見・経
験を結集して取り組むべき共通の課題の解決を目的とした
各国の専門家からなる会合を開催し、各種報告書をとりまと
める（ＮＥＡに加盟する上での義務的経費）。
また、広く世界の叡智を集結・活用するとともに、廃止措置
等を通じて得られる知見・教訓を世界と共有していくため、
「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向け
た中長期ロードマップ」と連動し、その廃止措置等に向けた
取り組みの中で発生するニーズを捉えた国際共同プロジェ

0 0 7_b_5 非該当

3230
経済産業
省

16 428
過酷事故発生施設廃
止措置技術調査拠出
金

　経済協力開発機構／原子力機関（以下、「OECD/NEA」と
いう。)において、福島第一原子力発電所の事故及びその廃
止措置に資するプロジェクトやプロジェクト形成に向けた専
門家会合を実施することで、広く世界の叡智を集結・活用す
るとともに、廃止措置等を通じて得られる知見・教訓を世界

　福島第一原子力発電所の廃止措置等に関連する
OECD/NEAの活動を、本拠出金で支援するもの。具体的に
は、「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に
向けた中長期ロードマップ」と連動し、その廃止措置等に向
けた取り組みの中で発生するニーズを捉えた国際共同プロ

0 0 5_d4_1_1 非該当

3231
経済産業
省

16 429
原子力発電施設等立
地地域基盤整備支援
事業

再稼働や廃炉など原子力発電施設等を取り巻く環境変化
が立地地域に与える影響を緩和するため、立地地域の経
済・雇用の基盤の強靱化につながる新たな産業の創出等、
中長期的な視点に立った地域振興を国と立地自治体が一
体となって取り組む。

原子力発電施設等の立地地域の実情・ニーズを踏まえて、
地域資源の活用とブランド力の強化を図る産品・サービス
の開発、販路拡大、ＰＲ活動等の地域の取組支援や交付金
の交付を行い、立地地域への集客向上、雇用の確保、新た
な産業の創出等を目指す。また、こうした立地地域の今後
取り組むべき課題等に関する調査研究を実施する。

0 0 8_6 3_c4_3 非該当

3232
経済産業
省

16 430

原子力に関する国民理
解促進のための広聴・
広報事業費
(旧：原子力総合コミュニ
ケーション事業)

福島第一原発事故を踏まえ、原子力を含む我が国のエネル
ギー政策、放射線等の理解促進や風評被害の防止等、核
燃料サイクル施設の立地地域における理解促進、高レベル
放射性廃棄物等の処分事業の必要性や福島第一原発の
廃炉・汚染水対策の進捗状況等について広く国民に周知を
図るため、原子力発電施設及び核燃料サイクル施設の立
地又は立地予定地域住民に対する広聴・広報活動の実施、
国民各層に対する理解しやすくきめ細かな全国レベルでの
情報提供を実施するとともに、高レベル放射性廃棄物等の
処分事業や福島第一原発の廃炉・汚染水対策の進捗状況
等に関しての広聴・広報活動等を実施する。

原子力施設の稼動においては安全性を最優先にすることは
もちろんのこと、国民・立地自治体との信頼関係の構築が不
可欠。このため、①原子力に関する一般的な情報、②核燃
料サイクルといった基本的な政策、③高レベル放射性廃棄
物の最終処分や福島第一原発の廃炉・汚染水対策の進捗
状況のような原子力が持つ諸課題について、国民・立地自
治体等とのきめ細かいコミュニケーションを行う。
具体的には、平成26年4月に閣議決定したエネルギー基本
計画に明記しているように、立地地域、電力消費地を含め
た多様なステークホルダーに対し、科学的根拠や客観的事
実に基づいた広報等を強化する。

0 0 3_c4_3 非該当

3233
経済産業
省

16 431
原子力損害賠償・廃炉
等支援機構交付金

福島再生に向けて除染・中間貯蔵施設事業を加速させると
ともに、国民負担の増大を抑制し、電力の安定供給に支障
を生じさせないようにする。

①原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対して、
②原子力損害賠償・廃炉等支援機構による資金援助額のう
ち中間貯蔵施設費用相当分の回収額の範囲内で、
③「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」（平成25
年12月20日閣議決定）を踏まえ、原子力損害賠償・廃炉等
支援機構法第68条に基づく交付金を交付する。

0 0 8_6 非該当

3234
経済産業
省

16 432
福島特定原子力施設
地域振興交付金

「中間貯蔵施設等に係る対応について」（平成26年8月8日
環境省、復興庁）を踏まえ、福島県に対して、福島第一原子
力発電所の事故という特殊事情に鑑み、30年間にわたり継
続して交付金を交付する。

「中間貯蔵施設等に係る対応について」（平成26年8月8日
環境省、復興庁）を踏まえ、福島県に対して、福島第一原子
力発電所の事故という特殊事情に鑑み、30年間にわたり継
続して交付金を交付する。

0 0 8_6 非該当

3235
経済産業
省

16 433
国連気候変動枠組条
約事務局拠出金（京メ
カ関連）

国際約束に基づき、我が国が京都メカニズムを活用する上
で必要不可欠なITL（国際取引ログ）の運営費を拠出し、こ
れらの円滑な運営に資することを目的とする。

京都議定書目標達成計画に基づき、京都メカニズムクレ
ジットを取得する必要があった我が国は、ITLの運営資金を
利用料として拠出することによってITLとの接続及びITLの高
い信頼性を確保し、世界各国との円滑なクレジット取引を確
保してきた。
京都議定書第一約束期間及びその調整期間は終了した
が、引き続き我が国の民間企業はCSR等の観点から、CDM
（クリーン開発メカニズム）に参加していることから（約440社
が口座を保有）、日本の国別登録簿をITLに接続するため、
運利資金を拠出するもの。

0 0 8_6 非該当

3236
経済産業
省

16 434
国連気候変動枠組条
約事務局拠出金

気候変動問題に係る国連におけるルール形成に際し、国連
気候変動枠組条約事務局（以下、条約事務局。本部はドイ
ツ・ボンに所在。）に我が国から資金拠出を行い、同時に人
材を派遣して条約事務局の作業に従事させることを通じて、
パリ協定等の枠組が公平で実効性ある枠組となるような詳
細ルールの構築を目指す。

条約事務局におけるパリ協定等の詳細ルール検討を前進
させるため、我が国から条約事務局に資金拠出を行い、条
約事務局に専門的知見を持った経済産業省職員を派遣し、
我が国が重視する作業に従事させる。具体的には、パリ協
定等に係る詳細ルールの検討及び技術移転の促進等に必
要な分析作業や、COP等の国際会議における議長のサ
ポート等の業務を実施する。

0 0 6_5_7 非該当

3237
経済産業
省

16 435
国連気候変動枠組条
約技術メカニズム拠出
金

途上国への支援策の一つである技術移転に関しては、その
中心的な役割を担う「気候技術センター及びネットワーク
（CTCN）」の設立が2010年に開催された国連気候変動枠組
条約第16回締約国会議（COP16）にて合意され、COP17に
おいて締約国に対して資金拠出等を通じたCTCNに対する
支援を行うことを求める内容の合意がなされた。これを受
け、国連気候変動枠組条約事務局またはCTCNへ資金拠出
を行い、CTCNにおける途上国への技術移転に関する議論
に積極的に関与することによって、我が国が持つ最先端優
良技術を戦略的に普及させ地球規模での効果的な温室効

気候変動枠組条約における技術メカニズムの要素の一つで
あるCTCNの運営等に係る費用として、国連気候変動枠組
条約事務局またはCTCNに対して拠出を行い、我が国として
今後の技術移転に関して積極的に議論に関与していく。

0 0 6_5_1 非該当

3238
経済産業
省

16 436
資源有効利用促進等
利子補給金

本事業は、事業者への融資に係る金融機関に対する利子
補給金の交付を通じて、設備投資を促進し、3R（リデュー
ス、リユース、リサイクル）による資源の有効利用の促進を
図ることにより、我が国における資源制約、環境制約の克

事業者が、金融機関から1億円以上の融資を受け、3Rの促
進に資する設備の設置・改善等を行う場合に、事業者の金
利負担を軽減するため、融資残高の0.4％を上限として、金
融機関に利子補給金を交付する。

0 0 8_6 非該当

3239
経済産業
省

16 437
認証排出削減量等取
得委託費

費用対効果を考慮して京都メカニズムクレジットを取得する
ことにより、我が国がエネルギー利用や産業活動を著しく制
約することなく京都議定書の目標を達成することを目的とす
る。

京都議定書目標達成計画（平成20年3月閣議決定）に基づ
き、京都議定書の削減目標（90年比▲6％）を達成するため
に国内対策を最大限努力してもなお生ずる不足分（▲
1.6％：約1億トン）について、国立研究開発法人新エネル
ギー・産業技術総合機構（NEDO）と京都メカニズムを活用し
て、クレジットを取得することとされている。
同計画に基づきNEDOに委託しクレジットの取得を行ったと
ころ、相手国において環境プロジェクトに支出されなかった
ことにより発生した未使用金について債権回収を行う。

0 0 8_6 非該当

3240
経済産業
省

16 438
気候変動適応効果可
視化事業

気候変動による影響へ適応するための対策（適応策）に関
し、高い効果が見込まれる適応プロジェクトを組成して、そ
の効果を可視化し、途上国の適応行動の強化に貢献すると
ともに、我が国の優れた技術の途上国への普及を目指す。

 我が国企業が持つ優れた技術の適応分野における有効性
や、その効果を可視化するための調査（ＦＳ）を、気候変動
の脆弱性が指摘される国で行う。加えて、調査（ＦＳ）の結果
を、これら国際基金や国際機関、途上国にインプットをする
ことで、我が国の優れた技術の途上国への普及を目指す。

0 0 3_a_2 非該当

3241
経済産業
省

16 439
地球温暖化問題等対
策調査

環境問題（地球温暖化対策、資源循環の推進、環境負荷の
改善等）に関する施策の企画立案・実行にあたっては、広範
な対象分野、対象者及び政策手法を適切に組み合わせるこ
とが必要である。本事業は、国として必要な情報収集及び
調査・分析等を実施し、実効的な政策を企画立案・実行する
ことを目的とする。

①地球温暖化問題に関する交渉において我が国として的確
に対応するとともに、温室効果ガス排出量削減目標達成す
るため、地球温暖化に関する国内外の最新の研究データ収
集や国際動向の調査・分析、②容器包装リサイクル法や資
源有効利用促進法について、関係法令の施行状況の把
握、法令の見直しのための調査・分析、③環境負荷物質か
ら生じる産業公害を防止するための施策を適切に講じるた
め、国内外の環境保全の状況や関連技術の動向等に関す

0 0 1_b_2_6 非該当

3242
経済産業
省

16 440

中小企業等産業公害
防止対策調査費（（項）
環境経営・競争力強化
費）（事務費）

年々強化されつつある各種環境規制に対応して、産業界の
公害防止対策活動を円滑に進め、産業公害の防止に資す
るため、公害防止技術の普及、公害防止に関する各種環境
負荷物質についての調査等を行い、我が国における産業公
害防止対策等への各種取組を促進させる。

本事業では、産業公害防止及び環境保全のための政策立
案の観点から、海外の状況も踏まえた産業公害防止対策等
の現状及び有効な対策等に関する情報を国が把握し利用
するため、産業公害防止対策等に関する各種情報・データ
について、民間企業等を活用して調査等を行う。また、各地
域における課題に即した産業公害防止関連政策の立案に
つなげるため、地方経済産業局においても、民間企業等を

0 0 1_b_2_6 非該当

3243
経済産業
省

16 441
中小企業等産業公害
防止対策調査費（（項）
資源循環推進費）（事

省資源・再資源化政策を進めるための基本的な検討を実施
するための事務費。

省資源・再資源化政策を進めるための基礎的な調査を実施
する。

0 0 1_b_2_6 非該当

3244
経済産業
省

16 442

低炭素技術を輸出する
ための人材育成支援事
業費補助金
（旧：低炭素技術輸出
促進人材育成支援事
業費補助金）

日本の優れたエネルギーインフラや省エネ技術の海外展開
を促進することにより、新興国等における温室ガスの削減
や省エネ化を推進を図る。

日本企業への受入研修及び海外の企業現場への専門家派
遣等を通じて、①エネルギーインフラの運転・保守管理を担
う現地人材の育成、②現地工場等における生産工程の省エ
ネ化を推進する人材の育成に対する支援を行う。（補助率
2/3：中堅・中小企業、1/3：大企業（重点分野の案件1/2）、
定額：後発開発途上国案件）

0 0 5_a4_2 非該当

3245
経済産業
省

16 443

地球温暖化・資源循環
対策等に資する調査委
託費（旧：温暖化対策
基盤整備関連調査委
託費）

エネルギー起源CO2の排出抑制に関する国内外の対策等
に関する情報収集及び調査分析等を実施し、実効的な政策
の企画立案・実行することを目的とする。

①我が国におけるエネルギー起源CO2の排出抑制に向け
た産業界の取組み（低炭素社会実行計画等）に関する実態
把握・分析や各分野における排出削減対策のあり方・効果
等に関する調査・分析、②COP21で決定した2020年以降の
将来枠組みを踏まえ、今後の国際交渉に資する諸外国にお
けるエネルギー起源CO2の排出抑制に関する政策、制度、
技術等の動向の調査・分析、③急激な経済成長を続ける
ASEANをはじめとする新興国において、エネルギー起源
CO2排出削減に資するリサイクル制度をはじめとした資源
循環にかかる制度構築のための調査・分析を実施する。

0 0 1_b_2_6 非該当
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3246
経済産業
省

16 445

苫小牧におけるCCS大
規模実証試験事業
（旧：二酸化炭素削減
技術実証試験事業費）

二酸化炭素回収・貯留（CCS）の大規模実証試験を着実に
進めるとともに、必要な基盤技術を確立することで、2020年
頃の二酸化炭素回収・貯留（CCS）技術の実用化を目指す。
これにより、CCSが2020年頃以降の温室効果ガス排出量の
効果的な削減に寄与することを目指す。

CCS実証試験に必要な設備の設計・建設やCO2を貯留する
ための坑井掘削、さらにCO2の安全な貯留を担保するため
のモニタリングシステムの構築を行い、製油所から排出され
るガスからCO2（年間約10万トン規模）を分離回収し、地中
（地下1,000ｍ程度）に貯留するCCS実証試験を行う。平成
27年度までの取組として、苫小牧地点での大規模CO2圧入
に向けた実証試験設備の準備を整えるべく、①実証試験設
備の設計、建設、試運転　②観測井、圧入井の掘削　③貯
留層モニタリング、微小振動、自然地震観測および貯留層
評価　④法規制対応、安全性確保に係る調査、検討　⑤社
会受容性に係る調査、検討、理解の促進活動を実施する。
平成28年度以降の取組として、①年間約10万トン規模での
CO2分離回収の操業　②同規模でのCO2圧入、貯留作業

6,900,000 7,800,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 2_a_1 該当

3247
経済産業
省

16 446
認証排出削減量等取
得委託費

費用対効果を考慮して京都メカニズムクレジットを取得する
ことにより、我が国がエネルギー利用や産業活動を著しく制
約することなく京都議定書の目標を達成することを目的とす
る。

京都議定書目標達成計画（平成20年3月閣議決定）に基づ
き、京都議定書の削減目標（90年比▲6％）を達成するため
に国内対策を最大限努力してもなお生ずる不足分（▲
1.6％：約1億トン）について、国立研究開発法人新エネル
ギー・産業技術総合機構（NEDO）と京都メカニズムを活用し
て、クレジットを取得することとされている。
同計画に基づきNEDOに委託しクレジットの取得を行ったと
ころ、相手国において環境プロジェクトに支出されなかった
ことにより発生した未使用金について債権回収を行う。

0 0 8_6 非該当

3248
経済産業
省

16 448

二国間クレジット取得等
のためのインフラ整備
調査事業委託費（旧：
二国間クレジット取得等
インフラ整備調査事業）

優れた低炭素技術・製品の導入により、温室効果ガス排出
削減量を定量的に評価する仕組み（二国間クレジット制度）
の構築及び円滑な運営、改善に必要な事業を実施し、優れ
た低炭素技術・製品の海外展開を促進し、途上国を中心と
した世界全体での地球温暖化対策に貢献することを目的と

二国間クレジット制度を確立するため、本制度を運営する合
同委員会や方法論の開発などの制度の基盤を構築すると
ともに、京都メカニズム等の国内外の類似制度の調査や相
手国のニーズを踏まえた人材育成等の制度の円滑な運営
等に資する事業を実施する。

0 0 2_b_2_4 非該当

3249
経済産業
省

16 449

地球温暖化対策におけ
る国際機関等連携事業
委託費
（旧：地球環境国際連
携事業）

地球温暖化問題の解決に向けて、国際機関や諸外国との
連携を図りつつ、我が国企業の国際展開や技術の国際移
転、地球温暖化交渉などを効率的に進めることを目的とす
る。

我が国の低炭素技術・製品を国際的に広く展開し、我が国
が今後の国連交渉の国際交渉を有利に進めていく上で、
様々な国際機関と連携を図るとともに、国際枠組等を活用
し、我が国の取組や地球温暖化問題に対する姿勢を効果
的にアピールしていく。
具体的には、①二酸化炭素回収・貯留（CCS）の国際動向
調査やISO規格化の実施、②米国国際開発庁（USAID）や再
生可能エネルギー・省エネルギーネットワーク（REEEP)等が
参加する、技術移転プロジェクトと民間資金を結びつける活
動であるPFAN(Private Financing Advisory Netowrk)プログラ
ムを通じた途上国への技術移転協力、③地球温暖化対策
技術による温室効果ガスの削減効果と経済効果について
の分析、④環境負荷可視化に係る国際動向（UNEPが進め
る国際的なLCA（ライフサイクルアセスメント）データベース

575,000 500,000 5 特別 - 90021 4 ○ - - - 2_c_1 3_a_1 1_b_1 4_c_1_1 該当

3250
経済産業
省

16 450

国内における温室効果
ガス排出削減・吸収量
認証制度の実施委託
費（旧：グリーン貢献量
認証制度等基盤整備
事業委託費）

事業者等が行う省エネ・低炭素投資による温室効果ガスの
排出削減量等をクレジットとして認証する「J－クレジット制
度」を運営し、温室効果ガスの排出削減量等を、地球温暖
化対策の推進に関する法律に基づく調整後温室効果ガス
排出量の報告やカーボン・オフセット等に活用できるよう見
える化することにより、クレジットを活用した排出削減活動を
促進する。

国内クレジット制度の後継制度として環境省・農林水産省と
ともに実施している「J-クレジット制度」は、省エネ・低炭素投
資設備の導入による温室効果ガスの排出削減量等をクレ
ジットとして認証する制度であり、本事業はその制度を運営
するとともに、需要に応じたクレジット創出に取り組む。ま
た、クレジット需要を開拓するための、各種制度と連携した
クレジット活用推進事業を行う。

440,000 380,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_a_1 該当

3251
経済産業
省

16 452

CO2貯留適地の調査事
業
（旧：二酸化炭素貯留ポ
テンシャル調査事業費）

二酸化炭素回収・貯留（CCS）は二酸化炭素の排出削減効
果が大きく、地球温暖化対策の重要な選択肢の1つとして世
界的に期待されている。このため、CCS技術の2020年頃の
実用化に向けて、我が国における二酸化炭素貯留可能地
点を探査し、CCS実用化に必要な基盤の整備を行う。

国内には合計で1,450億トン以上のCO2貯留ポテンシャルが
あるとの試算がされているが、限られた基礎データに基づく
推定であり、地質の不均質性を考慮すると、個々の候補地
点の貯留ポテンシャルには大きな不確実性がある。このた
め、本事業では、大きなポテンシャルを有すると期待される
貯留地点を対象として、弾性波探査、調査井掘削、地質モ
デル構築、貯留層総合評価等を行うことによって有望な貯
留層を特定し、各地点の貯留層分布と貯留ポテンシャルを

1,250,000 550,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 2_b_3 該当

3252
経済産業
省

16 453
二酸化炭素固定化・有
効利用技術実証支援
事業

エネルギー起源のCO2排出抑制対策として期待される、
CO2を工業製品の製造等に活用する二酸化炭素回収・利用
（CCU）技術の実用化及び有効活用を促進し、我が国の温
室効果ガス削減対策を進めることを目的とする。

CCUは多様な技術が存在することから、有望な技術を実用
化につなげることが我が国の温暖化対策の促進に重要であ
り、民間企業等が行うCCUに関する技術であって、先進性
や波及性等の高いものに対し 、その実証に係る費用の1/2

50,000 0 5 特別 - 90021 4 - - - - 2_a_1 該当

3253
経済産業
省

16 454

CO2分離回収技術の研
究開発事業
（旧：二酸化炭素回収
技術実用化研究事業
費）

　二酸化炭素回収・貯留（CCS）は二酸化炭素の排出削減
効果が大きく、地球温暖化対策の重要な選択肢の一つとし
て期待されているが、CCSの実用化に当たっては実施に要
するコストの6割以上を占めるCO2の分離・回収に係るコスト
の低減が課題となっている。
　このため本事業では、CCSの実用化の推進に資するべく
CO2の分離・回収コストを大幅に低減することを目的として、
革新的な分離回収技術について、実ガス試験による実用化
研究を実施する。

　本事業では、CO2の分離・回収コストを大幅に削減するた
めに以下の実用化研究を実施する。
（１）二酸化炭素分離膜モジュール実用化研究開発事業
　石炭ガス化発電等で発生する比較的高い圧力を有するガ
スからCO2を分離・回収するのに有効な分離膜技術につい
て、実ガスを用いた実用化研究を行う。
（２）先進的二酸化炭素固体吸収材実用化研究開発事業
　CO2の分離・回収技術の一つである化学吸収法のうち、高
効率な回収が可能なアミンを固体に担持した固体吸収材に
ついて、実用規模のプラント試験設備を用いた実用化研究

535,000 500,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 1_a_1 該当

3254
経済産業
省

16 455

気候変動対策に係る国
際会議の開催等による
エネルギー・環境技術
イノベーション創出のた
めの国際連携推進事業
（旧：地球温暖化対策
技術等国際連携推進
事業）

環境負荷を低減する様々な技術やノウハウを持つ我が国の
位置付けを最大限に活かすべく、イノベーションの加速を通
じた地球温暖化問題解決のため、いわば、「エネルギー・環
境技術版ダボス会議」とも言える国際会議（「Innovation for
Cool Earth Forum (ICEF：アイセフ）」）を開催し、世界の学
界・ビジネス・政府等の関係者の英知を結集し、イノベーショ
ンの促進と普及のための議論を深化させる。併せて、ネット
ワーキングの機会を設けることで我が国企業・研究機関の
ビジネス展開、共同研究の促進を図る。

毎年10月に研究者、ビジネスパーソン、政府関係者約千人
が集い、イノベーションにより地球温暖化を解決することを
議論する、国際会議（ICEF)を開催する。本会議には、ハイレ
ベルなスピーカー、出席者を世界から集めることで、技術に
よる温暖化問題の解決こそが重要であるとの世論の形成を
行うと共に、環境・エネルギー分野の技術において日本の
優位性の国際的な評価を獲得し、我が国が環境・エネル
ギー分野のイノベーションの発信地となることで、総理が提
唱する「技術で世界に貢献する」という日本の立ち位置を世
界に示すことが可能。
また、年1回の会議だけとするのではなく、ウェブ上にイノ

200,000 340,000 1 特別 - 90021 3 - - - - 5_d3_1 該当

3255
経済産業
省

16 456
休廃止鉱山鉱害防止
等工事費補助事業

金属鉱山等は、採掘活動終了後もカドミウム、鉛、ヒ素等の
重金属による水質の汚濁、農用地の汚染等をもたらすこと
が少なくなく、放置すれば人の健康被害、農作物被害、漁業
被害等の深刻な問題（鉱害）を引き起こすことになる。この
ため、地方公共団体等が行った鉱害防止工事及び坑廃水
処理を行った事業に要する経費の一部を補助することによ
り、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害

鉱害防止義務者が存在しない鉱山にあっては、地方公共団
体が事業主体となる鉱害防止事業（集積場の覆土、集積場
の耐震安定化工事、坑口の閉塞、坑廃水処理等）、鉱害防
止義務者が存在する鉱山にあっては、坑廃水処理事業者
が実施する坑廃水処理事業のうち、義務者に原因行為のな
い汚染分（自然汚染・他者汚染）の処理費用に対し、各々当
該費用の3/4を補助する。

0 0 8_6 非該当

3256
経済産業
省

16 457
事務費（義務）賠償償
還及払戻金

国内の炭鉱の坑内で働いていた労働者又はその遺族によ
る国にじん肺罹患の損害賠償を求めた訴訟において、筑豊
じん肺訴訟最高裁判決（平成16年4月27日）で、国の規制権
限不行使の国家賠償法第1条第1項適用上の違法が確定し
た。
このため、同様の訴訟において要件を満たす原告とは早期

筑豊じん肺訴訟最高裁判決を踏まえ、証拠等に照らして和
解要件を充足することが確認された原告と和解し、和解調
書に基づき損害賠償金を支払う。

0 0 8_6 非該当

3257
経済産業
省

16 458
高圧ガス設備の耐震補
強支援事業

東日本大震災の被害を踏まえた球形貯槽ブレースに関する
耐震基準の見直しを受け、既存の球形貯槽ブレースの補強
を支援するための事業、及び、今後、より大きな地震が発生
する可能性が指摘されている中で、最新の耐震基準の耐震
性を有しない保安上重要度の高い既設高圧ガス設備の耐
震補強を支援する事業に要する経費を補助することにより、
高圧ガス設備の耐震性の強化を図ることを目的とする。

最新の耐震基準の適用を受けない既存の球形タンクや、保
安上重要度の高い設備について、最新の耐震基準に適合
させる耐震補強に係る費用の一部を補助する。
（１）球形貯槽ブレース（筋交い）補強支援事業（補助率１／
２）
（２）重要高圧ガス設備に対する耐震補強促進事業（補助率
１／２）

0 0 4_a4_2 非該当

3258
経済産業
省

16 459
高圧ガス等技術基準策
定研究開発等

産業保安のスマート化を図り、事故・災害等を未然に防止
し、公共の安全を確保するために、高圧ガス及び火薬類を
取り扱う施設や鉱山において、基準の見直しに向けた調査
研究を行い、最新の知見を踏まえ合理的な基準を作成する
際に必要となるデータを収集する。

（１）高圧ガス等技術基準策定事業
産業保安関係法令（高圧ガス保安法、火薬類取締法）等で
定める技術基準について、各分野における科学技術の進
歩、海外の規制動向等を踏まえ、基準の見直し等に向けた
調査研究等を行う。
（２）産業保安基盤整備・高度化事業
事故情報の原因解析や再発防止策の検討を行い、産業保
安基盤の効果的な確保と、より一層の高度化に資する事業
を行う。
（３）鉱山保安に係る調査研究事業
植物等を活用した水質浄化に係る調査研究を実施し、鉱山
保安の効果的な確保と、鉱害防止事業の経済的負担の軽
減に資する事業を行う。また、鉱山保安マネジメントシステ
ムの導入状況および災害発生状況等からマネジメントシス

114,990 114,990 5 一般 - 13 4 - - - - 2_c_5 2_a_1 該当

3259
経済産業
省

16 460
証券監督者国際機構（Ｉ
ＯＳＣＯ）分担金

証券監督者国際機構（IOSCO）の活動を通して、諸外国の
規制当局とともに市場に対する規制の在り方について検討
し、協調を図ること等により、国内外のレベルで、公正かつ
適正な商品先物市場を確保することを目的とする。

商品先物市場監督当局の国際的な連携強化を目的とする
IOSCOの分担金。
IOSCOの活動を通じて、公正かつ適正な市場を保持し、国
内外のレベルで市場のより実効性のある規制等の協調を図
ることにより、商品先物市場の信頼性を確保する。

0 0 8_5_4 非該当
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3260
経済産業
省

16 461
商取引適正化・製品安
全に係る事業

商取引の適正化及び安全な製品の取引の目的とした調査
研究、普及・啓発事業及び製品安全関連法の施行を行い、
併せて、商取引に関する消費者トラブルや製品事故の減少
及び流通の適正化を図ることを目的とする。

①商取引適正化・製品安全に関する調査研究
特定商取引法、商品先物取引法等に関する消費者問題や
取引実態に関する調査、ビックデータの活用等による製品
事故の再発・未然防止策の高度化に関する調査等
②商取引適正化・製品安全に係る普及・啓発事業
製品安全優良企業表彰関連事業や消費者教育に関する普
及・啓発事業等
③製品安全関連法の施行
製品安全４法に係る試買テストや事故情報の評価・分析、
新たな規制対象品の技術基準の策定や試験方法の検討等

0 0 8_1_6 3_c4_5 8_1_4 非該当

3261
経済産業
省

16 462
経済協力開発機構環
境政策委員会化学品プ
ロジェクト分担金

OECD化学品プロジェクトに参加することで、化学物質管理
政策分野における国際協調活動に貢献すると同時に、国内
における化学物質管理制度を国際的な動きと整合させ、効
果的な化学物質管理を実現する。

OECD環境政策委員会の傘下の化学品・農薬・バイオテクノ
ロジーワーキングパーティとOECD化学品委員会との合同
会合（化学品合同会合）によって統括されている化学品プロ
ジェクトへ分担金を支出し、プロジェクトへ参加することによ
り、化学物質管理分野における国際協調を推進する。

0 0 8_6 非該当

3262
経済産業
省

16 463
ロッテルダム条約事務
局経費分担金

「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤
についての事前のかつ情報に基づく同意の手続きに関する
ロッテルダム条約」に参加し、適正な化学物質管理に向けた
国際的な取組に貢献すると同時に、国内における化学物質
管理制度を国際的な動向と整合させ、効果的な化学物質管
理を実現する。

ロッテルダム条約は、化学物質の危険有害性に関する情報
が乏しい国への輸出によって、その国の人の健康や環境へ
の悪影響が生じることを防止するため、輸出国は、特定の
有害物質の輸出に先立って、化学物質に関する情報を相手
国に通報する等、輸入国政府の輸入意思を確認した上で輸
出を行うこと等を規定したものであり、2004年2月に発効し
た。我が国においては、2004年9月より条約の効力が発生
し、条約上の義務を履行している。

0 0 6_5_1 非該当

3263
経済産業
省

16 464
ストックホルム条約事
務局経費分担金

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」に参加
することで、毒性が強く、残留性、長距離移動性等の性質を
有する物質の廃絶に向けた国際的な取組に貢献すると同
時に、国内における化学物質管理制度を国際的な動向と整
合させ、効果的な化学物質管理を実現する。

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」は、環
境中での残留性、生物蓄積性、毒性（悪影響）が高く、長距
離移動性が懸念されるＰＣＢ、ＤＤＴ、ダイオキシン類等の有
害化学物質（ＰＯＰｓ：Persistent Organic Pollutants）の国際
的な製造及び使用の廃絶、排出の削減、これらの物質を含
む廃棄物等の適正処理等を規定したものであり、2004年に
発効した。我が国は、2002年8月に締結し、条約の発効と同
時に条約上の義務を履行している。

0 0 6_5_1 非該当

3264
経済産業
省

16 465
経済協力開発機構環
境政策委員会化学品プ
ロジェクト拠出金

世界的な成長産業の核として期待されているナノ粒子につ
いての安全性問題に対し、OECDの議論の場で我が国が化
学物質管理政策の立案の立場からイニシアティブをもって
リードすることにより、将来的な我が国の国益を確保する。

ナノテクノロジーによって次世代の成長産業の核として開発
が行われているナノ粒子は、その微小性のために従来の物
質とは異なる挙動を示す可能性が指摘されている。ナノ粒
子の安全性に関しては、現在、我が国のみならず国際的に
もその特性評価等の科学的な知見が不足しており、OECD
環境政策委員会化学品プロジェクト内で加盟国の協力のも
とに評価等の検討が進められている。我が国がイニシアティ
ブをもって国際的にこの分野をリードしていくために、所要の
拠出をOECDに対し行うものである。

0 0 1_b_2_6 非該当

3265
経済産業
省

16 466
化学物質規制対策事
業

WSSD（持続可能な開発に関する世界首脳会議）2020年目
標（「予防的取組方法に留意しつつ、透明性のある科学的
根拠に基づくリスク評価手順と科学的根拠に基づくリスク管
理手順を用いて、化学物質が、人の健康と環境にもたらす
著しい悪影響を最小化する方法で使用、生産されることを
2020年までに達成することを目指す」）を達成すること等を
目指し、以下の３つの課題について化学物質管理に関する
法律の執行等を行う。
　①適切な法執行等を通じた化学物質による悪影響の低減
　②ナノ物質、ビジネスリスク低減等新たな課題への対応
　③国際的な化学物質管理制度調和推進

・化審法、化管法に基づき、化学物質管理を着実に実施す
る。また、新たな法規制の円滑な執行を含む国内規制の在
り方等の検討を行う。
・ナノ物質等の未解明問題の解明に取り組むとともに、ビジ
ネスリスク低減等新たな課題への対応のため、サプライ
チェーン上の物質情報を正確かつ迅速に伝達するシステム
を構築する。
・化学物質に関する各種国際条約の締約国としての、ある
いはOECD等の枠組みで、各国の分担による有害性情報の
収集や、新たな安全性評価手法の開発、人材育成等を行う
とともに、中長期的な目標である国際的な調和を視野に入
れつつ、我が国と経済的関係の深いASEAN地域との化学
物質管理制度の調和を推進する。
・化学兵器禁止条約及び化学兵器禁止法の的確な執行並
びに条約締約国としての責務を果たすため、化学分析デー
タ整備、人材育成、途上国における産業保安能力・化学物
質管理能力向上への貢献、有事に備え適切な対応が取れ
るように調査・検討等を実施する。
・フロン対策として、代替フロン等の排出量データの収集や
推計、排出源等の調査を行うとともに、国際的な枠組みの

545,000 485,720 5 一般 - 60 4 - - - - 2_c_5 4_c_1_1 1_b_2_2 該当

3266
経済産業
省

16 467 政策評価業務

「行政機関が行う政策の評価に関する法律」に基づき政策
評価を的確に実施するため、当省の政策の特性を踏まえた
政策目標・指標の設定方法やアウトカムの把握手法、社会
的便益・社会的費用との比較考量方法の開発・改善を行う
ことにより、当省で展開する政策に最適となる評価手法を蓄
積することを目指す。

政策目標・指標の設定や、アウトカムの把握に必要となる
データ・情報の収集・分析、ヒアリング、アンケート調査及び
国内外における類似政策の評価手法の調査を民間企業等
に委託する。

0 0 1_b_3_6 非該当

3267
経済産業
省

16 468 庁舎施設整備

経済産業省庁舎を有効に活用するために必要な設備の改
修、修繕を行う。また、各法律に定められた基準を満たすた
めに、効率的な設備機器の導入、耐震設備の導入等を行
う。

経済産業省が自前の庁舎を改修、修繕をするため、国土交
通省に工事を委任する。
委任された国土交通省は、予算の範囲内で可能な工事計
画を策定し、入札等で工事業者を決定する。
工事業者は、両省庁と協力しながら工事計画に則って工事
を行い、経済産業省に納入する。

0 0 4_a4_2 非該当

3268
経済産業
省

16 469 賠償償還及払戻金

国の職員が、その職務を行うについて、故意又は過失に
よって違法に他人に損害を加えた際に支払う賠償、又は過
大に受領した納付金等の払戻を行うことを目的とする。

国の職員が、その職務を行うについて、故意又は過失に
よって違法に他人に損害を加えた際に支払う賠償、又は過
大に受領した納付金等の払戻を行う。

0 0 8_6 非該当

3269
経済産業
省

16 470
国有資産所在市町村
交付金

国有資産等所在市町村交付金法の規定に基づき、国が所
有する固定資産のうち、国以外の者が使用している固定資
産について、当該固定資産が所在する市町村に対して交付
金を交付することを目的とする。

国が所有する固定資産のうち、国以外の者が使用している
固定資産について、当該固定資産が所在する市町村に対し
て交付金を交付する。

0 0 8_6 非該当

3270
経済産業
省

16 471
産業経済研究委託事
業

国際分業や市場の拡大等による我が国産業の国際的な競
争力の強化に向けて、我が国を取り巻く経済情勢の変化を
適切に捉えるとともに、どのような産業を創出していくべきか
についての検討を行うための包括的・基礎的な調査を行う
ことにより、経済産業政策上の課題抽出や具体的な政策対
応を導き出すことを目的とする。

我が国経済及び産業の発展等に必要な施策の遂行のため
に、専門的な知見を有するシンクタンク等へ委託を行い、我
が国の経済状況の分析及び経済産業政策の課題抽出を行
う。

0 0 1_b_2_6 非該当

3271
経済産業
省

16 472
市場競争環境評価調
査費（事務費）

我が国経済や国内企業の国際競争力を強化する観点か
ら、国内市場の発展等を阻害する規制など、主に競争環境
の視点で制度面等（独占禁止法等）での課題などを明らか
にすることで、我が国産業構造の改善等を図る。

日本企業に対する欧米競争当局による執行（カルテル）に
関する調査について、主要な国際カルテル事件を類型毎に
分析し、制裁金の多重賦課の状況や当局の対応について
文献調査やヒアリング調査を行う。
調査は、一般競争入札より選定した事業者に外注し実施す
る。
また、調査結果については、事業者のコンプライアンスの取
組強化のための普及啓発等の基礎資料として活用する。
上記に加え、各地方経済産業局において、地方固有の市場
における競争阻害や現状等について調査を行い、施策の企

0 0 1_c_2_9 非該当

3272
経済産業
省

16 473
内外価格動向等調査
（事務費）

中国を始め新興国経済の減速、原油価格や為替相場の変
動等の経済環境の変化が本邦企業グループの生産活動、
価格設定、設備投資等の諸活動にどのような影響を与える
かを分析するべく、企業活動に関するデータの定量的な分
析を行うとともに、企業へのアンケート調査やヒアリング調
査を行い、今後の物価や企業活動の動向を探る。

企業活動基本調査、海外事業活動基本調査のデータから
アンケート調査対象企業を抽出し、アンケート調査を行う。さ
らにアンケート調査対象企業の中からヒアリング調査企業を
抽出してヒアリングによりアンケート結果の検証・確認を行
う。これらの調査結果をクロス集計・分析により仮説検証・要
因を分析し報告書にまとめる。

26,282 26,282 5 一般 - 95 4 - - - - 1_c_3_3 4_c_1_3 該当

3273
経済産業
省

16 474
独立行政法人経済産
業研究所運営費交付
金

内外の経済及び産業に関する事情並びに経済産業政策に
関する基礎的な調査及び研究等を効率的に行うとともに、
その成果を活用することにより、我が国の経済産業政策の
立案に寄与するとともに、広く一般の経済及び産業に関する
知識と理解の増進を図り、もって経済及び産業の発展並び
に鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の
確保に資することを目的とする。

・内外の経済及び産業に関する事情並びに経済産業政策
に関する基礎的な調査及び研究。
・上記業務に係る成果の普及及び政策の提言。
・内外の経済及び産業に関する事情並びに経済産業政策
に関する図書及び資料の収集、保管、編集及び提供。

1,437,516 1,415,045 1 一般 - 95 3 - - ○ - 1_b_1 3_b_4 該当

3274
経済産業
省

16 476
独立行政法人日本貿
易振興機構運営事業
（交付金）

我が国の貿易の振興に関する事業を総合的かつ効率的に
実施すること並びにアジア地域等の経済及びこれに関する
諸事情について、基礎的かつ総合的な調査研究並びにそ
の成果の普及を行い、もってこれらの地域との貿易の拡大
及び経済協力の促進に寄与することを目的とする独立行政
法人日本貿易振興機構（以下、「ジェトロ」と言う。）の業務を
実施するために交付。

国の政策ニーズや、日本経済の現状と新興国市場の成長
を踏まえて、日本企業の海外展開を積極的に支援するとと
もに、海外からの高付加価値機能など新しい要素を呼び込
み、「グローバル化の進展」と「国内雇用」を発展的に両立し
ていくことで日本経済の活性化等に貢献する。具体的には
下記の通り。
①海外展開を図る日本企業に対し、市場情報提供から現地
でのビジネス展開までニーズに応じた一貫支援を提供。
②外国企業誘致のワンストップ機関として、我が国の生産
性向上や雇用創出に貢献する対日投資促進への取組。
③ＦＴＡ及びＥＰＡによって形成される広域経済圏に関する調

0 0 7_b_6 非該当
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3275
経済産業
省

16 477
国立研究開発法人産
業技術総合研究所運
営費交付金

鉱工業の科学技術に関する研究及び開発等の業務に必要
な運営費を交付することにより、産業技術の向上及びその
成果の普及を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物
資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に
資することを目的とする国立研究開発法人産業技術総合研
究所の業務を実施するために交付。

国立研究開発法人産業技術総合研究所は、平成13年に旧
工業技術院の16の研究所等を統合して設立された研究所
であり、研究の領域を超えて技術の融合を図るとともに、機
動的かつ柔軟に組織の廃止・新設を行うなど効率的に業務
を実施。具体的には、エネルギー・環境、生命工学、情報・
人間工学、材料・化学、エレクトロニクス・製造などの領域に
係るグリーン・イノベーションおよびライフ・イノベーションの
推進に向けた鉱工業の科学技術に係る研究開発、地質の
調査、計量の標準などに係る業務を実施。
第４期中長期目標期間（平成27～31年度）においては、革
新的な技術シーズを事業化に繋げる「橋渡し」機能の抜本
強化を図るともに、本年5月に成立した特定国立研究開発
法人による研究開発等の促進に関する特別措置法（平成28
年10月1日施行予定）により、特定国立研究開発法人に指
定されることを踏まえ、世界最高水準の研究開発成果の創
出及びその普及・活用を図る。

62,847,560 62,440,586 1 一般 - 13 3 - - - - 7_a_2 該当

3276
経済産業
省

16 478

国立研究開発法人新エ
ネルギー・産業技術総
合開発機構
一般管理費

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
が産業技術及び新エネルギー技術等に関する研究及び開
発等の業務を実施するために必要な一般管理費。

エネルギー分野・産業技術分野全般に関する技術開発プロ
ジェクトの管理・評価等を実施する国立研究開発法人新エ
ネルギー・産業技術総合開発機構の運営費交付金のうち、
役職員給与、管理諸費等の一般管理費。

635,742 628,024 1 一般 - 13 3 - - - - 7_a_2 該当

3277
経済産業
省

16 479
独立行政法人製品評
価技術基盤機構運営
費交付金

工業製品等に関する技術上の評価等を行うとともに、工業
製品等の品質に関する情報の収集、評価、整理及び提供
等を行うことにより、工業製品等の品質の向上、安全性の
確保及び取引の円滑化のための技術的な基盤の整備を図
り、もって経済及び産業の発展、国民の安全・安心の確保に
資する。

独立行政法人製品評価技術基盤機構が法律等に基づく業
務（①製品安全分野、②化学物質管理分野、③バイオテクノ
ロジー分野、④適合性認定分野）及び日本再興戦略、標準
化官民戦略等の国家戦略実現に資する業務（⑤国際評価
技術分野）を着実かつ効率的に実施するために必要な人件
費、業務経費等を交付する。

7,030,404 6,927,258 1 一般 - 95 3 - - - - 7_b_1 7_b_2 該当

3278
経済産業
省

16 481
独立行政法人情報処
理推進機構運営費交
付金

　独立行政法人情報処理推進機構において、我が国の社
会生活に不可欠な基盤となっているITについて、技術的、人
的側面から基準及び基準に基づく評価の仕組みを提供し、
情報処理の高度化及びITの質の向上を推進することによっ
て、我が国経済社会活動の安全・信頼・安定を支える基盤
を構築する。

・社会全体に関わる情報システム、制御システムの安全性・
信頼性基準及び評価体制を整備するとともに、新しい情報
セキュリティ上の脅威やウイルス、不正アクセス、情報漏洩
に対応するための対策・基準作成、注意喚起、サイバー攻
撃情報の共有体制「J-CSIP」の情報ハブとしての体制整備
と情報共有活動の強化等を行う。
・内閣サイバーセキュリティセンター（ＮＩＳＣ）の体制強化に
伴い、独立行政法人等のセキュリティ対策の体制を強化す
る。また、重要インフラに対するサイバー攻撃や、脆弱性の
あるソフトウェア等の情報等を収集・分析し、その対策を広く
共有する仕組み等を推進する。
・国、自治体の情報システムの安全性・信頼性を向上するた
め、暗号技術の監視、IT製品のセキュリティレベルの評価、
政府調達時に参照する技術参照モデルの作成と更新を行
う。
・時代に即したIT人材育成体系・客観的な能力基準の整備
を行い、経済・社会システムを支えるITの技術レベルを向上
する人材育成を促進する。
・上記の基準等に関して海外の同等の公的機関と連携し、
国際的な基準の調和を促進する。

4,252,655 4,542,810 1 一般 - 13 3 - - - - 7_b_1 7_b_6 7_b_2 該当

3279
経済産業
省

16 482
電力小売自由化の円
滑実施のための情報普
及事業

平成28年4月の電力小売自由化の実施により、家庭を始め
全需要家が電力の購入先（小売電気事業者）を選べるよう
になった。しかし、需要家が電力の購入先を別の会社に切り
替える際の手続を行うシステムの整備の遅延の懸念が、昨
年７月末に電力会社より急遽表明された。電力自由化の浸
透度が想定外に低いことと相まって、仮に開発が遅延した
場合、「システム開発中のため、まだ切替えはできません」
といった悪質な営業が行われる懸念がある。このため、全
国各地の需要家に対して電力小売自由化に関する正確な
情報を発信し、アベノミクスの重要な柱の１つである電力自

平成２８年４月の電力小売自由化の実施により、家庭を始
め全需要家が電力の購入先（小売電気事業者）を選べるよ
うになるにあたり、全国各地の需要家、特にインターネットな
どに無縁な消費者や電力自由化に関心が薄い層をメインタ
-ゲットに、電力小売自由化に関する正確な情報を発信する
イベントを全国各地で開催することなどによって、電力自由
化の円滑な実施を実現する。

0 0 3_b_4 非該当

3280
経済産業
省

16 483
独立行政法人石油天
然ガス・金属鉱物資源
機構運営費交付金

金属鉱物の探鉱に必要な資金の供給、金属鉱物資源の開
発の促進、金属鉱産物の備蓄等を通じて、金属鉱産物の安
定的かつ低廉な供給に資するとともに、金属鉱業等による
鉱害の防止に必要な資金の貸付けその他を通じて国民の
健康の保護及び生活環境の保全並びに金属鉱業等の健全
な発展に寄与することを目的として業務を行う、独立行政法
人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下、JOGMEC）の運
営のための経費を交付。

レアメタル等金属鉱物資源の安定供給確保等のため、以下
を実施。
①金属鉱物の探査及び本邦企業に対する探査支援、探鉱・
開発にかかる資金調達支援並びに海洋資源調査の実施
②資源外交の支援強化及び我が国技術力を活用した資源
国等との関係強化
③我が国の資源権益の確保に必要となる技術及び自給率
向上に貢献するリサイクル技術の開発
④我が国企業等への資源情報の提供を行うとともに政府に
対し元素別・国別資源確保戦略の策定に必要な情報提供
⑤国家備蓄の機動的放出を可能とする体制整備、短期的
な供給障害に対応するための備蓄制度の適切な運営
⑥「休廃止鉱山」における鉱害防止事業に取り組む、地方
公共団体や企業等に対する技術面や情報面、資金面での
支援等及び資源保有国において環境に調和した鉱山開発
が促進されるよう、当該国政府等に対して鉱害防止に関す
る技術情報等を提供

0 0 7_b_7 非該当

3281
経済産業
省

16 484
独立行政法人中小企
業基盤整備機構運営
費交付金

中小企業・小規模事業者が今日の厳しい経営環境を乗り越
え、さらなる成長発展ができるよう、創業から新事業展開、
販路開拓や事業再生、人材育成など、中小企業・小規模事
業者の発展段階に応じた各種中小企業施策や共済制度の
運営、災害対策について、（独）中小企業基盤整備機構が
事業を実施するために必要な経費を交付。

中小企業・小規模事業者が今日の厳しい経営環境を乗り越
え、さらなる成長発展ができるよう、創業から新事業展開、
販路開拓や事業再生、人材育成など、中小企業・小規模事
業者の発展段階に応じた各種支援や共済制度の運営、災
害対策について、（独）中小企業基盤整備機構（中小機構）
が事業を実施するために必要な経費を交付。
具体的には、中小企業・小規模事業者等に対して、支援策
の情報の提供や活動についての相談事業、経営基盤の強
化等に資するためのアドバイス事業、需要家としての大企
業や連携先としての他の企業とのマッチング事業、経営力
向上のための研修事業、経営の安定のための共済事業

0 0 7_b_7 非該当

3282
経済産業
省

16 485

国立研究開発法人新エ
ネルギー・産業技術総
合開発機構
一般管理費（エネル
ギー需給勘定）

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
が産業技術及び新エネルギー技術等に関する研究及び開
発等の業務を実施するために必要な一般管理費。

　エネルギー分野・産業技術分野全般に関する技術開発プ
ロジェクトの管理・評価等を実施する国立研究開発法人新
エネルギー・産業技術総合開発機構の運営費交付金のう
ち、役職員給与、管理諸費等の一般管理費。

6,096,129 6,007,480 1 特別 - 90021 3 - - - - 7_a_2 該当

3283
経済産業
省

16 487
事務費（エネルギー需
給勘定）

エネルギー需給勘定に計上している施策を実施するための
事務費

エネルギー需給勘定における過誤納に係る返納金等に対
する払い戻しに必要な経費

エネルギー需給勘定に計上している施策を実施するための
事務費

エネルギー需給勘定における過誤納に係る返納金等に対
する払い戻しに必要な経費

0 0 6_6 非該当

3284
経済産業
省

16 488
事務費（電源開発促進
勘定）

電源開発促進勘定に計上している施策を実施するための
事務費

電源開発促進勘定における過誤納に係る返納金等に対す
る払い戻しに必要な経費

電源開発促進勘定に計上している施策を実施するための
事務費

電源開発促進勘定における過誤納に係る返納金等に対す
る払い戻しに必要な経費

0 0 6_6 非該当

3285
経済産業
省

16 489

独立行政法人石油天
然ガス・金属鉱物資源
機構運営費交付金（人
件費及び管理費分）

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「ＪＯ
ＧＭＥＣ」という。）が行う業務の運営に必要な一般管理費、
業務経費、退職手当等の経費を交付する。

石油及び可燃性天然ガス（以下「石油等」という。）の探鉱
等、石炭の探鉱並びに地熱の探査に必要な資金の供給そ
の他石油及び可燃性天然ガス資源、石炭資源並びに地熱
資源の開発を促進するために必要な業務並びに石油の備
蓄に必要な業務を行い、もって石油等、石炭及び地熱の安
定的かつ低廉な供給に資することを目的とする。当該事業
は、これらの目的を達成するために行う業務の運営に必要

0 0 7_b_7 非該当

3286
経済産業
省

16 490 再保険金
通常の保険によって救済することが出来ないリスクを貿易
保険法に基づき補填することによって、我が国企業の輸出
や海外事業活動を促進すること。

貿易保険法に基づいて政府が独立行政法人日本貿易保険
（NEXI）との間で締結する再保険関係が成立する旨を定め
る契約（再保険契約）に基づき、支払事由が発生した際に再
保険金を支払うもの。

0 0 8_6 非該当

3287
経済産業
省

16 491 再保険料の払戻金
通常の保険によって救済することが出来ないリスクを貿易
保険法に基づき補填することによって、我が国企業の輸出
や海外事業活動を促進すること。

貿易保険法に基づいて政府が独立行政法人日本貿易保険
（ＮＥＸＩ）との間で締結する再保険関係が成立する旨を定め
る契約（再保険契約）に基づき、保険契約の内容変更等に
伴う既収再保険料の払戻を行うもの。

0 0 8_6 非該当

3288
経済産業
省

16 492 賠償償還及払戻金
国の職員が、その職務を行うについて、故意または過失に
よって違法に他人に損害を加えた場合等に賠償金等を支払
うことを目的とする。

国家賠償法に基づく賠償金等 0 0 8_6 非該当

3289
経済産業
省

16 493
貿易保険制度等調査
委託費

通常の保険によって救済することが出来ないリスクを貿易
保険法に基づき補填することによって、我が国企業の輸出
や海外事業活動を促進すること。

貿易保険制度・運用の改善・適正確保に係る必要な内外情
勢に関する調査等を民間企業等に対して委託するもの。

0 0 1_b_2_6 非該当
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3290
経済産業
省

16 494
独立行政法人工業所
有権情報・研修館運営
費交付金

独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）の運営費交
付金として、産業財産権（特許、実用新案、意匠、商標）に
関する公報、審査及び審判に関する文献、諸外国の産業財
産権情報等のその他の工業所有権に関する情報の収集、
整理及び提供を行うとともに、特許庁の職員及びその他の
工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行う
こと等により、工業所有権の保護及び利用の促進を図る。

INPITにおいて、運営の自主性・柔軟性を最大限に活用でき
る独立行政法人制度の特長を活かし、パリ条約上設置が義
務づけられている「中央資料館」としての公報閲覧業務を中
心に、それに関連する業務として、特許公報等の産業財産
権情報の提供、審査・審判に不可欠な資料の整備、特許庁
への手続者に対する相談窓口業務等の業務を実施。さら
に、政府の知的財産政策の方向性を踏まえ、知的財産関連
人材の育成や特許活用の促進等の業務を実施する。

11,939,081 12,141,239 1 特別 - 14020 3 - - - - 7_b_2 該当

3291
経済産業
省

16 495

工業所有権研究等委
託費
（工業所有権研究推進
事業）

産業財産権に関する制度調和や制度整備が中期的に必要
となる研究テーマについて将来を担う国内外の研究者に研
究を行わせることにより、我が国の適切な産業財産権制度
の設計・構築を推進するとともに、当該研究を通じて我が
国・諸外国の産業財産権制度に精通した研究者を輩出する
ことを目的とする。

(1)特別研究者事業：産業財産権制度に関する潜在的な課
題について、我が国の若手研究者を国内の研究機関にお
いて研究に従事させる。
(2)研究者派遣事業：産業財産権制度に関する国際的な動
向を把握すべき課題について、我が国の研究者を外国の研
究機関に派遣し、研究に従事させる。
(3)研究者招へい事業：産業財産権制度に関する制度調和
が必要な課題について、外国の研究者を招へいし、国内の
研究機関において研究に従事させる。
 なお、本事業は、3か年度にわたって行うものであり、主に1
年目に研究者の選定等、2年目に研究者が行う研究の進
ちょく管理等、3年目に研究成果報告書の作成を行う。

166,114 154,967 5 特別 - 14020 4 - - - - 1_a_1 該当

3292
経済産業
省

16 497

工業所有権研究等委
託費
（グローバル知財マネ
ジメント人材育成推進
事業）

「知的財産政策に関する基本方針」（平成２５年６月７日閣議
決定）等に基づき、我が国企業の収益拡大・競争力強化の
ために、知的財産を経営戦略に活用できる知財マネジメント
人材や世界を舞台に活躍できるグローバル知財人材の育
成を図る。

国から委託された事業者等が、知的財産戦略等に関する実
践的研修の統括・運営を行うとともに、成果として、民間でも
使用可能なカリキュラム・プログラム・モデル教材等を作成
する。
なお、本事業は、3カ年国庫債務負担行為であり、3年間でイ
ノベーションマネジメントやグローバル経営戦略、国際標準
化マネジメント、国際知財交渉マネジメント等のグローバル

42,245 0 5 特別 - 14020 4 - - - - 5_a2_2 該当

3293
経済産業
省

16 498

工業所有権研究等委
託費
（英語知財研修プログ
ラム推進事業）

グローバル知財人材の育成に必要となる英語知財教材を
開発し、大学・企業等に提供することで、国際知財ライセン
ス交渉等について概念から実践までの知見・スキルを有し、
我が国企業のグローバルな事業展開の中で知財の活用に
ついて企画立案・実施できる人材の育成を図ることを目的と
する。

(1)8名の有識者からなる開発委員会を設置する。当該開発
委員会において、有識者の自身や所属する組織から知見を
持ち寄り、英語知財研修プログラム全体構成及び必要とな
る科目を検討の上、本事業で開発すべき教材を特定する。
そして、開発委員会において開発すべき教材内容と執筆担
当者を決定し、開発を進める。
(2)本事業は、2カ年国庫債務負担行為であり、英語知財研
修プログラム全体構成及び教材等（教材、指導ガイド等）の
開発を約1年強かけて行い、暫定版のプログラム及び教材
を用いて効果確認のための検証研修を実施の上、開発した
教材等の修正を行う。最終的には、外部機関での持続的な
開発や活用が進むようプログラム及び教材を整備する。

73,915 0 5 特別 - 14020 4 - - - - 5_a2_2 2_c_2 該当

3294
経済産業
省

16 499

工業所有権調査等委
託費
（各国における知的財
産権制度基盤整備事
業）

諸外国の知的財産権制度及び運用にかかる動向等につい
て現地駐在の機動力を有効活用しながら調査し、海外に進
出する我が国企業を中心に情報提供を行う。また、模倣被
害等個別相談を行うことにより我が国企業の海外出願、海
外活動のインフラ整備を支援する。さらに、調査、収集され
た情報は我が国の知的財産施策の策定に資する。

主要国（地域）に事務所を保有する団体、組織の事務所に
知的財産権制度に精通した調査員を常駐させて、各国の知
的財産権制度及びその運用に係る幅広い情報収集、調査
研究活動を実施する。また、現地における知的財産権侵害
問題に関する情報収集・実態調査を行い、その成果をマ
ニュアル等としてとりまとめ、刊行物、インターネット、セミ
ナーを通じて広く提供する。さらに、現地日系企業の模倣品
に関する個別相談について、各国特許法律事務所を活用し
法制度面の観点からのアドバイス等を行うとともに、現地日
系企業ＯＢ等の知見・経験を活用し、模倣品流通実態や冒
認出願の状況把握、日系企業の出願・販売戦略の提案等、
幅広い情報提供、アドバイス等を行う。（事業開始年度、ア
セアン：平成8年度、欧州・米国：平成15年度、中国・韓国：
平成16年度、インド：平成24年度、シンガポール・ドバイ：平

925,135 926,998 5 特別 - 14020 4 - - - - 1_b_3_2 該当

3295
経済産業
省

16 500

工業所有権調査等委
託費
（知的財産権ﾜｰｷﾝｸﾞ・
ｸﾞﾙｰﾌﾟ等侵害対策強化
事業）

侵害発生国・地域の現地政府機関に対する、知的財産権に
関する制度面・運用面の改善要請、当該要請事項の検討に
必要な情報収集、現地政府機関の制度整備、取締り能力向
上等エンフォースメント能力強化に係る支援を行うことによ
り、我が国企業の模倣品被害の減少につなげる。

「日中知的財産権ワーキング・グループ」や「官民合同ミッ
ション」などの政府間対話等を効果的に活用するため、侵害
発生国の模倣品被害の実態や法整備及び執行状況、イン
ターネット上の侵害行為等に係る調査・分析を実施する。ま
た、侵害発生国政府との協力関係を構築するため、知財部
門職員等を招聘して意見交換などを行うとともに、侵害発生
国の取締り執行機関向けにセミナー等を実施する。主な侵
害発生国である中国での対策に加え、ASEAN等の新興国
に模倣品が拡散しないような対策も実施する。

380,000 429,575 5 特別 - 14020 4 - - - - 2_c_2 該当

3296
経済産業
省

16 501

工業所有権調査等委
託費
（台湾における知的財
産権制度基盤整備事
業）

台湾における知的財産権制度及び運用にかかる動向等に
ついて現地駐在の機動力を有効活用しながら調査し、海外
に進出する我が国企業を中心に情報提供を行う。また、模
倣被害等個別相談を行うことにより我が国企業の海外出
願、海外活動のインフラ整備を支援する。さらに、調査、収
集された情報は我が国の知的財産施策の策定に資する。

台湾に事務所を保有する団体、組織の事務所に知的財産
権制度に精通した調査員を常駐させて、台湾の知的財産権
制度及びその運用に係る幅広い情報収集、調査研究活動
を実施する。また、現地における知的財産権侵害問題に関
する情報収集・実態調査を行い、その成果をマニュアル等と
してとりまとめ、刊行物、インターネット、セミナーを通じて広
く提供する。さらに、現地日系企業の模倣品に関する個別相
談について、特許法律事務所を活用し法制度面の観点から
のアドバイス等を行うとともに、現地日系企業ＯＢ等の知見・
経験を活用し、模倣品流通実態や冒認出願の状況把握、日
系企業の出願・販売戦略の提案等、幅広い情報提供、アド
バイス等を行う。(事業開始年度、台湾侵害対策強化：平成9

97,880 98,056 5 特別 - 14020 4 - - - - 1_b_3_2 3_b_3 該当

3297
経済産業
省

16 502

工業所有権調査等委
託費
（知的財産国際権利化
戦略推進事業）

グローバル企業の知財管理や訴訟実態等を調査分析して
我が国企業等にフィードバックすることで、我が国企業の国
際競争力の強化やグローバル出願率の向上につなげるこ
と、及び、グローバル展開を進める企業活動をサポートする
ための今後の特許庁の施策・体制を検討するための基礎
資料とすることを目的とする。

知財マネジメントの具体的な課題や対応策は、技術分野や
製品に応じて異なる課題から、各技術分野に共通な課題ま
で様々である。これらの課題に関する国際的な知財戦略に
関連する情報を収集し（国内外の文献調査、国内外のヒア
リング調査、国内外のアンケート調査等）、国際的な知的財
産戦略の専門家による分析等を行い、グローバル展開を目
指す我が国企業の知的財産権の取得の推進、啓発を行う。

125,226 125,226 5 特別 - 14020 4 - - - - 2_c_1 該当

3298
経済産業
省

16 503
工業所有権調査等委
託費(知的財産保護包
括協力推進事業)

日本企業の多くが進出する中国において、中国政府との間
に新たな知的財産権保護に関する協力枠組みを構築し、日
中両国の産業財産権に関する専門家が共同で中長期的な
知的財産に関わる共同研究等を実施することにより、中国
知的財産法制度・運用（審査・エンフォースメント等）の適正
化を目指す。

中国政府及び関係機関との協力により、知財管轄官庁が多
岐に亘る中国政府に対して機関横断的な働きかけを行うた
め、産業財産権制度・運用における課題の抽出を行い、改
善提案等を検討して中国政府関係機関への提言を行うとと
もに、中国知的財産法令・運用（審査・エンフォースメント等）
の適正化に資する共同研究、セミナー開催、中国の政府知
財担当官や知財法有識者の日本への招聘等を実施する。

69,386 130,481 5 特別 - 14020 4 - - - - 1_a_2 該当

3299
経済産業
省

16 504

外国工業所有権制度
支援事業委託費
（産業財産権侵害対策
等事業）

我が国の中小企業等を対象として、本事業の実施を通じ
て、外国における模倣品等の産業財産権侵害（製造国及び
流通国の双方が我が国の場合を除く。以下同じ。）への対
応及び対策に関する相談及び情報提供を行うことで、我が
国の中小企業等の諸外国での円滑な産業財産権の取得及
び行使に貢献することを目的とする。

中小・ベンチャー企業を対象として、外国における模倣品等
の産業財産権侵害への対応策、あるいは外国における産
業財産権制度、手続に関する個別の相談に対応する。ま
た、外国の産業財産権制度に対する中小・ベンチャー企業
の理解の促進を図るため、外国産業財産権制度・手続につ
いての専門家による説明会を開催する。さらに本事業ウェブ
サイトを通じ、海外での産業財産権の取得、権利行使及び
権利保護に関する情報の普及啓発を行う。

86,644 52,423 5 特別 - 14020 4 - - - - 3_b_3 該当

3300
経済産業
省

16 505

外国工業所有権制度
支援事業委託費
（産業財産権人材育成
協力事業）

アジア太平洋地域を中心とした発展途上国等において産業
財産権に携わる人材を日本で行う研修に参加させ、自国の
産業財産権制度をリードする人材に育成する。産業財産権
分野における人材育成を通じ、各国産業財産権制度の確
立を支援し、日本企業が当該国において安定した権利取得
や権利行使ができるようにする。

アジア太平洋地域を中心とした発展途上国等の産業財産
権に携わる人材（知的財産関連行政庁、裁判所、知的財産
権侵害対策関係者、民間企業者、教育機関職員等）を日本
に招へいし、研修生の職制や専門性に応じて本事業が独自
に企画、実施する研修に参加させる。また、研修のフォロー
アップの観点から各国における研修修了生の人的ネット
ワークの形成を支援し、研修修了生の中から施策上のカウ
ンターパートとなる人材を確保する。

495,550 505,018 5 特別 - 14020 4 - - - - 5_a2_2 該当

3301
経済産業
省

16 506
世界知的所有権機関
拠出金

開発途上国・地域の持続的な経済発展ならびに我が国企
業等の当該地域での円滑な経済活動を支援するため、
WIPOに拠出金を提供することを通じて当該地域における産
業財産権（特許、実用新案、意匠、商標）の制度整備をはじ
め、知的財産行政の向上を目的としている。

知的財産権を所管する国連機関である世界知的所有権機
関（WIPO）の要請により、1987年度より、日本政府からWIPO
へ毎年、任意拠出金を支出している。WIPOは当該拠出金に
より創設されたジャパン・トラスト・ファンド（信託基金）をもと
に、WIPOジャパン・ファンド事業を策定し、開発途上国・地域
における知的財産制度・運用の整備支援、国民の普及啓
発、知的財産に携わる人材の育成等、各種活動を実施して
いる。特許庁は当該事業の実施において、途上国に専門家
を派遣するとともに、各国からの研修生受入れ等を支援して

684,180 608,160 5 特別 - 14020 4 - - - - 5_c2_1 該当

3302
経済産業
省

16 507
世界知的所有権機関
事務局分担金

WIPOは、①新たな国際条約の締結の奨励、発展途上国に
対する援助など、世界的規模での知的財産権保護の促進、
②WIPOが管理する諸同盟の行政事務を一本化し、効率的
に管理することを目的として設立されたものであり、分担金
はWIPOの運営を目的として、各国に割り当てられた義務的
資金である。

WIPOは知的財産に関する国連の専門機関であり、平成28
年5月現在世界188か国が加盟している。グローバルIPサー
ビス（知的財産に係る国際出願の受理・公報発行等）、知的
財産に関するルールメイキング、知的財産分野での途上国
支援が主な事業である。
また、世界知的所有権機関分担金は、世界知的所有権機
関設立条約第11条(2)において、WIPO運営費を支払うことが
加盟国に義務づけられており、我が国は等級Ⅰ（その他の
等級Ⅰの加盟国：アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ）に分
類されて、これを特許庁73.4％、文化庁26.6％の比率で支

105,384 93,674 5 特別 - 14020 4 - - - - 2_c_2 5_b2_1 該当
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3303
経済産業
省

16 508
経済協力開発機構拠
出金

経済協力開発機構（OECD）が中心となって推進する国際的
な特許統計プロジェクトに積極的に参画し、国際的なデータ
ベース（PATSTAT）を用いた特許統計分析手法の構築等に
我が国の意見を反映させるとともに、主要諸国が参加する
同プロジェクトの参加国としての責務を果たす。

R&D等の科学技術統計の整備・共通ルールの策定をリード
してきたOECDが中心となって推進する、特許統計整備に係
る大規模プロジェクト（国際比較可能な特許統計データベー
スの構築、特許統計分析手法の開発等）に積極的に参画す
べく、拠出金を提供する。

54,800 48,800 5 特別 - 14020 4 - - - - 4_c_1_7 該当

3304
経済産業
省

16 510
特許微生物寄託等業
務委託費

　微生物に係る特許発明の再現性を担保するため、出願人
は容易に入手することのできない微生物を条約・法令に基
づき寄託しなければならない。そのため、国際条約上の国
際寄託当局である独立行政法人製品評価技術基盤機構に
円滑かつ継続的に寄託機関としての業務を実施させること
が本事業の目的である。

　特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダ
ペスト条約上の国際寄託当局である独立行政法人製品評
価技術基盤機構が、特許出願に係る微生物について、①微
生物の受託、②保管、③分譲、④生存試験、⑤証明書の発
行、を行う。また、微生物の安定した長期保存、形質・機能
維持等に係る技術の研究開発を行う。

132,981 148,518 5 特別 - 14020 4 - - - - 2_c_2 1_a_1 該当

3305
経済産業
省

16 511
過誤納分についての償
還（賠償償還及払戻
金）

特許・実用新案、意匠及び商標の権利設定若しくは権利維
持のための特許（登録）料及び各種手数料が過誤納となっ
た場合において、出願人等からの返還請求に基づいて償還
するために必要な経費。

特許（登録）料及び手数料を納付した後に過誤納であること
を発見した場合、手続者からの返還請求（納付から1年以内
（無効審決確定後の既納登録料返還は6月以内）に限る）に
基づき、指定口座に過誤納額を還付する。

0 0 6_6 非該当

3306
経済産業
省

16 512
審査請求手数料一部
返還金（賠償償還及払
戻金）

　特許出願の審査請求後に、権利取得の必要性がないと判
断した出願人の費用負担を低減するとともに、真に権利取
得を必要とする特許出願のみを審査する環境を整備するこ
とで、迅速・的確な審査の実現に資することを目的とする。

　審査請求された特許出願について、審査開始前に当該出
願の放棄又は取下げがあった場合に審査請求手数料の納
付者からの請求により、納付額の半額を返還する。

0 0 6_6 非該当

3307
経済産業
省

16 513
予納口座返還金（賠償
償還及払戻金）

ダイレクト方式預金口座振替（※）開始（平成21年1月）に伴
い、特許料等手数料支払いのため特許印紙予納口座に予
め納付された特許印紙額面額を、予納口座に納付した者
（以下、「納付者」という。）の請求により返還することで、多
様な納付方法を提供し、手続きの簡素化、利便性の向上を
目的とする。

（※）特許庁への口座振替が可能な金融機関に口座を開設
し、予め納付者・金融機関・特許庁の三者間契約に基づき
登録することにより、特許庁が指定の口座から手続ごとに必

納付者の請求により、特許印紙予納口座に予め納付された
特許印紙額面額を返還する。

0 0 6_6 非該当

3308
経済産業
省

16 514
国際調査手数料一部
返還金（賠償償還及払
戻金）

審査官が、特許協力条約に基づく国際出願の国際調査報
告を作成する際に、出願人が提示した審査結果等（※）の相
当部分が利用できる場合に調査手数料の一部を出願人に
返還する。
（※出願人が提示した審査結果等とは、願書記載の先の国
内出願の審査結果及び優先権基礎となる先の国際出願の

審査官が、特許協力条約に基づく国際出願の国際調査報
告を作成する際に、出願人が提示した審査結果等を利用し
て国際調査報告の作成が可能と判断した場合には、出願人
に対して「先の調査等の結果の利用状況に関する通知書」
を送付し、当該通知を受けた出願人からの請求に基づき、
調査手数料70,000円のうち28,000円を出願人に返還する。

0 0 6_6 非該当

3309
経済産業
省

16 515
賠償償還及払戻金
（国際出願手数料等(過
誤納)一部返還金）

特許協力条約に基づき出願人等から納付される国際出願
手数料等に関して、出願人等からの納付額に誤りがあった
場合において、出願人等からの請求に基づき過誤納分の国
際出願手数料等の返還を行う。（平成27年度から、出願人
が世界知的所有権機関等へ納付していた国際出願手数料
等について、特許庁へ納付できることを可能としたことに伴

特許協力条約に基づき出願人等から納付される国際出願
手数料等に関して、出願人等からの納付額に誤りがあった
場合において、出願人等からの請求（納付から1年以内に限
る）に基づき過誤納分の国際出願手数料等の返還を行う。

0 0 6_6 非該当

3310
経済産業
省

16 516
賠償償還及払戻金
(個別指定手数料返還
金)

国際意匠登録出願が取り下げられたとき又は国際意匠登
録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定
したときは、既に納付された個別指定手数料（※）に含まれ
ている意匠権の国内登録料相当額を返還する。
（※個別指定手数料とは、国内の出願料及び最初の5年分
の登録料相当額。平成27年の意匠の国際登録に関する
ハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟に伴うもの。）

国際意匠登録出願が取り下げられたとき又は国際意匠登
録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定
したときは、納付した者からの請求により、国際事務局にス
イスフランで納付した個別指定手数料のうち、出願について
は当該手数料を特許庁が国際事務局から受領したときの円
換算額から15,300円を控除した額、国際登録の更新につい
ては当該手数料を特許庁が国際事務局から受領したときの

0 0 6_6 非該当

3311
経済産業
省

16 517
東アジア経済統合研究
協力拠出金

東アジア16カ国（ASEAN・日・中・韓・印・豪・NZ）における経
済統合の深化、開発格差の是正、持続可能な経済成長に
向けた政策研究及び政策提言を実施している東アジア・ア
セアン経済研究センター（以下、ERIAという）に対して資金拠
出を行い、我が国を含めた同地域の発展に主導的かつ戦
略的に貢献する。

ERIAは2006年8月に我が国が提唱し、我が国の主導によっ
て、2008年6月にジャカルタに設立された国際的研究機関で
あり、東アジアの豊かな経済社会を実現し、地域的な共通
の課題を解決するための知的基盤を提供している。その成
果であるビジョンや政策を東アジアサミットやASEANサミット
等、首脳レベルに提言し、また、要請に基づき政策研究を実
施することで、現実の政策に反映している。ASEAN共同体
が設立した2015年以降のさらなる統合に向け、ERIAの重要
性はますます高まっており、学術研究機能に加え、各国の
政策立案を支援するための機能のための経費としてERIAに
資金を拠出し、これを通じてASEANを中心とする同地域の
発展に貢献し、もって我が国の経済成長に裨益させることを

100,000 100,000 5 特別 - 14020 4 - - - - 1_b_1 該当

3312
経済産業
省

16 518 国際出願促進交付金

海外で知的財産権を取得する際に必要な手数料（国際出願
手数料等）の一部について、我が国中小ベンチャー、小規
模企業等を対象に補助を行うことで、対象企業の海外での
知的財産権の取得及び海外での知的財産権の戦略的な活
用を奨励・支援し、我が国企業のグローバルな産業競争力
の維持・強化を図る。

中小ベンチャー、小規模企業等の国際的な知的財産戦略を
支援するため、国際的な特許出願手続を簡易化することを
目的とする条約である特許協力条約（PCT）の規定に基づく
手数料の２／３に相当する額について補助を行う。
【対象者】①小規模企業：従業員数20人以下（商業・サービ
ス業は5人以下）②中小ベンチャー：設立10年未満、資本金
3億円以下　※①及び②ともに個人事業主を含む（支配法人
のいる場合は対象外）

0 0 8_6 非該当

3313
経済産業
省

16 519

中小企業知的財産活
用支援事業費補助金
（中小企業等外国出願
支援事業）

中小企業等による戦略的な外国出願を促進するため、中小
企業等の外国出願に係る費用を助成する。

●外国出願の助成を希望する中小企業等からの出願案件
を（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）と都道府県中小企業支
援センター等が募集・選定し、支援対象案件を採択。
●支援企業は、年度内に外国出願を実施し、その費用を助
成。

　　補助率：１／２
　　補助対象経費：外国特許庁への出願手数料、翻訳費
用、現地代理人費用、国内代理人費用
     補助上限額：1企業あたりの上限額300万円（複数案件を
支援された場合）
　　　　　　　　　　　－　特許出願　上限額150万円
　　　　　　　　　　　－　実用新案・意匠・商標出願　上限額60
万円
　　　　　　　　　　　－　冒認対策商標出願　　　　　　上限額30
万円

※都道府県中小企業支援センター等で実施することを原則

625,967 625,967 5 特別 - 14020 4 - - - - 2_c_1 該当

3314
経済産業
省

16 520

中小企業知的財産活
用支援事業費補助金
（中小企業等海外侵害
対策支援事業）

中小企業の海外での適時適切な産業財産権の権利行使を
支援することを目的とし、（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）
を通じて、模倣品対策（海外で模倣品被害を受けた場合の
海外侵害調査、警告状の作成、行政摘発等を行うこと）、防
衛型侵害対策（海外企業から警告、訴訟など係争に巻き込
まれた場合の対抗措置を行うこと）、冒認商標無効・取消係
争（海外で現地企業に商標等冒認出願された場合の異議
申立、無効審判請求、取消審判請求等を行うこと）の実施に
係る費用の一部を補助。

●模倣品対策は、支援企業の模倣品対策を実施し、その費
用の２／３をジェトロを通じて補助。
●防衛型侵害対策は、海外で知財訴訟等の係争に巻き込
まれた中小企業に対し、知財係争活動費用の２／３をジェト
ロを通じて補助。
●冒認商標無効・取消係争対策は、海外で自社のブランド
の商標や地域団体商標を冒認出願された中小企業に対し、
冒認商標を取消すためにかかる費用の２／３をジェトロを通
じて補助。【28年度創設】
＜模倣品対策＞
＜防衛型侵害対策・冒認商標無効・取消係争対策＞
　　補助率：２／３
補助率：２／３
　　補助対象経費：現地侵害調査、警告状作成、行政摘発
に係る費用　　　　　補助対象経費：弁護士・弁理士等の相
談、訴訟・係争前準備、
    補助上限額：400万円
訴訟・係争等に係る費用
　
補助上限額：500万円

132,343 99,100 5 特別 - 14020 4 - - - - 2_c_2 該当

3315
経済産業
省

16 521

中小企業等知的財産
活用支援事業委託費
（中小企業知財金融促
進事業）

中小企業の知財を活用したビジネスの価値・評価を｢見える
化｣して金融機関へ提供し、金融機関が客観的な評価に基
づく判断の補強材料として利用することにより、金融機関の
知財に着目した融資制度の創設や経営支援につなげる取
組（研修制度等）の構築を促し、中小企業の知財利用促進
を図ることを目的とする。

主に以下の取組を行う予定。
①知財ビジネス評価書作成等支援（中小企業の知財を活用
したビジネスについて調査会社が作成する評価書を金融機
関に提供、知財金融に取り組む金融機関に資するマニュア
ルの作成、金融機関への啓発・普及のためのシンポジウム
を開催）

99,319 131,136 5 特別 - 14020 4 - - - - 3_c2_2 1_c_2_3 該当

3316
経済産業
省

16 522

中小企業知的財産活
動支援事業費補助金
（日本発知的財産活用
ビジネス化支援事業）

中堅・中小企業の知的財産を活用した新興国を含む海外で
の販路開拓やビジネス創出のため、技術流出に配慮しつつ
国内外におけるセミナー等の開催や商談機会の提供等の
支援を行うことにより、優れた技術を有する中堅・中小企業
の知財を活用した海外展開（ライセンス契約の締結等）の促
進を目的とする。

我が国特許、実用新案、意匠又は商標に係る出願料を日本
国特許庁に納付する、またはこれらの産業財産権を保有す
る中堅・中小企業・地域団体商標取得団体を対象に、以下
の事業を実施する（補助率：定額、１／３）。
①国内外におけるセミナーの開催から現地専門家を活用し
たビジネスプランの作成支援及びビジネスパートナーへの
プレゼンテーション機会の提供等に渡る包括的支援
②海外見本市への出展及び現地における商談会等の開催
によるビジネスパートナーとの商談機会の提供
③本事業への参加企業を対象とした技術流出に配慮した上
での多言語による情報発信
④現地パートナー候補の発掘等、海外事業展開に必要な
調査の実施

360,012 274,463 5 特別 - 14020 4 - - - - 3_c2_2 該当
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3317
経済産業
省

16 523

中小企業等知的財産
活用支援事業委託費
（中小企業等特許情報
分析活用支援事業）

中小企業等の知的財産活動における「研究開発」、「出願」
及び「審査請求」の各段階のニーズに応じた包括的な特許
情報を活用した分析の支援を実施することで、研究開発投
資の重点化、中小企業等の技術のオープン・クローズ戦略
等、出願戦略の策定、中小企業等の権利取得判断を支援
することを本事業の目的とする。

中小企業等の知的財産活動における「研究開発」、「出願」
及び「審査請求」の各段階のニーズに応じ、特許マップ（※
1）や先行技術調査（※2）結果など特許情報を活用した分析
報告書を提供し、支援を実施する（※3）。

※1　特許マップ：特許情報を収集・分析してその結果を図
や表などでわかりやすく表現したもの。目的に応じた様々な
表現で作成され、研究開発の方向性策定、技術面での自社
ポジションの把握、開発への投資の可否判断など、様々な
シーンで活用される。
※2　先行技術調査：主として特許文献等から特定の技術文
献を調査するもの。出願すべきかの見極め、出願内容のブ
ラッシュアップ、審査請求すべきかの見極めなどに活用され
る。
※3　平成27年度の支援は審査請求段階よりも研究開発及
び出願段階の特許情報分析の件数のニーズが多かったた
め、平成28年度は審査請求段階の支援件数を減らし、研究
開発及び出願段階の支援件数を増加し、支援の対象のバ

136,266 0 5 特別 - 14020 4 - - - - 2_c_1 該当

3318
経済産業
省

16 524

中小企業知的財産活
動支援事業費補助金
（地域中小企業知財支
援力強化事業）

地域特性に応じたきめ細かい中小企業等の知財支援のた
めには、地域の積極的取組と支援能力が必要であるが十
分ではないため、意欲の高い地域の支援機関等から先導
的・先進的な知財支援の取組を集め、その実施を補助する
ことにより、地域の知財支援体制の構築、連携強化を図る。
一律の支援策の押しつけではなく、意欲的な地域を支援す
ることにより、効果的な中小企業等の知財支援の実施と地
域の知財支援力の向上を同時に図り、さらに他地域への横
展開も促進し、中小企業等が各地域から受けられる知財支
援の質や量等を強化する。

各経済産業局・沖縄総合事務局が、以下の先導的取組を
募集し、事業の必要経費を補助する。
①地域の中小企業等の知財活用を促進するべく、個別具体
的・直接的な支援を重視した取組(補助率1/2、上限額：なし
（地方公共団体の負担額の範囲内で補助）)
②地域経済への裨益が見込まれる先導的仕組みづくり等を
重視した取組(補助率：1/2、上限額：なし（地方公共団体が
1/4を負担した場合に補助）)
③広域の連携した先導的仕組みづくり等を重視した取組
（補助率：定額、上限額：1,000万円）
④国で一律に解決が困難な重点課題の解決を目指す支援
を重視した取組（「デザイン支援のための取組」、「初めて出
願支援」及び「知財と標準化の取組」）（補助率：定額、上限
額：1,000万円）

200,334 200,614 5 特別 - 14020 4 - - - - 2_c_1 該当

3319
経済産業
省

16 525
工業所有権制度問題
研究費（事務費）

グローバル化の急速な進展や技術革新の深化など、産業
財産権制度を巡る環境が激しく変化する中、我が国のイノ
ベーション促進及び産業競争力向上に向け、産業財産権制
度の改正や運用改善が常に必要となっている。本事業で
は、こうした制度・運用の改正等を企画立案するに際し必要
となる、産業財産権制度の法制面・運用面の課題を抽出・
精査することを目的とする。

国際的な環境変化やユーザーニーズ等を踏まえ、特許庁が
選定した調査研究テーマ毎に、①当該テーマに関して深い
知見を有する学識経験者等の専門家を交えた研究委員会
における調査研究論点等の検討、②国内外公開情報調査
における関係論文・判例等の調査、③当該テーマについて
高い関心・意識を有する国内企業・有識者等へのヒアリン
グ・アンケート調査等、調査研究テーマに応じて最も適切な
調査手法を採用して調査を行った上で、産業財産権制度の
法制面・運用面における課題について分析を行い、その結

285,605 254,958 5 特別 - 14020 4 - - - - 1_b_3_2 該当

3320
経済産業
省

16 526
知的財産活動統計調
査費（事務費）

我が国企業等における知的財産活動の実態を把握し、我
が国の知的財産に関する施策の展開や、知的財産をベー
スとした産業政策の検討のための基礎資料を得るために必
要な公的統計調査を実施すること。

調査実施の前々年に特許、実用新案、意匠、商標の産業財
産権の出願件数のいずれかが5件以上である国内の法人、
個人、大学及び公的研究機関等の出願人（約6,000者）（毎
年実施）及び特許、実用新案、意匠、商標のすべての産業
財産権の出願が4件以下である国内の法人、個人、大学及
び公的研究機関等の出願人（4,700者）(3年周期で実施）を
対象に調査票を送付し、対象者からの質問への対応を行
う。また返送された調査票について、調査票の審査、疑義照
会、データクリーニング、データ入力、統計的処理を施した
集計表の作成、集計結果等を基に推計の実施等を行い、報

41,680 30,392 5 特別 - 14020 4 - - - - 4_c_1_1 該当

3321
経済産業
省

16 527
Ｆターム等を用いた先
行技術文献調査外注
費

特許審査を行うためには、過去にどのような技術が存在し
ているかを調査する先行技術文献調査を行い、特許出願に
記載された技術と先行技術とを対比して特許性の有無を特
許審査官が判断することとなるが、特許審査官の人員数に
制限がある中、特許審査業務の一部である先行技術文献
調査を外注することによって、特許審査の効率化・迅速化を
促進する。

本事業は、特許審査業務の一部である先行技術文献調査
を登録調査機関に外注し（※）、登録調査機関の調査業務
実施者が作成した調査結果を特許審査官に報告するもの。
報告形態は、（1）調査業務実施者が審査官と直接面談し
て、先行技術文献調査の結果報告を行う対話型検索外注
と、（2）先行技術文献調査の結果を記載した報告書を納品
してもらう納品型検索外注の2種類に分けることができる。
（※）先行技術文献調査等の業務は、公正な調査業務や秘
密保持の担保のため、「工業所有権に関する手続等の特例
に関する法律」により定められる要件を満たして、登録調査
機関として登録を受けた者のみが実施可能なものである。

26,019,833 25,982,925 5 特別 - 14020 4 - - - - 2_c_1 該当

3322
経済産業
省

16 528
特許出願技術動向調
査分析費（事務費）

特許、意匠、商標の出願動向等の調査・分析を行い報告書
を取り纏めることで、
（１）特許庁における審査・審判処理に役立つ資料の提供、
（２）企業や大学、公的研究機関における研究開発戦略の
策定、効果的な知的財産戦略の策定等に役立つ資料の提
供、
（３）行政機関の産業政策・科学技術政策策定の際の基礎
資料の提供、
を目的とする。

本調査事業は、将来市場創出の可能性がある技術分野、
産業政策・科学技術政策等で取り上げられている国として
推進すべき技術分野、中国等の特定の国において今後市
場が創出されると予想される技術分野、特定の国が市場
シェアや特許出願件数を多く有している技術分野等、社会
的に注目されている技術分野を中心に、市場動向、政策動
向、特許出願動向及び研究開発動向等を総合的に調査・分
析し、目指すべき研究開発・技術開発の方向性をまとめるも
のである。また、意匠・商標出願動向についても調査・分析
することにより、企業等のデザイン戦略・ブランド戦略等の
策定に有効な情報をまとめる。これらの調査結果は、特許
庁においては迅速的確な審査・審判処理を効率的に実施す
るために役立てられている。また、調査結果を一般に公開
することで、産業界、研究機関、大学等においては、研究開
発戦略策定等のための基礎資料として活用され、行政機関
においては産業政策・科学技術政策策定のための基礎資

900,033 853,829 5 特別 - 14020 4 - - - - 4_c_1_1 該当

3323
経済産業
省

16 529
分類・Ｆターム一元付与
実施費（事務費）

特許審査等における先行技術文献調査を行うためには、特
許出願等に対して分類及び多観点ターム（Fターム）等の検
索キーを付与する必要があるが、特許審査官の人員数に制
限がある中、分類及び多観点ターム付与業務（※１）を登録
調査機関（※２）に発注することによって、特許審査の効率
化・迅速化を促進する。
（※１）特許文献には技術概念に応じた検索インデックスを
付与し、審査官は検索インデックスを用いて膨大な数の文
献を調査している。検索インデックスのうち、分類は国際的
に利用されるものであり、多観点タームは日本独自のもの
である。
（※２）先行技術調査等の業務は、公正な調査業務や秘密
保持の担保のため「工業所有権に関する手続等の特例に
関する法律」（以下、特例法）により定められる要件を満たし

登録調査機関において、出願後直ちに分類と多観点ターム
の同時付与（一元付与）を行い、先行技術文献調査に必要
なデータの作成を行う。

3,342,830 3,279,960 5 特別 - 14020 4 - - - - 4_b2_2 該当

3324
経済産業
省

16 530
化学物質関係資料整
備費

特許審査等の先行技術文献調査において、化学構造式を
検索式として化学物質関係資料を検索できる化学物質検索
情報システムを利用することにより、検索効率の低下を防
止しつつ、迅速かつ的確な審査の実施に貢献する。

審査官が、化学構造式を検索式として化学物質関係資料
（論文等）を検索可能な化学物質情報検索システム（ＳＴＮ：
the Scientific and Technical information Network）を利用す
る環境を構築する。また、検索結果に基づいて、必要に応じ
て（論文等を精読するために）論文等の複写物を入手できる
複写サービスを利用する環境を構築する。

1,131,769 1,258,701 5 特別 - 14020 4 - - - - 4_b2_2 該当

3325
経済産業
省

16 531 事務費（組織：特許庁）
「特許法」、「実用新案法」、「意匠法」、「商標法」等に基づく
出願書類の方式審査、権利の登録、審査及び審判に必要
な事務費

出願人から出願料、審査請求料、特許料等を徴収し、審査・
審判を行い、また権利の登録等の事務を行うために必要な
人件費、審査・審判関係費等を支出するために必要な事務

23,648,956 23,634,818 5 特別 - 14020 4 - - - - 2_c_2 該当

3326
経済産業
省

16 532
システムインテグレー
ション実施費（事務費）

特許庁システムは、出願の受付から審査・審判・登録・公報
発行まで業務全般にわたってほぼ電子化されている。特
に、出願受付については、先に出願した者に特許等の権利
を付与するため、出願日を確保することが極めて重要。した
がって、24時間365日、いつでもオンラインで出願受付等を
可能にする環境を整備することが不可欠である。このため、
本事業により利用者へのサービス品質を維持しつつ、特許
庁システムを継続的、安定的に運用することにより、的確か
つ迅速な知的財産権の付与を更に促進し、「知的財産立
国」の実現を目指すことを目的としている。

本事業の実施者は、各システムの開発作業や機器の更改
作業に際し、それらの作業内容の確認、各業者（各システム
開発業者、機器提供業者、オペレーション業者）との調整、
環境設定の変更等の指示、監督を行うことにより、システム
障害発生を未然に防止し、安定的、効率的な運用サービス
開始の支援等を実施する。また、システム障害発生時にお
いて、各業者と連絡調整を含めた迅速な対応及び、今後の
防止策の検討、実施等を行う。

4,716,190 4,708,781 5 特別 - 14020 2 - - - - 4_b2_3 該当

3327
経済産業
省

16 533
成果重視事業特許事
務機械化庁費（事務
費）

本事業により、出願の受付から審査・審判・登録・公報発行
まで業務全般にわたってＰＣ及びサーバ等の電子計算機が
利用できる環境を整備し、世界最高レベルの迅速かつ的確
な権利の設定に不可欠なシステムを開発することによって、
ユーザーの利便性向上、情報発信力の強化等を図ることを

本事業により、
・出願の受付から審査・審判・登録・公報発行等に必要な電
子計算機及び通信回線の構築・運用を行う。
・優先度の高い制度改正及び国際連携の拡大等に対応し
たシステムの開発・改修を行う。

24,488,321 24,868,149 5 特別 - 14020 2 - - - - 4_b2_3 4_b2_2 該当
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3328
経済産業
省

16 534 施設整備費

特許庁庁舎は行政庁として国民への行政サービスを提供
する施設であり、安全性及び長期耐用性を確保すると共に
環境負荷の低減などを行う必要があるため、老朽化した設
備等の改修工事等を行い機能維持を図ることを目的とす
る。

特許庁庁舎は竣工から27年が経過し、庁舎内設備等の経
年劣化による機能低下、漏電・漏水の発生や安全性が危惧
されている設備が存在することから、平成23年度国土交通
省が作成した「特許庁総合庁舎中長期改修計画に係る調
査・資料作成業務」報告書及び「平成27年度各省各庁営繕
計画書に関する意見書」をベースとして、緊急性のある設備
改修工事を厳選している。
当該事業は官公庁施設の建設等に関する法律第10条（国
土交通大臣の行う営繕等）に基づき、国土交通省への委任
工事としている。

0 0 4_a4_2 非該当

3329
復興庁
（経済産
業省）

8 新28 5

福島イノベーション・
コースト構想推進施設
整備等補助金（共同利
用施設(ロボット技術開
発等関連）整備事業)

福島県浜通り地域において、国内外の研究者、技術者、企
業等の英知を結集するためにも、共同で研究を行い、イノ
ベーションを継続して創出する環境を整備する。この実現に
向け、ロボット分野等の先進的な共同利用施設の整備、設
備等の導入等を行い、国内外の研究者が継続的に駐在し、
基礎的・基盤的な研究を実施できる環境とともに地元企業
等への技術指導・技術力向上のための試験設備等を整備
し、福島県浜通り地域においてロボット分野に関する新技
術・新産業の創出を目指す。

多様なロボットの試作や基礎性能試験評価に係る高精細加
工設備や試験設備、屋内ロボットの標準的な試験設備を兼
ね備えたロボットに関する基盤技術・要素技術開発を行う、
テストフィールドとの機能連携が可能な国際産学官共同利
用施設を整備するとともに 地元企業等へのロボットに関す
る技術・ノウハウの移転・蓄積のための技術指導や、国内
外の研究者が宿泊しつつ共同研究等の実施及びワーク
ショップの開催なども可能な機能も合わせて整備するため
の整備費等を補助する。
［補助率］
経済産業省　→　福島県　定額（10/10）

2,170,986 1,280,589 5 特別 ○ 95 2 - - - - 4_a1_2 該当

3330
復興庁
（経済産
業省）

8 新28 6

福島イノベーション・
コースト構想推進施設
整備等補助金（地域復
興実用化開発等促進
事業)

福島県浜通り地域において、ロボット技術をはじめエネル
ギーや農業など多岐にわたる先端分野の地域復興に資す
る実用化開発を促進し、これら先端課題の解決に向けて開
発された技術や人材により、福島浜通り地域の産業復興を
支える新技術・新産業の創出を目指す。

福島県浜通り地域において、イノベーション・コースト構想の
重点分野（※）について、地元企業との連携等による地域振
興に資する実用化開発等を促進し、福島県浜通り地域の早
期の産業復興を実現すべく、①福島県浜通り地域において
実施される実用化開発等、②国際産学官共同利用施設へ
の入居による実用化開発等などの費用を補助する。
※廃炉、ロボット、エネルギー、環境・リサイクル、農林水産
業等の分野
［補助率］
経済産業省　→　福島県　定額（10/10）　→　民間企業等
（2/3、1/2）

6,970,026 6,970,026 5 特別 ○ 95 2 - - - - 2_a_1 該当

3331
復興庁
（経済産
業省）

8 新28 7
福島イノベーション・
コースト構想実現可能
性調査等補助事業

ロボットテストフィールド、国際産学連携拠点、スマートエコ
パーク、エネルギー関連産業プロジェクト、農林水産プロ
ジェクト等の福島イノベーション・コースト構想のプロジェクト
について、県や民間企業において、プロジェクトの具体化を
進めていくにあたり必要な調査等を実施する。

県や民間企業等が主体となって検討するプロジェクトについ
て、実施体制、拠点の機能、他の機関との連携・機能分担
等の課題を検討する実現可能性調査等に必要な費用を補
助する。

100,000 200,000 5 特別 ○ 95 2 - - - - 1_b_3_2 該当

3332
復興庁
（経済産
業省）

8 新28 8

福島イノベーション・
コースト構想（ロボットテ
ストフィールド・研究開
発拠点整備事業）

福島浜通り地域において、福島県の重点産業であるロボッ
ト分野の地元中小企業や県外先進企業による産業集積を
構築し、被災地の自立と地方創生のモデルを形成する。

今後の利用拡大が見込まれる無人航空機（ドローン）、陸
上・災害ロボット、水上・水中ロボットの開発を加速する上
で、真に求められる機能（実証試験・性能評価）と規模を兼
ね備えた世界に類を見ないテストフィールドを約50ha規模の
敷地に整備する費用を補助する。

［補助率］
経済産業省→福島県　定額（10/10）

5,101,528 1,308,090 5 特別 ○ 95 2 ○ - - - 4_a1_2 該当

3333
復興庁
（経済産
業省）

8 新28 9
自立・帰還支援雇用創
出企業立地補助金

原子力災害により甚大な被害を受けた避難指示区域等（原
子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２０
条第２項の規定に基づく区域及び当該区域が解除された区
域をいう。）において、工場・店舗等を新増設する企業及び
共同の商業施設を整備する自治体・民間事業者等に対し、
その経費の一部を補助することにより、企業の立地を円滑
に進め、雇用創出及び産業集積を図り、今後の自立・帰還
を加速させる。

 【対象施設】 工場（製造業）、物流施設、試験研究施設、店
舗、社宅、商業施設　等
 【対象経費】 用地の取得、建設から設備設置までの初期の
立地経費
 【補 助 率】
　  （製造業等立地支援事業）
　　　①避難指示区域、解除後１年までの避難解除区域：大
企業　２／３以内、中小企業　３／４以内
　　　②避難解除区域等：大企業　１／２以内、中小企業　２
／３以内
　（商業施設等整備支援事業）
　　　①避難指示区域、避難解除区域等
　　　　自治体、民間事業者等：３／４以内

0 0 4_a4_2 非該当

3334
復興庁
（経済産
業省）

8 新28 10
福島県等復興産学官
連携支援事業

未だ風評の影響が残る主に福島県を対象として、被災地域
の企業と大学、公的研究機関又は大手企業等との連携機
会の提供や試作品製作を支援することにより、商品開発、
販路開拓を促進する。

補助事業者（被災地企業とのネットワークを有する民間団体
等）が、支援対象として選定した被災地企業に対し、次の事
業を行う。
・産学官連携支援事業
　補助事業者による福島県等の被災地での展示会、セミ
ナー、シンポジウム等の開催、被災地域企業に対する展示
会への出展支援、被災地域企業のシーズに合った大学、公
的研究機関又は大手企業等との面談会の開催により、被災
地域企業の販路開拓を促進する。
・商品開発支援事業
　補助事業者による、被災地域企業が大学等と連携して行
う試作品製作への支援を行うことにより、被災地域企業の
商品の対外発信力や商品開発力、技術力を高める。

97,239 112,500 5 特別 ○ 95 4 ○ - - - 5_c2_1 1_a_1 該当

3335
復興庁
（経済産
業省）

8 新29 5
東日本大震災被災地
域中小企業人材確保
支援等事業

震災の影響を受けている中小企業が人材を確保できるよ
う、経営や労務環境を見直し、魅力を発信すること等によ
り、人材の確保を支援。

東北の太平洋沿岸地域と福島地域等の中小企業を対象
に、セミナーの開催や専門家による個別指導等を実施し、
経営改善や魅力発信等を含めた総合的な人材確保支援を
実施。併せて、中小企業の人材確保を支援するため、主に
都市部の人材へ、魅力発信を行うとともに企業とのマッチン
グを支援する事業等を行う。

0 0 5_c4_2 非該当

3336
復興庁
（経済産
業省）

8 163
東日本大震災復興特
別貸付等

東日本大震災により被害を受けた中小企業・小規模事業者
及び同震災の影響により経営の安定に支障が生じている中
小企業者等（被災中小企業者）に対して、株式会社日本政
策金融公庫（中小企業事業）及び同公庫（危機対応円滑化
業務）の信用供与を受けた指定金融機関（商工中金等）が
「東日本大震災復興特別貸付」等により低利融資を行うこと
で、被災中小企業者の資金繰りの円滑化及び事業の復興

被災中小企業者に対し株式会社日本政策金融公庫（中小
企業事業）が行う低利融資及び同公庫（危機対応円滑化業
務）が行う指定金融機関に対する信用供与に必要な財政支
援を行う。

0 0 8_6 非該当

3337
復興庁
（経済産
業省）

8 164
中小企業組合等共同
施設等災害復旧事業

地域経済の核となる中小企業等グループが復興事業計画
（県の認定によるもの）に基づき、その計画に必要な施設等
の整備等を行う場合に、国と県が補助することによって、東
日本大震災に係る被災地域の復旧及び復興を促進するこ
とを目的とする。
また、被災した商工会、商工会議所等の指導・相談施設等
の復旧経費を補助することにより、商工会等が担っている中

地域経済の核となる中小企業等グループが復興事業計画
（県の認定によるもの）に基づき、その計画に不可欠な施設
等の整備等を行う場合に、原則として国が1/2、県が1/4を
補助する。
また、商工会等の中小企業支援機能を回復するため、被災
した施設等の復旧経費を国が1/2を補助する。

0 0 4_a4_2 非該当

3338
復興庁
（経済産
業省）

8 165
放射線量測定指導・助
言事業

今後、避難指示区域等の見直しにより被災企業の事業再開
や企業立地の進展が見込まれることから、工業製品等の放
射線量測定等に関する指導・助言を行い、工業製品等の風
評を払しょくする。

福島県内企業等からの要請に応じて、専門家チームを派遣
するとともに、福島県内の事務所において、工業製品等の
放射線量測定等に係る指導・助言を行う。

0 0 8_6 非該当
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3339
復興庁
（経済産
業省）

8 167
原子力災害による被災
事業者の自立等支援
事業

避難指示等の対象である被災１２市町村のおかれた厳しい
事業環境に鑑み、１２市町村の事業者の自立へ向けて、事
業や生業の再建等を支援する。また、事業者の帰還、事業・
生業の再建を通じ、働く場の創出や、買い物をする場などま
ち機能の早期回復を図り、まちの復興を後押しする。

（1）人材マッチングによる人材確保支援事業【委託】：　１２
市町村内外からの人材確保を図るため、官民合同チームの
個別訪問と連携し、事業者が求める人材ニーズをきめ細か
く把握してマッチングを行う。

（2）6次産業化等へ向けた事業者間マッチング・経営者の右
腕派遣事業【委託】：　販路開拓や新ビジネス創出等のた
め、事業者間マッチングを行うとともに、事業の円滑な実施
のため、経営者に伴走する専門家の派遣を行う。

（3）地域の伝統・魅力等の発信支援事業【補助】：　地域の
誇り・魅力となる伝統工芸品や特産品（農・商工産品等）な
どを国内外に発信する展示会への出展等を行う事業者等を
支援する。

（4）商工会議所・商工会の広域的な連携強化事業【委託】：
各商工会議所、商工会の広域的な連携を強化し、市町村の
枠を超えた事業者間の連携等の促進を図る。また、事業者
を対象としたセミナー等を開催する。

（5）つながり創出を通じた地域活性化支援事業【補助】：　地
域の人と人のつながり回復を通じ、地域の活性化、さらには
産業振興やまちづくりにも資するような取組（例：地元の農
商工産品等を活用したイベント開催、退職技術者による技
術伝承の取組等）を行うグループ等の活動を支援する。

（6）生活関連サービスに要する移動・輸送等手段の確保支
援事業【補助】：　地元商店等による共同配達と医療サービ
ス等を組み合わせた効率的な共同運行システムの導入に
向けて、移動・輸送手段等を支援する。

0 0 5_c4_2 3_c4_5 8_6 非該当

3340
復興庁
（経済産
業省）

8 171
被災都市ガス導管移設
復旧支援事業費補助
金

都市ガス導管の再敷設により、被災地域のガスの安定供給
を図り、当該嵩上げ地域における住民の生活復興や産業復
興を促進する。

東日本大震災で被害を受けた地方自治体の復興計画に基
づき行われる道路の嵩上げ等に伴うガス導管の再敷設を行
う被災都市ガス事業者に対して、ガス導管の再敷設に要す
る費用の一部を支援し、被災地域のガスの安定供給を図
る。（補助率:2/3、1/2）

0 0 4_a4_2 非該当

3341
復興庁
（経済産
業省）

8 175
再生可能エネルギー発
電設備等導入促進復
興支援補助金

東日本大震災において被害を受けた地域の経済再生が必
要である。被災地からは再生可能エネルギーを中核とした
経済復興や雇用創出に対する期待が寄せられている。その
ような被災地において、再生可能エネルギー発電設備に対
する導入補助を行うことで、固定価格買取制度の活用を含
め、再生可能エネルギーの抜本的な導入拡大を図り、失わ
れた雇用の復活や関連産業の集積を図る。

本事業では、①原子力災害の被災地（避難解除区域等）に
おいて、住民帰還やふるさとの再建を目的とした再生可能
エネルギー設備やこれに付帯する蓄電池や送電線等の導
入に対する補助（補助率：１／３）を、②東日本大震災によっ
て大きな被害を受けた岩手県、宮城県、福島県において、
太陽光発電設備とこれに付帯する蓄電池や送電線等の導
入に対する補助（補助率：１／１０）を実施する。
本事業の実施により、被災地域での再生可能エネルギーの
抜本的な導入拡大し、また発電事業の収益を活用した被災
地域の復興のため事業（ふるさと再興事業）の実施により、
失われた雇用の復活や関連産業の集積、原子力災害被災
地の再建を図る。

0 0 3_a_2 非該当

3342
復興庁
（経済産
業省）

8 176
福島再生可能エネル
ギー研究開発拠点機能
強化事業

　東日本大震災からの復興の基本方針、福島復興再生基
本方針を踏まえて、国立研究開発法人産業技術総合研究
所のノウハウや研究設備を用いて、福島県等被災地域に立
地する企業の技術の性能評価等の技術支援を行うととも
に、被災地域の大学等と連携し、再生可能エネルギー分野
に係る産業技術人材の育成を行うことにより、被災地域に
おける新たな産業を創出することを目的とする。

　国立研究開発法人産業技術総合研究所が、福島再生可
能エネルギー研究所において、被災地域に所在する企業等
が開発した太陽光、風力、地中熱等の再生可能エネルギー
に関連した技術シーズに対する性能評価、品質評価を行
い、当該シーズの実用化に向けた技術開発を支援する。ま
た、平成26年度より技術シーズ評価に加えて、地元大学、
高専等に対する人材育成を実施し、先端技術に基づく教育
プログラムや技術シーズ評価企業との連携を通じて、高度

1,080,000 1,080,000 1 特別 ○ 13 3 - - - - 7_a_2 該当

3343
復興庁
（経済産
業省）

8 177
中小企業再生支援協
議会事業

東日本大震災による「二重債務問題」とは、既往債務が大き
な負担になって新規資金調達が困難となっており、事業の
再開ができないこと等をいう。本事業は、こうした問題を解
決するほか、震災の影響により業況が悪化している被災事
業者の再生支援に対応することで、被災事業者の本格的な
事業再開を促進することを目的とする。

被災事業者の二重債務問題のほか、震災の影響により業
況が悪化している被災事業者の再生支援に対応するため、
被災県の産業復興相談センターにおいて被災事業者から
の相談を受け付け、相談者の状況に応じて、再生計画の策
定支援や「産業復興機構」に対して債権の買取要請等を実
施する。

0 0 8_6 非該当

3344
復興庁
（経済産
業省）

8 178
独立行政法人中小企
業基盤整備機構運営
費交付金

東日本大震災の被災中小企業の対策に充てるため、「独立
行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」を踏まえ、「緊
急の中小企業対策等」として実施する東日本大震災からの
復興事業に必要な経費を支援し、被災地の復興支援を促
進する。

○東日本大震災の被害を受けた中小事業者・小規模事業
者の早期事業再開を支援するため、仮設店舗、仮設工場等
を設置し、自治体を経由して、中小事業者・小規模事業者に
原則無償で貸し出す事業を実施するために必要な経費。
○「二重債務問題」対策として、再生の可能性はあるが、す
ぐには再生計画の策定が困難な事業者が持つ債務を「産業
復興機構」が買い取る。当該機構は買い取った債権を一定
期間棚上げし、弁済及び金利の支払いを凍結することによ
り、その間に被災事業者事業再開を優先し、二重債務問題
の解消を図ることとしている。「産業復興機構」は、その性質
上、収益を計上することが困難であるため、当該機構の管
理経費部分の一部を補助するために必要な経費。
○中小機構が実施している東日本大震災からの復興支援
事業を実施するために必要な事務経費。

0 0 8_6 非該当

3345
国土交通
省

17 新28 1
先駆的空き家対策モデ
ル事業

空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家法」とい
う。）に基づく、市区町村の取組を一層促進するため、市区
町村等にノウハウの蓄積が十分ではない事務等について、
先駆的に実施される取組を支援し、その成果の全国への展
開を図る。

○事業内容：
市区町村等にノウハウの蓄積が十分でない空家法に関す
る事務等について、法務や不動産の専門家等と連携して、
その運用方針等を検討・作成し、これを実際の空き家に適
用し、その実施結果を踏まえた運用方針等の策定及び公開
等を行う。

○補助対象：
特定空家等の判断基準の作成、財産管理人制度を活用す
るためのマニュアル作成、内部動産の処分・管理の手法検

0 0 3_c2_3 非該当

3346
国土交通
省

17 新28 2
住宅ストック維持・向上
促進事業

健全な中古住宅・リフォーム市場の発展を図るため、良質な
住宅ストックが市場において適正に評価され、消費者が住
生活に関するニーズを的確に充足できる市場環境を整備す
る取組に対し支援を行う。

住宅ストック維持・向上に資する、民間事業者等による以下
の取組について支援を行う。
・維持管理やリフォームの実施などによって住宅の質の維
持・向上が適正に評価されるような、住宅ストックの維持向
上・評価・流通・金融等の一体的な仕組みの開発・普及等
・住生活に関するニーズを一元的に受付け、専門家が連携
して多様な消費者のニーズに対して的確に助言・提案を行
うサポート体制の整備
・リフォーム事業者の資格や施工実績、依頼者の評価等の
情報を提供し、トラブル対応等に備えた第三者委員会を設
置する等、消費者が安心して自分にあった事業者を選択で
きるウェブサイトの整備

0 0 3_c4_5 非該当

3347
国土交通
省

17 新28 3
建築材料等に関するサ
ンプル調査

大臣認定仕様とは異なる仕様の建築材料等の製造・出荷
の再発を防止するため、大臣認定を取得した建築材料等に
関するサンプル調査を実施し、大臣認定仕様への適合性等
を検証する体制を整備することにより、大臣認定を取得した
建築材料等の品質と建築物の安全性を確保するとともに、
建築基準法に基づく大臣認定制度の信頼性を確保すること

大臣認定を取得した建築材料等について、生産現場への立
ち入りによる性能、検査・品質管理体制の確認、または性能
確認試験等を実施し、大臣認定仕様への適合性等を検証
する民間事業者等に対して補助を行う。（補助率：定額補
助）

0 0 8_6 非該当

3348
国土交通
省

17 新28 4
定期報告制度の運用に
関する調査事業

平成28年度からの新たな定期報告制度の施行を踏まえ、報
告の対象となる建築物、昇降機等の定期調査・検査の実態
を適切に把握・分析し、今後の定期報告制度の合理的な運
用に向けた取組みを推進する。

定期報告の対象となっている建築物、昇降機等について、
定期調査・検査現場への立入りにより調査・検査の実態を
把握し、収集した事例の分析等により、同制度の改善点の
整理を行う民間事業者等に対して補助を行う。

0 0 8_6 非該当

3349
国土交通
省

17 新28 5
道路分野におけるアス
リート・観客への暑熱対
策に関する調査検討

　2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会は最も気温
の高くなる夏季に開催予定であり、本大会ではマラソンや競
歩など、道路を利用した競技も実施予定である。このため、
アスリート・観客への暑熱対策が喫緊の課題となっているこ
とを踏まえ、検討を行うものである。

　「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会
推進本部」や「アスリート・観客の暑さ対策に係る関係省庁
連絡会議」においてオリンピック・パラリンピックに向けた暑
熱対策が検討されており、アスリート・観客への暑熱対策と
して、路面温度上昇抑制機能を有する舗装技術等の効果
検証を実施するとともに、その結果も踏まえて、快適な環境
の提供に資する道路緑化等を含む総合的な道路空間の温
度上昇抑制に向けた取組の具体化を図ることとなっている。
　このほかにも、道路管理者が実施できる暑熱対策を総合
的に検討するため、暑さ対策に資する情報提供のあり方
等、道路分野以外の動向を踏まえた対策を検討することが

0 0 8_1_6 非該当
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3350
国土交通
省

17 新28 6
新たな無電柱化推進の
ための調査

無電柱化は、東日本大震災、熊本地震や東京オリンピック・
パラリンピック開催等を踏まえ、今後は幹線道路のみならず
非幹線道路も含めて、国レベルだけでなく、各地域が主体と
なって取り組むことで本格的な無電柱化をより一層推進し、
防災性の向上、安全で快適な通行空間の確保、良好な景
観の形成や観光振興等を図ることを目的とする。

道路幅が狭い箇所等において、民地等を活用し地上機器
（トランス）を円滑に整備するための手法を確立するため、
事例箇所における調査、物理的制約が大きい箇所における
整備手法調査、駐車場や公園等の民地等スペースを活用
した面的整備の検討、条件整理及びモデルケースの検討、
円滑に整備を図るためのガイドラインの作成を実施する。ま
た、占用物件の既設管路を活用したコスト縮減策として、占
用物件の管理者より活用可能な既設管路の情報を入手し
通信線に加え電力線の収容に向けた課題整理、電線事業
者間の円滑な調整、収容できる手法の検討を実施する。

0 0 8_6 非該当

3351
国土交通
省

17 新28 7
下水道におけるＰＰＰ／
ＰＦＩの導入に向けた検
討経費

「『日本再興戦略』改訂2014」等において、下水道分野は公
共施設等運営権方式（以下「コンセッション方式」）の事業を
推進する重点分野として位置付けられ、平成26年度から平
成28年度の集中強化期間における事業件数目標として6件
が示されている。コンセッション方式等のPPP/PFI導入に先
行的に取り組む、モデルとなる地方公共団体を支援し、その
成果を全国に水平展開することで、地方公共団体における
コンセッション方式等のPPP/PFIの検討・導入が促進される
ことを目的とする。

・コンセッション方式等のPPP/PFI導入に先行的に取り組む
地方公共団体の準備事業を支援するため、民間企業・地方
公共団体の双方へヒアリングを行いつつ、実施方針や募集
要綱等の作成を行う。
・コンセッション方式導入に関する課題の抽出と解決方策の
検討を実施し、成果をとりまとめ、全国に水平展開する。
・PPP/PFIを導入した場合の公費負担の抑制効果につい
て、地方公共団体が簡易に算出できる方法を検討し、その
成果をガイドラインとしてとりまとめる。

0 0 8_6 3_c4_5 非該当

3352
国土交通
省

17 新28 8
官民連携による浸水対
策に関する検討経費

下水道法改正（平成27年7月施行）において、新たに規定さ
れた「浸水被害対策区域」において、管理協定を締結し、民
間が整備した貯留施設の管理を下水道管理者が実施する
ことができるように制度改正が行われた。本経費では、下水
道法の改正を踏まえ、管理協定締結時の留意事項を整理
するとともに、下水道管理者が民間の貯留施設を管理する
場合のポンプ施設のポンプ施設の操作、清掃、点検等の管
理方法を検討し、ガイドラインとしてとりまとめを行い、官民

官民連携した効率的かつ効果的な浸水対策を推進するた
め、民間事業者が貯留施設の管理を下水道管理者に委ね
る際に必要となる管理協定等の条件を調査するとともに、下
水道管理者が民間の貯留施設を管理する手法を検討し、そ
の手法をガイドラインとしてとりまとめる。

0 0 2_b_2_4 非該当

3353
国土交通
省

17 新28 9
施設管理計画と経営改
善等検討経費

施設の老朽化対策や、施設運営のためのPPP/PFI導入に
ついては、政府の重要課題とされているところであり、「施設
（モノ）」の適切な管理に取り組んでいくとともに、それらを持
続的に提供していくための「管理体制（人）」、「経営（カネ）」
の面からの検討を行い、それに基づいた持続的な下水道
サービスを提供していく。

下水道法改正（平成27年７月施行）にあわせて、地方公共
団体では平成２８年度以降、概ね３年程度の間に施設管理
計画を策定することとしており、それを実行するための体
制・財源についても併せて検討する必要がある。また、骨太
の方針2016において、個別施設計画の策定として、中長期
の維持管理・下水道使用料の見通し、更新需要を見据えた
使用料のあり方についての検討が盛り込まれている。そこ
で、複数の特徴的な地方公共団体をモデルケースとし、
 ・施設管理計画策定の検討
 ・財源となる下水道使用料収入の見通しや健全な下水道
事業運営を確保するための維持管理コスト比較の検討
 ・下水道事業の持続的な運営を行う執行体制を確保するた
めの広域化・統合化、PPP導入等の検討
を実施する。さらに、これらのモデルケースにおける検討を
マニュアルとしてとりまとめ、全国へ水平展開し、持続的な
下水道事業運営の促進に繋げる。

0 0 3_c4_5 非該当

3354
国土交通
省

17 新28 10
長期優良住宅化リ
フォーム推進事業

既存住宅のリフォームによる耐震性や耐久性、省エネル
ギー性能等に優れた良質な住宅ストックの形成及び三世代
同居など複数世帯の同居がしやすい環境の整備を図ること

既存住宅の長寿命化や三世代同居などの複数世帯の同居
の実現に資するリフォームに対する支援を行う。 0 0 4_a4_2 非該当

3355
国土交通
省

17 新28 11
市場機能を活用した防
災・減災対策の推進に
関する調査・検討経費

近年、地球温暖化に伴う気候変動による水災害の頻発・激
甚化が懸念されており、住宅や家財を水害から守るための
住民自らの自発的な対策を社会全体で普及促進することが
一層重要となっている。このため、住民自らの自発的な対策
の普及促進に向けて、助成、税制等の市場機能を活用した
防災・減災対策の推進策を検討し、もって被災を免れない
住民の迅速な生活再建と被災後の生活水準の確保を図る
ための政策立案等に資することを目的とする。

住民自らが行う住宅や家財を水害から守るための防災・減
災対策の現状等の整理や住民ニーズの調査を実施したう
えで、助成、税制等の市場機能を活用した防災・減災対策
の推進策として実施が望まれる事項や、防災・減災対策の
周知・普及を促進するための方策について検討を行う。

0 0 3_c4_4 非該当

3356
国土交通
省

17 新28 12
水災害に係る企業等の
防災力向上に関する調
査検討経費

大規模な水害による社会経済の壊滅的な被害を回避する
ために、経済活動の担い手である公益事業者、民間企業等
（以下、企業等）の水害への対応力を向上させ、水災害によ
る日本経済への影響を最小限に留めることを目指す。ま
た、自然災害からの命を守るために、自然災害に関する「心
構え」と「知識」を備えた個人を育成することにより、自然災
害による犠牲者を減少させることを目指す。

大規模な水害による壊滅的な被害を回避するためには、経
済活動の担い手である企業等が、水害等に対する意識を高
め、主体的に企業防災を推進するために必要な取組を検討
することが必要である。しかし、浸水区域に立地している企
業であっても、多くの場合、水害に対する備えがほとんどな
されていないのが現状である。また、自然災害から命を守る
ためには、自然災害に関する「心構え」と「知識」を備えた個
人を育成する必要があり、そのためには、幼少期からの防
災教育を進めることが必要である。このため、企業等の防
災に関する現状把握及び分析を行い、水害への対応力を
向上させるための手順書等を作成するとともに、学校教育
現場で活用できるモデル教材・指導計画の作成、学校関係

0 0 3_c4_4 非該当

3357
国土交通
省

17 新28 13
火山噴火時の土砂災
害緊急情報等の高度
化検討経費

火山噴火による降灰等の堆積後の降雨に起因する土石流
に対しては、市町村が適切に住民の避難指示の判断等を
行えるよう、土砂災害防止法に基づき、国が緊急調査を行
い、土砂災害緊急情報を市町村へ通知及び一般へ周知す
ることとなっている。本事業では、土砂災害緊急情報等の高
度化を図り、避難行動を的確に支援することを目的とする。

降灰等の堆積後の降雨に起因する土石流について、既往
の事例を海外の事例も含め収集し、火山堆積物の性質と土
石流の発生降雨量等についての調査を行い、火山堆積物
の性質等を踏まえた土砂災害緊急情報の雨量基準の設定
手法の検討を行う。また、緊急調査を実施する地方整備局
職員による効率的な火山灰の特性等の調査方法について
検討を行い、火山堆積物の性質を考慮した土砂災害緊急
情報の雨量基準設定の手引き（仮）を作成する。

8,000 10,000 5 一般 - 95 4 - - - - 2_c_7 該当

3358
国土交通
省

17 新28 14
堤外地における企業活
動等を考慮した避難対
策の検討に必要な経費

沿岸域における堤外地の活動を考慮した水門・陸閘等の適
切な操作や避難対策、被害軽減策等に係る支援方策の充
実及び普及を行うことを目的とする。

　国土強靱化基本計画や南海トラフ地震防災対策推進基本
計画等において、津波・高潮時の的確な情報伝達、水門等
の効果的な管理運用、堤外地における活動を考慮した避難
対策が位置付けられている。一方で、高潮時の堤外地にお
ける避難対策・被害軽減策に関する指針は定められておら
ず、立地企業の被害軽減策は現場や個々の企業任せに
なっているなど、全国的に適切な対策を効率的に講じること
ができていない状況にある。
　そこで本事業では、高潮時における堤外地の活動を考慮
した避難対策・被害軽減策を検討し、指針を作成した上で、
港湾管理者等に周知することにより、港湾や立地企業の特
性に応じたより適切な避難対策や被害軽減策の策定を促

0 0 3_c4_4 非該当

3359
国土交通
省

17 新28 15
国際海上輸出コンテナ
の安全輸送体制の確
立

　国際的な海上安全規制の強化及び国内外におけるICT化
への推進を踏まえ、荷送人等に対する効果的な規制方策や
コンテナ重量確定に関する国際標準となる電子的情報の利
活用方策の検討を積極的に先導することにより、我が国に
おける国際海上コンテナ物流の安全かつ効率的な輸送体
制を目指す。

　平成28年7月にコンテナ総重量確定を義務付ける改正
SOLAS条約が発効したことを踏まえ、我が国においては国
際海上輸出コンテナに係る荷送人等の届出・登録制度を施
行し、±5%の範囲内でのコンテナ総重量の確定を求めてい
るが、一部の国・地域ではより厳しい基準を設定していると
ころがあり、これらコンテナ総重量の情報伝達等に関し、電
子的手法を前提とするところが太宗で現状の我が国におけ
る実態とは異なる。このような背景から、貨物情報の未申告
等に起因するとみられる事故防止など持続的に円滑な国際
コンテナ輸送を確保するため、コンテナ総重量確定をはじめ
とする品質の維持・向上や適切な情報伝達等の確保を行
う。このため、荷送人等関係者の取組状況（重量確定、伝達
方法等）などを把握し、必要に応じて制度の改善や国際的
に調和した先進的な取組みへの誘導策を検討し、海上交通
の更なる安全と効率的な国際コンテナ物流の実現に向けた

0 0 8_6 非該当

3360
国土交通
省

17 新28 16
交通安全対策推進経
費

地方自治体における交通安全対策の推進並びに交通事故
相談活動を通じた損害賠償の適正化及び安全啓発等によ
り、交通の安全確保や交通事故被害者等の福祉の向上を
図る。

・地方自治体における交通安全対策に係る課題等の実態
把握、分析、好事例の選別を行い、情報共有することによ
り、全国での交通安全対策の促進を図る。
・都道府県・政令指定都市に設置されている交通事故相談
所の相談員が複雑・多様かつ専門化する交通事故相談内
容に対処できるよう、交通事故相談の実務必携の発刊や相
談員研修の開催等を通じて当該相談員の育成を図り、周辺
市町村を含めた交通事故相談員全体の資質を向上させる
ことにより、全国どこにおいても質の高い交通事故相談を受
けられる体制を確保する。

0 0 5_b4_2 5_a4_2 非該当

3361
国土交通
省

17 新28 17
歩行者自転車中心の
道路空間構築のための
基準等検討経費

平成27年の交通事故死者数は、4,117人で、その半数は65
歳以上の高齢者であり、近年増加傾向にある。高齢者の致
死率は他の年齢層に比べ約6倍も高く、また高齢者人口は
今後増加の一途をたどることからも、高齢者の死亡事故を
抑止することは喫緊の課題となっている。このため特に高齢
者の対策を重点化することにより、我が国の交通事故死者
数を効率的に削減し、世界一安全な道路交通を実現するこ

我が国において基準の未整備等により導入が進まない施
策（すれ違い二段階横断歩道、シェアドスペース、ライジン
グボラード等）について、全国の道路への適用や基準化の
可能性について、以下のような検討を行う。
１．先進事例の収集・分析検討
２．実証実験
３．基準化に向けた検討

0 0 8_6 非該当
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3362
国土交通
省

17 新28 18
国際戦略港湾コンテナ
ターミナル高度化実証
事業

　コンテナ船の更なる大型化や国際基幹航路の再編等、海
運・港湾を取り巻く情勢が変化する中、我が国の産業競争
力の強化、ひいては国民の雇用と所得の維持・創出を図る
ため、「集貨」、「創貨」、「港の競争力強化」の３本柱の施策
を総動員し、国際コンテナ戦略港湾政策を深化・加速するこ
とにより、我が国に寄港する国際基幹航路を維持・拡大する
ことを目的としている。
　具体的には、国際基幹航路の維持・拡大のために、荷役
システム高度化のための環境整備や情報技術を活用した
海上コンテナ物流の高度化のための技術開発を行うことに
より、コンテナ積卸能力、コンテナ搬出入能力及び安全性の
向上を図ることを目的とする。

　我が国の競争力強化のためには、国際基幹航路を維持・
拡大する必要があり、コンテナ船の大型化に伴い寄港地の
絞り込みが加速する中、荷役時間の増大や特定時間帯へ
のトレーラーの集中、渋滞悪化によるコスト増加の防止を図
ることが喫緊の課題となっている。さらに、将来の少子高齢
化、労働環境改善に対応することが必要である。
　このため、荷役システム高度化実証事業及び情報技術を
活用した海上コンテナ物流の高度化実証事業を行う。荷役
システム高度化実証事業については、既存コンテナターミナ
ルにおいてヤード内荷役機械の遠隔操作化の導入につい
て実証を行い、有人及び遠隔操作の荷役機械が混在する
際の安全対策の基準の検討等、荷役機械の遠隔操作化を
導入するための環境整備を行う。情報技術を活用した海上
コンテナ物流の高度化実証事業については、情報通信技術
を活用した車両判別によるゲート処理や荷役能力の効率化
に向けた技術開発を行い、情報技術の活用に向けた環境

429,260 433,360 5 一般 - 95 4 - - - - 2_a_1 該当

3363
国土交通
省

17 新28 19
テーマ別観光による地
方誘客事業

国内外の観光客が全国各地を訪れる動機を与えるため、特
定の観光資源に魅せられて日本各地を訪れる「テーマ別観
光」のモデルケースの形成を促進し、新たな旅行需要を創
出する。

同じテーマで観光振興を図る複数地域によるネットワーク化
を促進するために、複数地域のネットワークを構築し、この
ネットワークで共同プロモーション等の取組を行うとともに、
共同シンポジウムの開催や共通マニュアルの作成等を実施

0 0 5_b4_2 非該当

3364
国土交通
省

17 新28 20
九州観光支援交付金
事業

平成２８年熊本地震で被害を受けた九州地方の早期の旅
行需要の回復のため、国が交付金を交付することにより、
速やかかつ着実な観光再生を図る。

九州地方の各県が策定した九州観光支援交付金実施計画
に基づき要する費用に対して国が交付金を交付する。

0 0 8_6 非該当

3365
国土交通
省

17 新28 21
二地域居住等の推進に
向けた先進事例構築推
進調査

　二地域居住や二地域生活・就労等に係る先進事例を構築
するとともに、その成果等を普及啓発等する中で、地方にお
ける二地域居住等の取組を推進し「地方への新しい人の流
れ」の創出を図る。

　国土形成計画（全国計画）において位置付けられた「対流
促進型国土」の形成を図るため、複数の生活拠点を持ちな
がら複数の地域とかかわりを持つ二地域居住、二地域生
活・就労という新たなライフスタイルの実現を推進していく。
　このため、二地域居住等の推進に向けて、多様な主体で
構成される協議会等が行うお試し居住やワンストップ相談
窓口の設置等の先導的な取組をモデル的に支援（モニター
調査）し、その成果を普及啓発するとともに、都市部での高
齢者が地方で活躍できる環境整備など「対流」が生み出す
イノベーションの創出に向けた施策について調査検討を行

0 0 3_c2_3 非該当

3366
国土交通
省

17 新28 22
交通政策基本計画の
実現による交通政策の
総合的な推進

交通政策基本法が提示する交通政策の長期的な方向性
や、「国土形成計画」や「社会資本整備重点計画」、「観光立
国実現に向けたアクション・プログラム」、「国土強靱化基本
計画」、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」とも連携・整合を
図つつ、交通政策基本計画に定めた具体的な取組につい
て、総合的かつ計画的に着実に推進していく。

交通政策基本計画の各施策の進捗状況について、適切に
フォローアップを行うとともに、交通政策基本計画のフォロー
アップを踏まえ、鉄道、自動車、航空等のモード横断的な目
標達成するため、特に取組の強化が必要な施策の推進に
向けて調査・検討を実施。

0 0 8_6 非該当

3367
国土交通
省

17 新28 23

民間等との連携による
社会資本整備・管理等
の効率的・効果的な推
進

社会資本整備・管理等を効率的・効果的に推進していくこと
を目指して、各地域の特色や個性を活かした地域振興・地
域の活性化と社会資本に対する国民の理解促進に向けて、
インフラを観光資源等として活用することを目的とする。

地域振興・地域活性化と社会資本に対する国民の理解促
進に向けて、インフラを観光資源等として活用する観点か
ら、地方公共団体や施設管理者及び民間企業等が協働し
てインフラを活用する際の課題を抽出し、分析・検討を行う。

0 0 1_b_2_6 非該当

3368
国土交通
省

17 新28 24

ICTの利活用による個
人の財・サービスの仲
介ビジネスに係る国際
的な動向・問題点等に
関する調査研究

本調査研究においては、この数年で欧米を中心に拡大して
いるICTの利活用により個人の財等を仲介するビジネスモ
デルについて、海外事例と法制度との整合性（規制と運用）
の分析や経済効果・社会構造への影響等を調査するととも
に、海外での動向・課題等を踏まえ、日本の運輸・観光分野
における当該ビジネスモデルの動向・問題点等について分
析・整理を行うことにより、我が国の対応方策の検討に寄
与。

① 個人財の仲介ビジネスに係る諸外国の法制度、動向・問
題点等の分析に関する調査
 (・運輸（旅客輸送、貨物輸送等）、観光分野に係る海外の
個人財の仲介ビジネスの現状、今後のビジネスの動向調
査, ・諸外国における仲介ビジネスに係る制度運用及び法
制上の課題等の分析, ・各国政府等における課題と対応方
針・方策等の調査, ・諸外国における経済・社会への影響等
の分析等)
② 諸外国の課題等を踏まえた我が国の対応方策の留意点
及び個人財の仲介ビジネスの問題点等に関する調査
(・諸外国における課題等を踏まえ、運輸（旅客輸送・貨物輸
送）・観光分野について、我が国の現行法制度下における
諸課題を整理し、国内制度に照らした上での留意点等を検
討, ・欧米諸国の経済効果等をもとに、市場規模とその経済

0 0 1_b_2_6 非該当

3369
国土交通
省

17 新28 25

立地競争力の更なる強
化に資する国際航空
ネットワークのあり方に
関する調査研究

我が国の国際航空ネットワークについて、時間帯、直行便
の目的地、路線数と頻度の優先関係、価格・サービス水準
(FSC/LCC)等、様々な
要素と立地競争力との相関関係を分析した上で、立地競争
力の更なる強化に資する国際航空ネットワークのあり方を
検討する。

①我が国と主要国との比較などから、立地競争力と、その
国の国際航空ネットワークとの各要素の因果関係の調査分
析を行う。
②①の分析をもとに、どのような国際航空ネットワークが立
地競争力強化に資するか、という実証的な根拠を導出す
る。
③①②の分析、根拠をもとに、我が国の状況に鑑み、立地
競争力の更なる強化にはどのような航空ネッワークを実現

0 0 1_b_2_6 非該当

3370
国土交通
省

17 新28 26
公共投資の経済効果を
計測するマクロ経済モ
デルの構築

ストック効果・フロー効果を最大限発揮できるようなインフラ
整備のための判断材料とするために、最新の理論モデルと
学界の最新の研究成果に基づき、実体経済に則した、社会
資本整備の経済効果を把握するためのマクロ経済モデルを
構築する

（１）マクロ経済モデルに関する既往研究成果調査
学識経験者の意見も聞きながら、マクロ経済モデルの既往
（最新）の研究成果・適用事例について整理する。
（２）マクロ経済モデルの構築
前項の結果を参考にしながら、ストック効果（生産力効果）と
フロー効果（乗数効果）を定量的に把握するマクロ経済モデ
ルを構築する。（ＤＳＧＥモデル等）
（３）大学等の研究者へのヒアリング、検討会の実施
大学等の研究者、国内の有識者、実務者等に対し、意見を
伺うとともに、専門的な視点からの調査研究全般について
のアドバイスを頂く。

0 0 1_b_2_6 非該当

3371
国土交通
省

17 新28 27
空き家発生・分布メカニ
ズムの解明に関する調
査研究

空き家周辺の立地環境を整理・分析し、各種生活基盤施設
の充実度や地理的統計情報の組み合わせにより、空き家で
ある確率を定量的に評価するモデルを構築し「空き家率マッ
プ」の作成を実現する。それによって、既存調査のコスト削
減と効率化（事前の重点調査地域発見）、簡便な広域デー
タの整備、将来予測等を可能とし、幅広い都市・住宅政策の
基礎資料となることを目的とする。

（１）空き家周辺の立地環境の整理・分析
空き家周辺の生活基盤施設・交通インフラなどの充実度、
高齢化率、災害危険度などを定量的に評価する。
（２）空き家分布モデルの検討・構築
空き家周辺の立地環境に基づき、各種生活基盤施設の充
実度や地理的統計情報の組み合わせにより、空き家である
確率を定量的に評価するモデルを構築する。
（３）空き家率マップの実現
前項までの結果をもとに、空き家とその立地環境及び周辺
状況との関連を定量的に分析することにより、当該地域の
空き家率マップを作成する。

0 0 1_b_2_6 非該当

3372
国土交通
省

17 新28 28
建設産業の外国政府・
企業と連携した第三国
展開に関する調査研究

　我が国建設（インフラ）産業の南西アジア、中東、中南米
諸国等への国際展開について、これらの市場における競合
相手の特定、競合相手国が採っている支援策の調査と我が
国支援策との比較分析、外国政府・企業と連携した展開の
可能性・有効性に係る調査等を行う。調査分析結果を体系
的に整理・蓄積し、これらの市場への国際展開に資する基
礎資料とするとともに、内部部局等への提供を通じて、今後
の建設産業に係る中長期的・戦略的な海外展開の推進を
図る。

１． 展開先の国及び市場に関する調査
有望な市場を特定した上で、基礎情報、インフラ需要とその
時期等について文献調査及び現地調査を行う。特定した市
場における競合相手を特定する
２． 支援制度に関する調査
競合相手国の支援制度を調査し、我が国の支援制度と比
較分析を行う
３． 外国政府・企業と連携した展開の可能性・有効性に関
する調査
１．で特定した市場への展開に際して外国政府企業と連携
することの可能性・有効性について、地理的・技術的な強み
等の観点を踏まえた上で調査する
４． 有識者に対するヒアリング
　国内の学識経験者、実務者等から、関連する知見の提
供・助言を受ける

0 0 1_b_2_6 非該当

3373
国土交通
省

17 新28 29
技術者の確保・育成に
関する調査・検討

近年の建設投資の減少や競争の激化等により、就労環境
の悪化等による建設業の現場の管理を行う技術者の若手
の減少及び高齢化が進んでいる。今後、豊富な経験を有す
る中高年の技術者が引退する局面となることから、中長期
的な技術者の確保・育成を推進することが必要である。さら
に、今後増加する社会資本の維持管理・更新に関する工事
の適正な施工の確保を徹底する必要性が高まっている。こ
れらの課題に対応し、建設業全体の活性化を図る。

技術者の確保・育成が喫緊の課題となっており、建設工事
における適正な施工を確保するため、建設業法に基づく技
術者の人材育成及び質の確保等について、現行制度の検
証及び改善等に関する調査・検討を行う。

0 0 1_b_2_6 非該当

3374
国土交通
省

17 新28 30
道路分野における多様
なPPP/PFI手法の検
討・調査

公共施設等の整備・運営に民間の資金や創意工夫を活用
することにより、効率的かつ効果的であって良好な公共サー
ビスを実現するため、道路分野においても多様なＰＰＰ／ＰＦ
Ｉを推進することが重要である。これにより、新たなビジネス
機会を拡大し、地域経済好循環を実現するとともに、公的負
担の抑制を図ることを目的とする。

各道路管理者における多様なPPP/PFI手法の導入促進に
向け、今年度は、現状で各道路管理者が取り組んでいる
（又は取り組もうとしている）PPP/PFI手法を収集・分析す
る。各道路管理者がPPP/PFI事業に取り組む際に参考とな
る事項を整理し、円滑な導入に向けた普及啓発資料を作成
する。

0 0 8_6 非該当
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3375
国土交通
省

17 新28 31
タクシー事業の活性化
支援

需要の長期的な低迷等により、厳しい経営状況が継続して
いるタクシー事業において、事業者・業界団体の活性化に
係る取組を支援することで、利用者ニーズに対応した多様
なサービスを普及させることで需要の掘り起こしを図るとと
もに、それらサービスの提供や乗務員の接遇に対しての利
用者による評価が市場に反映される仕組みを構築すること
で、タクシーの選択性向上を図る。

・利用者のニーズに応じた柔軟な運賃設定を実現するた
め、初乗り距離を短縮した運賃や需要閑散時間帯に限定し
た割引運賃に関する調査・効果検証を行う。
・利用者による評価が市場に反映される仕組みを構築する
ため、利用者ニーズに応じたサービスの提供や接遇の向上
に努める事業者・乗務員が適切に評価される制度等を含む
選択性向上に向けた調査・検討を行う。

28,080 0 5 一般 - 95 4 - - - - 3_c2_1 該当

3376
国土交通
省

17 新28 32
船舶の高度性能評価シ
ステムの構築

省エネや水中静音性能の定量評価を可能とするため数値
シミュレーションの高度化を図るとともに、数値シミュレーショ
ンを活用した性能評価手法の国際基準化を行うことで、我
が国海事産業の競争力の維持、向上を図る。

実船まわりの流場及び騒音データの取得により、数値シミュ
レーション（CFD）による性能評価を可能とし、船舶設計開発
から認証に至るプロセスの高度・効率化を図り、海事産業の
イノベーションを加速する。また、性能評価手法を国際基準
化し、我が国の高性能な船舶の性能が「見える化」されるこ
とで、我が国海事産業の国際競争力の向上を図る。

137,000 123,827 5 一般 - 95 4 ○ - - - 2_a_1 2_c_1 該当

3377
国土交通
省

17 新28 33
先進安全船舶の開発
推進

船舶・舶用機器のインターネット化（IoT）やビッグデータ解析
等を活用した、先進的な技術・システムの開発を後押しする
ことにより、船舶の安全性向上等を図る。

船舶・舶用機器のIoTやビッグデータ解析等を活用した、先
進的な技術・システムを選定し、開発、信頼性・安全性に関
する検証を支援（１／２補助）することにより、船舶の安全性
向上等を図る。

69,887 486,246 5 一般 - 13 4 ○ - - ○ 1_a_1 該当

3378
国土交通
省

17 新28 34
連携中枢都市圏におけ
る内発的な自立発展の
推進検討

　第二次国土形成計画（全国計画及び広域地方計画）で示
された、我が国の経済成長を支える「稼げる国土」の実現に
は、一定規模以上の人口・経済を擁する圏域において、経
済のけん引、高次都市機能の集積・強化及び生活関連機
能サービス向上の実現を目指す連携中枢都市圏の形成が
必要である。
　活力ある連携中枢都市圏の形成に向け、地域の「稼ぐ力」
を強化し、域内経済循環による内発的な自立発展を推進す
るための調査･検討を実施する。

　連携中枢都市圏において地域の稼ぐ力を強化するために
は、産業の担い手となる人材のネットワーク創出、担い手と
なる人材を支援する産学官金の連携、担い手となる人材と
支援側のコミュニケーション強化、地域外の人や組織との関
係強化により、地域の多様な主体間の対流促進による内発
的な自立発展が求められる。
　上記の内発的な自立発展の推進に向け、地域において求
められる取組みについて、連携中枢都市圏等形成を進める
5つの地域において実証的な調査･検討を行い、その過程を
通じて課題を収集し分析する。

0 0 1_b_2_6 非該当

3379
国土交通
省

17 新28 35
新たな広域地方計画の
推進に係る調査・検討

　「国土のグランドデザイン２０５０」（平成26年7月策定）や
「国土形成計画（全国計画）」（平成27年8月閣議決定）を踏
まえ、「対流促進型国土」の形成を基本的な方向性として見
直しを実施した、全国8ブロックの国土形成計画（広域地方
計画）（平成28年3月29日国土交通大臣決定）を着実に推進
する。

・計画に位置付けられた広域プロジェクトのアクションプログ
ラムを策定、推進上の課題に対する対応方針等を検討し、
プロジェクトを推進する。
・広域プロジェクトの進捗状況を把握するとともに、プロジェ
クトのストック効果や社会情勢等の基礎的なデータを収集
し、変動要因等を分析することにより、次年度以降の推進に
向けた課題を抽出し、改善方策を検討する。

0 0 1_b_2_6 非該当

3380
国土交通
省

17 新28 36
防火・避難規定等の合
理化による既存建物活
用に資する技術開発

防火・避難規定や用途規制等の合理化・運用円滑化に向け
て火災時の安全性や周辺環境への影響を技術的に評価可
能とするために必要な技術開発を行い、既存建築物の活用
の円滑化を図ることを本技術研究開発の目的とする。

歴史的建築物などを含め既存建築物の有効活用のニーズ
が高まりつつある中、変更後の新たな用途に応じた適切な
レベルの火災安全性を実効性をもって確保するため、建築
基準法防火・避難規定全般の合理化に向けた技術開発を
行う。歴史的町並みについては、現行の都市防火関係規制
によらず、歴史的価値を維持しながら保存、活用するため、
防火木造と同等レベルの火災安全性を地区として確保する
手法の開発を行う。また、既存建築の用途変更に係る例外
許可等の円滑化に向け、許可等の判断に資する建物用途
の市街地環境影響の評価手法の開発を行う。

81,281 81,746 5 一般 - 13 4 - - - - 2_b_2_2 該当

3381
国土交通
省

17 新28 37
木造住宅の簡易な性能
評価法の開発

住宅性能表示制度の中小工務店への普及を目的として、木
造住宅の簡易な構造性能評価法の提案を行う。

良質な住宅建設の促進、欠陥住宅等の問題の解決を目指
して「住宅の品質確保の促進等に関する法律が平成12年に
制定された。品確法に基づく「住宅性能表示制度」は、住宅
の性能を耐震、火災、劣化等の10分野にわたって評価し、
第3者により性能を明確にする制度であるが、国としては、
住宅性能表示制度の普及を目指して、住生活基本計画に
おいて、平成23年から10ヵ年計画において、平成32年の実
施率50%を目標として、取得の際の手続きの負担軽減等に
より普及を図っている。本研究では、現在、住宅性能表示制
度の中小工務店への普及を目的として、現在作成されてい
る図面等から簡単な操作で住宅の構造性能を把握できる評
価法の開発を行う。また中小工務店と連携し、本課題で開
発された評価法を実物件において検証し評価法の制度検

13,936 13,943 2 一般 - 13 4 - - - - 3_b_3 該当

3382
国土交通
省

17 新28 38

建築設備の自動制御
技術によるエネルギー
削減効果の評価法の
開発

近年、技術の進展が目覚ましく、今後の建築物の省エネル
ギー化に対して重要な役割を果たすことが期待される建築
設備の自動制御技術について、複数の制御方式ごとに評
価出来るように評価方法を整備するとともに、大臣認定にて
任意の技術を評価する方法を開発する。

近年、建築物のエネルギー消費性能に大きな影響を与える
建築設備の自動制御技術（機器の動かし方を自動的に操
作する技術）の進展が目覚ましい。しかし、断熱建材やルー
ムエアコン等の量産品とは異なり、自動制御技術は現場で
作り込みをされることが一般的であるためJIS等の規格が整
備されておらず、その性能の差別化が困難であり、現在の
省エネルギー基準では代表的な制御方式を想定した評価と
なっている。しかし、当該分野は今後の建築物の省エネル
ギー化に対して重要な役割を果たすことは確実であり、今
後も民間において様々な技術開発が期待されるため、各技
術の特徴の差異を詳細に評価し、技術開発を誘導・促進し
ていく必要がある。そこで、本施策では、建築設備の自動制
御技術について、現状では一律で決めている制御方式を複
数の制御方式で評価出来るように評価方法を整備するとと
もに、大臣認定にて任意の技術を評価する方法の開発を行
う。この成果は、省エネルギー基準の次期見直しの際に基
準化を見込む。

14,170 14,107 2 一般 - 13 4 - - - - 2_c_7 該当

3383
国土交通
省

17 新28 39
社会資本整備プロセス
における現場生産性向
上に関する研究

現場で多くの技能労働者を要している工種を対象に、従来
技術に比べ現場での省力化に資する技術を適切に活用で
きるような建設生産システム（設計・施工、監督・検査手法
等）を開発することで、現場の労働生産性向上に寄与する。

建設技能労働者の高齢化や若年入職者の減少が進行する
なか、良質な社会資本の持続的供給ならびに増大する社会
資本ストックの確実かつ効率的な維持管理のためには、よ
り一層の効率化・省力化等により建設生産システム全体の
生産性を向上させることが喫緊の課題となっている。本研究
では、土工や現場打ちコンクリート工など現場にて多数の技
能労働者を要している分野を対象に、土工に関しては、工
事全体の可視化を実現する技術を活用した進捗マネジメン
トの実現・普及のため、当該技術のコア技術である多点観
測技術の適用ルールの整備、及び当該技術を活用した監
督・検査等施工管理の合理化を実現する。現場打ちコンク
リート工に関しては、　プレキャスト技術等の省力化技術と
従来技術の選定の実態調査および将来需要予測等を行
い、プレキャスト技術の適用範囲の明確化、標準化を進め、
省力化に資する技術の導入促進を図る。

18,559 18,559 2 一般 - 13 4 - - - - 2_a_1 該当

3384
国土交通
省

17 新28 40

既存港湾施設の長寿
命化・有効活用のため
の実務的評価手法に関
する研究

　これまでにも「インフラ長寿命化基本計画」や「維持管理計
画策定ガイドライン」等が策定され、適切な維持管理の推進
が図られているが、未だ老朽化に起因する事故・損傷が後
を絶たない状況にある。既存港湾施設を今後も長きに渡っ
て有効活用するためには、効果的な点検診断や補修の時
期、利用制限や補修の範囲等を適切に判断する手法を確
立する必要があることから、点検診断結果を基に施設の保
有性能等を適切に判断する基準（案）を策定し、維持管理の

　老朽化に起因する港湾施設の事故・損傷事例を収集分析
し、技術的課題を整理するとともに、既存港湾施設の性能
（残存耐力等）評価を可能とする要素技術の検討及び、性
能評価や補修・利用制限等を適切に判断するために必要な
情報の内容・精度等を検討し、システマティックに性能評価
する手法を開発する。更には、ケーススタディーにより適用
性の確認を行い、性能評価や補修・利用制限等を適切に判
断するための基準（案）を策定する。

5,063 6,329 5 一般 - 13 4 - - - - 2_c_7 2_c_5 該当

3385
国土交通
省

17 新28 41
高潮災害に対する港湾
地帯の安全性の確保に
関する研究

　気候変動による海面上昇等に伴い、近年、防御が不足す
る地域で高潮災害が頻発している。我が国の三大湾をはじ
めとする港湾地帯には、人口及び資産が集中しており、今
後も高潮に対する被害の増大が懸念されることから、潮位・
波浪の観測技術を高度化し、高潮リスク情報の把握・評価
技術を開発し、港湾地帯における高潮に対する安全性の確
保を図る。

　高潮の状態を広域的に把握するため、海洋レーダーや補
助観測点を組み合わせた効果的な観測手法を検討し、潮
位・波浪を効率的かつ面的に把握する手法を開発する。ま
た、高潮モデルと波浪モデルを改良し、組み合わせること
で、高潮による浸水予測の精度を高める手法を開発する。
更には、国総研の実験施設を用いた模型実験と風波の流
体運動の数値計算を組み合わせて高潮による外力を推定
し、防潮施設に作用する外力の把握を行う。

5,921 5,636 5 一般 - 13 4 - - - - 1_a_1 該当

3386
国土交通
省

17 新28 42
国土交通省所管事業
者等への情報セキュリ
ティ対策経費

2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け
て、大会の周辺環境を担う分野のうち、バス事業者、宿泊施
設等の情報セキュリティ対策を調査し、調査結果から講ず
べき情報セキュリティ対策のチェックリストを作成すること
で、各事業者等のサイバー攻撃に対する対処能力の強化を
推進する。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の周辺環境を担う
分野のうち、セキュリティ調査が必要であるとされる調査対
象及び範囲を特定する。調査の対象及び範囲を特定した
後、大会開催までに対処すべき情報セキュリティ対策項目
を特定した上で調査票を作成し、国土交通省所管の対象事
業者等に対して、ヒアリング等で情報セキュリティ調査を実
施する。これらの調査の結果から、各分野の特性や傾向等
を把握・分析し、実施すべき情報セキュリティ対策をまとめ
たセキュリティチェックリストを作成し、サイバー攻撃に対す
る情報セキュリティ対策の早期実施を促す。

0 0 1_c_2_9 非該当

3387
国土交通
省

17 新29 1
空き家所有者情報提供
による空き家利活用推
進事業

空き家利活用推進に向けて、地方公共団体による空き家所
有者情報等の活用の取組を全国的に普及定着させることを
目的とする。

地方公共団体が空き家所有者情報を活用するために必要
な体制整備や周知等の取組をモデル的に行う場合に支援
を行うとともに、地方公共団体での取組事例等の周知を行

0 0 3_c2_3 非該当

3388
国土交通
省

17 新29 2
地域に根ざした木造住
宅施工技術体制整備
事業

木造住宅供給の担い手となる大工技能者が減少・高齢化す
る中、地域の住宅生産者グループ等による大工技能者の育
成・技術力向上の取組を支援し、大工・工務店の木造住宅
施工技術体制の強化を図る。

リフォーム等による地域の住宅の適切な維持・更新、被災
住宅応急修理や応急仮設住宅供給、長期優良住宅の建
設、その他特に政策的に対応が必要と認められる取組に関
する研修。（補助率：定額）
住宅精算における機械化・資材の標準化対応、地場産材や
産品の活用、地域に継承される広報への対応、労働安全衛
生管理等に関する研修。（補助率：１/２）

0 0 5_a4_2 非該当
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3389
国土交通
省

17 新29 3
建築基準法・建築士法
等の円滑な執行体制の
確保に関する事業

建築基準法・建築士法等に係る審査体制の強化、今後の改
正事項等に関する周知徹底や審査側・申請者側の資質の
向上を図り、建築基準法・建築士法等の円滑な執行を確保
する。

民間事業者等が行う以下の事業に要する費用について、定
額で補助を行う。
①熊本地震の被災案件に係る指定確認検査機関が行う確
認検査手数料の減免に対する支援
②建築基準法及び関連基準の見直し内容の審査側・申請
者側への周知徹底の支援
③審査側・申請者側の資質向上、審査体制の強化に向けた
取り組みの支援

0 0 3_c4_5 非該当

3390
国土交通
省

17 新29 4

港湾機能を阻害しない
洋上風力発電施設等
の施工基準等の検討
経費

　改正港湾法（平成28年7月1日施行）により創設された公募
による占用許可手続き（占用公募制度）の的確な運用を図
り、港湾における洋上風力発電施設の円滑な導入を促進す
る。

　港湾法第37条の４第２項により、事業者が港湾管理者に
提出する公募占用計画には「施設の構造」や「工事実施の
方法」等を記載することとされており、同法第37条の５によ
り、港湾管理者はこれを審査することとされているため、当
該審査にあたり参考となる指針の策定を行う。

0 15,414 5 一般 - 95 4 - - - - 2_c_5 該当

3391
国土交通
省

17 新29 5
無電柱化の浅層埋設を
促進するための調査

無電柱化は、東日本大震災、熊本地震や東京オリンピック・
パラリンピック開催等を踏まえ、今後は幹線道路のみならず
非幹線道路も含めて、国レベルだけでなく、各地域が主体と
なって取り組むことで本格的な無電柱化をより一層推進し、
防災性の向上、安全で快適な通行空間の確保、良好な景
観の形成や観光振興等を図ることを目的とする。

無電柱化の推進のためには、より一層の低コスト化が求め
られており、低コスト化を図るために電線類の埋設深さを従
前より浅く埋設できる基準を平成２８年４月に施行していると
ころである。これにより、これまで以上に電線類を他の工事
業者等が損傷させるリスクが高くなることから、徹底した安
全対策を行うため、探査機器の導入やICタグの活用などの
新たな埋設位置把握手法等について検討を行うものであ

0 0 2_b_2_6 非該当

3392
国土交通
省

17 新29 6
立体道路制度を推進す
るための調査検討業務

　立体道路制度は適用範囲に様々な制約があり、制度の利
用は限定される。一方で、都市部では土地の高度利用を図
るため、再開発等において立体道路制度の利用へのニー
ズは高まっている。
　本業務では、立体道路制度へのニーズを踏まえた制度上
の問題点の整理及び道路空間の効率的な利用を更に推進
するため、事業の計画段階において効果を定量的に評価す
る手法を開発することを目的とする。

　立体道路制度の利用に対するニーズを調査し、立体道路
制度を適用できない事例について、制度上の問題点を整理
する。また、過去に立体道路制度を利用した事例の効果を
調査するとともに、立体道路制度に関する法令を変更した
場合の影響について検証する。これらをまとめ、計画段階に
おいて立体道路制度を評価する指標を考案し、ケーススタ
ディを行い、立体道路制度推進策を提案する。

0 0 8_6 非該当

3393
国土交通
省

17 新29 7
大規模自然災害等の
発生時における水利調
整方策等検討経費

大規模自然災害等の発生時において、安定した水供給と水
利秩序の確保を図るため、水利使用の調整が機能不全とな
る事態を回避し、より円滑かつ迅速に対応を可能とする水
利使用の調整方策等に係る制度設計を行う。

大規模自然災害等の発生時における水利使用の調整が機
能不全となる事態を回避し、より円滑かつ迅速に対応を可
能とする水利使用の調整及び特例に係る制度設計のため、
水利使用の調整方策案の策定に向けた調査を行い、学識
経験者等による検討会を開催し、水利調整方策の取りまと

0 0 1_b_2_6 非該当

3394
国土交通
省

17 新29 8
地方公共団体の国際
人材育成に係る経費

下水道技術の国際展開に当たっては、国内の下水道事業
において運営ノウハウを有する地方公共団体による協力が
不可欠であるが、各団体が個別に人材を育成することは困
難である。このため、より効率的・効果的に人材を育成する
ため、地方公共団体職員に対して国際展開に係る研修を実
施する。

下水道技術の国際展開に当たっては、国内の下水道事業
において運営ノウハウを有する地方公共団体の職員の育
成を行う
①地方公共団体等が有する経験・ノウハウを踏まえて効果
的な研修カリキュラム及び資料を作成する
②地方公共団体職員を対象とした下水道技術の国際展開

0 0 5_a4_2 非該当

3395
国土交通
省

17 新29 9
映像情報利用の利便
性向上のための技術的
検討

　通常時のインフラ管理や災害対応の高度化のために国土
交通羞悪が所有する監視カメラの映像を最大限に利活用し
た監視体制の迅速化・効率化を図るための技術的検討を目
的とする。

　本施策では、社会インフラの維持管理強化を図るため、監
視カメラ映像の利活用について検討する。
　通常時のインフラ管理や災害対応に監視カメラの利用は
監視体制の監視の迅速化・効率化するものであるため、そ
の利活用について技術的検討を行う。例えば、土砂災害や
越波等瞬時に起きた被災状況をリアルタイムでの閲覧を見
逃した方へ被災時の状況を共有し被害の大きさを理解する
ことや、１時間前とのインフラ環境の違いの比較、場所・通
信環境に依存しない映像閲覧環境の構築等の検討を行う。

0 0 1_b_2_4 非該当

3396
国土交通
省

17 新29 10
大規模地震発生後の
土砂災害警戒避難体
制強化手法検討経費

　大規模地震発生後には、土砂災害警戒情報の発表基準
の引き下げや土砂災害危険箇所の点検等、二次災害防止
に向けた各種取組を実施。しかしながら、必ずしも、それら
が体系的に整理され、効果的な警戒避難体制が構築できて
いるとは言い難く、自治体が試行錯誤しながら対応している
事例が多い。
　今後、大規模地震の発生が懸念され、地震後の二次災害
のリスクを抱えていることから、自治体において効果的な警

　過去の大規模地震発生後の土砂災害について、自治体
の警戒避難に関する取り組み事例を調査し、地震後の二次
災害防止に向けた取組の整理・分析した上で、大規模地震
発生後の土砂災害警戒避難体制強化手法を検討する。

0 0 1_b_3_6 非該当

3397
国土交通
省

17 新29 12
適正化事業の円滑な導
入・拡大に向けた調査、
人材育成

貸切バスの適正化事業を全国で円滑に実施するため、貸
切バス事業者のデータベース化、巡回指導員の早期育成を
図る。

民間指定機関の巡回指導の効果的な実施に活用するた
め、貸切バス事業の運行実態等を現地調査にて把握し、
データベース化する。また、民間指定機関の巡回指導員を
早期に育成して円滑な業務の実施を図るため、適切な巡回
指導の方法等を検証し、関係法令・調査手法等をまとめた

0 39,753 5 一般 - 95 4 - - - - 1_c_2_4 5_c4_2 該当

3398
国土交通
省

17 新29 13

自動走行を含む次世代
のＩＴＳ構築に向けた路
車協調システムに関す
る検討

自動走行システムの実現・普及に当たっては、車載カメラや
レーダー等による周辺監視では把握できない先読み情報が
不可欠であり、当該情報を路車協調システムを通じて車両
に提供する仕組みが必要である。
本事業では、分合流部等の複雑な交通環境における自動
運転を支援するための新たな路車協調システムに関する技
術開発を行い、自動走行システムの実現や道路交通の円
滑化、安全性の向上に貢献することを目指す。

分合流部等の複雑な交通環境における自動運転を支援す
るための新たな路車協調システムに関する技術開発を行
う。

－ － 5 一般 - 95 4 - - - - 1_a_1 8_6 該当

科学技術関係予算のうち、決算後
に確定する公共事業費等の一部に
ついては、平成28年度はその決算
実績額を、平成29年度は平成28年
度の決算実績額を参考値として計
上すべきところ、当該事業は平成29
年度開始事業のため金額を記入し
ていない。

3399
国土交通
省

17 新29 14

自動審査システムの強
化による特車通行許可
の迅速化に関する検討
経費

 最近の車両の大型化により、トラック事業者からの申請件
数が増加し、許可までの審査日数も増加しており、事業者
からは、機動的な輸送計画が立てられないなど、経済的、
社会的な損失が多大であることから、審査の迅速化に対し
て強い要望がある。　トラック輸送の生産性向上について
は、「経済財政運営と改革の基本方針2016」等において、
「特車通行許可の迅速化」を図り、「生産性革命」に向けた
取組を加速し、2020年までに平均審査日数を、現在の約
１ヶ月から１０日間程度に短縮を目指すこととしている。

特車許可の迅速化のため、未収録路線の状況整理、申請
件数の多い重点収録区間のデータ収集、当該データを活用
した調査票の作成、未収録区間解消に向けた効果的な収
集手法の整理等、許可期間短縮に向けた道路情報便覧収
録方法の実行性等を検証する。

0 0 8_4 非該当

3400
国土交通
省

17 新29 15
内航海運の効率化に必
要な経費

　貨物トラックの運転手の不足等に伴い、モーダルシフトに
よる海上輸送の利用の重要性が高まっているところであり、
このような外部環境の変化をとらえて、陸上貨物の取込み
を進めるため、新規の荷主が海上輸送を利用しやすい環境

新規荷主が海上輸送を利用しやすいよう、フェリー、ＲＯＲＯ
船等の船種共通で運航ダイヤ等の利用情報をわかりやすく
提供するシステムを構築するための実証実験を行い、その
効果を検証する。

0 0 8_2_6 非該当

3401
国土交通
省

17 新29 16
健全な民泊サービスの
普及

住宅宿泊事業法（仮称）により導入される、いわゆる民泊に
ついて、安全面や衛生面、近隣住民とのトラブル防止等を
確保しながら、健全な普及を目指すための体制を構築す

近隣住民及び事業者向けの広報、苦情・相談窓口の運用
における初期支援

0 0 8_6 非該当

3402
国土交通
省

17 新29 17
旅行業における情報セ
キュリティの強化支援
事業

旅行業者に対するサイバー攻撃、個人情報漏洩事案の続
発を踏まえ、旅行業における情報セキュリティの強化を図
る。

旅行業界のシステムに対応したガイドラインの策定、及び業
者間の情報共有を図るための「旅行業界サイバーセキュリ
ティ情報ポータルサイト」の設置

0 0 3_b_4 非該当

3403
国土交通
省

17 新29 18
景観観光まちづくり事
業

　インバウンド促進のためには、地域固有の優れた景観や
歴史的な建造物等を観光資源として保全・活用するととも
に、旅行者が快適に移動することができ、まち歩きを楽しめ
る空間・環境づくりを推進することが重要であるため、「明日
の日本を支える観光ビジョン」（平成28年3月30日 明日の日
本を支える観光ビジョン構想会議）を踏まえ、景観の優れた
観光資源の保全・活用による観光地の魅力向上を図る。

　国が選定する景観観光まちづくり事業重点地区において、
以下の事業を支援することで、優れた景観を整備・保全し、
観光資源として積極的に活用することによりインバウンドの
増加等による集客力の向上や、域内消費の拡大等による地
域経済の底上げを図る。
　（１）景観資源の保全・活用に関する事業
　（２）景観観光まちづくりに必要なインフラの整備
　（３）その他の観光地の魅力向上に資する事業

0 0 4_a4_2 8_6 非該当

3404
国土交通
省

17 新29 19
地方航空路線活性化プ
ラットフォーム事業

地方航空路線の維持・拡充のため、地域の多様な関係者に
よる主体的に取り組みを進めるために、他地域の事例のノ
ウハウ共有、地域間の連携促進が必要があることから、国
として地域と地域をつなぐ場（プラットフォーム）を展開し、必
要な情報発信等を実施する。また、航空路線の維持・拡充
に係る継続可能な取組の実証調査を実施し、成果・効果に
ついても地域に横展開を図り、地方航空路線の維持・拡充
を図る。

・地方航空路線の維持・拡充に係る情報の展開として、地域
の路線協議会、自治体等を集めた会議等の開催。また、Ｈ
Ｐ等により取組事例等の情報発信を実施。
・発地着地両地域が主体的に連携（ペアリング）して、航空
路線の維持・拡充を行うための取組に対し実証調査し、そ
の実効性等の検証し、成果・効果を横展開する。

0 0 3_c2_3 非該当

3405
国土交通
省

17 新29 20
公共事業評価の効率
的・効果的な実施等に
関する調査検討

　本事業は、公共事業の効率性及びその実施過程の透明
性の一層の向上を図るために実施している国土交通省にお
ける個別公共事業の評価について、公共事業評価の効率
的・効果的な実施等を図ることを目的とする。

　我が国においては、今後、人口減少・高齢化の進展やイン
フラの老朽化なども深刻な課題とされているところである。こ
のような社会情勢の変化等に対応した公共事業評価の評
価手法の点検、課題の整理及び新たな評価手法の検討を

0 0 1_b_3_6 非該当



通番 府省庁
府省庁
ORDER

事業番号
1

事業番号
2

事業番号
3

事業名
プログラム名・制

度名
事業の目的 事業概要

平成二八年度
当初予算うち科
技予算額（千
円）

平成二九年度
当初予算うち科
技予算額（千
円）

機関コード
(1～5)

会計の別
(一般・特
別)

復興特会
(該当：○
非該当：-)

会計コード
使途別分
類(1～4)

提案公募
型(該当：
○ 非該
当：-)

競争的資
金(該当：
○ 非該
当：-)

独立行政
法人向け
財政支出
(該当：○
非該当：-)

SBIR対象
(該当：○
非該当：-)

分類1 分類2 分類3 分類4 分類5 分類6 分類7 分類8
科技該
当・非該
当

備考

3406
国土交通
省

17 新29 21
i-Constructionの推進に
関する検討経費

労働力の大幅減少が避けられない建設産業において、抜
本的な生産性向上が不可欠であり、i-Constructionの各施
策を効率的に進めるため、産官学が連携し情報交換できる
場（コンソーシアム）の運営などを通して、革新的な技術の
現場導入を進め生産性が高く魅力的な新しい建設現場の
創出を図る。

　i-Construction推進にあたっては、建設現場の生産性向上
効果を適切に把握し、適宜調査が可能である重要業績評価
指標(KPI)の設定が重要である。複数の取組から成るi-
Constructionの効果を適切に評価していくため、各取組の推
進により影響を受ける様々な指標・項目について分析・検討
し、本施策に最適なKPIの設定及びフォローアップ手法の検
討を行う。
　また、i-Constructionは官（国・地方公共団体）のみなら
ず、産（建設産業、建機メーカー等）、学（大学、研究機関
等）と協力し、推進・拡大を図っていく必要がある。そのた
め、i-Constructionに携わる関係者間で常に情報交換し議
論できる場（コンソーシアム）を設立し、さらに、技術開発・導
入WGでは、最新技術の現場導入に向けた検討、３次元
データ流通・利活用ＷＧでは、３次元データのオープンデー
タ化に向けた利活用ルール整備のための検討、海外標準

0 30,052 5 一般 - 95 4 - - - - 1_b_1 5_c4_1_3 3_b_1_3 該当

3407
国土交通
省

17 新29 22
i-Constructionの普及
加速

我が国の建設産業においては、他産業と比較して就業者の
高齢化が進んでいることから、建設生産システム全体の生
産性向上を図り、もって魅力ある建設現場を実現させること
が急務である。そのための施策として進めている「i-
Construction」の技術基準類を適用する工事を、我が国全
体の公共工事に広く展開するため、地方公共団体への普及
促進を行い、また、土工以外の工種へのICT活用のため、
技術基準類の検討を行い、我が国の建設現場の生産性向
上に資するものである。

i-Constructionで示した業務プロセスモデルの中小建設業
への適用性の検証や、好事例を創出した上での効果的な
普及展開を図る目的で、各地方毎に、建機レンタル会社・地
元建設コンサルタント会社・ICT関係企業等からなる実施主
体によりコンソーシアムを運営し、地方自治体発注工事の
受け皿となる中小建設業者に、ICTを活用した施工計画立
案支援やマネジメント指導を行う。また、ICT土工技術の導
入に必要な機材を貸与し、実演を通じた普及展開活動を実
施する他、ICT土工の導入効果等の分析のため、歩掛調
査、ＩＣＴを活用した好事例のシナリオ分析等を行う。また、
ICT土工活用による効果、メリットを全国に広く普及展開を図
るため、事業の実施にあわせ、現場の見学会や講習会等を
行うほか、歩掛調査結果を含めた広報活動を実施する。

0 38,274 5 一般 - 95 4 - - - - 3_a_1 該当

3408
国土交通
省

17 新29 23
「地方ブロックにおける
社会資本整備重点計
画」の見える化の推進

平成２８年３月に策定した全国１０の「地方ブロックにおける
社会資本整備重点計画（以下、地方重点という）」はこれま
での計画と異なり、主要なプロジェクトについて、可能な範
囲で完成時期を記載し、計画の見通しを時間軸に沿って理
解できるようになっている。この情報を地図データ化すること
により、居住地や工場の立地・出店計画の検討といった生
活設計や投資判断等に活用されるなど、更なる民間投資の
喚起や地域活性化に役立てることを目的とする。

民間企業等の計画的な投資活動を誘発して生産性革命を
引き起こし、社会資本のストック効果を最大化するため、民
間企業等と連携し、地方重点に記載された高速道路の整備
や港湾機能の強化など将来のインフラ整備計画をその完成
予定時期等の時間軸に関する情報とともに地図データとし
て「見える化」するために必要な調査・検討を実施する。ま
た、第五次地方重点策定に向け、この「見える化」をビルトイ
ンした計画策定の方策を検討する。

0 0 1_b_3_6 非該当

3409
国土交通
省

17 新29 24
メンテナンス産業の育
成・拡大

我が国のインフラについては、高度経済成長期などに集中
的に整備された経緯から、今後急速に老朽化対策が必要と
なる施設の増加が見込まれている。このため、本格的な人
口減少時代の到来を見据え、既存のインフラへの効率的か
つ効果的なメンテナンスを推進するとともに、その基盤とな
るメンテナンス産業の育成・拡大や、インフラ老朽化対策の
重要性に係る国民の理解の促進を図る。

産官学民の多様な主体が総力を挙げてインフラメンテナン
スに取り組むプラットフォームである「インフラメンテナンス国
民会議」（約１５０の企業・団体が参画予定（平成２８年８月
現在））において、オープンイノベーションの手法を活用し、
新たな技術によるビジネスモデルの構築や、メンテナンス技
術のパッケージ化等を推進することで自治体や海外市場へ
挑戦する企業等の支援を行うため、インフラのメンテナンス
に係るニーズとシーズを踏まえた技術マッチング等の実施
に必要なインフラメンテナンス国民会議の自立的な活動に
係る検討を行う。また、インフラメンテナンスの理念を普及さ
せるため、インフラメンテナンスに係る優れた取組や技術開

0 13,845 5 一般 - 95 4 - - - - 3_c1_1 該当

3410
国土交通
省

17 新29 25
持続可能な観光政策の
あり方に関する調査研
究

訪日外国人旅行者数等に係る新たな目標を見据え、海外
観光先進国や国内観光先進地域における観光施策や地域
住民との関わり等を調査し、観光客の増加に伴う地域住民
への影響等を踏まえた持続可能な観光政策のあり方を提
示することにより、今後の対応方策の検討に向けて幅広く活
用することを目的とする。

海外観光先進国等における観光客の増加に伴う地域住民
の生活等に係る課題を把握し、地域住民と観光客の関わり
に係る観光施策等の分析・評価を実施するとともに、外国人
旅行者の誘致に積極的な国内観光先進地域の観光施策を
把握し、地域住民へのアンケート調査等を実施することによ
り、観光施策への地域住民の理解度、参加度、満足度等を
分析する。また、全国各地の地域住民にアンケート調査を
実施することにより、外国人旅行者の受入意向や今後望ま
れる観光施策等を把握・整理するとともに、観光客の増加に
伴う、地域住民への物理的、心理的な影響を分析する。

0 0 1_b_2_6 非該当

3411
国土交通
省

17 新29 26

多様な交通形態を活用
した地域公共交通維持
施策の検証手法に関す
る調査研究

バス事業を対象に路線定期運行から代替運行形態への転
換事例をもとに、検討プロセスや、交通事業・地域特性に関
する定量データを活用し、現行の運行形態の評価基準や、
他の運行形態への転換を検討する際の検討手法と選択基
準を提示することにより、地域特性や利用者需要に則した
地域公共交通ネットワークの形成や再編に向けた施策の検
討に活用することを目的とする。

地方公共団体に代替運行形態への転換施策の実施状況、
地域公共交通に関する制度等の認識状況についてアン
ケート及び現地調査を実施し、現状分析・課題抽出を行った
うえで、地域公共交通に関する認識状況と代替運行転換に
至る検討プロセス、地域特性との因果関係分析や、検討プ
ロセスが転換前後の交通事業に直接関わるデータに与える
影響分析を行い、現状の運行形態が地域の特性や課題解
決に適しているかを検証するための評価基準の検討や、地
域公共交通ネットワークの再編に向けて地域の特性等に適
した代替運行形態への転換を検討する際の検討手順や考

0 0 1_b_2_6 非該当

3412
国土交通
省

17 新29 27

少子高齢化・国際情勢
の緊張を背景とした国
土管理情報の共有に関
する調査研究

　国土の適切な管理と利用の促進のためには、土地所有・
移転の実態把握を進める必要があり、個人情報保護等との
兼ね合いを考慮しつつ、現在の土地制度上の課題を洗い出
し、取り得る対策を幅広く検討する。

（１）土地所有・移転等の実態把握における課題の抽出
　文献調査などにより、土地所有・移転等の実態把握に関
する現状および課題を洗い出す調査を行う。
（２）国土管理情報把握に関する国内外の取組事例の調査
　前項の結果をもとに、土地所有・移転等の実態把握に関
連して取組を行っている国内外の事例を文献調査し、さらに
ヒアリングなどで詳細に確認する。
（３）国土管理情報の適切な把握に向けた対策の検討
　土地所有・移転実態の適切な把握の必要性を整理した上
で、国及び自治体等がとるべき対策の方向性、及び情報の
国土管理への適切な活用方策について検討し、とりまとめ
る。

0 0 1_b_2_6 非該当

3413
国土交通
省

17 新29 28
不動産情報基盤の整
備

　我が国経済の生産性向上には、土地・不動産について、
流動化等を通じた有効活用や、不動産関連ビジネスの創出
等を図ることが不可欠である。しかしながら、不動産取引の
円滑化等に必要な不動産関連の公開データ（地価公示情
報・不動産取引価格情報）は十分とは言えず、データ提供
方法についても改善が必要な状況である。そのため、不動
産関連の公開データを充実させるとともに、データ提供方法
を改善することで、不動産市場の活性化に資することを目
的とする。

　地価公示情報については、鑑定評価書に関する情報を
CSV化し公開することにより、地価公示情報の充実を図ると
ともに、API提供の開発を検討し、データ提供方法の改善を
行う。また、不動産取引価格情報については、物件の特性
等に関する情報を公開し、不動産取引価格情報の充実を図
るとともに、CSVファイルによる複数地域指定ダウンロード、
API提供の開発及びスマートフォン・タブレット対応のための
インターフェイス改善を検討し、データ提供方法の改善を行
う。
※CSV（Comma-Separated Values）：様々なソフトに取込可
能で、容易に電子データの加工・集計ができるデータ形式
※API（Application Programming Interface）：あるコンピュー
タプログラム（ソフトウェア）の機能や管理するデータ等を、

0 0 4_c_1_9 非該当

3414
国土交通
省

17 新29 29
クラウドファンディング
等を活用した空き家・空
き店舗等の再生の推進

少子高齢化等に伴い、全国で空き家・空き店舗等が増加
し、地域経済の活力や良好な生活環境の維持に支障を来し
ている現状を踏まえ、クラウドファンディング等の小口の投
資資金を活用した空き家・空き店舗等の低未利用不動産ス
トックの再生事業の促進を図る。

①クラウファンディング等を活用した不動産再生事業化支援
　クラウドファンディング等を活用した空き家・空き店舗等の
再生事業を検討している地域の不動産事業者に対し、検討
段階に応じた専門家派遣等の支援を行う。
②クラウドファンディング等を活用した不動産再生事業の普
及・啓発に向けた取組
　・地域の不動産関連団体と連携した、小規模不動産特定
共同事業セミナーの開催
　・成功・失敗事例の現地調査、事例集の作成　等

0 0 3_c3_2 非該当

3415
国土交通
省

17 新29 30

空き家・空き地等の新
たな流通・利活用ス
キームの構築のための
調査・検討経費

不動産分野についてみると、現状では、有効に活用されて
いない未利用ストックが多数存在している。全国の空き家の
総数は、近年、増加の一途をたどり、平成25年時点で約820
万戸、住宅ストック総数の13.5％を占めている。また、世帯
が所有する空き地面積は、平成15年からの10年間で約1.4
倍に増加している。不動産分野において生産性の向上を図
り、我が国の経済成長に貢献するためには、このような国民
の未利用資産である空き家・空き地等の遊休不動産につい
て、需給のミスマッチの解消や新たな需要の創出等により、
その流動性を高め、有効活用を推進する必要がある。

①物件情報の登録フォーマットを統一化した標準的な空き
家・空き地バンクシステムを整備し、全国の空き家・空き地
バンク物件をワンストップで閲覧することが可能なよう措置
する。民間の不動産情報サイトとも連携しながら、全国どこ
からでも消費者のニーズに応じた物件の検索が可能なシス
テムを導入する。
②地方自治体、宅地建物取引業者、関係団体等による地域
協議会の設置・運営を支援し、地域協議会における空き家
等の活用相談・助言、啓発活動、マッチング、調査等の取組
を促進する。
③地方に空き家等を所有している大都市圏の居住者向け
の空き家活用フェアや相談会等を開催し、地元の宅地建物

0 0 4_b3_8 8_6 非該当

3416
国土交通
省

17 新29 31
地盤情報システムの構
築に向けた調査・検討

基礎ぐい工事問題を受けて、地盤情報の重要性が認識さ
れ、建築物の適正施工の確保やエンドユーザー等の安心・
信頼の回復が高まっている一方、地盤情報については工事
単位ごとに散逸しており、他の設計者や施工者が有効活用
できない状況にある。そのため、公共・民間工事問わず作成
されている地盤情報を一元的に集約するシステムを導入
し、蓄積された情報を適切に開示する仕組みの調査・検討
を行うことで、安全性の確保や建設業に対する国民の信頼

地盤情報を一元的に集約するシステムの導入、蓄積された
情報を適切に開示する仕組みの構築に向けて、①活用主
体ごとに異なる目的の的確な把握、及びそれぞれに合致す
る形式での統合の方向性、②掲載情報の信頼正確保に向
けた対策の方向性・必要性、③継続的な情報提供を実現す
るための方策について調査・検討を行う。

0 0 1_b_3_5 非該当
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3417
国土交通
省

17 新29 32
建設リサイクル体系に
おける生産性向上等に
向けた調査・検討

　高度成長期に建設された建築物（木造住宅、マンション
等）が更新時期を迎え、解体工事の増加が見込まれる中、
解体現場での公衆災害の多発や解体技能者の高齢化等の
課題に対応できておらず、加えて、中長期的な再利用材の
需給ギャップや、大規模災害時の膨大な解体工事への対応
策などの将来的な課題の検討も必要となっている。

高度成長期に建設された建築物の更新・解体への対応や、
解体工事に関する安全性の向上、担い手の確保、大規模
災害への備えに向けて、新技術を活用した建設リサイクル
体系の生産性向上や、中長期的に持続可能な建設リサイク
ル体系の構築に向けた調査・検討を行う。

0 0 1_b_3_4 非該当

3418
国土交通
省

17 新29 33
第７回幹線鉄道旅客流
動実態調査

　幹線鉄道旅客流動実態調査は、平成２年から５年に１度、
全国の新幹線や幹線鉄道の特急列車等を利用した旅客の
流動等を調査し、需要予測モデルの構築と予測、費用便益
分析等の交通政策や交通施設の整備計画など、今後の幹
線鉄道に関する政策の分析・検討に資するとともに、陸・海・
空にわたる総合的な交通体系の整備を進める上で重要な
全国旅客純流動調査にも資する基礎資料として、様々な視
点からの幹線旅客流動の実態を明らかにすることを目的と

　平成３２年度実施予定の第７回幹線鉄道旅客流動実態調
査（以下、第７回調査）をより効率的かつ効果的に実施する
ため、平成２９年度は、ネット調査に向けた実施方法や分析
手法の検討、平成３０年度は検討結果を踏まえたネット予備
調査の実施、平成３１年度は予備調査結果の分析及び第７
回調査の詳細設計を行う。これらの検討結果等を踏まえ、
平成３２年度に第７回調査を実施し、平成３３年度に調査結
果の集計・分析を行う。

0 0 1_b_4_6 非該当

3419
国土交通
省

17 新29 34
広域連携プロジェクトの
推進等

国土形成計画（全国計画）（平成27年8月14日閣議決定）で
示された基本構想「対流促進型国土の形成」の実現に向け
て、広域地方計画（平成28年3月29日国土交通大臣決定）
に位置づけられた「広域連携プロジェクト」について、地域発
の成長戦略として官民が連携し早急に具体化する。

広域連携プロジェクトを官民が連携して早急に具体化する
ため、産学官金等の幅広い主体からなるプロジェクトチーム
を設置し、プロジェクト推進のためのハード・ソフト両面の施
策展開に必要な検討を実施する。また、対流促進型国土の
中核的な生活・経済圏である連携中枢都市圏等の内発的
な自立発展を図るため、その主体的な役割を果たす官民連
携プラットフォームのあり方について実証的に調査・検討す
る。さらに、広域地方計画協議会を通じた計画のPDCAサイ
クルの展開により、広域地方計画の効果的な推進を図る。

0 0 1_b_2_6 非該当

3420
国土交通
省

17 新29 35
国際連携・海外展開等
推進経費

ASEAN地域諸国の電子基準点網整備ニーズを踏まえ、人
材育成や制度支援を含めた技術協力案件を形成・実施し、
相手国の電子基準点網実現に貢献することで、我が国で培
われた情報化施工や自動運転等のアプリケーションが相手
国に展開できる環境が整備される。また、国連地球規模の
地理空間情報管理イニシアティブのアジア太平洋地域委員
会総会を主催して当該分野でのリードを確立する。

・電子基準点網について、高度な技術的知見を活用し、相
手国当局との技術協力形成を進める。
・「第6回国連地球規模の地理空間情報管理に関するアジア
太平洋地域委員会（UN-GGIM-AP）総会」を主催する。

0 0 5_b3_2 5_d4_1_1 非該当

3421
国土交通
省

17 新29 36
ICTの全面的な活用に
よる建設生産性向上に
関する研究

少子高齢化による建設現場の担い手の不足が懸念されて
いる（日建連の予測では２０２５年までに１１０万人の技能労
働者が離職）状況下で、国土交通省では、平成２７年度よ
り、建設現場の生産性を向上させ、魅力ある建設現場の実
現を目指すi-Constructionを推進している。このi-
Constructionのトップランナー施策の一つである「ＩＣＴの全面
的な活用」については、国土交通省が、平成２８年３月に、
土工へのＩＣＴ活用に必要な基準類を整備したものの、「土
工以外への工種への展開」、「維持管理の生産性向上」を
進める必要がある旨、「国土交通省i-Construction委員会」
において報告されている。　設計、施工、維持管理の各生産
プロセスにおいて、建設現場の生産性向上を目指し、土工
以外の工種にもＩＣＴを本格的に導入するため、基準の策定

設計段階では、干渉チェックや施工手順の確認および住民
説明・関係者協議等の円滑化及び設計、施工、維持管理段
階を通した建設プロセスにおいてのデータ流通の円滑化の
ため、設計段階の３次元化に必要な基準案を作成する。ま
た、施工段階では、土工以外での工種におけるＩＣＴを活用
した出来形管理・検査に関する要領・基準案を作成する。さ
らに、維持管理段階では、設計データや点検・補修履歴
データを簡単に把握するため、また３次元計測に関する新
技術を維持管理で活用するために、維持管理におけるＩＣＴ
の活用マニュアルを作成する。

0 93,478 5 一般 - 13 4 - - - - 2_b_2_2 該当

3422
国土交通
省

17 新29 37
新しい木質材料を活用
した混構造建築物の設
計・施工技術の開発

木材の有効利用による環境問題への対応、森林保全、地方
振興、木のある空間創成などの観点から、木材需要の多く
を占める建築領域での木材資源の活用が求められている。
このことから本課題では、木材の利用推進、材料の特性を
いかした可変性の拡大、施工期間の短縮など、各種目的を
実現するため、CLT等の木質系大型パネルを用いた木造と
他構造種別、他構法（集成材構造・2X4工法）の混構造建築
物の設計・施工技術の整備に資する技術開発を行う。

木造と他構造種別、他構法による混構造建築物の構造設
計法の提案、防耐火上の技術資料の整備、耐久性向上の
ための技術資料の整備に必要な技術開発を行う。本技術開
発に取り組むためには、耐震要素・接合部の構造モデル
化、混構造の耐火設計法の開発、混構造の地震時挙動再
現実験、構造設計法の検討及び試設計、耐久設計・施工の
検討について、５カ年で取り組む必要がある。これらの関係
する全分野に専門家を有する国総研が主体となり、学識経
験者や、関係団体とも情報交換・連携して取り組むことで効

0 90,975 5 一般 - 13 4 - - - - 2_b_2_2 該当

3423
国土交通
省

17 新29 38
地震災害時における空
港舗装の迅速な点検・
復旧方法に関する研究

地震時の空港舗装の被害の点検・復旧の判断基準を確立
することにより、空港管理者が地震後の空港における復旧
優先順位の設定及び復旧を迅速に行い、空港がいち早く緊
急輸送の拠点として機能することを可能とする。

地震後の空港供用再開を迅速且つ確実に実行するため、
空港舗装（滑走路・誘導路・エプロン）の被害程度や調達可
能機材に応じ、空港管理者（国土交通省航空局・地方公共
団体・空港会社）が被害を迅速に点検し、復旧方法を選択
する上での判断基準を確立する。

0 4,480 5 一般 - 13 4 - - - - 2_c_5 該当

3424
国土交通
省

17 新29 39
水防活動支援技術に関
する研究

近年、雨の降り方が激甚化しており、防ぎきれない大洪水
（超過外力）が必ず発生することが予想される。このため、
超過外力対策を社会で推進していく必要がある。そのため
には、効果的で持続的な水防の仕組みを作り、社会に根づ
かせていくことにより、地域の安全度を高めるとともに、社会
全体で常に洪水氾濫に備える 「水防災意識社会」を再構築
することが必要である。

気候変動等により、防災施設の能力を上回る洪水の発生頻
度の増加が予想されており、水防活動による減災効果をよ
り一層高める必要がある。
　このため、
　１）水防に必要な労力・時間等（水防活動量）と効果の評価
方法の開発、
　２）水防活動を行うべき箇所の把握技術の開発を行い、
　３）１）、２）を統合し、より効率的な水防活動の実現を図
る。

0 17,085 2 一般 - 13 4 - - - - 2_b_1_2 該当

3425
国土交通
省

17 新29 40

避難所における被災者
の健康と安全確保のた
めの設備等改修技術の
開発

震災などによる避難所生活が長期間に及んだ場合、避難所
における精神面も含めた健康被害防止と安全確保を行う必
要がある。そこで避難所の住環境として、トイレ・衛生環境、
プライバシー、音・温熱・光環境性能などを確保するための
具体的な手法や改修技術について提示するとともに地震前
および地震後における、避難所の使用可否を評価する技術
の開発を目的とする。

本事業は、１）避難所における健康確保技術の開発、２）避
難所における安全確保技術の開発の2つのサブテーマで構
成されている。１）については、電力確保を目的とした太陽
光発電及び蓄電池による直流給電システムのパッケージ化
技術の開発、プライバシー確保としてはプライバシーと音環
境の両方を考慮したパーティションの開発、トイレ等衛生環
境については被害状況に応じた避難所におけるトイレを使
用可能とする技術の開発、その他光環境、温環境などの各
種環境性能向上に資する技術の開発を行う。２）について
は、地震による建築設備被害状況のデータ分析による避難
所の使用可否判断技術の開発や被害状況の整理と天井の
耐震化に応じた換気・空調設備等の耐震改修手法の開発
を実施する。最終的には、健康確保および安全確保のため

0 12,395 2 一般 - 13 4 - - - - 2_a_1 該当

3426
国土交通
省

17 新29 41

多様化する生活支援機
能を踏まえた都市構造
の分析・評価技術の開
発

都市の持続可能性や生産性のさらなる向上のため、多様化
し進化する生活支援機能（拠点施設や交通機能等）の最新
動向を踏まえ、様々な都市・地域特性に応じた「効果的な都
市構造」を選択可能とする客観的な分析・評価技術を開発
するものである。

都市経営コストを抑えた持続可能で生産性の高い都市づく
りは、全ての地方公共団体にとって喫緊の課題である。しか
し、都市規模や地域特性に応じて「効果的な都市構造」のあ
り方やその成立条件は異なる。さらに、ＩＣＴ技術の進展に伴
うコンビニエンスストアの多機能化・社会インフラ化、遠隔医
療や移動支所・移動販売・移動銀行、無人配達、自動運転
や小型車両等、近年の生活サービスの供給技術の進化等
を踏まえると、実現可能な「コンパクトな都市構造」の選択肢
はさらに多様化している。従って、多様な「コンパクト化の方
向性」の提示とあわせてその成立条件を明らかにし、多様な
選択肢の中から適切な都市構造を選択可能にする客観的
な分析・評価技術と、それを容易に行える分析・評価ツール

0 12,409 2 一般 - 13 4 - - - - 1_b_2_3 該当

3427
国土交通
省

17 新29 42
地震火災時の通行可
能性診断技術の開発

地震時の避難、緊急車両の通行の円滑化に資するため、地
震火災が発生した際の通行可能性を評価する技術を開発
し、火災による影響を低減する、初動対応の充実化、市街
地整備等の事前対策等を支援するものである。

阪神・淡路大震災では市街地火災が発生したほか、中央防
災会議では首都直下地震、あるいは南海トラフ地震等にお
いて、建物倒壊等の多大な被害が発生するとともに、火災
の発生が想定されている。大規模災害の発生に備え、避
難、緊急車両の通行に際して火災による影響を低減するた
めの、初動対応の充実化、市街地整備等の事前対策等を
支援するために、地震火災時における通行可能性の評価
技術として、地震火災時の外力設定、地震火災時の通行可
能性診断技術、地震火災時の通行可能性の簡易な判定指
標の作成と対策効果の検討を行うものである。

0 12,432 2 一般 - 13 4 - - - - 1_a_2 該当

3428
国土交通
省

17 新29 43

建築物のエネルギー消
費性能の向上を目指し
たファサード設計法に
関する研究

建築物の省エネルギー化を更に推し進めるために、設備機
器にかかる負荷自体を削減し得るファサード（外壁、屋根、
窓などの外皮）の評価法及び設計法を構築する。

建築物のCO2排出量は、2030年までに2013年比40％の削
減が求められており（「日本の約束草案」H27.7）、建築物の
更なる省エネルギー化が不可欠である。更なる省エネル
ギー化を達成するためには、高効率機器の導入だけではな
く、より建築プロセスの上流側であるファサードの設計（外
壁、窓、屋根などの外皮設計）を見直す必要がある。しか
し、ファサードの仕様による設備のエネルギー消費量への
複合的な影響を統合的に評価する手法は確立されていな
い。そこで、本研究では、エネルギー消費性能に関するファ
サード（外壁、屋根、窓などの外皮）の評価法を構築すると

0 12,410 2 一般 - 13 4 - - - - 2_c_7 該当

3429
国土交通
省

17 1
公的賃貸住宅の管理
等

公的賃貸住宅に係る家賃の減額についてその経費の一部
を補助し地方公共団体の負担する当該経費に関する地域
間の不均衡を調整すること等により、低額所得者等の居住
の安定確保を図ることを目的とする。

平成17年度以前に国及び地方公共団体からの支援を前提
に公共団体の認定を受けて供給された施策住宅等に対す
る支援を維持するために必要な家賃低減等を実施するとと
もに、公営住宅整備事業をはじめとする住宅建設事業の効
率的かつ効果的な推進のための調査を実施。（補助率：

0 0 8_6 非該当

3430
国土交通
省

17 2
公的賃貸住宅長寿命
化モデル事業

建築から長期間が経過した公的賃貸住宅のストックについ
て、長寿命化対策を行う先導的な取組みに対して支援する
ことにより、社会環境に適応したストックとして長期にわたり
維持・活用していくことで住宅確保要配慮者の居住の安定
を図ることを目的とする。

公的賃貸住宅のストックを長寿命化するための先導的取組
であって、学識経験者で構成する評価委員会により先導性
や普及性の観点から評価されたものに対して支援を実施。
（補助率：公営住宅：2/3等）

0 0 3_c2_3 非該当
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3431
国土交通
省

17 3 住宅金融支援機構
民間金融機関による長期固定金利の住宅ローンの供給を
支援する証券化支援事業を通じて、省エネルギー性等に優
れた住宅の供給促進等を行う。

○補助金
　・証券化支援事業について、フラット３５S（省エネ等）の当
初５年間（長期優良住宅等特に性能が優れた住宅は当初
10年間）0.3％の金利引下げ等。
　　※補助率：定額

0 0 4_a4_2 非該当

3432
国土交通
省

17 4 都市再生機構出資金

少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保及び向上
の促進のため、都市再生機構の賃貸住宅の再生・再編によ
り生み出される敷地等を活用し、地域に必要な医療・介護・
子育て施設等の機能を整備する取り組みを本格的に推進
し、地域の医療福祉拠点化を全国展開すること等を目的と
する。

都市・居住環境整備推進出資金
都市再生機構に対し平成11年度に創設された都市・居住環
境整備推進出資金（居住環境整備型）に追加出資すること
で、ＵＲの土地保有コストを低減し、ＵＲ賃貸住宅のストック
再生・再編により生み出される整備敷地等を活用した医療・
介護・子育て施設等の誘致を推進する。

0 0 4_a4_2 非該当

3433
国土交通
省

17 5
住宅市場環境整備推
進経費

　住生活の安定の確保及び向上を図るため、良質な住宅ス
トックの形成及び将来世代への承継、良質な居住環境の形
成、国民の多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場
の環境整備及び住宅の確保に特に配慮を要する者の居住
の安定の確保といった目標を達成するために必要な住宅市
場の環境の整備に資する各種検討や調査を実施することを

事業の目的を達成するため、平成28年度は３つの調査等を
おこなっている。
①長期優良住宅の制度普及に関する調査検討経費
②マンションストックの適正な管理及び再生のための調査
検討経費
③住宅市場に係る総合的な調査経費

0 0 1_b_2_6 非該当

3434
国土交通
省

17 6
市街地環境整備推進
経費

近年の経済社会状況の変化を踏まえつつ、建築等を通じた
良好な市街地環境の形成を図るため、建築基準法における
建築物の形態、用途規制等の集団規定のあり方や運用方
策等に関する各種検討や調査を行う。

近年の経済社会状況の変化を踏まえつつ、建築等を通じた
良好な市街地環境の形成を図るため、建築基準法上の集
団規定に関する要望を実現するため、求められる環境性能
（周辺への影響度合い等）に基づく合理的な用途規制や近
年の居住環境ニーズに対応した形態規制のあり方や運用
方策等について具体的に検討を進める。

0 0 1_b_3_6 非該当

3435
国土交通
省

17 7
住宅・建築物安全安心
対策推進経費

国民が安心して生活や利用することができる住宅・建築物
の安全・安心対策を推進することにより、住生活の安定の確
保及び向上を図り、良質な住宅ストックの形成及び将来世
代への承継、良質な居住環境の形成、国民の多様な居住
ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備等に必要
な住宅市場の環境の整備に資する各種検討や調査を実施
することを目的とする。

事業の目的を達成するため、平成27年度は9つの調査等を
行っている。
①建築基準法の性能技術基準整備調査
②昇降機等の安全・安心に関する取組みの推進に関する
調査検討
③建築設備等の安全・安定性の確保に関する調査・検討
④民間建築物におけるアスベスト実態調査の環境整備
⑤建築基準に関する国際基準整合調査
⑥建築関連手続きのオンライン化の推進に係る調査検討
⑦新興国建築基準の分析・課題抽出に関する調査
⑧資格者登録の効率化検討経費
⑨ユネスコ事業拠出金
なお、　③建築設備等の安全・安定性の確保に関する調査・
検討及び⑧資格者登録の効率化検討経費については、平
成27年度で調査を終了した。
また、平成28年度新規事項として、⑩建築基準法等の施行
状況総合調査経費、⑪既存の昇降機等の効果的な改修に
関する調査検討経費を追加している。

0 0 8_1_6 非該当

3436
国土交通
省

17 8
民間事業者等の知見を
活用した建築基準整備
の推進事業

本事業は、これまで国が進めてきた建築基準法、省エネ
法、住宅品質確保法等における住宅・建築物に係る技術基
準整備のための検討について、民間の能力を積極的に活
用し、基準の整備、見直しの促進を図ることを目的とする。

国が住宅・建築物に係る技術基準の整備、見直しする上で
必要な調査事項について、国が設定した課題に基づき、基
礎的なデータ・技術的知見の収集・蓄積等の調査及び基礎
資料の作成を行う民間事業者等に対して補助する。なお、
補助率については、定額補助とし、補助限度額は１事業者
あたり、6千万円としている。ただし、実大試験等の大がかり
な実験を必要とする調査事項については、外部有識者を含
む本事業の評価委員会に諮り、その妥当性が了承されたも
のに限り、補助限度額を超えて補助金を交付することとして

450,000 425,000 5 一般 - 95 4 ○ - - - 2_c_5 2_c_7 該当

3437
国土交通
省

17 9
建築物の安全確保のた
めの体制の整備事業

指定確認検査機関が確認済証を交付した物件に係る構造
計算の妥当性等の検証や、特定行政庁が行う違反是正に
係る技術的支援を実施するための体制を整備することによ
り、確認検査の実効性の確保や、違反建築物等の是正の
促進を図る。また、大臣認定を取得した防耐火構造等に係
る性能確認試験等を実施する体制を整備することにより、
大臣認定申請企業等の適正な大臣認定取得等の促進を図
る。

下記の建築物の安全確保のための体制整備を行う民間事
業者等に対する補助。（補助率：定額補助）
①耐震化等の促進：建築確認が行われた物件から抽出した
建築物の構造計算結果の検証の実施、特定行政庁の違反
是正指導の技術的支援　等
②建築材料等の品質確保のための体制の整備：大臣認定
を取得した防耐火構造等について、市場流通品の品質や生
産体制の検証、認定仕様による試験体の作成、防耐火試験
等による性能の確認　等

0 0 8_6 非該当

3438
国土交通
省

17 12
マンション管理適正化・
再生推進事業

マンションにおける課題の解決に向けた合意形成等の成功
事例の蓄積を通じ、今後増大することが予想されている老
朽化したマンションの管理適正化・再生推進に向けた環境
整備を図る。

マンション管理適正化・再生促進に当たっての課題解決に
向けたマンション管理組合の活動を後押しする団体等の取
組を支援
①マンションの新たな維持管理の適正化・再生促進
②老朽化マンションの建替え等の専門家による相談体制等
の整備
補助率：定額補助（１事業主体あたり1,000万円／年（②につ

0 0 8_6 非該当

3439
国土交通
省

17 14
住宅建築技術高度化・
展開推進事業

住宅・建築物の環境対策、長寿命化対策、安全対策等の行
政上の諸課題に対応するため、民間事業者の知見、ノウハ
ウを活用し、技術開発を推進するとともに、基準や制度の普
及促進、産業の展開の取組を総合的に推進する。

①先導的な技術開発に関する事業
住宅建築行政が直面する環境対策、長寿命化対策、安全
対策等の解決に資する先導的技術の開発に対して支援を
行う。（補助率：１／２）
②基準や技術の普及促進等、技術基盤の強化に関する事
業
基準やそれに係る設計方法等の技術の普及のための情報
発信、情報提供の取組み等、市場の技術的基盤の整備・強
化に資する取組みに対して支援を行う。（補助率：定額）
③住宅建築分野の産業の海外展開の推進に関する事業
外国政府から我が国への要請等に基づく民間事業者等が
実施する相手国に関する土地・建物制度等の調査（補助
率：定額）、相手国における住宅整備制度構築に資する技
術の提供及び住宅整備プロジェクトに対する提案（補助率：
１／２）の取組みに対して支援を行う。

1,380,000 1,500,000 5 一般 - 95 4 ○ - - - 1_a_1 3_b_3 3_c2_2 該当

3440
国土交通
省

17 15
木造住宅施工技術体
制整備事業

木造住宅の新築・リフォームの担い手となる大工技能者の
減少・高齢化等を踏まえ、新規大工技能者の育成や大工技
能者の技術力の向上に資する技術講習の取組に対する支

新規に大工技能者となる者を育成するために実施する実技
指導と木造住宅技術全般の講習、大工技能者の技術力向
上に資するリフォーム施工技術講習に対して支援する。（補

0 0 5_a4_2 非該当

3441
国土交通
省

17 16
建築確認検査制度等
の見直しに係る体制整
備等支援事業

平成26年6月に公布された「建築基準法の一部を改正する
法律」により見直しされた建築確認検査制度等を実効性あ
るものとして着実に実行するため、特定行政庁や指定確認
検査機関等の建築確認審査側及び建築主や設計者等の申
請者側に対し、制度の周知、審査体制の強化・充実を図る
ことで、円滑かつ確実に改正法を施行することを目的とす
る。

民間事業者等が行う以下の事業に要する費用について、定
額で補助を行う。
・建築確認検査制度等の見直し内容の審査側・設計者側へ
の周知徹底の支援
・建築確認審査側・申請者側の資質向上、審査体制の強化
等に向けた取組みの支援

0 0 3_c4_5 非該当

3442
国土交通
省

17 18
住み替え等円滑化推進
事業

高齢者等が保有する住宅資産の活用を促進し、子育て世
帯や高齢者世帯等のライフステージに応じた住み替えを円
滑化するために、住宅資産の活用について助言する専門家
の育成及び相談体制の整備を行う民間事業者等に対して
支援する。

（１）高齢者等の住宅資産活用のための相談体制の整備へ
の支援
高齢者等の住宅資産の活用方法について専門家に相談で
きる体制を整備する取組に対して支援する。
（２）住宅資産の活用促進のための専門家の育成への支援
高齢者の住宅資産の活用方法に関する専門家を育成する
方法を確立する事業に対して支援する。
（補助率：定額）

0 0 8_6 非該当

3443
国土交通
省

17 19
重層的住宅セーフティ
ネット構築支援事業

　高齢者、障害者及び子育て世帯等、市場において自力で
は適正な住宅を確保することが困難な者に対し、重層的な
住宅セーフティネットを効率的かつ効果的に整備する必要
があることから、公的賃貸住宅や民間賃貸住宅を活用し、
重層的な住宅セーフティネットの構築を推進し、高齢者、障
害者及び子育て世帯等の居住の安定確保を図る。

○公的賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの構築を推
進するため、地方公共団体において、福祉・子育て支援等
の地域に必要な機能の整備とあわせた公営住宅団地の再
生など、公営住宅に係るPPP/PFIの事業提案を行う民間事
業者等による調査に要する費用に対し、定額補助を行う。
○民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの構築を推
進するため、居住支援協議会等による住宅確保要配慮者
の民間賃貸住宅等への入居の円滑化に関する取組みや、
民間事業者等による民間賃貸住宅に係るトラブルの相談・
関係機関の連携の円滑化に関する取組み、サービス付き高
齢者向け住宅の登録状況等に係る調査・分析や広報による
周知・普及に関する取組みに要する費用に対し、定額補助

0 0 8_6 非該当
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平成二八年度
当初予算うち科
技予算額（千
円）

平成二九年度
当初予算うち科
技予算額（千
円）

機関コード
(1～5)

会計の別
(一般・特
別)

復興特会
(該当：○
非該当：-)
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○ 非該
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(該当：○
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(該当：○
非該当：-)

分類1 分類2 分類3 分類4 分類5 分類6 分類7 分類8
科技該
当・非該
当

備考

3444
国土交通
省

17 20
多世代交流型住宅ス
トック活用推進事業

住宅に関する総合的な相談をワンストップで受け付ける体
制を整備して各事業者間の連携を調整するとともに、住宅
の管理・利活用に関するモデル的な取組みを行おうとする
者に対して、国がその実施に要する費用の一部を補助する
ことにより、中古住宅等の多世代にわたる持続的な利用を
通じて、外部不経済となる放置空家の発生を予防し、住替
え、移住または二地域居住などの多様なライフスタイルが
促進され、地域活性化が図られることを目的とする。

➀相談体制整備等に係る事業
○個人住宅等の所有者、地域内での住替え検討者、移住
及び二地域居住の検討者、地域内で事業を実施しようとす
る利活用検討者を主たる対象として、個人住宅等の有効活
用や住替え等に係る相談に総合的に対応する常設のワン
ストップ相談窓口を設置する。
○設置した相談窓口において個人住宅等の有効活用に関
する相談員による面談、関係主体との連携・調整等を実施
する。

➁モデル的取組みに係る事業
○個人住宅を有効活用するため、住替えや移住等に必要と
なるリノベーションや融資に関するスキーム等を検討・実践
するなど、住宅としての流通を促進することに主眼を置いた
取組みを行う。
○個人住宅等を居住以外の目的も含めて有効に活用する
ため、必要となるコンバージョン（転用）、改修や融資等に係

0 0 8_6 非該当

3445
国土交通
省

17 21
省エネ住宅・建築物の
整備に向けた体制整備

平成26年4月11日に閣議決定された新たなエネルギー基本
計画において、「規制の必要性や程度、バランス等を十分に
勘案しながら、2020年までに新築住宅・建築物について段
階的に省エネルギー基準への適合を義務化する」とされて
いるところ。
これを受けて、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関
する法律」（平成27年7月8日公布）により、平成29年4月には
規制措置（大規模非住宅建築物の省エネルギー基準への
適合義務化）の施行が予定されている。
本事業では、このような状況の下で必要となる、供給側及び

①個別事業者、審査期間等への建築物省エネ法、省エネ基
準に関する講習会、周知活動
②設備・建材・流通等に携わる民間事業者を活用した省エ
ネ基準適合技術の普及促進
③省エネに関する審査体制の整備　　　等
（補助率：定額）

0 0 3_b_4 非該当

3446
国土交通
省

17 22
インスペクションを活用
した住宅市場活性化事
業

既存住宅の適切なメンテナンス・流通等を促進し、中古住
宅・リフォーム市場の活性化を図るため、インスペクション技
術の開発・高度化の支援と、インスペクションによる住宅情
報の蓄積・活用により、インスペクションの結果が計画的な
維持管理や住まい方に合わせたリフォームに活用され、ま
た、売買時の価格への適正な反映等が市場で定着すること
を目指す。

①現況の把握が難しい住宅の部位や欠陥による不具合事
象について、簡便に精度の高いインスペクションを行うた
め、非破壊による検査技術等、新たな技術開発や既存技術
の高度化、これらの技術の活用を図る取組みを支援する。
（補助率：１／２）
②住宅所有者が維持管理等に容易に活用でき、また、住宅
所有者と多様な住宅関連ビジネスを繋ぐプラットフォームと
しても利用できるような住宅情報の整理・蓄積・活用のため

270,000 271,000 5 一般 - 95 4 ○ - - - 1_a_1 3_c2_1 該当

3447
国土交通
省

17 24
新興国に対する我が国
建築基準の普及促進
事業

新興国への海外展開を有利に進める上で必要となる住宅・
建築制度を当該国に導入・普及することで、我が国の住宅・
建築関連企業の海外展開を促進することを目的とする。

新興国の制度・基準策定機関の政府職員等を対象とした技
術見学会や制度研修会、セミナー・ワークショップ等の企画・
開催を実施する民間事業者等に対して、定額を補助する。

0 0 3_c4_5 非該当

3448
国土交通
省

17 26
総合的なバリアフリー
社会の形成の推進

　高齢者・障害者をはじめとする誰もが自立できるユニバー
サルデザインの考えに基づいたバリアフリー社会を着実に
実現するための施策を推進する。

　平成１８年１２月に施行されたバリアフリー法において、バ
リアフリー施策のスパイラルアップ（段階的・継続的な発展）
及び心のバリアフリーについては国の責務とされており、国
が率先して、高齢者、障害者等の当事者の参画の下、地方
公共団体・事業者・国民に対し総合的かつ戦略的に働きか
けることにより、バリアフリー施策等の迅速かつ着実な展開
を図るとともに、東京オリンピック・パラリンピックの円滑な開
催等に向け、さらなるバリアフリー・ユニバーサルデザイン

0 0 3_c4_5 非該当

3449
国土交通
省

17 27 国連環境計画拠出金

日本海を含む日本周辺海域の環境保全と改善に取り組む
枠組みである「北西太平洋地域海行動計画（ＮＯＷＰＡＰ）」
に対して、資金的な支援をすることにより、我が国が接する
日本周辺海域の海洋環境の保全・改善を目的とする。

NOWPAPは、国連環境計画（ＵＮＥＰ）の提唱する地域海計
画の一つであり、日本海を含む日本周辺海域の環境保全と
改善を目的とした北西太平洋地域海計画として日本・中国・
韓国・ロシアが参加している。我が国は2003年に事務局を
国内（富山市）へ招致しており、国土交通省は富山県と外務
省と共にその事務局運営費を拠出している。

0 0 6_6 非該当

3450
国土交通
省

17 28 国連開発計画拠出金

東アジア海域における海洋の開発と海洋環境の保全との調
和を目指す枠組みである「東アジア海域環境管理パート
ナーシップ（PEMSEA）」に対して資金的な支援をすることに
より、我が国が接する東アジア海域の海洋環境を維持・改
善することを目的とする。

PEMSEAは東アジア海域における持続可能な開発と海洋環
境の保全との調和を目指した11ヶ国が参加する国際的な協
働の枠組みで、国連開発計画（UNDP）の下でプログラムを
実施している。我が国は2002年に同枠組みに参加し、2007
年からはその事務局運営費の一部を拠出している。

0 0 6_6 非該当

3451
国土交通
省

17 29
海洋・沿岸域環境の保
全等の推進

我が国における海洋管理及び利活用のあり方に関する調
査検討、海洋・沿岸域環境の保全に資する海洋汚染防止制
度の普及啓発など、海洋基本法（平成19年成立）及び新た
な海洋基本計画（平成25年閣議決定）に基づく施策を着実
に実施し、海洋・沿岸域環境の保全等の推進に資すること
を目的とする。

○我が国における海洋管理及び利活用のあり方に関する
調査検討を行う。
○北極海航路に関する調査検討を行う。
○マルポール条約（海洋汚染防止条約）の改正に伴う対応
に関する調査検討を行う。
○海洋汚染防止講習会及び油濁防止管理者講習（法定講
習）を開催する。

0 0 1_b_2_6 5_a4_2 非該当

3452
国土交通
省

17 30 海岸事業

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害か
ら海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公
共の海岸の適正な利用を図り、もって国土の保全に資す
る。

津波、高潮、波浪、海岸侵食による災害から背後の人命や
財産の防護、国土保全に資することを目的に、被災のメカニ
ズムや特性等を把握するため、海象観測や現地調査・地質
調査等を実施し、その結果を基に対策工事の計画を立案す
るとともに、この計画に基づき、堤防、突堤、護岸、離岸堤等
の整備を行う。
また、国土保全上極めて重要である沖ノ鳥島海岸で、海岸
の維持管理を実施する。
国費率・補助率

2,489 2,489 5 一般 - 41 4 - - - - 4_a4_2 2_a_1 4_a3_3 該当

科学技術関係予算のうち、決算後
に確定する公共事業費等の一部に
ついては、平成28年度はその決算
実績額を、平成29年度は平成28年
度の決算実績額を参考値として計
上。

3453
国土交通
省

17 31
低潮線の保全に要する
経費

「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のた
めの低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律
（低潮線保全法）」に基づき、我が国の排他的経済水域及び
大陸棚の保持を図るため、排他的経済水域及び大陸棚に
係る海域の限界を画する基礎となる低潮線を保全すること

衛星画像による低潮線保全区域及びその周辺の状況調
査、防災ヘリコプター等による低潮線及びその周辺の巡視、
低潮線保全区域の周知のための看板設置を行う。

0 0 8_6 4_a4_2 非該当

3454
国土交通
省

17 32 船舶油濁損害対策

我が国に入港する１００トン以上の外航船舶の船主等に燃
料油油濁損害についての無過失責任を負わせるとともに、
油濁損害賠償や座礁船舶の撤去費用をカバーする保険へ
の加入及び入港船舶の事前通報の義務付け等を内容とし
た船舶油濁損害賠償保障法を適切に運用する他、船舶か
らの油濁損害防止対策を検討し、海洋環境の保全及び被
害者の保護の充実に資することを目的とする。

船舶油濁損害賠償保障法に基づき、我が国へ入港する船
舶に、保険加入証明書の備付けや保険加入状況の事前通
報を実施させるとともに、違反が推定される船舶に対しては
立入検査を実施している。また、外国船舶の座礁・沈没等に
よる大量の油等の流出があり、地方公共団体が油等防除
措置を講じたものの、その費用を船主から徴収することがで
きなかった場合に、その費用の半分を補助している。
その他、我が国周辺では、年間40件程度の海難（衝突、乗
揚、火災等）による油流出事故が生じており、漁業者等に多
くの被害をもたらすとともに、沿岸環境に大きな影響を与え
ていることから、被害を軽減するために油濁損害防止対策

0 0 8_6 非該当

3455
国土交通
省

17 33
廃棄物埋立護岸等整
備事業

浚渫土砂、一般廃棄物の受け入れ等により適正な港湾利
用の確保を目的として、廃棄物埋立護岸の整備を行う。

港湾法第43条に基づき、港湾管理者が行う以下の事業につ
いて、国が補助を行う。
・廃棄物の埋立処分に必要な容量を確保するための護岸等
の整備

0 0 4_a4_2 非該当

3456
国土交通
省

17 34
港湾公害防止対策事
業

港湾区域内の環境改善を目的として、公害の原因となる堆
積汚泥等の浚渫、覆土の事業等により、水質浄化、底質改
善を行う。

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に
関する法律第3条,港湾法第43条等に基づき、港湾管理者が
行う以下の事業について、国が補助を行う。
・港湾における公害を防止するための水質浄化、底質改善

0 0 4_a4_2 非該当

3457
国土交通
省

17 35 海岸事業（直轄）

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害か
ら海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公
衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土の保全に資す
る。

津波・高潮、波浪、海岸侵食による災害から背後の人命や
財産の防護、国土保全に資することを目的に、堤防、突堤、
護岸、離岸堤等の整備を行う。

国費率
　　直轄事業：国10/10、2/3

0 0 4_a4_2 非該当

3458
国土交通
省

17 36
港湾区域における低潮
線の保全に要する経費

「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のた
めの低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」
に基づき、我が国の排他的経済水域及び大陸棚の保持を
図るため、排他的経済水域及び大陸棚に係る海域の限界
を画する基礎となる低潮線を保全することを目的とする。

港湾内における低潮線の保全を図るため、衛星画像による
低潮線の状況調査、職員による低潮線保全区域の巡視を
行う。

0 0 8_1_5 非該当

3459
国土交通
省

17 37

洋上風力発電導入に対
応した港湾機能確保の
ための海域管理方策の
検討経費

　エネルギー基本計画等において、洋上風力発電の導入拡
大は必要不可欠である旨位置付けられている。また、海洋
基本計画においては、海域における先導的な取組として港
湾への円滑な導入を進めるよう示されている。このように港
湾が導入適地として有望視されている洋上風力発電は、沖
合海域を広範囲にわたって占用するなど、従来とは異なる
占用施設となるため、その導入により港湾本来の機能に影
響を及ぼさないよう港湾区域の管理・利用調整方策につい
て検討し、港湾区域における洋上風力発電の適切な設置・

　洋上風力発電の設置により港湾区域を占用する場合、港
湾法の規定に基づき港湾管理者による占用許可が必要と
なり、また占用状況を踏まえ、必要に応じて立入検査等を実
施することが必要である。本事業は、今後、港湾に導入が
見込まれる洋上風力発電施設の占用許可にかかる事務が
的確に実施されるよう、具体的な運用方法等について検討
するものである。検討結果は、「港湾における洋上風力発電
の的確な導入を確保する海域管理の在り方にかかる指針
(仮称）」（以下、指針）として取り纏める。

0 0 3_c4_5 非該当
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3460
国土交通
省

17 38
道路事業（直轄・改築
等）

・道路の交通安全の確保とその円滑化、生活環境の改善を
図り、もって、国民経済の健全な発展と生活環境の向上に
寄与することを目的とする

・直轄国道（一般国道のうち、政令で指定する区間）等の新
設・改築等を実施
・主な事業として、高規格幹線道路、地域高規格道路、バイ
パス等の整備等を実施することで、国民の命と暮らしを守る
代替性の確保や地域活性化に資する道路ネットワークによ
る地域・拠点の連携確保、また、我が国の成長力を確保す
る物流ネットワークなど基幹ネットワークの整備を実施
・活動実績として、平成27年度の新規開通延長は158kmと
なっており、測定指標である「道路による都市間速達性の確
保率」の向上に寄与

1,228,740 1,228,740 5 一般 - 40 4 - - - - 1_a_3 4_a3_3 4_a4_2 該当

科学技術関係予算のうち、決算後
に確定する公共事業費等の一部に
ついては、平成28年度はその決算
実績額を、平成29年度は平成28年
度の決算実績額を参考値として計
上。

3461
国土交通
省

17 39
道路事業（直轄・無電
柱化推進）

「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」に基づき、電
線類の地中化等による無電柱化を推進することにより、安
全で快適な通行空間の確保、良好な景観の形成及び道路
の防災性の向上等を図ることを目的とする。

地方公共団体、電線管理者等と連携し、地域の実情に応じ
た多様な手法の活用によりコスト縮減を図りつつ、電線共同
溝の整備等により無電柱化を実施。

1,089 1,089 5 一般 - 40 4 - - - - 4_a3_3 4_a4_2 該当

科学技術関係予算のうち、決算後
に確定する公共事業費等の一部に
ついては、平成28年度はその決算
実績額を、平成29年度は平成28年
度の決算実績額を参考値として計

3462
国土交通
省

17 41
高騒音対策による沿道
騒音の低減効果に関す
る連携調査経費

沿道騒音については、着実に環境改善が図られてきている
が、全国で１割弱の住戸が騒音に係る環境基準を達成して
いない等、非達成の地域が存在している状況である。この
ため、環境基準達成やよりよい沿道環境の実現に向け、走
行車両の特性や道路構造に着目した道路交通騒音対策に
ついて検討することを目的とする。

これまで、沿道環境改善のため、低騒音舗装の敷設や遮音
壁の設置、環境施設帯の整備等を実施してきたが、よりよ
い沿道環境の実現に向け、新たに走行車両の特性に着目
した道路交通騒音対策について検討するとともに、特に環
境基準を超えている地域等を中心に、従来から有効とされ
ている低騒音舗装等の道路構造による騒音対策の活用に
ついて検討を行うものである。

0 0 8_6 非該当

3463
国土交通
省

17 42
道路空間の機能向上に
資する道路空間の再配
分に関する調査検討

　既存の道路空間の活用方策およびその推進方策に関す
る検討を行うことで、道路空間の付加価値を高めることを目
的とする。

これまでの道路整備は、新たな路線整備や道路の拡幅など
道路ネットワークの整備が主に進められてきたが、交通分
担の変化や、沿道住民からのニーズを受けて、道路ストック
の有効活用を推進する必要性が高まっている。このため、
既存の道路空間の活用方策およびその推進方策に関する
検討を行う。

0 0 8_6 非該当

3464
国土交通
省

17 43
環境対応車普及促進
対策

　地球温暖化対策、大都市地域等における大気汚染対策
等の観点から、トラック・バス・タクシー事業者を中心に、
CNGトラック・バス、ハイブリッドトラック・バスの導入に対す
る支援を行うことにより、環境対応車の普及を促進する。

トラック・バス・タクシー事業者を中心に、CNGトラック・バス
等の導入に対して地方公共団体等と協調して補助を行う。
＜補助率＞
通常車両価格との差額の１／２以内又は車両本体価格の１
／４以内（経年車の廃車を伴う新車購入の場合）
通常車両価格との差額の１／３以内又は車両本体価格の１
／４以内（新車のみの購入の場合）

0 0 3_a_2 非該当

3465
国土交通
省

17 44
地域交通のグリーン化
を通じた電気自動車の
加速度的普及促進

　地球温暖化対策、大都市地域等における大気汚染対策
等の観点から、トラック・バス・タクシー事業者を中心に、電
気自動車等（電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、
燃料電池自動車）の導入に対する支援を行うことにより、環
境対応車の普及を促進する。

 他の地域や事業者による電気自動車の集中的導入を誘
発・促進するような地域・事業者間連携等による先駆的な取
り組みを行う事業者等に対し、電気自動車等の導入に要す
る経費の一部を補助する。
＜補助率＞
車両本体価格の１／２（バス）
車両本体価格の１／３（タクシー・トラック）
車両本体価格の１／２(燃料電池車)

0 0 3_a_2 非該当

3466
国土交通
省

17 46
次世代大型車開発・実
用化促進事業

「日本再興戦略」（平成25年6月閣議決定）に規定された
「2030年までに新車販売に占める次世代自動車の割合を5
割から7割とする」という目標の実現を目指し、 さらに、原油
価格高騰等の課題にも対応するため、次世代の運輸エネル
ギーを利用し、 また環境性能を格段に向上させた次世代大
型車の開発・実用化を促進する。

先進環境技術を搭載した次世代大型車の性能の向上（技
術的改良等）及び実用化の促進に資するため、高効率次世
代ディーゼルエンジン、大型LNG車のボイルオフガス対策、
実走行時の燃費向上・排出ガス対策等について、自動車
メーカー等と連携して、シミュレーション評価や実証試験等
を実施し、必要な技術基準の整備を図る。

248,152 247,850 5 特別 - 15022 4 - - - - 2_c_3 2_a_1 該当

3467
国土交通
省

17 47 車両の環境対策
環境保全や地球温暖化防止の観点から、自動車の環境対
策に必要な技術の評価手法及び基準策定を目的とする。

自動車の排出ガス・騒音・燃費に関する環境対策に必要な
技術の評価手法及び基準策定のための調査。

211,292 207,292 5 特別 - 15022 4 - - - - 2_c_5 該当

3468
国土交通
省

17 49
地下水対策及び地下水
保全管理調査等に要す
る経費

本事業は地盤沈下、水質悪化等の地下水障害を防止し、地
下水を適正に管理･利用していくことを目的とするものであ
る。

全国の一級河川沿川の地下水調査を昭和49年より実施す
るとともに、河川水と一体となった地下水の挙動を把握し、
適正な管理手法や地下水観測所及び観測項目の重点化の
可能性についての検討を行う。
検討成果は、河川における流水の正常な機能の維持に資
する基本データや、各地域で策定されている地盤沈下防止
等対策要綱の地下水採取に係る目標量などの検証に活用
していく。なお、地下水調査の結果については国土交通省
のホームページにおいて公表している。

0 0 8_1_6 非該当

3469
国土交通
省

17 50 水資源開発事業

　水資源の開発又は利用のための施設の改築等及び水資
源開発施設等の管理等を行うことにより、産業の発展及び
人口の集中に伴い用水を必要とする地域（三大都市圏、四
国及び北部九州）に対する水の安定的な供給の確保を図
る。
　水資源開発基本計画に位置づけられた水資源開発施設
の建設や既存施設の有効活用等の多様な施設について調
査･検討を行い、水資源の総合的な開発と利用の合理化を
促進する。

　水資源開発基本計画に基づき、利水･治水を目的とするダ
ム、用水路等の施設の新築（水の供給量を増大させるもの
は、機構移行時に着手済の事業等に限る。）又は改築を行
う。新築又は改築したダム、用水路等の施設については、
操作、維持、修繕その他の管理を行う。
　水資源開発基本計画に関する水需給の動向の把握、計
画の達成度の点検、今後の計画変更等に必要な情報を得
るための調査を行う。

補助率
　水道水源開発施設整備費補助　１／３、１／２
　工業用水道事業費補助　３／１０、２．２５／１０、１．５／１
０
　農業生産基盤整備事業費補助　２／３、１／２、５．５／１

0 0 8_6 8_1_6 非該当

3470
国土交通
省

17 51
世界的水資源問題を踏
まえた我が国の対応方
策検討調査経費

水は代替のない貴重な資源であり、世界の水危機は、食料
等を通じて膨大な水を他国に依存している日本にとって安
全保障に直結する課題である。そのため、我が国の世界の
水資源問題に対する支援のあり方を検討し、世界の水問題
解決に貢献し、またこれとあわせて、新成長戦略における、
官民連携した国際展開を推進することを目的としている。

・世界の水問題解決や我が国の国際展開に向け、国際会
議を通じた情報発信及び情報収集を行った。
・アジアの水問題解決や我が国の国際展開に向け、ワーク
ショップ等を通じた具体的な政策対話や、アジアにおける統
合水資源管理（IWRM）の推進に関する検討調査を行った。

0 0 1_b_2_6 3_c4_5 非該当

3471
国土交通
省

17 52
地下水対策及び地下水
保全管理調査等に要す
る経費

地下水の過剰採取による広域的な地盤沈下が発生し、これ
に伴う被害の著しい濃尾平野、筑後・佐賀平野、関東平野
北部の３地域においては、地盤沈下を防止し、併せて地下
水の保全を図るため「地盤沈下防止等対策要綱」が決定さ
れ、近年は、要綱による取組の推進により地下水採取量及
び地盤沈下面積も減少傾向にあるものの、依然として局所
的な地盤沈下が発生しているため、地域の実情に応じた総
合的な対策を推進する。併せて地下水の保全と利用の適正
化を図るための総合的管理を行い、健全な水循環の構築を

地盤沈下防止等対策要綱に基づく施策を進める上で、関係
省庁及び関係地方公共団体の協力を得て、毎年、要綱の
実施状況の把握と地下水・地盤沈下データの収集・整理・分
析を行うとともに、要綱に定められた地下水採取目標量や
地盤沈下対策事業等を評価し、局所的な地盤沈下の継続
や渇水時の短期的な地下水採取量の増大に伴う地盤沈下
の発生を防止するため、地域の実情に応じた総合的な対策
を推進する。

0 0 3_c4_5 非該当

3472
国土交通
省

17 53
水源地域対策基本問
題調査費

　国民生活の維持に必要な水の安定供給のための水源地
域の保全は、国における基本的な施策であるが、ダム等の
建設による水源地域の社会環境の変化に対して、水源地域
対策特別措置法（以下、「水特法」という。）に基づく水源地
域対策を適切に推進するとともに、水源地域の保全・活性
化の活動を促すことを目的とする。

　本事業は、水特法に関する施行事務を適切に行うため、
水源地域整備計画等水源地域対策に係る制度の活用状況
について調査し、水源地域対策に係る制度の効果的な活用
方策を検討する。
　また、水源地域における地域づくり活動の担い手の活動を
高め、自発的・持続的な水源地域振興を図るため、各地域
の活動主体やその支援に関わる専門家等の連携によるを
支援を推進する。

0 0 1_b_2_6 非該当

3473
国土交通
省

17 54
水資源の現状把握等に
要する経費

　生活用水の使用量等、水資源に関する総合的な諸施策を
検討する上で不可欠な基礎的な経年データを収集・整理す
るため、全国及び地域別の水需給について動態調査を行う
ことを目的とする。

　全国の水需給動態を把握するため、都市用水（生活用
水、工業用水）の水源別使用量、ダム等水資源開発施設、
河川水供給可能量、渇水・災害・事故等による影響等につ
いて調査し、整理・分析を行った。
　調査結果は、その動向が把握できるよう、用途別、地域別
に取りまとめた。

0 0 1_b_2_6 非該当

3474
国土交通
省

17 55
水資源の有効利用等
の推進に関する調査経
費

　近年の降雨形態の変化により、ダムの安定供給の実力が
低下している。また、地球温暖化に伴う気候変動の影響に
より、渇水リスクの増大が指摘されている。このような情勢
のもと、水利用の安定性を確保するためには、供給面・需要
面から総合的な対策を実施する必要がある。
  供給面では、雨水・再生水利用の着実な普及と長期的な
継続利用を図り、水資源の有効活用を推進する必要があ
る。また、需要面では、一人ひとりが適時適切な節水行動を
取り、水の無駄遣いを削減するとともに、節水機器等の普及
により、利便性や快適性等を低下させることなく、基礎的な
水量を削減することが重要である。

　水資源の有効利用等の推進をより一層図る必要から、雨
水利用施設の利用実態等を調査・整理し、施設設置費・維
持管理費等に関する施設設置の基準等について検討を行
うものである。
　また、節水施策の促進にあたり、節水機器等の普及状況
や効果を把握するため、これらの情報収集を行う。さらに、
具体的な取り組み支援策の検討を行うとともに節水促進に
関する手引き（案）の作成を行うものである。

0 0 1_b_2_6 3_c4_5 非該当
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3475
国土交通
省

17 58
気候変動への適応策
検討経費

地球温暖化に伴う気候変動による将来の深刻な渇水による
水資源への影響を科学的に分析整理し、気候変動のリスク
に適応する方策を作成する。また、水源が枯渇し、国民生
活や社会経済活動に深刻かつ重大な支障が生じる「ゼロ
水」（危機的な渇水）対応計画を作成する。これらの成果を
政府全体としての適応策のとりまとめに反映する。

気候変動による深刻な渇水の出現を予測するとともに、水
資源への影響要因等を分析し、気候変動による水資源への
影響を科学的に分析・検証し、気候変動が水資源に与える
影響及びリスクの評価を行う。
過去の渇水について整理を行うとともに、降雨状況等を設
定し、流域や地域の特性に応じた、渇水の進展に伴う影響
項目とその状況を想定し、その想定を踏まえたタイムライン
を作成する。被害や影響が最小となるよう、需要側、供給側
の予防、対応、措置の検討を行う。対策は、流域を基本単
位としつつ、広域的な連携・調整・応援など事前予防措置や
応急対策が適切にとられるようにハード対策・ソフト対策を
組み合わせ、水供給の全体システムでの対応について検

0 0 1_b_2_6 3_c4_5 非該当

3476
国土交通
省

17 59 国営公園等事業

　公園緑地の保全・創出により、地球温暖化の防止、ヒート
アイランド現象の緩和、生物多様性の保全等の地球環境問
題等への対応を図るほか、歴史的風致維持向上による地
域活性化等を推進する。また、地震災害時に復旧・復興の
拠点や避難地となる防災公園の整備、子どもや高齢者をは
じめ誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備等を
推進する。

○直轄事業
　・国が実施する国営公園の整備及び維持管理
　・国が実施する都市公園事業に関する調査
○補助事業
　・地方公共団体等が行う都市公園の整備を支援。また、歴
史的風土保存区域、近郊緑地保全区域、特別緑地保全地
区等において、地方公共団体が行う必要な土地の買入れを
支援。（1/3、1/2、5.5/10、7/10）

※平成22年度より、地方公共団体が実施する都市公園等
の整備に関する補助事業については、社会資本整備総合
交付金へ移行。
　社会資本整備総合交付金に移行した事業のうち、都道府
県及び政令市が施行する年度間、地域間の変動・偏在性が
小さい事業については、平成23年度以降、地域自主戦略交
付金に移行（平成２４年度をもって廃止）。

11,966 11,966 5 一般 - 45 4 - - - - 4_a4_2 1_b_2_3 該当

科学技術関係予算のうち、決算後
に確定する公共事業費等の一部に
ついては、平成28年度はその決算
実績額を、平成29年度は平成28年
度の決算実績額を参考値として計
上。

3477
国土交通
省

17 60
明日香村歴史的風土
創造的活用事業交付
金

　国民共有の財産である明日香村の歴史的風土の保存を
図るため、明日香法に基づき全国でも唯一村内全域に厳し
い土地利用規制を課していることを背景とした人口減少、高
齢化、観光客の減少、農林業の衰退等の課題に対応し、歴
史的風土の創造的活用の推進を図る。

　明日香村が行う史跡地周辺の整備、里山の景観整備、地
域特産品の開発など歴史的風土の創造的活用に関する総
合的な取組に対し、明日香村に一定額を交付する。
　交付対象事業は、明日香村が作成し国土交通大臣に提
出した事業計画に位置付けられているものとし、村は事業
計画の作成にあたって明日香法に基づき国土交通大臣が
定めた明日香村整備基本方針に調和することとしている。

0 0 8_6 非該当

3478
国土交通
省

17 61
古都における歴史的風
土の保存方策検討調
査

　古都保存法は、現状凍結的な厳しい行為規制とその代償
として損失補償と土地の買入れ制度により歴史的風土の保
存に一定の役割を果たしてきたが、近年、歴史的風土を構
成する森林や農地等の自然的環境の荒廃や植生遷移など
新たな問題に直面している。これらの問題を解決するため、
多様な主体が参画し自然的環境を維持保全するとともに、
目指すべき目標像へ誘導するための方策について検討し、
古都における歴史的風土の保存を推進する。

　現行の古都保存制度や既存の緑地保全制度等の分析調
査等を踏まえ、多様な主体が参画し自然的環境を維持保全
するとともに、目指すべき目標像へ誘導するための方策に
ついて検討し、モデルケースにおいて実証実験を行い実効
性を検証するとともに、有識者への意見聴取等を踏まえ、古
都保存体系への位置づけなど制度化に向けた検討を行う。

0 0 1_b_2_6 非該当

3479
国土交通
省

17 63 河川改修事業

　河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止さ
れ、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持さ
れ、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合
的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もっ
て公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを
目的とする。

　河川を整備するにあたっては、洪水を安全に流下させるこ
と等を目的に、河川の改修やダムの整備を実施している。
　このうち、河川改修事業については、河道の拡幅、築堤、
放水路の整備、遊水地の整備等を、各河川の特性や背後
地の資産の状況、災害の発生状況等を踏まえ、上下流・左
右岸及び本支川のバランスを図りながら実施する。また、水
質汚濁の著しい河川での浄化施設整備や自然環境の保
全・復元が必要な区域での河道整備、まちづくりと一体と
なった河川管理施設の整備等の取組みを実施する。
（直轄：国費率2/3等、補助：国費率1/2等）

2,930,099 2,930,099 5 一般 - 41 4 - - - - 4_a4_2 8_6 2_a_1 4_a3_3 該当

科学技術関係予算のうち、決算後
に確定する公共事業費等の一部に
ついては、平成28年度はその決算
実績額を、平成29年度は平成28年
度の決算実績額を参考値として計
上。

3480
国土交通
省

17 64 下水道事業

①し尿、生活雑排水などの汚水の排除・処理による公衆衛
生の向上、生活環境の改善、河川などの公共用水域の水
質保全
②バイオマスである下水汚泥等の有効利用による低炭素社
会、循環型社会の構築

○地方公共団体が実施する下記事業に対する補助金。※
（）は補助率
　①民間活力イノベーション推進下水道事業費補助・・・再
生可能エネルギーの利用促進及び効率的な下水道整備等
を図るため、PPP/PFI事業などの官民連携事業を支援
（1/2、5.5/10等）
　②未普及解消下水道事業費補助・・・公衆衛生の向上、生
活環境の改善を図るため、し尿・生活雑排水などの汚水の
排除を行うための汚水管の整備等（1/2等）
○下水道事業の計画的かつ効率的な推進を図るために必

3,988,522 3,838,220 5 一般 - 45 4 - - - - 4_a4_2 2_a_1 該当

3481
国土交通
省

17 65
下水道リスク管理シス
テムの運用経費

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改
善の促進に関する法律（以下「化管法」）」に基づく下水道業
における化学物質の排出量及び移動量の届出について、
集計・管理を行うことにより、下水道から排出される化学物
質による公共用水域への水系リスクの管理の実現を図る。
また、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進
するため、下水道業を対象とし、化管法に基づく指針におい
て定められている「化学物質管理計画」の策定促進を図る。

化管法に基づく下水道業における届出化学物質データの集
計・管理をおこなうとともに、下水道業における化学物質管
理計画策定状況等に係る調査、化学物質管理計画策定の
促進方策の検討を行う。

5,500 5,300 5 一般 - 95 4 - - - - 2_c_6 該当

3482
国土交通
省

17 66
下水道分野の水ビジネ
ス国際展開経費

世界的に優位性を有するわが国の下水道技術の海外展開
を促進するために、「政策と技術のパッケージによるプロ
ジェクト形成」、「下水道システムの戦略的な国際標準化の
推進」等を図る。

①国、地方公共団体、民間企業が一体となり、我が国が有
する下水道に関する経験、知識、ノウハウ、技術を活かし
て、「プロジェクトの上流部分である下水道政策」と「政策を
実現するための日本優位技術」を組み合わせたプロジェクト
を形成するため、政策対話、プロジェクトセールスを推進す
る。
②本邦企業が世界的に優位性を有している下水道技術の
国際社会における位置づけを確固とするものとするために、
その評価等を目的とした国際標準化を推進する。
③国と地方公共団体の連携強化により、政策・技術をパッ
ケージインフラとした水・環境関連のトータルソリューション

98,000 110,000 5 一般 - 95 4 - - - - 3_a_1 2_c_1 該当

3483
国土交通
省

17 70
社会資本分野における
環境対策の推進

地球温暖化問題等の人類の生存基盤に多大な影響を及ぼ
す地球環境問題は、各国が早急に取り組むべき課題とされ
ており、国土交通省としても、地球環境への負荷の少ない
持続的発展が可能な社会の構築等を図るため、国土交通
省環境行動計画等に位置づけられた社会資本分野におけ
る環境対策を推進するもの。

上記目的を達成するため、①社会資本整備や土地利用等
のハード・ソフト両面において、生物の生息の場の提供、良
好な景観形成、気温上昇の抑制等自然環境が有する多様
な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土づくり・地域づく
りに資する「グリーンインフラ」の取組推進のための調査検
討を行う。②持続可能で活力ある国土・地域づくりに向け
て、まち・住まい・交通の一体的な創蓄省エネルギー化を総
合的に推進するため、地方自治体、民間事業者等の取組を
構想段階から支援することにより、都市規模、地域特性等に
応じた先導的なモデル構築及び全国的な普及促進を図る

0 0 1_b_2_5 3_c4_2 非該当

3484
国土交通
省

17 71
建設分野における循環
型社会構築の推進

天然資源が少ない我が国が持続可能な発展を続けていくた
め、廃棄物などの循環資源が有効に利用・適正処分される
「循環型社会」を構築すべく、建設資材に係る資材の再資源
化等に関する法律（以下、「建設リサイクル法」という。）の遵
守等を徹底するとともに、「建設リサイクル推進計画2014」の
施策を着実に実施し、建設副産物の発生抑制、再資源化・
縮減、再生資材の利用促進等の向上を図ることを目的とす
る。

※　建設リサイクル推進計画2014(平成26年9月)：建設工事
の発注者、受注者及びその関係者を対象とし、同省におけ
る建設リサイクルの推進に向けた基本的考え方、目標、具

・「建設リサイクル推進施策検討小委員会」の審議を踏まえ
た「建設リサイクル推進計画」に基づく各種施策の実施
・「建設副産物リサイクル広報推進会議」による、建設リサイ
クルへの理解と参画の推進
・「建設副産物実態調査（センサス）」等による、建設副産物
の排出状況及び再資源化状況の確認

0 0 8_6 非該当

3485
国土交通
省

17 72
地球温暖化防止等の
環境の保全

地球温暖化防止等の人類の生存基盤に多大な影響を及ぼ
す地球環境問題は、各国が早急に取り組むべき課題とされ
ており、国土交通省としても、地球環境への負荷の少ない
持続的発展が可能な社会の構築等を図るため、国土交通
省環境行動計画に位置づけられた運輸分野における環境

上記事業の目的を達成するため、省エネ法に基づき輸送事
業者への省エネ対策に係る情報提供や省エネ対策責任者
の育成等を通じて、輸送部門における省エネ対策の普及・
促進を図る。

0 0 1_c_3_9 3_c2_3 非該当

3486
国土交通
省

17 73
モーダルシフト等推進
事業

我が国が掲げる温室効果ガスの排出量削減や近年の多頻
度小口輸送の進展等に伴う物流分野の労働力不足に対応
するため、改正物流総合効率化法（平成28年10月施行）に
基づく総合効率化計画の策定及び同法による認定を受けた
総合効率化計画に基づく幅広い物流効率化の取組を促進
するととともに、こうした先進的な取組を全国に展開し、物流
分野における環境負荷の低減及び省力化を推進する。

荷主企業や物流事業者等物流に係る関係者によって構成
される協議会が、改正物流総合効率化法に基づく総合効率
化計画を策定するための調査事業及び同法による認定を
受けた総合効率化計画に基づき実施する事業に要する経
費の一部を支援することにより、環境負荷の低減や省力化
に資する「モーダルシフト」、「輸配送の共同化」、「輸送網の
集約」等の２以上の者が連携した幅広い物流効率化の取組

0 0 3_c2_3 非該当
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3487
国土交通
省

17 74
都市局地球環境問題
等総合調査等経費

　日本国政府としては、2015年以降、京都議定書第２約束
期間（2013～2020年）における我が国の温室効果ガスの排
出量及び吸収量を国連気候変動枠組条約事務局に提出す
る義務がある。
　そのため、都市緑化による吸収量算出データの作成及び
その精度向上、第２約束期間以降の吸収源対策の枠組に
対応するための各種調査等を行い、吸収量を適切に把握・
算出する。
　このような都市緑化の推進等による地球温暖化対策によ
り都市における地球環境問題への対策を促進する。

・京都議定書に基づく第２約束期間分報告として、都市緑化
等による吸収量算出に係るデータを作成し、日本国政府とし
て国連気候変動枠組条約事務局に提出する報告書のデー
タ作成を行う。
・第２約束期間以降の吸収量算定について、整備後30年以
降の算定手法の検討、現行の算定手法の精度向上に関す
る検討等を行う。
・緑化施設の設置による暑熱対策効果を検証し、既存の民
間建築物及び公共施設の広場等における新たな緑化を推
進方策の検討を行う。
・2021年以降の新たな枠組みについて、国際的な動向の情
報収集等を実施する。

0 30,000 5 一般 - 95 4 - - - - 1_c_3_9 1_b_3_6 1_c_2_9 2_b_1_3 該当

3488
国土交通
省

17 75
下水処理場における総
合バイオマス利活用検
討経費

既存の下水処理場を活用して地域に存在する生ごみ等の
バイオマスを効率的に集約・利活用し、電力改革による分散
型エネルギーインフラ・プロジェクトや地域資源である下水
汚泥由来の肥料等を活用した農業の振興等、“特色ある地
域資源を活用した地域活性化”に資する新たな成長分野へ
貢献するため、下水処理場における総合的なバイオマス利
活用事業を全国に展開する。

下水処理場において総合的なバイオマス利活用を行ってい
る先行事例及び官民連携等による下水道資源の利活用事
例等について調査し、事業化に至った経緯や課題の把握等
を行いモデル地域での事業化検討を行うとともに、地域へ
の波及効果等の評価を行い、手順等をマニュアルとしてとり
まとめる。

43,000 35,880 5 一般 - 95 4 - - - - 1_b_3_2 該当

3489
国土交通
省

17 76
住宅・建築物環境対策
検討経費

地球温暖化対策計画（平成28年5月13日閣議決定）に定め
られた民生部門（業務・家庭部門）のCO2排出量の2030年
度の削減目標を達成するため、住宅・建築物における省エ
ネ対策を強化することが必要であり、効果的かつ効率的な
施策を講じるため、住宅・建築物の省エネ性能の実態把握

①住宅・建築物の省エネ性能の実態把握及び課題分析
②建築物省エネ法（誘導措置）施行後の性能向上計画認定
等を取得した住宅・建築物の省エネ性能の実態把握及び課
題分析
③建築物省エネ法（規制措置）の施行状況の実態把握及び

36,024 35,868 5 一般 - 95 4 ○ - - - 1_b_3_3 該当

3490
国土交通
省

17 77
環境・ストック活用推進
事業

地球温暖化対策計画（平成28年5月13日閣議決定）に定め
られた民生部門（業務・家庭部門）のCO2排出量の2030年
度の削減目標を達成するためには、住宅・建築物における
省エネ化の取組みを一層充実・強化する必要がある。
住宅・建築物の省エネ・省CO2に係る先導的な技術の導入
等を行うリーディングプロジェクトや既存建築物の省エネ性
能の向上に対して支援を行い、その成果の普及等を通じ
て、住宅・建築物の省エネ化を推進する。

①住宅・建築物の省エネ・省CO2、木造・木質化、気候風土
に応じた木造住宅の建築技術・工夫等による低炭素化等に
寄与する先導的な技術が導入される住宅・建築物プロジェ
クトに対する支援（補助率：１／２等）
②建築物の省エネ性能等の向上に資する改修等に対する
支援（補助率：１／３等）

10,946,952 10,357,000 5 一般 - 95 4 ○ - - - 3_a_1 3_c2_1 該当

3491
国土交通
省

17 78
省エネ住宅に関するポ
イント制度

一定の省エネ性能を持つ住宅に対して支援を行うことで、省
エネ住宅の建設やエコリフォームの普及を図る。

一定の省エネ性能を有する住宅の新築や、エコリフォーム
に対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する。
（補助率：定額）
 （ポイント発行の受付けは、平成27年10月21日の受付分を
もって終了）
（１）ポイントの発行対象
①エコ住宅の新築：所有者が自ら居住するもので、次のa又
はbに該当する新築住宅
　a.エネルギーの使用の合理化等に関する法律におけるトッ
プランナー基準又は一次エネルギー消費量等級５を満たす
住宅
　b.断熱等性能等級４、一次エネルギー消費量等級４又は
省エネルギー対策等級４を満たす木造住宅
②エコリフォーム：次のa 、b又はcを含むリフォーム
　a.窓の断熱改修
　b.外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
　c.設備エコ改修（エコ住宅設備（太陽熱利用システム、節
水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯機、節湯水栓）のう

0 0 8_6 非該当

3492
国土交通
省

17 79
海運からの温室効果ガ
ス等環境負荷低減に関
する総合対策

海運分野のCO2排出削減に資する経済的手法等の国際基
準が策定される予定であることから、世界有数の海運・造船
国として、基準策定に関する議論をリードし、海運からの
CO2排出削減による地球温暖化防止対策を推進するととも
に、我が国海運・造船業が得意とする省エネ・省CO2技術力
を発揮しやすい環境を整備する。

国際海運からのCO2排出削減については国際海事機関
（IMO）においてMARPOL条約付属書改正により確立された
船舶の燃費規制制度の対象拡大や経済的手法の検討が
進められているところ、基準策定に関する議論をリードし、
我が国海運・造船業が得意とする省エネ・省CO2技術力を
発揮しやすい環境を整備するため、これら検討されている
規制の我が国海事産業への影響分析等を実施する。

13,916 9,175 5 一般 - 95 4 - - - - 2_c_5 3_b_4 該当

3493
国土交通
省

17 80
船舶による環境汚染防
止のための総合対策

　国際的に懸念されている船舶から排出されるブラックカー
ボン、SOxについて、国際基準策定の議論を我が国環境技
術を元に主導することにより、北極海の氷雪の融解等の環
境被害拡大防止策や大気汚染防止策の検討に貢献する。

　船舶から排出されるブラックカーボンの国際的な議論に対
し、我が国の優れた環境対策技術を元に議論を主導するた
め、船舶から排出されるブラックカーボンの実態や船舶に利
用できる既存の陸上等の排出削減技術の把握のための調
査等を実施し、合理的な基準策定に向けた検討を行う。ま
た、船舶から排出されるSOxの規制強化に向けた対応方法
等について検討を行う。

33,651 31,069 5 一般 - 13 4 - - - - 2_c_5 2_c_7 3_b_2 該当

3494
国土交通
省

17 82 地殻変動等調査経費

国土地理院は、災害対策基本法に基づく政府の指定行政
機関として、科学技術・学術審議会の「災害の軽減に貢献
するための地震火山観測研究計画の推進について」（平成
25年11月8日建議）等の趣旨に沿い、地殻活動の活発な地
域等において最新の測量技術を用いた繰り返し観測、地殻
変動のメカニズム解明に関する解析等を実施する。観測・解
析した結果は、地震調査研究推進本部地震調査委員会、
火山噴火予知連絡会等へ提供され、地震活動や火山噴火
活動の評価等の基礎資料として活用される。

「大規模地震対策特別措置法」、「南海トラフ地震に係る地
震防災対策の推進に関する特別措置法」、「日本海溝・千島
海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する
特別措置法」等で指定されている地域において、地殻変動
を把握するため水準測量を実施する。また、地殻変動等の
面的な分布を広範囲に捉えるための高精度地盤変動測量
（干渉SAR）、火山地域の地殻変動や地球内部構造の変化
を把握するための火山変動測量を実施する。

269,258 268,567 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_1 該当

3495
国土交通
省

17 83 防災地理調査経費

本事業で整備する防災基礎情報が、国・地方公共団体等の
様々な機関における地震、火山噴火、土砂災害等の各種自
然災害に対する防災・減災施策に利用されることにより、国
民の安心・安全の向上に寄与する。

１）空中写真や旧版地形図等の過去の地形状況を表してい
る資料から、地震のゆれや土砂災害に対して脆弱な箇所を
抽出した脆弱地形データを整備する。
２）資料調査、現地調査、空中写真判読により、過去の噴火
によって形成された火山の地形分類を行い火山防災地形
データを整備する。
３）主要な活断層帯について、断層の詳細な位置、関連する
地形の分布等の情報を整備する。

36,655 57,341 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_1 該当

3496
国土交通
省

17 84
測量用航空機運航経
費

災害対策基本法に基づく指定行政機関として、大規模な災
害発生時に、機動性を生かし撮影した空中写真等を政府な
らびに関係自治体等に速やかに提供し、応急対策やその後
の復旧・復興対策に資する。また、「災害の軽減に貢献する
ための地震火山観測研究計画の推進について（平成25年
建議）」等の趣旨に沿い、活動的な火山における火口部周
辺の地形測量を実施することにより、火山噴火予知研究の
推進に資する。

地震、火山噴火、水害等の災害時には、発災後速やかに被
災地域の画像情報を関係機関に提供し、応急対策やその
後の復旧・復興対策に活用されることが重要であることか
ら、国土地理院が所有する防災・測量用航空機「くにかぜ
Ⅲ」による空中写真の撮影を実施し、撮影した空中写真画
像及びそれら空中写真を用いて作成した正射画像等を、政
府ならびに関係自治体等へ速やかに提供する。また、平成
22年度から「くにかぜⅢ」に合成開口レーダー（SAR)を搭載
して観測が可能になったことに伴い、火山の地形変化の推
移を明らかにし、火山活動状況の把握に活用する。

99,180 112,141 5 一般 - 95 4 - - - - 4_a1_6 該当

3497
国土交通
省

17 85 予報業務
　全国の気象官署において、気象等に関する警報・注意報
をはじめとする防災気象情報等を作成し発表することによ
り、豪雨等による災害の防止・軽減に資する。

　地上・高層・衛星観測等を含む各種観測資料や数値予報
結果等を基に、大雨や暴風等の気象の監視・予測に不可欠
な天気図や、警報・予報、台風情報等の作成・発表、豪雨時
等における指定河川洪水予報や土砂災害に関する情報の
作成・発表、航行中の船舶の安全のための海上予報・警報
等の作成・発表等を行う。これらの情報は、防災関係機関に
伝達されるとともに、報道機関等を通じて国民に周知される
ほか、民間気象事業者に提供され個別のニーズに応じた

0 0 8_6 3_c4_4 非該当

3498
国土交通
省

17 86 気象データ交換業務
　気象業務の円滑な遂行の基盤として、国内・国外の観測
資料や予報・警報等の各種気象情報を即時的に収集・交換
する。

　防災気象情報等の作成に不可欠な各種観測資料や数値
予報資料をはじめとする、気象業務に関する国内・国外の
各種資料を、気象情報伝送処理システムを通じて、２４時間
休止することなく迅速・効率的に収集・交換する。

0 0 8_6 3_c4_4 非該当

3499
国土交通
省

17 87 数値予報業務
　気象に関する警報・予報の作成のための基盤情報として
必要不可欠な数値予報資料を作成する。

　観測データ等を基に物理法則に基づく数値計算を行い、
予報や警報等の基礎資料となる数値予報資料を作成する。
精度の高い数値予報を行うためには、最新の気象学の知
見を基に大気現象を精緻に表現できる数値予報モデルによ
る計算が必要であるが、その計算には膨大な計算機資源
が必要となる。このため、数値解析予報システム（スーパー
コンピュータ）により数値予報モデル計算の運用を行い、数

0 0 8_6 3_c4_4 非該当

3500
国土交通
省

17 88 アメダス観測

　集中豪雨等の国民の生命財産に重大な被害をもたらす気
象現象を把握するため、地域気象観測システム（アメダス）
や部外機関の観測データの収集を推進し、観測結果をリア
ルタイムに収集して予報担当官署に配信することにより、適
時・的確な警報・注意報の発表を行い、気象災害の防止・軽
減を図る。また、観測データの統計資料を成果として発表す
ることにより、災害の予防、産業の興隆等に寄与する。

　気象の基本的な要素である、降水量、風向風速、気温、日
照等について、全国のアメダス観測所、気象官署において
観測装置により自動で常時観測を行うとともに、部外機関の
観測した観測データを速やかに収集して品質管理を行う。
　観測成果は即時に実況値として全国の予報担当者や防
災関係機関に提供する。また、全国から集められた観測資
料は速やかに蓄積・統計処理を行う。

706,127 670,908 5 一般 - 95 2 - - - - 4_c_1_1 3_c4_4 該当

3501
国土交通
省

17 89 気象レーダー観測

　全国20箇所に気象レーダーを展開し、雨雪時の降水域の
範囲、強さ、移動等の降水状況を常時監視し、台風・集中豪
雨等の気象災害に対して警報・注意報の的確な発表を行う
ことにより、気象災害の防止・軽減を図る。

　日本全体をカバーするよう、全国の20箇所に気象レーダー
を展開し、降水の強さの分布や雨雲内の風を立体的に観測
する。
　また、雨雲内の風を解析することにより降水域内の風の立
体的分布を求め、竜巻等の激しい気象現象に注意を呼びか
ける「竜巻注意情報」の発表に必要な、局所的な渦（メソサ

427,126 426,176 5 一般 - 95 2 - - - - 4_c_1_1 3_c4_4 該当
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3502
国土交通
省

17 90 地磁気観測

　地球内部及び地球から太陽に至るまでの空間の電磁気
的状態とその活動の監視を行い、無線通信障害の警報や
国土の測量等のための基礎資料を提供するほか、地磁気
変化により火山噴火を予知するための研究観測を行い、災
害の予防、交通の安全確保等に寄与する。

　地磁気観測所（茨城県石岡市）、女満別（北海道大空町）
及び鹿屋（鹿児島県鹿屋市）に設置している観測施設を中
心として、人工的なノイズの少ない環境の中に磁力計を設
置し、太陽起源、地球内部起源の磁場・電場変動を常時観
測する。観測データは地磁気観測所において解析し火山活
動の評価に係る研究を行うとともに、国内では独立行政法
人情報通信研究機構に通報して宇宙天気予報に利用され

59,220 27,619 5 一般 - 95 2 - - - - 4_c_1_1 3_c4_4 該当

3503
国土交通
省

17 91 気象測器検定
政府機関や地方公共団体等が行う気象観測に使用する気
象測器の検定・検査を行い、観測データの精度維持を図
る。

　気象庁がアメダス観測、ラジオゾンデ観測で自ら観測を行
う全国の気象測器について、定期的に測器検定装置により
検査を実施し、観測誤差が許容の範囲内にあることを確認
する。このことにより、観測データの品質が担保され、台風
予報をはじめ、気象予報・警報等のより良い気象情報の作
成に寄与する。
　また、気象業務法に基づき気象観測を行う部外機関が使
用する気象測器は、気象観測に適した測定器である必要が
あり、気象庁は、申請された気象測器の構造が基準に適合
するかどうかを検査し、型式証明を行う。
　さらに、部外機関が行うべき気象測器の検定業務につい

0 0 4_a4_2 非該当

3504
国土交通
省

17 92 防災情報提供センター

　自然災害から国民の生命と財産を守るためには、ハード
面の充実とともに、防災活動をソフト面から支援する「情報
防災」の充実を図ることが重要である。災害による被害の軽
減を図るため、気象庁及び国土交通省関係局が保有する
防災情報を一元的に、かつ、国民にわかりやすい形で提供

　防災情報提供センターとして国土交通省関係局が保有す
る防災情報を集約し、リアルタイム雨量（広域版）やリアルタ
イムレーダー、気象庁が保有する各種情報（天気予報、気
象警報、地震情報、津波情報、台風情報、火山情報、アメダ
ス、気象衛星画像、雨雲の動き等）をインターネットを通じて

0 0 8_6 3_c4_4 非該当

3505
国土交通
省

17 93 高層気象観測
　上空の気温、湿度、気圧、風向風速を観測し、大気の立体
的な状態（構造）を把握することにより、適切な気象予報・警
報等の作成を行い、気象災害の防止・軽減を図る。

全国14ヶ所において、世界気象機関（WMO）の指針に従い、
観測測器（ラジオゾンデ）を取り付けた気球を１日2回（9時及
び21時）飛揚することにより、上空30kmまでの大気の気温、
湿度、気圧、風向風速を観測する。観測成果は、台風予報
をはじめ、気象予報・警報等の作成に利用するとともに、世
界の気象機関に提供する。
　また、全国33ヶ所において、世界気象機関（WMO）の指針
に従い、ウィンドプロファイラにより、電波を利用して10分ご
とに300mの高度間隔で上空最大12km程度までの風向風速
を観測する。観測成果は、台風予報をはじめ、気象予報・警
報等の作成に利用するとともに、世界の気象機関に提供す

460,447 547,232 5 一般 - 95 2 - - - - 4_c_1_1 3_c4_4 該当

3506
国土交通
省

17 94 地震津波観測

　国内外の地震を観測・監視し、最新の地震学的知見に基
づく解析を行い、適時的確に緊急地震速報、津波警報や震
度に関する情報等を発表することにより、地震や津波による
災害の防止・軽減を図る。

気象庁が整備した地震計等に加え、関係機関が整備した地
震計等も活用し、24時間体制で地震の観測・監視を行う。こ
れらのデータを地震活動等総合監視システム（EPOS）によ
り集約・解析し、緊急地震速報、津波警報、震度に関する情
報等を発表する。これらの情報は、防災関係機関や報道機
関を通じて国民に伝達され、地震や津波による災害の防
止・軽減に貢献している。
　また、海外で大規模地震が発生した場合にも、関係国と連
携しつつ、地震情報や津波情報を発表する。
　さらに、地震活動等総合監視システムを気象庁本庁・大阪
管区気象台の２中枢に集約し、災害時の業務継続を可能に

1,256,241 1,370,161 5 一般 - 95 2 - - - - 4_c_1_1 3_c4_4 該当

3507
国土交通
省

17 95 地殻観測

東海地震の前兆現象を観測・監視し、最新の科学的知見に
基づく解析を行い、適時適切に東海地震に関連する情報を
発表することにより、東海地震による災害の防止・軽減に資
する。

東海地域とその周辺に展開された地殻変動観測施設（ひず
み計等）により、東海地震の前兆現象を24時間体制で観測・
監視し、最新の科学的知見に基づく解析を行うとともに、観
測データに異常が検出された場合には、その原因について
「地震防災対策強化地域判定会」により総合的な評価を行
う。
　また、適時適切に東海地震に関連する情報（東海地震予
知情報、東海地震注意情報、東海地震に関連する調査情
報）を国民・防災関係機関・報道機関等に発表し、準備行動

43,928 43,928 5 一般 - 95 2 - - - - 4_c_1_1 3_c4_4 該当

3508
国土交通
省

17 96 火山観測

　全国の活火山の活動を観測・監視し、最新の火山学的知
見に基づく解析を行い、適時的確に噴火警報等の防災情報
を発表することにより、火山噴火等による災害の防止・軽減
に資する。

　各火山の活動状況に応じて、常時観測（地震計、傾斜計、
空振計、ＧＮＳＳ、遠望カメラ等）及び機動観測を組み合わ
せた観測体制を構築・運用する。これらのデータを全国４官
署（本庁火山監視・警報センター及び札幌・仙台・福岡管区
気象台の地域火山監視・警報センター）において24時間体
制で監視・解析し、火山活動状況に応じて噴火警報等の防
災情報を発表する。噴火警報をより防災活動に活用しやす
くするため、執るべき防災行動との対応をわかりやすく表記
した「噴火警戒レベル」の導入を進めている。

868,136 1,512,702 5 一般 - 95 2 - - - - 4_c_1_1 3_c4_4 該当

3509
国土交通
省

17 97 海洋環境観測
海洋における温室効果ガス、汚染物質、水温、水質等の実
態を把握し、地球温暖化予測精度向上や地球温暖化対策
等の策定に貢献する。

地球温暖化や海洋汚染等の地球環境問題に対処するた
め、海洋気象観測船により、陸上に比べて観測データの乏
しい海洋における温室効果ガスや汚染物質等の実態を高
精度に観測し、二酸化炭素の海洋への吸収量・蓄積量、海
洋酸性化及び世界の気候に影響を与える海洋深層循環な
どの変動を把握する。また、海上の気象観測や、水温、塩
分、海流、海水の化学成分等の実況把握を通じ、北西太平
洋の海洋の循環を把握し、海洋が気候変動に与える影響に

751,003 865,691 5 一般 - 95 2 - - - - 4_c_1_1 3_c4_5 該当

3510
国土交通
省

17 98 波浪観測
適時的確な波浪情報を提供することにより、海難防止、船
舶の安全運航及び沿岸の諸施設の安全管理に寄与する。

適時的確な波浪情報を提供するために、沿岸域及び我が
国周辺海域において沿岸波浪計や漂流ブイにより波浪観
測を行うとともに、Jason（米NASA／仏CNES）等の観測衛星
や船舶からの観測データを収集し、波浪実況解析及び波浪

74,443 74,443 5 一般 - 95 2 - - - - 4_c_1_1 3_c4_4 該当

3511
国土交通
省

17 99 高潮高波対策業務
　沿岸地域における台風時の高潮、高波や地震発生時の
津波等による災害の防止・軽減を図る。

　全国69箇所の潮位観測施設における観測データを即時的
に収集し、高潮や津波の監視を行うとともに、東南海・南海
地震に対処するための地殻変動の検知や地球温暖化によ
る海面水位の変動の監視に資するデータを取得する。
　また、海面水位の上昇による沿岸域の浸水等の被害の軽
減に資する情報を発表するとともに、地球温暖化による海
面水位の変動を監視し、海面水位の変動を監視する国際的
な枠組みである全球海面水位観測システム（GLOSS）に

73,831 73,658 5 一般 - 95 2 - - - - 4_c_1_1 3_c4_4 該当

3512
国土交通
省

17 100 小笠原諸島気象業務

　太平洋上の気象観測空白域を埋める数少ない観測地点
である小笠原諸島（父島、南鳥島）において、定常的に気象
観測を実施し、気候変動・地球環境の監視及び台風等の自
然災害による被害の防止・軽減を図る。

　父島及び南鳥島の気象観測所において、定常的に地上・
高層気象観測を実施する。

146,020 146,020 5 一般 - 95 2 - - - - 4_c_1_1 3_c4_4 該当

3513
国土交通
省

17 101
大気バックグランド汚染
観測

　地球温暖化の監視及び地球温暖化予測の不確実性の低
減、並びに地球温暖化に対する適応・緩和策に係る政策決
定に貢献するため、大気中の温室効果ガス等の観測を長
期にわたり継続実施し、観測結果の公表・提供を行う。

二酸化炭素、メタン等の温室効果ガスの観測や地球温暖化
に影響を及ぼす大気中の微粒子（エーロゾル）について、継
続して観測を実施する。国内の３か所の観測地点（岩手県
綾里、東京都南鳥島、沖縄県与那国島）は、世界気象機関
（WMO）においても国際的に重要な観測地点として位置づけ
られている。これらの観測で得られたデータは、気象庁の刊
行物（気候変動監視レポート等）やホームページにおいて公
開するとともに、世界気象機関（WMO)の資料センターに提
供する。　また、黄砂に関する実況値や予測情報の提供も
実施する。これらの地球温暖化に関わる監視の成果は、平
成27年末に開催された気候変動に関する国際連合枠組条
約第21回締約国会議（COP21）で採択されたパリ協定の達
成に向けた政府の取り組みにおける実効性の評価や政府・
自治体等における環境対策に貢献するものである。

76,593 114,129 5 一般 - 95 2 - - - - 4_c_1_1 3_c4_5 該当

3514
国土交通
省

17 102 オゾン層・紫外線観測
　日本上空のオゾン層と地上での有害紫外線の観測を実施
することにより、オゾン層及び紫外線の状況を把握し、的確
な情報を公表し、オゾン層保護対策の策定及び推進に資す
る。

　札幌・つくば・那覇の国内３か所において、オゾン分光光度
計によるオゾン全量観測、気球に吊るした測器を飛揚するこ
とによりオゾンの高度分布を知るオゾンゾンデ観測、地上に
到達する有害紫外線の強さを波長ごとに観測する波長別紫
外域日射観測等を実施する。また南鳥島でオゾン全量の観
測を行う。
　気象庁では、観測で得られた成果について、気象庁の
ホームページや刊行物を通じて公開しており、地球温暖化
をはじめとした地球環境に関する国民の関心と理解の増進
に貢献している。　また、公開した観測データは、環境省刊
行の「オゾン層等の監視結果に関する年次報告書」などに
活用される他、世界オゾン・紫外線資料センター（WOUDC）
への提供を通じて世界気象機関（WMO）/国連環境計画

28,783 25,440 5 一般 - 95 2 - - - - 4_c_1_1 3_c4_5 該当

3515
国土交通
省

17 103 日射観測

気候変動に影響を及ぼす日射放射の観測及び監視を行
い、データをWMOの世界放射データセンターへ提供する。ま
た、世界気象機関（WMO）の第Ⅱ地区（アジア）放射セン
ターとして、世界均質な日射観測を地区内で実施するため、
日射計地区基準器の維持・管理を行い、アジア地区内各国
及び日本国内の日射計基準器の校正を実施する。

全国5官署（札幌、つくば、福岡、石垣島、南鳥島）におい
て、日射放射観測（直達日射照度、散乱日射照度、下向き
赤外放射照度）を実施し、観測データは、品質管理した後に
統計処理を行い公表する。また、世界気象機関（WMO）の第
Ⅱ地区（アジア）放射センターとして日射計地区基準器の維
持・管理を行い、アジア地区内各国及び日本の日射計国家
基準器の校正を実施する。
国際的な観測基準に基づき観測された日射放射データは
データセンターを通じて利用者に提供され、IPCC評価報告
書等において地球温暖化の監視等に活用されている。

3,170 3,170 5 一般 - 95 2 - - - - 4_c_1_1 3_c4_5 該当
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3516
国土交通
省

17 104
温室効果ガスデータ管
理業務

　世界各地の温室効果ガス等の観測データの収集・管理・
解析及び品質の管理を行い、全球規模の温室効果ガスの
現状を国民等に広く公表するとともに、データ及び解析結果
を国内外の関係機関に提供することにより、地球温暖化防
止の国内外の活動を支援する。

世界気象機関（WMO）の温室効果ガス世界資料センター
（WDCGG）として、世界各国の過去から現在までの温室効
果ガス等の観測データの収集・データベース化による一元
管理・解析及び品質の管理を行い、全球規模の温室効果ガ
スの現状を気象庁のホームページや当該センターのホーム
ページにおいて発表する。
　また、データ及び解析結果に関する印刷物・電子媒体を国
内外の関係機関へ配布する。
　さらに、環境省と共同で設置した「地球観測連携拠点（温
暖化分野）」及び気象庁の専門家会合において、観測の品
質評価等についての関係機関との情報交換や観測に関す
る連携を推進する。

12,290 12,564 5 一般 - 95 2 - - - - 4_c_1_1 3_c4_5 該当

3517
国土交通
省

17 105
気候・海洋情報処理業
務

海洋に関する様々な観測データを収集・整理し、その変化
傾向等を評価した「海洋の健康診断表」を公表することによ
り、海洋環境の把握を促進するとともに、地球温暖化予測に
基づく適切な対策・海洋汚染の防止等の海洋環境保全のた
めの対策の策定・実施に寄与する。
　また、日本の天候に密接に関係する太平洋・インド洋熱帯
域における海洋の監視・予測情報(エルニーニョ監視速報）
を提供するとともに、季節予報の精度の向上を図る。加え
て、異常天候の監視及び情報発表を充実させる。

日本の周辺海域に自動昇降式フロート（中層フロート）を投
入し、深さ2000ｍまでの水温･塩分の分布を観測･通報す
る。
　また、大気と海洋の相互作用を考慮した新しい予測モデ
ルを導入するとともに、衛星やブイ等の海洋観測データを活
用することにより、精度の高いエルニーニョ等の海洋予測情
報及び季節予報の作成・提供を行う。
　さらに、世界の異常気象の発生状況を毎週定期的に把握
するとともに、特筆すべき異常気象が発生した場合には、臨
時的な異常気象速報を発表し、また日本において、平年か
らの隔たりの大きな天候が続くと予測された場合には、異常

40,083 40,083 5 一般 - 95 2 - - - - 4_c_1_1 3_c4_5 該当

3518
国土交通
省

17 106 異常気象情報センター

アジア太平洋地域において社会経済活動における異常気
象による気候リスクを軽減するため、当該地域の各国の気
象機関に対し、気候に関する様々なデータや情報を提供す
るとともに、気候情報作成のための技術支援を実施する。

　世界気象機関（WMO）が指定した地区気候センターとし
て、アジア太平洋地域の各国の気象機関の気候情報作成
能力を向上するため、主にウェブサイトを通じて、異常気象
等の監視・早期警戒、季節予報、地球温暖化予測等に関す
るデータや情報を提供する。
　また、提供しているデータや情報の活用方法等を指導す
るトレーニングセミナーを開催するなどにより、人材育成を

0 0 8_6 5_a4_2 非該当

3519
国土交通
省

17 107 気候変動対策業務

地球温暖化の予測・監視情報を提供することにより、地球温
暖化による影響評価、地球温暖化の緩和策・適応策の検討
及び地球温暖化に関する科学的知見の普及・啓発を推進
する。
また、翌週の顕著な高低温の情報、異常気象のメカニズム
の解明や見通しに関する見解、想定される発生頻度・程度
を公表する。

地球温暖化予測モデルの結果を解析し、「地球温暖化予測
情報」として公表する。
また、地球温暖化とともに、都市の気温上昇の原因となって
いるヒートアイランドについて、その監視結果を報告する。
また、異常気象の要因と見通しについて官学連携の異常気
象分析検討会を開催し、その結果を公表するとともに、翌週
の顕著な高低温および冬季日本海側においては翌週の大
雪（降雪量がかなり多くなること）を対象とした異常天候早期
警戒情報を週２回検討、発表する。
さらに、これらに関する科学的知見の普及・啓発を各地で実
施するほか、データ提供による高度な利用を推進する。

0 0 8_6 3_c4_5 非該当

3520
国土交通
省

17 108
次期静止気象衛星整
備

国民の安心・安全に寄与する防災情報の作成及び地球環
境の監視に欠かせない次期静止気象衛星を平成26・28年
度に打ち上げるための整備を着実に推進する。

　観測手段が少ない太平洋上からユーラシア大陸まで広く
包括的に観測するため、次期静止気象衛星を整備する。
　現在運用しているひまわり６号・７号の運用期間が満了す
る平成27年度までに後継となる衛星を整備する必要があ
り、平成21年度から次期衛星のひまわり８号及び９号の製
造に着手している。
　なお、観測データは台風監視等の防災上の観点から重要
なデータであり、機器故障等によるデータの欠落を防ぐため
のバックアップ体制として、次期衛星においても引き続き２
機体制を維持する。また、静止気象衛星の運用期間は、現
行衛星では１機当たり５年であるが、次期衛星では１機当た

7,027,372 0 5 一般 - 95 2 - - - - 4_a1_5 該当

3521
国土交通
省

17 109
静止気象衛星運用業
務

台風や集中豪雨等の自然災害による被害の防止や軽減を
図るため、静止気象衛星により地球上の広範囲を365日24
時間常に監視する。また、世界気象機関(WMO)の提唱する
世界気象監視計画（WWW)の重要な柱となる世界気象衛星
観測網構築の一翼を担い、近隣諸国（東アジア・オセアニア
等の各国）へ防災情報に資する重要な気象情報として衛星
画像を直接提供する。

　静止気象衛星は東経140度付近に位置し、365日24時間
常に地球の同一面を監視し、連続する大気の状態を観測す
る。同衛星では、絶え間なく観測したデータを地上へ送信
し、地上設備で衛星からのデータを受信・処理する。観測
データは、台風や集中豪雨等の自然災害による被害の防
止や軽減を図るために用いるほか、数値予報の初期値とし
て予報精度向上のために利用される。また、観測データか
ら作成する衛星画像は、天気解説等に利用されるとともに、
同衛星を通じて近隣諸国（東アジアやオセアニア等の各国）
へ配信され防災情報に利用されている。
　このように本事業は、静止気象衛星により観測したデータ
を衛星から送信し、地上設備により受信・処理を行い、気象

1,192,296 960,421 5 一般 - 13 2 - - - - 4_c_1_1 3_c4_4 該当

3522
国土交通
省

17 109
静止気象衛星運用業
務

台風や集中豪雨等の自然災害による被害の防止や軽減を
図るため、静止気象衛星により地球上の広範囲を365日24
時間常に監視する。また、世界気象機関(WMO)の提唱する
世界気象監視計画（WWW)の重要な柱となる世界気象衛星
観測網構築の一翼を担い、近隣諸国（東アジア・オセアニア
等の各国）へ防災情報に資する重要な気象情報として衛星
画像を直接提供する。

　静止気象衛星は東経140度付近に位置し、365日24時間
常に地球の同一面を監視し、連続する大気の状態を観測す
る。同衛星では、絶え間なく観測したデータを地上へ送信
し、地上設備で衛星からのデータを受信・処理する。観測
データは、台風や集中豪雨等の自然災害による被害の防
止や軽減を図るために用いるほか、数値予報の初期値とし
て予報精度向上のために利用される。また、観測データか
ら作成する衛星画像は、天気解説等に利用されるとともに、
同衛星を通じて近隣諸国（東アジアやオセアニア等の各国）
へ配信され防災情報に利用されている。
　このように本事業は、静止気象衛星により観測したデータ
を衛星から送信し、地上設備により受信・処理を行い、気象

0 2,657,217 5 一般 - 95 2 - - - - 4_c_1_1 3_c4_4 該当

3523
国土交通
省

17 111
国際機関への分担金・
拠出金

　気象業務に不可欠な気象業務の分野における国際協力
を維持発展させる。

　世界気象機関（ＷＭＯ）は、気象・水文の観測・予測、デー
タ交換等に関する組織・システムの確立・維持、技術基準の
統一、それら業務遂行に係る加盟国の能力向上等について
の国際協力及び科学技術活動を推進しており、我が国を含
む各国気象水文機関が行う災害の予防・交通の安全・産業
の興隆に寄与する業務の円滑な運営には不可欠なもので

0 0 8_5_1 非該当

3524
国土交通
省

17 112
都市安全確保促進事
業

　大規模な地震が発生した場合における都市再生緊急整備
地域内及び主要駅周辺の滞在者等の安全の確保と都市機
能の継続を図るため、災害発生時の円滑な退避や物資の
提供等のソフト・ハード両面の対策を総合的に支援し、大都
市の安全・安心の確保と国際競争力の強化を図ることを目
的とする。

　都市再生緊急整備協議会による都市再生安全確保計画
又は帰宅困難者対策協議会（※１）によるエリア防災計画
（※２）の作成（補助率３分の２（※３）、２分の１）や、同計画
に基づくソフト対策（補助率２分の１）及びハード対策（補助
率３分の１）を総合的に支援する補助事業。事業主体は地
方公共団体及び官民協議会。

（※１）帰宅困難者対策協議会：１日あたりの乗降客数が３０
万人以上の主要駅周辺において、帰宅困難者対策に関す
る協議を行うため、市町村、都道府県、国、鉄道事業者、都
市開発事業者、建築物所有者及び公益施設管理者等によ
り構成される協議会
（※２）エリア防災計画：帰宅困難者協議会により作成される
都市再生安全確保計画に準じた計画
（※３）１日あたりの乗降客数が３０万人以上の主要駅周辺
の地域について、計画に定量的な目標値及び目標期限を
記載するものに限る（平成３０年度末まで）

0 0 8_6 非該当

3525
国土交通
省

17 113 地下街防災推進事業

・地下街は全国の拠点駅等に存在し利用者も多数に上って
おり、大規模地震の際には、利用者等が混乱状態となるこ
とが懸念される。また、天井等の老朽化が進んでいるほか、
駅等からの避難者の流入も想定されることから、ハード・ソ
フトからなる利用者等の避難のための安全対策を講じてい
くことが必要である。
・「地下街の安心避難対策ガイドライン（H26.4）」を基に、地
下街管理会社等に対して、天井板等設備の安全点検や、周
辺の鉄道駅等との連携のもと、地下街の安全対策のための
計画の策定を支援するとともに、計画に基づく避難通路や
地下街設備の改修等を支援することで、民間投資を通じた
地下街の安心避難対策の充実を図る。
・近年の集中豪雨等を鑑み、浸水被害を軽減し、災害発生
後の公共的通路の早期復旧を可能とするため、換気設備・
排煙設備の開口部の改修、非常用発電機の高所への整備
など、浸水対策支援も平成28年度より新たに追加した。

　「地下街の安心避難対策ガイドライン（H26.4）」を踏まえ地
下街管理会社等が行う防災推進計画の策定を支援するとと
もに、当該計画に基づき地下街管理会社等が行う防災・安
全対策の取組みを支援する。
　（１）安全点検及び計画策定費補助　【補助対象事業費の
１／３】
　（２）対策工事費補助　【補助対象事業費の１／３】
　　　 補修工事、避難のための施設整備等

0 0 4_a4_2 非該当
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3526
国土交通
省

17 116
都市局市街地防災推
進費

　首都直下地震、南海トラフ地震等の切迫性の高い大規模
災害への備えとして国土の強靱化を図るため、大都市部の
避難・誘導、宅地の耐震化など都市の防災性向上を総合的
に推進する方策に関する検討を行うとともに、大都市災害に
対する早期回復・復興に資する市街地復興計画の策定を円
滑に行うための事前準備方策に関する検討を行う。また、
都市公園の的確な維持管理・更新や屋外広告物の安全対
策の促進により、安全で安心して暮らせるまちづくりを総合
的に推進する。

①大都市部における避難・誘導インフラ整備方策検討調査
　大規模地震の発災時に多数の人的被害や混乱が予想さ
れる大都市部の避難・誘導環境の改善を図るため、大都市
部における避難・誘導インフラの整備状況や今後の課題に
ついて分析を行い、地方公共団体向けのガイドラインとして
とりまとめる。
②宅地の性能に関する情報提供についての検討調査
　宅地の安全性に関する情報について災害の防止・軽減の
観点から重要度等の検討を行う。また、地方公共団体の情
報提供や宅地所有者等の情報利用の課題抽出をするとと
もに、情報利用者や危険度等に応じた情報の提供方法や
活用方法についての検討を行う。
③公園施設の安全点検等に係る制度についての検討調査
　多様な公園施設の点検、診断等を適切に実施するため、
公園施設毎の点検、診断等に必要な専門的知見、技術の
検証を行うとともに、民間資格の技術内容等の評価の考え
方や水準を整理し、公園施設の安全点検等の質の向上に
係る民間資格等の活用方法をとりまとめる。
④市街地復興計画の策定円滑化のための事前準備方策検
討調査
　大規模災害に対する早期回復・復興に資する市街地復興
計画の策定を円滑に行うために、地方公共団体における市
街地復興計画策定訓練を試行し、市街地類型ごとの復興に
あたっての課題や市町村レベルでの策定訓練を行うことに
よる市町村単位での課題を整理し、事前準備のあり方をガ
イドラインとしてとりまとめる。
⑤屋外広告物安全対策推進調査
　全国の地方公共団体における屋外広告物の安全対策を
促進するため、複数の都市を対象に屋外広告物の立地特
性等を踏まえた安全対策を検討し、汎用性の高いマニュア
ルとしてとりまとめる
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3527
国土交通
省

17 117
災害時業務継続地区
整備緊急促進事業

　都市機能が集積しエネルギーを高密度で消費する拠点地
区であって、災害対応の拠点となる地区における災害時の
エネルギー不足は、業務継続や災害対応に支障をきたし、
我が国経済への影響も大きい。このため、当該地区におい
て、エネルギーの自立化・多重化に資するエネルギー面的
ネットワークにより、災害時の業務継続に必要なエネルギー
の安定供給が確保される業務継続地区（ＢＣＤ：Business
Continuity District）の構築を支援することにより、我が国都
市の防災性の向上等を図る。

　業務継続地区を構築するための計画策定、コーディネー
ト、施設整備を支援。
　（補助対象：地方公共団体、都市再生機構、協議会、民間
事業者等）
・計画策定支援：業務継続地区整備にかかる計画の策定に
対する支援を行う。
・コーディネート支援：業務継続地区整備に向けて関係者の
合意形成を図るために必要な検討調査等に対する支援を
行う。
・施設整備事業支援：業務継続地区に必要な施設の整備
（エネルギー供給施設、ネットワーク、マネジメントシステム
及び関連施設の整備等）

0 0 4_a4_2 非該当

3528
国土交通
省

17 119
下水道事業運営人材
育成支援事業委託費

下水道施設の急速な老朽化による維持・更新費用の増大
が想定される中、アセットマネジメント手法の導入による効
率的な下水道事業の運営が必要であるが、知見を有する人
材が下水道管理者たる地方公共団体において不足してい
る。このため、必要な知見や取組事例等を地方公共団体に
広く普及させ、アセットマネジメントに必要な知見を有する人
材を育成することを目的とする。

国において、効率的な下水道事業の運営に必要な高度か
つ先進的な知見及び取組事例等を全国の地方公共団体に
普及させるため、地方公共団体の職員に対する人材育成プ
ログラムを検討・作成し、当該プログラムを実施することによ
り、地方公共団体においてアセットマネジメントに必要な知
見を有した人材を育成する。

0 0 5_a4_2 非該当

3529
国土交通
省

17 121

内水浸水被害に対する
ソフト・自助を含めた減
災対策に関する検討経
費

下水道管理者等から地下街管理者等への内水に関する情
報提供手法の確立や、浸水深の深い内水地域や地下空間
等において迅速な避難確保・浸水防止を図るための地方公
共団体・下水道管理者・地下空間管理者等による連携を促
進する。

局地的な大雨等による被害を軽減するため、内水に関する
浸水情報を下水道管理者等から地下街等の施設管理者等
へ提供する手法を検討するとともに、浸水時の避難確保・浸
水防止に関する関係者間の連携を促進する方策を検討し、
関係者間が連携した水防計画等の作成の促進を図る。

0 0 1_b_3_6 非該当

3530
国土交通
省

17 122
住宅市街地総合整備
促進等事業

住宅や公共施設の整備等を総合的に行う事業について、地
方公共団体等に対し、国が必要な助成を行うことにより、既
成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更
新、美しい市街地景観の形成、密集市街地の整備改善及
び街なか居住の推進等を図る。

①　既成市街地における老朽建築物除却、住宅・地区公共
施設整備等により住宅市街地の整備を総合的に行う事業
（住宅市街地総合整備事業）
②　住宅宅地事業及び住宅ストック改善事業に関連して必
要となる道路、公園、下水道、河川等の公共施設等の整備
を総合的に行う事業（住宅市街地基盤整備事業）　　等
（補 助 率：１／２、１／３　等）

0 0 4_a4_2 非該当

3531
国土交通
省

17 123
地域居住機能再生推
進事業

大規模な公的賃貸住宅団地を含む地域において、多様な
主体の連携・協働により、居住機能の集約化等とあわせた
子育て支援施設や福祉施設等の整備を進め、子育て世代
が住みやすく、高齢者が自立して生活することができる地域
の居住機能の再生を図ることを目的とする。

地方公共団体、地方住宅供給公社等が地域毎に協議会
（地域居住機能再生協議会）をつくり、関係者の連携のも
と、大規模な公的賃貸住宅の連鎖的な建て替えをPFIの手
法も活用しつつ実施するとともに、集約化により創出した団
地余剰地への子育て支援施設、サービス付き高齢者向け
住宅や医療・福祉施設等の導入等により、地域全体の居住
機能を再生するための支援を行う。（住宅市街地総合整備
事業、公営住宅等整備事業、公営住宅等ストック総合改善
事業　等）

0 0 8_6 非該当

3532
国土交通
省

17 124
耐震対策緊急促進事
業

災害に強い国土・地域の構築に向けた建築物の耐震化を
推進するため、特に多数の者が利用する大規模建築物、災
害時の機能確保が必要な避難路沿道建築物等の耐震診
断・耐震改修等を行う事業について、民間事業者等に対し、
国が重点的かつ緊急的に助成を行う制度を確立する。

改正耐震改修促進法により、耐震診断の義務付け対象とな
る建築物に対し、通常の助成に加え、重点的・緊急的な支
援を実施する。
　※補助率　耐震診断、補強設計:国1/3→1/2　耐震改修:
国11.5％、1/3→1/3、2/5
　※社会資本整備総合交付金等による国費分を含む
　※不特定多数利用大規模建築物等の診断については、
平成27年度までの措置

0 0 4_a4_2 非該当

3533
国土交通
省

17 125
スマートウェルネス住宅
等推進事業

サービス付き高齢者向け住宅の整備を行う事業、住宅団地
等において高齢者等の生活を支援する施設を整備する事
業及び高齢者等の居住の安定確保と健康の維持・増進を
推進する先導的な住まいづくり又はまちづくりに関する事業
を推進することにより、高齢者等が安心して健康に暮らすこ
とができる「スマートウェルネス住宅」の実現を図ることを目
的とする。

①サービス付き高齢者向け住宅整備事業
　サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、整備費
に対して、国が民間事業者等に補助を行う。（補助率1/10、
1/3、限度額120万円/戸等）
②スマートウェルネス拠点整備事業及びスマートウェルネス
住宅等推進モデル事業
　住宅団地等における併設施設（高齢者生活支援施設等）
の整備費及び高齢者等の居住の安定確保と健康の維持・
増進に資する先導的な事業として選定されるものに対し補
助を行う。（補助率1/10、1/3、限度額1000万円/施設等）

0 0 4_a4_2 非該当

3534
国土交通
省

17 126
災害時拠点強靱化緊
急促進事業

南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模災害時に大量に
発生する帰宅困難者や負傷者への対応能力を都市機能と
して事前に確保するため、災害時に帰宅困難者等の受入拠
点となる施設の整備を促進する。

大規模災害時に大量に発生する帰宅困難者及び負傷者を
一時的に受け入れる施設の確保を図るため、学校、民間ビ
ルや病院等の建築物において、帰宅困難者等を受け入れ
るために必要となるスペース、防災備蓄倉庫及び設備等を
整備する事業について、国が必要な助成を行い、緊急的な
促進を図る。具体的には以下のとおり。
○一時滞在施設整備事業：一時滞在施設として、帰宅困難
者を受け入れるための退避施設（受入スペース）、防災備蓄
倉庫又は受入関連施設の整備
○災害拠点病院整備事業：災害拠点病院として、災害拠点
病院の要件に適合させるための受入スペース、防災備蓄倉
庫又は受入関連施設の整備
補助金の額：地方公共団体が実施する事業にあっては対象
事業費の１／２、民間事業者等が実施する事業にあっては
対象事業費の２／３

0 0 4_a4_2 非該当

3535
国土交通
省

17 127
住宅確保要配慮者あん
しん居住推進事業

住宅に困窮している低所得の高齢者、障害者、子育て世帯
の居住の安定確保に向け、居住支援協議会等との連携や
適切な管理の下で、空き家等を活用し一定の質が確保され
た賃貸住宅の供給を図ることを目的とする。

住宅に困窮している低所得の高齢者、障害者、子育て世帯
の入居や、居住支援協議会等へ整備住宅の情報を登録す
ること等を条件として、空き家等を改修する工事に要する費
用の一部を国が補助する。（補助率：１／３、補助限度額：５
０万円／戸　等）

0 0 4_a4_2 非該当

3536
国土交通
省

17 128
地域型住宅グリーン化
事業

地域における木造住宅の生産体制を強化し、環境負荷の
低減を図るため、資材供給、設計、施工などの連携体制に
よる、省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅・建
築物の整備や、これと併せて行う三世代同居への対応等に
対して支援を行う。

本事業は、流通事業者、建築士、中小工務店等が連携して
取り組む木造の長期優良住宅、ゼロエネルギー住宅、認定
低炭素住宅、性能向上計画認定住宅の建設及びこれらと併
せて行う三世代同居への対応、並びに認定低炭素建築物
等の一定の良質な建築物（非住宅）の建設に対して補助す
る。（補助率：1/2、定額等）

0 0 4_a4_2 非該当

3537
国土交通
省

17 129 災害対策等緊急事業

  自然現象による災害を受けた地域や社会的に影響のある
重大な事故が発生した箇所等において、災害や事故の発
生後、迅速に再度災害防止や事故再発防止のための事業
を実施することで、住民や利用者の安全・安心の確保に資
する。

　台風や集中豪雨等の自然災害を受けた地域等で、再度災
害による被害を防止するため、浸水被害を受けた河川の河
道掘削や落石発生箇所における道路斜面の防護柵の設置
等の再度災害防止対策工事を年度途中に緊急に実施する
ため、関係府省庁へ予算を移し替えて実施する事業。
  また、重大な事故が発生した箇所等で、速やかに事故の
再発を防止するため、道路交通事故を受けて道路情報提供
装置を設置する等の事故再発防止対策工事を年度途中に
緊急に実施するため、関係府省庁へ予算を移し替えて実施
する事業。
　（※国庫負担率、国庫補助率は各対象事業で決められた

0 0 4_a4_2 8_6 非該当
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3538
国土交通
省

17 130
河川改修事業（補助・
床上浸水対策特別緊
急事業）

　河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止さ
れ、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持さ
れ、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合
的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もっ
て公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを
目的とする。
このうち、補助・床上浸水対策特別緊急事業は、被災後、通
常生活への復旧に多大な労力を要し、大きな経済的・身体
的負担となる床上浸水が頻発している地域に関係する河川
のうち、特に対策を促進する必要がある箇所の河川を対象
として、集中実施により、慢性的な床上浸水を早期に解消す
るための事業である。

　河川を整備するにあたっては、洪水を安全に流下させるこ
と等を目的に、河川の改修やダムの整備を実施している。
このうち、河川改修事業として実施する補助・床上浸水対策
特別緊急事業の要件は、下記によるものとする。

○指定区間内の一級河川又は二級河川において施行され
る改良工事のうち、
　・概ね5年間で事業完了させるもの
　・過去概ね10年間の河川の氾濫による被害が以下に該当
するもの
　　　延べ床上浸水家屋数が50戸以上であるもの
　　　延べ浸水家屋数が200戸以上であるもの
　　　床上浸水回数が2回以上であるもの
補助率　1/2　等

0 0 8_6 非該当

3539
国土交通
省

17 131 ダム建設事業

　河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止さ
れ、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持さ
れ、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合
的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もっ
て公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを
目的とする。

　河川を整備するにあたっては、洪水を安全に流下させるこ
と等を目的に、河川の改修やダムの整備を実施している。
　このうち、ダム建設事業については、ダム等の新設及び、
既存ストックの有効活用（既設ダムのかさ上げや放流設備
の増設等）により、洪水を調節することで被害の軽減を図る
とともに、貯留した水を活用して、渇水時に補給するなどに
よる流水の正常な機能の維持、都市用水・かんがい用水の
開発、発電等を行う。
（直轄：国費率2/3等、補助：国費率1/2等）

3,545 3,545 5 一般 - 41 4 - - - - 8_6 4_a3_3 該当

科学技術関係予算のうち、決算後
に確定する公共事業費等の一部に
ついては、平成28年度はその決算
実績額を、平成29年度は平成28年
度の決算実績額を参考値として計
上。

3540
国土交通
省

17 132
河川・ダムの維持管理
事業

　河川及び河川管理施設の維持管理を、河川特性や地域
の実情などに応じて総合的に行うことにより、災害の発生が
防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維
持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにすること
を目的とする。

　河川法、特定多目的ダム法等の関係法令に基づき、河川
及び河川管理施設の維持管理を実施。具体的には、河川
及び堤防、護岸、水門、樋門樋管、排水機場等の河川管理
施設の機能を維持するために、堤防の変状把握のための
除草、河川巡視、水門、樋門樋管、排水機場等施設の点検
及び出水時の操作、洪水の流下断面確保のための樹木伐
採や河道内堆積土砂の撤去等を実施する。また、堤防、護
岸、樋門樋管、排水機場等の河川管理施設の補修や、老朽
化等に伴い低下した施設機能回復等を実施。また、ダムの
操作及び、堤体と貯水池の点検、巡視、補修、更新等を実

295,873 295,873 5 一般 - 41 4 - - - - 8_6 4_a3_3 該当

科学技術関係予算のうち、決算後
に確定する公共事業費等の一部に
ついては、平成28年度はその決算
実績額を、平成29年度は平成28年
度の決算実績額を参考値として計
上。

3541
国土交通
省

17 133 砂防事業

　土石流災害や土砂流出による被害は梅雨時期や台風時
期に多発しており、また、地震によっても発生する。これらは
熊本県熊本市（平成28年）、広島県広島市（平成26年）や東
京都大島町（平成25年）、紀伊半島（平成23年）等で発生し
た土砂災害に代表されるように、一旦発生すると地域の資
産や人命に壊滅的な被害をもたらす。このため、砂防事業
は、荒廃地域、火山地域、土石流等のおそれのある箇所・
発生した箇所を調査し、対策を実施することで、土砂流出等
による被害を防止・軽減することを目的とする。

　砂防事業は、土砂流出の著しい荒廃地域や火山地域、ま
たは土石流の発生のおそれのある箇所や発生した箇所に
おいて、現地調査・地質調査等を実施し、その結果を基に
対策工事の計画を立案して、砂防堰堤や床固工群等の砂
防設備を整備する。これにより、土石流や火山泥流等により
引き起こされる土砂流出や下流河川の河床上昇等を防ぎ、
国土及び人家、公共施設等を保全する。
（直轄：国費率2/3、補助：国費率1/2等）

3,457,607 3,457,607 5 一般 - 41 4 - - - - 8_6 2_a_1 4_a3_3 該当

科学技術関係予算のうち、決算後
に確定する公共事業費等の一部に
ついては、平成28年度はその決算
実績額を、平成29年度は平成28年
度の決算実績額を参考値として計
上。

3542
国土交通
省

17 134 砂防管理事業

　流域の源頭部等での砂防工事の実施が著しく困難な渓流
において直轄で設置した砂防設備のうち、火山噴火等に伴
う継続的かつ大量の土砂流出等により、都道府県において
適正に機能を確保することが著しく困難な砂防設備の管理
を行うことを目的とする。

　砂防設備の機能保持のため、直轄砂防管理を実施する渓
流毎に巡視・点検、流出土砂量の把握等を行うとともに、設
備の機能回復のために必要な除石及び補修等を実施す
る。

0 0 4_a4_2 非該当

3543
国土交通
省

17 135 地すべり対策事業

　地すべりによる被害は融雪時期や梅雨時期、台風時期に
多発しており、梅雨期の大雨による地附山地すべりや熊本
地震、新潟県中越地震で発生した地すべりに代表されるよ
うに、一旦発生すると地域の資産や人命に壊滅的な被害を
もたらす。このため、地すべり対策事業は、地すべりのおそ
れのある箇所・発生した箇所を調査・対策し、地すべりによ
る被害を防止・軽減することを目的とする。

　地すべり災害は一旦発生すると緊急的かつ大規模な対策
が必要となることが多いため、地すべりの兆候の早期発見
が重要である。、全国の災害発生状況等を見ながら機動的
に事業を実施しているところ。地すべり対策事業は、地すべ
りの原因やすべり面の位置を把握するために、地下水・地
表面・地中の動きの観測や現地調査・地質調査等を実施
し、その結果を基に対策工事の計画を立案するとともに、地
すべりの原因となる地表水や地下水を排除したり、地すべり
土塊の移動を抑止する工事を実施している。
（直轄：国費率2/3、補助：国費率1/2等）

61,622 61,622 5 一般 - 41 4 - - - - 8_6 2_a_1 4_a3_3 該当

科学技術関係予算のうち、決算後
に確定する公共事業費等の一部に
ついては、平成28年度はその決算
実績額を、平成29年度は平成28年
度の決算実績額を参考値として計
上。

3544
国土交通
省

17 136
急傾斜地崩壊対策事
業

　がけ崩れによる被害は梅雨時期や台風時期に多発してお
り、また、地震によっても発生する。これらは、一旦発生する
と地域の資産や人命に壊滅的な被害をもたらす。このため、
急傾斜地崩壊対策事業は、がけ崩れのおそれのある箇所・
発生した箇所を調査し、対策を実施することで、がけ崩れに
よる被害を防止・軽減することを目的とする。

急傾斜値崩壊対策事業の政策立案に活用することを目的と
した調査研究等を行い、国民の生命を保護するための取り
組みの効率的な実施を図る。
なお、急傾斜地崩壊対策事業は、がけ崩れの発生のおそ
れのある箇所や発生した箇所において、現地調査・地質調
査等を実施し、その結果を基に対策工事の計画を立案し、
擁壁工や法枠工等の急傾斜値崩壊防止施設の整備を行
い、国民の生命を保護するものである。

16,000 16,000 5 一般 - 41 4 - - - - 8_6 2_a_1 該当

3545
国土交通
省

17 137

河川・海岸等復興関連
事業（水管理・国土保
全局所管）
（東日本大震災関連）

　東日本大震災の被災を教訓として、災害に強い社会基盤
整備をはじめとする国民生活の安全･安心の確保に向けた
取組を緊急に進める。

　東日本大震災における堤防の液状化や津波の河川遡上
による被害、水門等の操作員の被災等を踏まえ、東海、東
南海・南海地震の対策地域等における津波が遡上する区
間や、ゼロメートル地帯等で大規模な地震に伴う堤防の液
状化等により甚大な被害が想定される区間において、即効
性の高い堤防のかさ上げや堤防等の耐震・液状化対策、水
門等の自動化・遠隔操作化を実施。

0 0 4_a4_2 8_6 非該当

3546
国土交通
省

17 138 水害等統計作成経費

全国における洪水等の水害により、個人・法人が所有する
一般資産、公共土木施設及び公益施設に発生した被害の
実態について網羅的に調査を実施するとともに、資産別・異
常気象別・河川種類別等に分類し、それらの経年変化を把
握することができる唯一の統計書等を作成し、河川に係る
行政施策の実施に必要な基礎資料を得ることを目的として
いる。

①毎年、1月１日から１２月３１日までに発生した全ての水害
に係る個人・法人が所有する一般資産、公共土木施設及び
公益施設の詳細な被害実態（被災建物ごとの浸水深、床面
積、世帯数、事業所従業者数等並びに公共土木施設被害
額、公益事業等被害額）を網羅的に調査するため、最も的
確に調査・把握できる地方公共団体に委託の上、実施。
②水害被害の実態調査を通じて得られた結果をとりまとめ、
それらの経年変化を把握することが出来る統計書等の作

0 0 1_c_3_9 非該当

3547
国土交通
省

17 139
洪水予報施設運営に必
要な経費

本事業は、全国の一級河川において、国土交通大臣等が
水防法に基づき実施する洪水予報や水防警報により、水防
団の活動や住民の避難などが迅速に行えるよう関係機関
や市町村、住民の方々へ情報を伝達し、以て、水害の防
止・減災に資することを目的とし、施設の維持管理を行うも

本事業は、国土交通大臣が洪水予報、水防警報を実施す
る全国の一級河川において、水系各地の雨量等の把握や
河川水位の予測、並びに情報の伝達を迅速に行うために必
要な雨量・水位観測施設や警報施設等の保守管理や電力
の供給を行うものである。

0 0 4_a4_2 非該当

3548
国土交通
省

17 140
河川水理調査に必要な
経費

本事業は、河川整備・管理に関する方針・計画の立案・策定
に必要となる長期的な水文データを整備するために、河川
の水位・流量、雨量の基礎データを長期的に精度よく収集・
蓄積することを目的とする。これにより、自然災害による被
害を軽減するための、気象情報等の観測体制の充実に寄

本事業は、河川の水位・流量、雨量の観測施設について、
定期的に稼働状況等を点検するとともに、消耗品の交換等
の保守を行うものである。
また、観測データの精度を確保するために整理・照査を行
い、統計資料の作成を行うものである。

40,665 39,264 5 一般 - 95 4 - - - - 4_a4_2 4_c_1_1 該当

3549
国土交通
省

17 141
河川水理調査観測所
施設経費

本事業は、河川整備・管理に関する方針・計画の立案・策定
に必要となる長期的な水文データを整備するために、河川
の水位・流量、雨量の基礎データを長期的に精度よく収集・
蓄積することを目的とする。これにより、気象情報等の観測
体制の充実に寄与する。

本事業は、河川の水位・流量、雨量の観測施設について、
異常が認められた観測施設の修繕等を行うものである。
また、災害の発生により被災した観測施設の復旧を行うも
のである。

0 0 4_a4_2 非該当

3550
国土交通
省

17 142 洪水予報施設経費

本事業は、全国の一級河川において、国土交通大臣等が
水防法に基づき実施する洪水予報や水防警報により、水防
団の活動や住民の避難などが迅速に行えるよう関係機関
や市町村、住民の方々へ情報を伝達し、以て、水害の防
止・減災に資することを目的とし、施設の維持管理を行うも

本事業は、国土交通大臣が洪水予報、水防警報を実施す
る全国の一級河川において、水系各地の雨量等の把握や
河川水位の予測、並びに情報の伝達を迅速に行うために必
要な雨量・水位観測施設や警報施設等の更新や機器交換
を行い機能を維持するものである。

0 0 4_a4_2 非該当

3551
国土交通
省

17 144
防災分野の海外展開
支援に係る経費

2015年に、水災害軽減に係る国際的な行動規範や目標、防
災主流化に向けた国際協力の枠組み、国際社会における
水・防災分野の開発目標が策定されたところである。、日本
としては、これらを踏まえ、我が国の水防災に係る施策、基
準、ガイドライン等について国際標準となるよう国際社会に
働きかけるなど、我が国の有する防災に関する技術・知見
を途上国等に普及させ、海外での水災害の被害軽減に貢
献するとともに、これらの取組から得られる知見等を活用す
ることで、我が国の水防災技術・河川管理の高度化に寄与

世界における水防災対策の推進及び我が国の水防災技術
の海外展開に資する環境整備等に寄与するため、国連事
務局等への拠出金により、水防災に係る国際目標の達成に
向けた活動等を推進する。

0 0 8_6 非該当

3552
国土交通
省

17 145
大規模土砂災害緊急
調査経費

　土砂災害防止法に基づき、河道閉塞（天然ダム）及び火山
噴火に起因する大規模な土砂災害が急迫している状況に
おいて、緊急的に地域住民の生命を守ることを目的として、
迅速に災害状況の把握と被害想定を行う緊急調査の実施、
関係自治体に対して住民の警戒避難に資する土砂災害緊
急情報の通知を図るものである。

  大規模な土砂災害の発生原因となる河道閉塞（天然ダム）
や火山噴火が生じた際に、河道閉塞（天然ダム）形状や規
模、火山噴火による降灰状況や範囲等の把握を迅速に行う
ためにヘリコプターによる調査や航空測量等を実施するほ
か、被害区域や発生時期の想定と警戒避難対策に必要な
基礎データを収集するため、河道閉塞（天然ダム）の湛水位
や火山噴火による降灰深、降雨量、土石流発生等を監視・
観測機器により常時観測する。
　また、これらの現地調査や測量結果、監視・観測データ等
を解析し、河道閉塞（天然ダム）の決壊あるいは火山噴火で
の降灰で発生する土石流によって生じ得る被害区域及び被
害発生時期を予測して、住民への避難指示の判断等を適
切に行えるよう土砂災害緊急情報を通知する。

3,974 3,974 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_1 3_c4_4 該当

科学技術関係予算のうち、決算後
に確定する公共事業費等の一部に
ついては、平成28年度はその決算
実績額を、平成29年度は平成28年
度の決算実績額を参考値として計
上。
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3553
国土交通
省

17 147
深層崩壊に起因する土
砂災害対策ガイドライン
の作成

　平成23年台風第12号による紀伊半島豪雨災害など、深層
崩壊に起因する土砂災害では発生しており、事前対策を含
むハード、ソフトを組み合わせた総合的な対応が求められて
いる。そのため、本事業では深層崩壊に起因する土砂災害
について、ソフト対策とハード対策を効果的に組み合わせた
総合的な対策を行うためのガイドラインを作成することで、
深層崩壊に対する危機管理体制を強化することを目的とす
る。

　深層崩壊に起因する土砂災害について、ソフト対策とハー
ド対策を効果的に組み合わせた総合的な対策を行うため
に、対策のベースとなる被害想定手法について検討する。
続いて深層崩壊に起因する土砂災害に対応したソフト対策
及びハード対策について検討し、ソフト対策とハード対策を
効果的に組み合わせた総合的な対策を行うためのガイドラ
インを作成する。平成２６年度は被害想定手法について検
討した。平成２７年度は、監視・観測手法及び切迫性を評価
する手法等について検討した。平成２８年度にハード対策を
行い、既往成果と組み合わせてガイドライン作成を行う。

0 0 8_6 非該当

3554
国土交通
省

17 148
水関連分野の防災協
働対話推進のための調
査検討経費

防災面での課題を抱えた新興国等を対象に、両国の産学
官で連携し、平常時から防災分野の二国間協力関係を強
化する「防災協働対話」の取組を通じて、各国のニーズを踏
まえた最適な政策や技術の組合せ等を提案することによ
り、我が国の優れた防災に関する技術・知見の普及を図る。

現地調査等により防災に関するプロジェクトやニーズを把握
し、本邦企業の参画可能性、本邦防災技術の適用可能性と
いったニーズとシーズとのマッチングの検討を行い、各国と
の防災協働対話に係るワークショップ等において、各国の
ニーズにマッチした最適な政策や技術の組み合わせ等につ
いて効果的にアピールするための情報発信を行う。

0 0 3_c4_4 非該当

3555
国土交通
省

17 149

水災害分野における気
候変動適応策の推進
のための調査・検討経
費

地球温暖化に伴う気候変動の影響により水災害の頻発、激
甚化が懸念されていることを踏まえ、水災害分野における
気候変動適応策について適応計画として取りまとめるととも
に、適応計画を推進するために、気候変動により増大する
外力の取扱い等について調査・検討し、推進方策を体系的
に整理することを目的とする。

地球温暖化に伴う気候変動による海面水位の上昇、大雨の
頻度増加、台風の激化等により水害、高潮災害等が頻発、
激甚化することが懸念されている。これを踏まえ、水災害分
野の気候変動適応策を検討し、適応計画としてとりまとめ
た。とりまとめた適応計画を推進するため、気候変動の不確
実性の取扱いを体系的に整理し、外力の取扱い等の調査
検討を行う。また、どこで氾濫が発生するか等のリスク評価
の手法の開発や、高潮の浸水想定に必要な外力の設定方

0 0 1_b_3_6 2_b_2_6 非該当

3556
国土交通
省

17 151
海岸事業（東日本大震
災関連）

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害か
ら海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公
衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土の保全に資す
る。

津波・高潮、波浪、海岸侵食による災害から背後の人命や
財産の防護、国土保全に資することを目的に、堤防、突堤、
護岸、離岸堤等の整備を行う。

国費率
　　直轄事業：国2/3

0 0 4_a4_2 非該当

3557
国土交通
省

17 152
運輸安全マネジメント
制度の充実・強化

国民の日常生活を支え、ひとたび事故等が起これば大きな
被害となる公共交通等の一層の安全を確保するため、運輸
事業者による社内一丸となった安全管理体制の構築・改善
を図る運輸安全マネジメント制度を充実強化する。

①運輸安全マネジメント評価の実施
②運輸安全マネジメント評価職員研修の実施
③運輸安全マネジメント制度の継続的改善のための調査
④運輸安全マネジメントに関する人材育成
⑤運輸安全マネジメント制度の普及・広報
⑥運輸事業者の安全管理体制に係る課題抽出・分析等に
活用するためのデータベースシステムの構築・運用

0 0 6_6 5_a4_2 3_c4_5 4_c_1_9 非該当

3558
国土交通
省

17 153
公共交通における事故
発生時の被害者支援
のための体制整備

航空事故、鉄道事故、船舶事故等による被害者・家族等へ
の支援については、総合的な施策を推進するために必要な
措置を検討するよう、国土交通省設置法等の一部改正法案
に対する附帯決議（H20 常会）等において求められていたと
ころ。これを受けて、平成21年度から、御遺族代表、有識者
等からなる検討会を開催し、平成23年６月、国土交通省の
役割、活動の在り方等について、「公共交通における事故に
よる被害者等への支援のあり方検討会まとめ」として、とり
まとめたところ。これらを踏まえ、被害者等支援の具体的な

・公共交通事故被害者等からの相談を受け付けるため、相
談窓口の設置、周知活動等を実施
・公共交通事故被害者等支援施策の改善に資するため、被
害者団体や有識者から助言を頂くための「公共交通事故被
害者等支援懇談会」を開催
・被害者等に寄り添った支援を行うため、支援に当たる国土
交通省職員に対する教育訓練を実施
・被害者支援の関係行政機関・民間団体とのネットワーク形
成

0 0 8_6 非該当

3559
国土交通
省

17 154
大災害発生時における
緊急物資輸送に向けた
体制整備

南海トラフ巨大地震・首都直下地震等甚大な被害が想定さ
れる大規模地震に備え、国土交通省では、平成26年4月に
南海トラフ巨大地震対策計画・首都直下地震対策計画を策
定した。
本事業は、国土交通省首都直下地震対策計画等で定める
災害支援物資輸送計画の策定および、輸送計画の実効性
を検証するための関係機関と連携した輸送訓練等を実施す
ることで、大災害発生時における災害支援物資輸送の迅速
かつ効率的な実施を目的とする。

国が発災後１週間以内に行う緊急支援物資輸送（プッシュ
型輸送）について、一次物資集積拠点の配置や災害支援物
資の輸送効率等をシミュレーションによって検証し、基幹的
広域防災拠点や羽田空港、荒川等を活用した陸海空の
モード横断的な災害支援物資輸送計画を策定した。
また、策定した災害支援物資輸送計画の実効性確保のた
め、基幹的広域防災拠点（川崎港東扇島、堺泉北港堺２区）
等を活用し、関係機関と連携した広域的な災害支援物資輸
送訓練を実施した。

0 0 5_b4_2 非該当

3560
国土交通
省

17 155
鉄道施設総合安全対
策事業

列車の安全運行並びに鉄道利用者の安全確保を図るととも
に発災時における緊急応急活動の機能を確保することを目
的とする。

鉄道総合安全対策事業に要する経費の一部を国が補助す
る。
＜補助率＞
○老朽化対策事業　１/３
○耐震対策事業　１/３
○浸水対策事業　１/３
○踏切保安設備整備事業　１/２、１/３

0 0 4_a4_2 非該当

3561
国土交通
省

17 156 鉄道防災事業
国土の保全に資するとともに鉄道施設の防災に資すること
を目的とする。

旅客会社等が行う落石・なだれ等対策又は海岸等保全等
のための施設整備であって、その効果が一般住民、道路、
耕地等の保全保護にも資する事業（一般防災）及び鉄道建
設・運輸施設整備支援機構が行う青函トンネル機能保全の
ための改修事業について、国がその一部を補助する。

0 0 4_a4_2 非該当

3562
国土交通
省

17 157
本州四国連絡橋（本四
備讃線）耐震補強事業

本州四国連絡橋（本四備讃線）については、本州と四国を
結ぶ唯一の鉄道路線であり、１日約２万人が利用している
本州と四国間の交通ネットワークを確保する上で非常に重
要な根幹的インフラである。このため、同橋の耐震補強を着
実に実施し、想定される南海トラフ地震等の大規模地震に
よる被害を回避・軽減するとともに、本州と四国を結ぶネット

本州四国連絡橋（本四備讃線）を保有する（独）日本高速道
路保有・債務返済機構が行う橋脚補強、上部工補強、落橋
防止対策等の耐震補強工事に要する費用として、同機構に
出資する。

0 0 4_a4_2 非該当

3563
国土交通
省

17 159 鉄道技術基準等

鉄道の技術基準について、技術レベルの向上や事故・災害
等を踏まえた最新の知見をもとに調査研究を行い、技術基
準を見直し、更なる鉄軌道における輸送の安全の確保を図
る。

鉄道のトンネル、橋りょう、電気設備等の鉄道施設、車両や
列車の運転について、最新の知見を踏まえた調査研究を実
施し、技術基準の原案を作成。
主な調査研究内容として、
①鉄道のトンネルの設計方法や構造物の延命化対策に関
する調査研究
②列車走行時における安全性確保のための車両振動の影
響に関する調査研究
③鉄道、索道の技術基準の見直しに関する調査研究
④海外の鉄道の技術基準に関する調査研究
等を実施。

131,730 205,405 5 一般 - 13 4 - - - - 2_c_5 該当

3564
国土交通
省

17 159 鉄道技術基準等

鉄道の技術基準について、技術レベルの向上や事故・災害
等を踏まえた最新の知見をもとに調査研究を行い、技術基
準を見直し、更なる鉄軌道における輸送の安全の確保を図
る。

鉄道のトンネル、橋りょう、電気設備等の鉄道施設、車両や
列車の運転について、最新の知見を踏まえた調査研究を実
施し、技術基準の原案を作成。
主な調査研究内容として、
①鉄道のトンネルの設計方法や構造物の延命化対策に関
する調査研究
②列車走行時における安全性確保のための車両振動の影
響に関する調査研究
③鉄道、索道の技術基準の見直しに関する調査研究
④海外の鉄道の技術基準に関する調査研究
等を実施。

12,673 42,774 5 一般 - 95 4 - - - - 2_c_5 該当

3565
国土交通
省

17 160 鉄道安全対策等

　鉄軌道輸送においては、一たび事故が発生すると、多数
の死傷者が発生したり、利用者の利便に重大な支障をきた
すなど、甚大な被害を生ずる恐れがある。運転事故の件数
は長期的には減少傾向にあるが、依然として、運転事故に
よる死傷者が発生している。
　このため、安全対策を総合的に推進し、鉄軌道における輸
送の安全を確保する。

　鉄軌道事業者に対し、輸送の安全の確保に関する取組が
適切であるか等について保安監査を実施するほか、鉄道の
保安度向上に資するため、国土交通省と鉄軌道事業者等
で構成する保安連絡会議を開催。
　また、利用者等への事故防止に関する理解促進のための
取り組みを実施。
　さらに、鉄軌道輸送の安全性を高めるため、鉄道係員に
関する安全指針や、リスク情報の活用等について検討。

0 0 8_6 3_c4_5 5_c4_2 非該当

3566
国土交通
省

17 161
鉄道施設安全対策事
業（鉄道施設の耐震対
策）

　中央防災会議における防災基本計画（Ｈ１７）の提言に基
づき、今後発生が予測される大規模地震に備え、主要な
ターミナル駅について耐震補強の緊急的実施を図る。
　また、首都直下地震及び南海トラフ地震に備え、これらの
地震において強い揺れが想定される地域において列車の
安全運行を図るとともに、避難活動や緊急支援物資の輸
送、復旧活動等を支える緊急輸送道路等への影響を防ぐた
め、緊急輸送道路等と交差又は並行する橋りょう・高架橋の
耐震対策の更なる進捗を図る。

　乗降客数が１日１万人以上の高架駅であって、かつ、折り
返し運転が可能な駅又は複数路線が接続する駅の耐震補
強事業を対象に補助対象工事費の１／３（ただし地方公共
団体の補助額以内）を予算の範囲内において補助する。
　また、首都直下地震及び南海トラフ地震において強い揺
れが想定される地域における、緊急輸送道路等と交差又は
並行する鉄道の橋りょう・高架橋・乗降客1日1万人以上の
駅（地平駅を除く）及び片道断面輸送量1日1万人以上の路
線であって、ピーク1時間あたりの片道列車本数10本以上の
路線又は空港アクセス線の高架橋等の耐震補強事業を対
象に補助対象工事費の1／3（ただし地方公共団体の補助
額以内）を予算の範囲内において補助する。

0 0 4_a4_2 非該当

3567
国土交通
省

17 162

鉄道施設安全対策事
業
（鉄道施設の戦略的維
持管理・更新の推進）

経営の厳しい地方の鉄道事業者が保有する橋りょう、トンネ
ル等の土木構造物について、長寿命化に資する改良を推
進し、ライフサイクルコストの低減を図る。

経営の厳しい鉄道事業者が保有する橋りょう、トンネル等の
土木施設について、「減価償却資産の耐用年数等に関する
省令」の定める耐用年数（例：鉄筋コンクリート造のトンネル
は60年、鉄筋コンクリート造の橋りょうは50年）を超えて使用
している又は「鉄道構造物等維持管理標準」等に基づく評価
により老朽化が認められる施設の長寿命化に資する補強・
改良を行う事業を対象に、補助対象事業費の1/3（ただし地
方公共団体の補助額以内）を予算の範囲内において補助

0 0 4_a4_2 非該当
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3568
国土交通
省

17 163
ＩＴを活用した運送事業
に対する監査体制の強
化

自動車運送事業者情報、運行管理者・整備管理者情報、監
査・処分情報、事故情報、警察・労基通報情報等を一元的
に管理する「運送事業者監査総合情報システム」を活用し
て、自動車運送事業者への効率的・効果的な監査を実施
し、事業用自動車に係る事故の未然防止、事故の削減を図
ることを目的とする。

「運送事業者監査総合情報システム」用の個別業務サーバ
を借用するとともに、当該システムの運用にあたり、サー
バ、ネットワーク機器、ソフトウェア及び業務プログラムの安
定稼働のための運用支援及び維持管理を行っている。ま
た、当該システムに格納している自動車運送事業者の各種
情報を活用して、自動車運送事業者に対する効率的かつ効
果的な監査を実施し、監査の結果、法令違反が判明した場
合には、文書警告、自動車の使用停止、事業停止、許可取
消等の厳正な行政処分を行うとともに、改善について命令

0 0 4_b4_2 8_6 非該当

3569
国土交通
省

17 164
タクシー運転者登録制
度ネットワークシステム
の運用

タクシー運転者登録制度は、タクシー運転者登録原簿に登
録を受けている者以外、運転者として乗務できなくすること
で運転者の資質を確保し、タクシー輸送の安全及び利用者
利便の増進を図っている。

タクシー事業者は、タクシー運転者登録原簿に登録を受け
ている者以外の者を運転者として乗務させてはならないこと
が明確に規定されている。（タクシー業務適正化特別措置
法第３条）
「タクシー運転者登録制度ネットワークシステム」は、運転者
登録（法人・個人）業務、運転者証の交付、記載内容の訂
正、運転者業務経歴証明書の交付や運転者ごとの違反情

0 0 4_b4_2 非該当

3570
国土交通
省

17 165 自動車保安対策
整備管理者等に対する研修や事業者への実態調査等によ
り、自動車の安全確保・環境保全、事業用自動車の事故の
削減を図ることを目的とする。

整備管理者に対する安全に係る関係法令、近年の事故事
例、自動車技術の進歩等の車両の適切な保守管理を行う
ため必要な知識を取得させるための研修等を実施。

0 0 5_a4_2 非該当

3571
国土交通
省

17 166
貨物自動車運送秩序
改善等対策

貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとす
るため、輸送秩序の改善及び輸送の安全確保等について
指導を行い、事業の健全な発達を図る。

・貨物自動車運送事業に係る輸送秩序の改善のため、地方
貨物自動車運送適正化事業実施機関に対する指導監督等
を実施

0 0 6_6 非該当

3572
国土交通
省

17 167
リサイクル部品の活用
の推進

自動車のリサイクル部品（エンジン、ミッション、ターボチャー
ジャー等）の利用に際しては、自動車ユーザー、自動車整備
事業者、損害保険会社、部品会社など複数の関係者が介
在し、「自動車ユーザーの認知度が低い」、「需要と供給のミ
スマッチ」、「リサイクル部品の品質に対する信頼性の懸念」
等の関係から利用が進んでいない状況である。また、リサイ
クル部品の活用は循環型社会の確立にも資するものである
ことから、品質の良いリサイクル部品の活用の推進を行うと
ともに、リサイクル部品が原因となる車両故障をなくすること
により自動車の安全確保及び環境保全を図る。

リサイクル部品について、品質保証方法のガイドライン（案）
（品質の悪いリサイクル部品が流通しないようにする。）や必
要な情報を自動車ユーザーへ適切に提供するためのガイド
ライン（案）の検討のための調査を行う。

0 0 3_a_2 非該当

3573
国土交通
省

17 168
海上輸送の安全性向
上のための総合対策

海難事故や新たなニーズを考慮した安全基準の導入及び
安全基準に満たない船舶の排除を推進することによって、
海上輸送の安全を確保することを目的とする。

船舶の安全基準は、国際海事機関において国際的な統一
基準として制定・改正されているところ、海難事故や新たな
ニーズを考慮した安全基準を導入するため、国際会議にお
いて、国内外の事故及び実態調査等に基づく船舶の安全基
準案を積極的に提案する。また、国際的船舶データベース
（EQUASIS）の運営資金の拠出を通じて、ポートステートコン
トロールによる安全基準に満たない船舶の排除に貢献す
る。これらの取組みによって、海上輸送の安全を確保し、我
が国周辺における船舶事故の削減を図る。

0 0 8_6 非該当

3574
国土交通
省

17 169
資格制度及び監査等に
よる航行安全確保に必
要な経費

船舶職員及び小型船舶操縦者法、水先法に基づき、海技
免許、海技試験等からなる海技資格制度の適切な運用を
図るとともに、船員法等に基づき船員労務監査及び運航労
務監査等を行うことにより、船舶の航行の安全を図ることを
目的としている。

①国家試験を実施するほか、海技免許に関する原簿の
データの管理、免状の発行等のため、海技資格制度事務処
理システムを適切に運用する。
②STCW条約の求めに従い、船員の資質の確保・向上を目
的として、海技資格制度の実施・運用に係るすべての内部
管理、監視、フォローアップの手順の文書化、文書化された
手続きによる実務の実施、欠点があった場合の適時の修正
行動について、内部監査により徹底を図る。また、一定期間
ごとに外部機関による評価を実施しＩＭＯに報告する。
③海事関係法令に基づく運航監理業務、船員労務監査業
務、立入検査業務を一元的に実施する。
④地方創生として、地域の物流・人流を支えるため全国各
地で流動的に働く船員確保のため、新たな船員養成課程の
創設に係る環境整備を行う。

0 0 4_b4_2 8_6 非該当

3575
国土交通
省

17 170
小型船舶利用適正化に
向けた総合対策

小型船舶に対する「安全・環境」、「利用適正化」に係る対策
を総合的に実施することにより、海難等による死亡・行方不
明者数の減少、近年社会問題化している小型船舶による環
境問題の解消・低減、小型船舶の健全な利用振興及び関
連産業の活性化を図ることを目的とする。

事故の未然防止と健全な利用振興を推進する観点から、①
小型船舶操縦士制度に基づく危険操縦及び発航前検査等
の遵守事項に関するパトロール活動及び周知啓発活動、②
小型船舶に対する安全確保対策に関するパトロール指導及
び周知啓蒙等を実施する。

0 0 3_c4_5 非該当

3576
国土交通
省

17 171
船舶の安全確保、海洋
汚染の防止等に必要な
経費

海上交通は万一事故が発生した場合、人命救助の困難
性、海洋汚染の発生、経済活動へのダメージ等大きな影響
が引き起こされるため、船舶の検査、監査等を通じ安全確
保等を図る。

船舶法、船舶のトン数の測度に関する法律、船舶安全法、
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、国際航海
船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律等に
基づき、船舶の登録、測度及び検査等を行うことにより、船
舶の安全確保、海洋汚染等の防止、テロ対策、放射性物質
等危険物の海上運送の安全確保等を図る。

0 0 8_6 非該当

3577
国土交通
省

17 172
ポートステートコント
ロールの実施に必要な
経費

国際基準を満たさない船舶（サブスタンダード船）が横行し
ているところ、これを排除するために寄港国の権利として、
国際条約に定められたポートステートコントロール（PSC：外
国船舶の監督）を適切に実施し、我が国近海の海上安全の
確保、海洋汚染の防止を図る。

我が国に入港する外国船舶に対し、船舶の安全確保、海洋
汚染等の防止、テロ対策等に係る検査を実施し、欠陥のあ
る船舶又は関連証書等を受有していない船舶等に対して船
舶の航行停止を含む処分を行い、国際基準を満たさないサ
ブスタンダード船の排除を図る。

0 0 8_6 非該当

3578
国土交通
省

17 173
国際海事機関(IMO)分
担金

国際海事機関（IMO）は、1958年に設立された、世界銀行グ
ループ、国際通貨基金（IMF）と並ぶ、海事に関する国連の
専門機関である。本部はロンドンに置かれ、加盟国数174カ
国（準加盟3地域を含む。）である。船舶の安全・環境に関す
る国際基準や規制の策定を主導し、国際海運の安全確保
や船舶からの環境汚染の防止に貢献し、優れた技術を有す
る我が国海事産業の国際競争力の強化を図るため、IMOに
加盟し、理事国を維持するとともに、主要会合に積極的に参

分担金は、IMOの運営費予算の一部を加盟国から徴収する
ものである。2年に1度の総会において2カ年予算が決定さ
れ、これに基づき、毎年、理事会において全加盟国（準加盟
3地域を含む。）に分担金が割り当てられる。当該予算は、
割り当てられた分担金の支払いに充てるものである。

0 0 8_6 非該当

3579
国土交通
省

17 174
北大西洋流氷監視分
担金

北大西洋における海上での人命の安全、航海の安全及び
効率並びに海洋環境の保護を目的として、「海上における
人命の安全のための国際条約」（SOLAS条約）第5章第6規
則の規定に基づき、氷の監視機関（米国沿岸警備隊）が氷
の季節（2月15日～7月1日）に氷の監視業務並びに氷の状
態の調査及び観測を実施し、氷山海域を通航する全船舶に
対して、係る情報を提供している。

当該業務は、我が国船舶の航行の安全確保に大きく寄与す
るものであり、我が国は海上における人命の安全のための
国際条約（SOLAS条約）第5章第6規則及び第5章付録の規
定に基づき、係る業務の経費を分担するものである。
（請求額は、過去3年間の氷山海域の通航実績（船腹量）の
平均で確定される。平成28年度の請求額は、平成24年度～
平成26年度の実績で決定され、年内に請求される見込

0 0 8_6 非該当

3580
国土交通
省

17 175
空港等維持運営（空
港）

航空機の安全運航の確保を図りつつ、空港の円滑な運営、
全国の空域の効率的な運用や航空事故防止等への対応に
資するため、国管理空港、航空保安施設などの維持管理・
運営を行う。

・滑走路、誘導路など空港土木施設の点検、清掃、補修、除
雪作業等
・計器着陸装置、航空灯火など航空保安施設の点検、修
理、保守等
・航空路の監視レーダーなど航空路施設の点検、修理、保
守等及び航空交通管制部の管理・運営
・空港における警備や航空機火災発生時の消防・救難業務
等
・航空保安施設の飛行検査業務、航空管制官などを養成す
るための教育・研修施設の管理運営等

0 0 4_a4_2 非該当

3581
国土交通
省

17 176 ハイジャック・テロ対策

　我が国におけるハイジャック・航空機テロ等の防止対策に
関し、その適切な実施を確保することにより、民間航空に対
する脅威に的確に対応し、もって安全性、定時性及び効率
性等に寄与するものである。

　上記の目的達成のため、航空運送事業者、空港管理者等
は、各自が役割と責任を分担し、旅客・貨物及び空港関係
者のＸ線検査装置等による保安検査、貨物ターミナルビル
等の監視等、所要の保安対策を講じ連携を図っているとこ
ろである。本事業は国管理空港において、国が空港設置者
として民間航空の安全を確保するため、航空機に対するハ
イジャック・航空機テロ等の防止対策に使用する保安検査
機器の整備に係る経費の１／２、保安検査業務及び監視業
務に係る経費の１／２を分担して負担するもの等である。

289,250 1,867,950 5 特別 - 15024 4 - - - - 4_a4_2 3_a_1 該当

3582
国土交通
省

17 177
空港等維持運営（航空
気象）

　国際民間航空機関（ICAO）及び世界気象機関（WMO）が
定める国際的統一基準に基づき、国際・国内航空のための
航空気象業務（空港における気象観測、飛行場予報及び空
域に対する悪天予想等）を実施し、これらの航空気象情報
を迅速に航空局及び航空会社等に提供することにより、航
空機の安全かつ効率的な運航に資する。

　全国81空港に設置してある気象観測施設により24時間
365日観測を行うとともに、国際線が就航している37空港に
対しては飛行場予報、飛行場警報及び飛行場気象情報を
発表しているほか、日本が航空交通業務を担当する空域の
気象実況を監視し、乱気流や火山灰等の空域気象情報（シ
グメット情報）及び予報等を発表している。これらの航空気
象情報は、専用の通信網等を介して迅速に国内外の航空
局及び航空会社等に配信している。

0 0 3_c4_4 非該当

3583
国土交通
省

17 178 航空輸送安全対策
航空における安全・安心の確保のため、事故、トラブルに対
する予防的安全対策や航空会社に対する的確な監査等を
行う。

航空法等に基づき航空輸送の安全性をより一層向上させる
ため、航空輸送事業業務監査、航空機の耐空証明等検査、
航空機の製造・整備部門や運航管理施設等への立入検
査、操縦士（機長等）に対する資格審査、外国航空機に対す
る検査（ランプインスペクション）等を実施している。

0 0 8_6 非該当

3584
国土交通
省

17 179
航空従事者の技能証
明試験

航空の安全・安心を確保することを目的として、航空業務を
行おうとする者に対して、適正に航空従事者技能証明を行
うもの。

航空業務に従事する者は、航空法第29条（技能証明）及び
第29条の2（限定変更）に基づく技能証明を有することが必
要である。
国は、技能証明申請者の知識及び技量を判定するため学
科試験及び実地試験を実施している。
また、実地試験合格後に試験合格者に対し航空従事者技

0 0 8_6 非該当
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3585
国土交通
省

17 180
国産旅客機開発に伴う
安全性審査方式の導
入

現在開発中の我が国初となる国産ジェット旅客機の安全性
審査を迅速かつ適切に実施し、事故の未然防止など製造国
政府としての責任を果たすとともに、審査の遅延等による国
内外の航空会社への販売活動に対する悪影響を防止す
る。また、外国当局との密接な連携を図り、外国における安
全性審査を可能な限り最小化することにより、円滑な輸出を

国産ジェット旅客機の型式証明審査及び関係機関との会議
に係る国内外旅費
同機に採用される新技術に対応した安全性審査方式の導
入に関する調査費及び審査に必要な環境整備　等

0 0 8_6 8_1_4 非該当

3586
国土交通
省

17 181
国際民間航空機関分
担金・拠出金

国際民間航空が安全にかつ整然と発達するように、また、
国際航空運送業務が機会均等主義に基づいて確立され、
健全かつ経済的に運営されるように一定の原則及び取極を
規定することにより、世界各国の協力を図ることを目的とし
ている、国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）に係る我が国分担金の
支出である。なお、ＩＣＡＯの設置根拠条約である国際民間
航空条約において、ＩＣＡＯ加盟国の分担金支払い義務が定
められている。また、「航空保安行動計画」に対し、一定の
拠出をしている。

【ＩＣＡＯの事業】
①航空技術部門に関する事業（国際航空の安全、保安、正
確及び能率化のために望ましい国際標準及び勧告方式の
採択）
②航空運送に関する事業（国際航空運送の経済面での発
展を支援するための出入国の簡易化、空港及び航空路航
行援助施設に関する経済的問題、航空保安に関すること
等）
③法律問題に関する事業
④地域活動に関する事業

0 0 8_6 非該当

3587
国土交通
省

17 182
（独）航空大学校運営
費交付金

航空機の操縦に関する学科及び技能を教授し、航空機の
操縦に従事する者を養成することにより、安定的な航空運
送の確保を図る。

安定的な航空輸送の確保を図るため、中期目標に基づく中
期計画において、我が国航空輸送の基幹的要員となるパイ
ロットを養成するため年間７２名の学生の教育を実施するこ
と及び私立大学等の民間操縦士養成機関への協力を行う
ことを定め、年度計画において、具体的に年間予算や教育

0 0 7_b_7 非該当

3588
国土交通
省

17 183
（独）航空大学校施設
整備費

航空大学校による操縦士養成の確実な遂行のため、施設
等に関して性能維持・向上など適切な整備を実施する。

航空大学校は、安定的な航空運送の確保を図るため、航空
機の操縦に関する学科及び技能を教授し、航空機の操縦に
従事する者を養成しており、そのために必要となる施設及
び設備が老朽化により業務に支障が生じないよう、改修、整
備を実施するものである。

0 0 4_a4_2 非該当

3589
国土交通
省

17 184
操縦士、整備士・製造
技術者の養成・確保対
策

我が国航空業界における短期的・中長期的な操縦士、整備
士・製造技術者の不足を乗り越え、安全で安定的な航空輸
送等を支える。

我が国の航空ネットワークの充実を支える航空機の操縦
士、整備士・製造技術者の養成・確保を促進すべく、以下の
施策を講じる。
・民間養成機関の操縦士供給能力拡充（奨学金制度の設
計検討のための取組、技量レベル向上のための取組等）
・航空大学校のさらなる活用（訓練の確実な実施や民間養
成機関への技術支援強化等）
・航空会社における効率的な操縦士の養成の促進（安全性
を確保しつつ航空会社による柔軟な訓練・審査プログラム
の策定を可能とする制度（AQP）の導入に向けた環境整備）
・操縦士の健康管理の向上（加齢乗員の一層の活用に向け
た取組、航空会社における健康管理体制確保のための取
組等）　等

0 0 5_a4_2 非該当

3590
国土交通
省

17 185
公共交通等安全対策に
必要な経費

　航空、鉄道及び船舶の事故等が発生した原因や、事故に
よる被害の原因を究明するための調査を行い、その調査結
果に基づき事故等の再発防止や事故による被害の軽減の
ための施策・措置について関係する行政機関や事故を起こ
した関係者等に勧告・意見を述べ改善を促すことを目的とす
る。

　運輸安全委員会は、航空、鉄道及び船舶の事故等が発生
した場合、事実調査を行い、事実を適確に認定し、必要な試
験研究を行い、これらの結果を総合的に解析して、委員会
の審議を経て原因の究明を行う。また、必要と認めたときに
は、関係する行政機関の長や事故を起こした関係者等に対
して、事故等の防止又は事故が発生した場合における被害
の軽減のために必要な勧告あるいは意見を述べることによ
り改善を促す。
　調査の結果は、報告書としてとりまとめ、国土交通大臣に

0 0 1_b_3_6 非該当

3591
国土交通
省

17 186
道路事業（直轄・交通
安全対策）

交通事故が多発している道路その他特に交通の安全を確
保する必要がある道路について、総合的な計画の下に交通
安全施設等整備事業を実施することにより、これらの道路に
おける交通環境の改善を行い、もって交通事故の防止を図
り、あわせて交通の円滑化に資することを目的とする。

安全な道路交通環境の実現を目指し、幹線道路ネットワー
クの体系的な整備を進めるとともに、幹線道路における事
故危険箇所（※）を含めた事故の発生割合の高い区間での
集中的対策（交差点改良等など）の実施、通学路をはじめと
する歩行空間の確保のための対策（歩道の拡幅や新設な
ど）等、交通安全施設等の整備を実施。

※「事故危険箇所」においては、都道府県公安委員会と道
路管理者が連携して、道路改良、交通安全施設の設置、信
号機の設置・改良等の集中的な交通事故対策を実施。

25,944 25,944 5 一般 - 40 4 - - - - 4_a3_3 4_a4_2 該当

科学技術関係予算のうち、決算後
に確定する公共事業費等の一部に
ついては、平成28年度はその決算
実績額を、平成29年度は平成28年
度の決算実績額を参考値として計
上。

3592
国土交通
省

17 187
道路事業（直轄・維持
等）

全国の直轄国道について、道路法第42条に基づき、「常時
良好な状態に保ち、一般交通に支障を及ぼさないよう」にす
ることを目的に維持管理を実施。

一般国道及び高速自動車国道のうち直轄管理区間を対象
に、
　・道路の異常、道路利用状況等を確認するための道路巡
回
　・通行車両に対する安全性の確保や走行の快適性や沿道
環境の向上を目的とした清掃
　・通行車両からの視認性を確保するための除草や街路樹
の剪定等

114,769 114,769 5 一般 - 40 4 - - - - 4_a3_3 4_a4_2 該当

科学技術関係予算のうち、決算後
に確定する公共事業費等の一部に
ついては、平成28年度はその決算
実績額を、平成29年度は平成28年
度の決算実績額を参考値として計
上。

3593
国土交通
省

17 188
道路事業（直轄・修繕
等）

全国の直轄国道について、道路法第４２条に基づき、「常時
良好な状態に保ち、一般交通に支障を及ぼさないよう」にす
ることを目的に維持管理を実施。

一般国道及び高速自動車国道のうち直轄管理区間を対象
に、
　・橋梁、トンネル等の点検・補修・補強
　・法面・斜面の防災対策
　・防雪対策、凍雪害防止等を実施。

255,783 255,783 5 一般 - 40 4 - - - - 4_a3_3 4_a4_2 該当

科学技術関係予算のうち、決算後
に確定する公共事業費等の一部に
ついては、平成28年度はその決算
実績額を、平成29年度は平成28年
度の決算実績額を参考値として計

3594
国土交通
省

17 189 道路事業（補助等）
・道路の交通の安全の確保とその円滑化、生活環境の改善
を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に
寄与することを目的とする。

・補助国道（一般国道のうち、政令で指定する区間以外）、
都道府県道及び市町村道の新設・改築、修繕等について、
地方公共団体に補助を行う。
・主な事業として、地域高規格道路等の整備等を実施する
ことで、国民の命と暮らしを守る代替性の確保や地域活性
化に資する道路ネットワークによる地域・拠点の連携確保、
また、我が国の成長力を確保する物流ネットワークの整備
を実施する地方公共団体に補助を行う。
・補助率　１／２　等

0 0 4_a4_2 非該当

3595
国土交通
省

17 190 有料道路事業等
・高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施
を支援すること及び地方的な幹線道路の整備を促進して交
通の円滑化を図ること等を目的とする。

・首都高速道路（株）及び阪神高速道路（株）が行う新設・改
築に要する資金の一部を貸付ける独立行政法人日本高速
道路保有・債務返済機構に対する出資
・東日本高速道路（株）等が施行するスマートインターチェン
ジ整備事業に要する資金の一部を貸付ける独立行政法人
日本高速道路保有・債務返済機構に対する補助
・地方道路公社が施行する有料道路事業に要する資金の
一部貸付け　等
・活動実績として、平成27年度の新規開通延長は103kmと
なっており、測定指標である「道路による都市間速達性の確
保率」の向上に寄与。

0 0 4_a4_2 非該当

3596
国土交通
省

17 191 道路事業（補助・除雪）

・積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域における道路の交
通を確保するため、当該地域内の道路の除雪により、もって
これらの地域における産業の振興と民生の安定に寄与する
ことを目的とする。

・補助国道（一般国道のうち、政令で指定する区間以外）及
び都道府県道のうち、積雪寒冷の度が特にはなはだしい地
域における道路の交通の確保が特に必要であると指定した
道路の除雪について、地方公共団体に補助を行う。
・地方自治体の道路除雪費の支援については、従来、平年
の最低限必要となる除雪費は社会資本整備総合交付金に
より措置してきたが、それを上回る降雪により除雪費が多大
となった地域に対する災害的な経費として、年度途中での
機動的な除雪支援が可能となるよう、除雪の補助を実施す
る。

0 0 4_a4_2 非該当

3597
国土交通
省

17 193

運転支援技術の飛躍
的向上等による安全で
円滑なITSに関する検
討経費

　安全で円滑な道路交通を確保するため、自動車と道路が
連携した次世代のＩＴＳの実現に向けて、官民連携により、
路車間通信の仕組みに加え、自動車側や道路側データ等
を活用した安全性の向上等に関する効果分析を推進する。

　高速道路における交通死亡事故件数のうち、ドライバーの
不注意や運転操作ミスに関する事故が約7割を占め、着実
な対策が必要となっている。また、都市間高速等の渋滞も
依然として多く、対策が必要となっている。
　このため、路車間通信の仕組みを活用し、道路側、車両側
それぞれが有する情報を連携させ、ドライバーへの注意喚
起や運転支援技術の高度化を図るための検討を行う。これ
により、ITS活用による交通事故や交通渋滞の改善を図ると
ともに、将来的な高速道路上の自動運転の実現につなげて

0 0 8_6 非該当

3598
国土交通
省

17 195
道路構造物の予防保
全の着実な実施に係る
経費

高度経済成長期に集中して建設された我が国の道路構造
物が急速に高齢化すること等により、劣化損傷の危険性が
高まる中で、技術者や技術力の不足等のために多数の市
町村で定期的な点検が実施されない等、道路構造物の保
全の実態が明らかになってきた。このため、安全・安心の確
保のために予防保全の取組みを推進するもの。

道路構造物の予防保全の着実な実施に向け
・道路管理者を対象とした道路橋やトンネルなどの道路構
造物の点検、補修等に関する講習を実施　等
・道路構造物の点検・診断等のデータの分析・活用検討　等

0 0 8_1_6 非該当

3599
国土交通
省

17 198
ひき逃げ事故等による
被害者に対する保障金
の支払

ひき逃げや無保険車による事故のために自賠責保険の救
済が受けられない被害者について、迅速かつ適切な国から
の救済を実現する。

ひき逃げや無保険車による事故のため自賠責保険の救済
が受けられない被害者に対して、政府が被害者の損害をて
ん補する自動車損害賠償保障事業として保障金の支払い
を実施している。また、当該事業の実施に際し、損害のてん
補額の支払の請求の受理、てん補すべき損害額に関する
調査、損害のてん補額の支払等自動車損害賠償保障事業
のうち、損害のてん補額の決定以外の業務を保険会社又は

0 0 8_6 非該当

3600
国土交通
省

17 199
被害者相談等自賠責
制度の適正・円滑な執
行

自動車事故に係る損害賠償問題等について、公正で中立
な弁護士による相談等を受けられる環境の整備を図り、自
動車事故被害者の救済を図る。

・弁護士による自動車事故に係る損害賠償に関する相談事
業・示談あっ旋事業等による経費の一部を補助（補助率：定
額）。

0 0 8_6 非該当
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当

備考

3601
国土交通
省

17 200
自動車事故による被害
者遺族等に対する支援

自動車事故の交通遺児に対して、一定水準の育成給付金
を長期にわたり安定的に給付することにより、交通遺児家
庭の暮らしの安心が図られる環境を整備し、自動車事故被
害者の救済を図る。

交通遺児からの拠出金により基金を造成し、交通遺児に対
し基金の運用益を含めて年金方式で育成給付金の給付を
行う交通遺児育成基金事業に要する経費の一部を補助す
る(補助率：１/２）

0 0 8_6 非該当

3602
国土交通
省

17 201
自動車事故による被害
者対策の充実

・自動車事故により重度の後遺障害を残す患者家族の負担
軽減のための支援
・救急病院に対する救急医療設備の整備及び在宅の重度
後遺障害者を受け入れる病院等に対する受入体制の整備
・自動車事故現場における負傷者への迅速かつ適切な応
急処置方法の普及
を行うことにより、自動車事故被害者の救済を図る。

・自動車事故により重度の後遺障害を残す患者家族の負担
軽減を図るため、介護に要する費用の支援（補助率：定額）
・自動車事故被害者の救済を図るため、救急病院に対する
救急医療設備の整備並びに在宅の重度後遺障害者の短期
入院を受け入れる病院や短期入所を受け入れる障害者支
援施設に対する受け入れ体制の整備及び強化に要する経
費を補助（補助率：１／８、定額）
・自動車事故現場において、負傷者に対して迅速かつ適切
な応急処置を行うために必要な救急法の知識と技術の普
及を図るため、自動車運転者等に対して行う自動車事故救
急法講習事業に要する経費を補助。（補助率：１/２）

0 0 8_6 非該当

3603
国土交通
省

17 202

自動車運送事業の安
全総合対策事業
（事故防止対策支援推
進事業）

　事業用自動車総合安全プラン２００９において、１０年間で
死者数半減（平成２０年５１３人を１０年後に２５０人）、１０年
間で事故件数半減（平成２０年５６，２９５件を１０年後に３万
件）等の目標が設定され、事故そのものの低減を目指した
予防安全装置の取り付けや、先進技術を駆使した運行管理
の高度化、運転手に対する過労運転防止のための先進的
な取り組み及び事業者の安全意識を高めるための補助を

　自動車事故を防止し、安全な自動車交通の実現を図るた
め、衝突被害軽減ブレーキなどのＡＳＶ装置の導入、デジタ
ル式運行記録計及びドライブレコーダー導入による運行管
理の高度化、過労運転防止のための先進的な取り組み及
び外部の専門的知識等を活用した社内安全教育の実施に
対して導入補助を実施した。（補助率１／２、１／３）

882,947 1,019,420 5 特別 - 15023 4 - - - - 3_a_1 3_c2_3 5_a4_2 該当

3604
国土交通
省

17 203
自動車事故を防止する
ための取組支援

自動車運転者等に対して安全運転に関する知識・運転技術
等の向上を図る講習等を実施等することにより、自動車事
故の発生防止を図る。

自動車運転者に対して実施等する安全運転に関する知識・
運転技術等の向上を図る講習等の経費の一部を補助（補
助率１／２）。

0 0 5_a4_2 非該当

3605
国土交通
省

17 204
独立行政法人自動車
事故対策機構運営費
交付金

自動車の運行の安全の確保に関する事項を処理する者に
対する指導、自動車事故による被害者に対しその身体的又
は財産的被害の回復に資する支援等を行うことにより、自
動車事故の発生の防止に資するとともに、自動車損害賠償
保障法による損害賠償の保障制度と相まって被害者の保
護を増進する。

【被害者援護業務】
・自動車事故による遷延性意識障害者（脳損傷により自力
移動・摂食が不可能であるなどの最重度の後遺障害者）に
適切な治療・看護等を行う療護施設（療護センター及び療護
施設機能委託病床）の設置･運営
・介護料受給者宅を訪問し、介護料受給資格者やその家族
等の介護に関する相談や各種情報の提供等
・交通遺児等に対する育成資金の貸付け等
【安全指導業務】
・運行管理者等に対する指導講習
・運転者に対する適性診断
【自動車アセスメント業務】
・自動車の安全性能に関する評価の実施及びその公表

0 0 7_b_7 非該当

3606
国土交通
省

17 205
独立行政法人自動車
事故対策機構施設整
備費

自動車事故による遷延性意識障害者（脳損傷により自力移
動・摂食が不可能であるなどの最重度の後遺障害者）を受
け入れ、適切な治療・看護等を行う療護センターの高度先
進医療機器等の施設整備を行い、遷延性意識障害のさらな
る治療技術の精度向上を図ることにより、自動車事故被害

本法人が設置・運営する療護センターは、一般の病院では
治療が困難な自動車事故による遷延性意識障害者を受入
れ、充実した看護体制と専門の治療を行うことで、治療改善
効果を上げているが、さらなる治療効果を上げ、被害者救
済に資するため、医療機器の整備や各所修繕を行ってい

0 0 4_a4_2 非該当

3607
国土交通
省

17 206
事業用自動車の重大
事故に関する事故調査
等機能の強化

事業用自動車の社会的影響の大きい重大事故について、
その原因分析の深化を図り、事故の要因や事故に至った背
景等について必要な情報を収集するなど、より高度かつ複
合的な調査分析の実現を図るとともに、より客観性、実効性
のある再発防止対策の提言を行うことを目的とする。

社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故について
は、事故の背景にある組織的・構造的問題の更なる解明を
図るなど、より高度かつ複合的な事故要因の調査分析と、
客観性がありより質の高い再発防止策の提言を得ることが
求められているところ。
事業用自動車の事故調査の充実や再発防止策の提言機
能の強化を図り、一層の輸送安全の確保と事故防止の実
現のため、国土交通省自動車局、道路局及び警察庁交通
局の協力の下、外部委託により「事業用自動車事故調査委
員会」を設け、事業用自動車の重大事故の事故要因の調査
分析と再発防止策の提言を行わせる。

0 0 1_b_3_6 非該当

3608
国土交通
省

17 207 車両の安全対策

第10次交通安全基本計画において掲げられている目標「平
成32年までに交通事故死者数を2,500人以下」を実現するた
め、自動車の安全基準の拡充・強化、先進安全自動車（ＡＳ
Ｖ）の開発・実用化・普及を促進する。

日本は、自動車の安全確保に関する国際的な整合性を図
るため、国連の「車両等の型式認定相互承認協定」に加入
し、自動車の安全・環境基準について国際調和を推進して
いる。日本が優位性を持つ燃料電池自動車の車両安全性
に関する調査を実施するとともに、自動車の安全基準の拡
充・強化及び先進安全自動車（ASV）の開発・実用化・普及
に必要な技術評価等の調査を行う。

109,916 145,377 5 特別 - 15022 4 - - - - 1_b_3_1 1_b_3_2 該当

3609
国土交通
省

17 208
独立行政法人自動車
技術総合機構運営費
交付金

道路運送車両法に基づく自動車の安全・環境基準への適合
性審査に必要な検査機器を設置する。
交通安全環境研究所に自動車等の審査及びリコールに係
る技術的検証を行わせるための業務の運営に必要な経費
及び、運輸技術のうち陸上運送等に関する安全の確保、環
境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保を図るための
調査、研究及び開発等を行わせるための施設等の整備に
必要な経費。

機器老朽更新等に係る審査機器を中期計画に応じた必要
経費を考慮して積算して交付する。
道路運送車両法第７５条の４の規定に基づく自動車及びそ
の装置の型式指定の際に、交通安全環境研究所に保安基
準に適合するかどうかの審査を行わせている。また、同法
の自動車のリコール制度において、同研究所に改善措置の
内容が適切であるかどうかの技術的な検証を行わせてい
る。また交通安全環境研究所に運輸技術のうち陸上運送等
に関する安全の確保、環境の保全及び燃料資源の有効な
利用の確保を図るための調査、研究及び開発等を行わせる
ための施設等の整備に必要な経費。

763,089 793,827 1 一般 - 13 3 - - ○ - 7_a_2 該当

3610
国土交通
省

17
独立行政法人自動車
技術総合機構施設整
備費補助金

道路運送車両法に基づく自動車の安全・環境基準への適合
性審査に必要な施設等を整理する。
交通安全環境研究所に自動車等の審査を行わせるための
施設等の整備に必要な経費および、運輸技術のうち陸上運
送等に関する安全の確保、環境の保全及び燃料資源の有
効な利用の確保を図るための調査、研究及び開発等を行
わせるための施設等の整備に必要な経費。

国の施設設備に関連した審査場施設の建替等や老朽更新
に伴う施設の改修等のため全国に93箇所設置されている検
査場について、耐震性能の不足等により利用者等の安全確
保に支障を来す恐れのある施設や、漏水等の不具合などに
より行政サービスに支障を来している施設について、不具
合箇所の回収や建替等を行う。また、業務の質の向上に資
する検査の高度化の推進を図っていく。
道路運送車両法第７５条の４の規定に基づき、自動車及び
その装置の型式指定の際に保安基準に適合するかどうか
の審査を行わせるための施設について、老朽化に対する改
修や新しい基準に対応するための施設・設備の整備及び運
輸技術のうち陸上運送等に関する安全の確保、環境の保全
及び燃料資源の有効な利用の確保を図るための調査、研
究及び開発等を行わせるための施設等の整備に必要な経
費。

114,000 123,000 1 特別 - 15022 2 - - ○ - 4_a1_5 該当

3611
国土交通
省

17 210 海難審判に必要な経費

　海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対する懲戒
を行うための海難の調査及び審判を行うことを任務とし、裁
決をもって海難の発生の防止に寄与することを目的としてい
る。

　海難審判法第２条に掲げる海難について、理事官による
海難発生時の調査から当該事件の申し立て、審判官による
海難審判の実施及び裁決、裁決結果により、理事官が懲戒
処分を実施する。

0 0 8_6 非該当

3612
国土交通
省

17 211 航路標識整備事業

　法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防
止、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人
の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水
路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関
する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を適確
に行い、海上の安全及び治安の確保を図るものである。

　海難に伴う人命や財産の損失、海上輸送の遮断による経
済活動への影響等を鑑み、海難を未然に防止するため、
AIS（船舶自動識別装置）を始めとする新たな情報技術を活
用して海上交通センターの機能拡充を図っているほか、今
後予想される大規模地震、津波等の発生時においても航路
標識機能を確保するため、航路標識の防災対策（耐震補
強、耐波浪補強、電源の自立型電源化（太陽電池化））等を

42,169 42,169 5 一般 - 43 4 - - - - 4_a4_1_1 2_c_3 1_a_2 1_a_3 該当

科学技術関係予算のうち、決算後
に確定する公共事業費等の一部に
ついては、平成28年度はその決算
実績額を、平成29年度は平成28年
度の決算実績額を参考値として計
上。

3613
国土交通
省

17 212
巡視船艇の整備に関す
る経費

法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、
海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の
捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水
路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関
する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を適確
に行い、海上の安全及び治安の確保を図るものである。

海上保安庁は、海難救助、犯罪の予防及び鎮圧、海上防
災、海上交通安全、海洋汚染防止等に係る業務を24時間
365日行っているが、さらにこのような業務に加え、近年、不
審船対応、テロ対策、尖閣諸島等における領海警備、海洋
権益の保全に関する業務にも対応することが必要となり、業
務が質的・量的に拡大している。
一方、現在の巡視船艇では、速力や監視能力が不足する
等、性能が旧式化しており、早急な代替整備が必要不可欠
であり、さらに、海洋権益を保全するため緊急に対応すべき
ものとして行う領海における警備体制の強化を図るため、大
型巡視船の整備を行い、これら以外の老朽・旧式化した巡
視船艇等についても必要性を見極めながら整備を行う。
※【参考】海上保安庁法第４条
海上保安庁の船舶及び航空機は、航路標識を維持し、水路
測量及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、遭
難船員に援助を与え、又は海難に際し人命及び財産を保護
するのに適当な構造、設備及び性能を有する船舶及び航空
機でなければならない。

0 3,268,001 5 一般 - 95 2 - - - - 4_a4_2 4_a1_4 該当
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3614
国土交通
省

17 213
航空機の整備に関する
経費

法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、
海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の
捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水
路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関
する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を適確
に行い、海上の安全及び治安の確保を図るものである。

海上保安庁は、海難救助、犯罪の予防及び鎮圧、海上防
災、海上交通安全、海洋汚染防止等に係る業務を24時間
365日行っているが、さらにこのような業務に加え、近年、不
審船対応、テロ対策、尖閣諸島等における領海警備、海洋
権益の保全に関する業務にも対応することが必要となり、業
務が質的・量的に拡大している。
　 一方、現在の航空機では、夜間捜索監視能力が不足す
る等、性能が旧式化しており、早急な代替整備が必要不可
欠であり、外洋や遠方海域において業務に的確に対応し得
るよう、荒天下飛行能力、航続性、夜間捜索監視能力等を
備えたヘリコプターの重点的な整備を行い、これら以外の老
朽・旧式化した航空機についても必要性を見極めながら整
備を行う。
※【参考】海上保安庁法第４条
   海上保安庁の船舶及び航空機は、航路標識を維持し、水
路測量及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、
遭難船員に援助を与え、又は海難に際し人命及び財産を保
護するのに適当な構造、設備及び性能を有する船舶及び航

0 0 4_a4_2 非該当

3615
国土交通
省

17 214
巡視船艇の運航に関す
る経費

法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、
海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の
捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水
路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関
する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を適確
に行い、海上の安全及び治安の確保を図るものである。

海上保安庁は、海難救助、犯罪の予防及び鎮圧、海上防
災、海上交通安全、海洋汚染防止等に係る業務を24時間
365日行っているが、さらにこのような業務に加え、近年、不
審船対応、テロ対策、尖閣諸島等における領海警備、海洋
権益の保全に関する業務にも対応することが必要となって
いる。さらに、東日本大震災においても、海難船舶・行方不
明者捜索救助、救援物資・人員等の緊急輸送、航路障害物
等の曳航除去、航行禁止区域指導警戒、被災地での給水・
給油活動等の災害対応業務を行ってきたところである。
これら質的・量的に拡大している業務を適確に遂行するた
めには、そのための枢要なアセットである巡視船艇等を適
正に維持するとともに、運航に必要な燃料を確保することが
必要不可欠であるところ、法定整備を始めとする各種整備
や修繕を行っているほか、海難救助やしょう戒活動等を実
施するための燃料の供給等を行っている。
※【参考】海上保安庁法第４条
海上保安庁の船舶及び航空機は、航路標識を維持し、水路
測量及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、遭
難船員に援助を与え、又は海難に際し人命及び財産を保護
するのに適当な構造、設備及び性能を有する船舶及び航空
機でなければならない。

527,493 500,037 5 一般 - 95 2 - - - - 4_a4_2 4_a1_6 該当

3616
国土交通
省

17 215
航空機の運航に関する
経費

法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、
海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の
捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水
路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関
する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を適確
に行い、海上の安全及び治安の確保を図るものである。

海上保安庁は、海難救助、犯罪の予防及び鎮圧、海上防
災、海上交通安全、海洋汚染防止等に係る業務を24時間
365日行っているが、さらにこのような業務に加え、近年、不
審船対応、テロ対策、尖閣諸島等における領海警備、海洋
権益の保全に関する業務にも対応することが必要となって
いる。
 　これら質的・量的に拡大している業務を適確に遂行する
ためには、そのための枢要なアセットである航空機を適正に
維持するとともに、運航に必要な燃料を確保することが必要
不可欠であるところ、法定整備を始めとする各種整備や修
繕を行っているほか、海難救助やしょう戒活動等を実施する
ための燃料の供給等を行っている。
※【参考】海上保安庁法第４条
   海上保安庁の船舶及び航空機は、航路標識を維持し、水
路測量及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、
遭難船員に援助を与え、又は海難に際し人命及び財産を保
護するのに適当な構造、設備及び性能を有する船舶及び航

0 0 4_a4_2 非該当

3617
国土交通
省

17 216
治安及び救難体制の整
備に関する経費

法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、
海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の
捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水
路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関
する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を的確
に行い、海上の安全及び治安の確保を図るものである。

　海上保安庁は、海難救助、犯罪の予防及び鎮圧等に係る
事務を２４時間３６５日行っているが、さらにこのような事務
に加え、近年、不審船対応、テロ対策、尖閣諸島等における
領海警備、海洋権益の保全に関する業務にも対応すること
が必要となっている。
　これら質的・量的に拡大している業務を的確に遂行するた
めには、夜間における警戒や隠密監視を行うための暗視双
眼鏡、犯罪捜査時に証拠を的確に収集・保全するためのカ
メラ等の捜査資器材、転覆船の船内から要救助者を救出す
るための潜水資器材等が必要不可欠であるところ、これら
の整備・維持を行っている。
　また、人命救助活動や事件現場における犯罪捜査活動を
実際に行う個々の海上保安官に対し、各種の訓練・研修を
行うことにより、これらの者の業務遂行能力を維持・向上さ
せ、もって治安・海難対応体制の維持を図っている。

0 0 4_a4_2 5_a4_2 非該当

3618
国土交通
省

17 217
環境・防災体制の整備
に関する経費

法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、
海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の
捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水
路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関
する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を的確
に行い、海上の安全及び治安の確保を図るものである。

海上保安庁は、海上防災、海洋汚染防止等に係る事務を２
４時間３６５日行っているところ、船舶海難により油等が流出
した場合は、その被害は甚大となり、環境への影響も計り知
れないものとなることから、海難の未然防止のため、海上交
通ルールの制定、航路標識の設置、海図の刊行等を行って
いるが、その一方で、油等の流出を伴う船舶海難が毎年発
生しているという現実を踏まえれば、事故発生時に迅速か
つ効果的に防除措置を実施するための油回収装置等の資
器材が必要不可欠であるところ、これらの整備・維持を行っ
ている。
　また、現場における防除活動を実際に行う個々の海上保
安官に対し、各種の訓練・研修を行うことにより、これらの者
の業務遂行能力を維持・向上させているほか、海洋汚染の
未然防止を図る観点から、海事関係者や一般市民に対する
海洋環境保全講習会を開催することにより、環境保全・防災

0 0 8_6 4_a4_2 5_a4_2 非該当

3619
国土交通
省

17 218
海上保安官署施設整
備に関する経費

　法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防
止、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人
の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水
路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関
する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を適確
に行い、海上の安全及び治安の確保を図るものである。

海上保安庁は、海難救助、犯罪の予防及び鎮圧等に係る
業務を24時間365日行っているが、さらにこのような業務に
加え、近年、不審船対応、テロ対策、尖閣諸島等における
領海警備、海洋権益の保全に関する業務にも対応すること
が必要となっている。
　これら質的・量的に拡大している業務を適確に遂行するた
めには、そのための枢要なアセットである巡視船艇や航空
機を適正に維持するとともに、これらの運航に必要となる施
設・設備を確保することが必要不可欠であるところ、上記業
務課題に適確に対処するため、領海警備体制強化に伴う巡
視船の係留施設・船艇用品庫の整備や、乗組員用の宿舎

0 0 4_a4_2 非該当

3620
国土交通
省

17 219
情報通信システムに関
する経費

　当事業は、海上保安庁法第２条第１項に定める任務であ
る海上の安全及び治安の確保を図るために行う法令の海
上における励行、海難救助、海上における犯人の捜査及び
逮捕等の事務を遂行するために使用する、通信施設の建
設、保守及び運用を目的とする。

　海上保安庁は、上記「事業の目的」に掲げるとおり、海上
の安全及び治安の確保を図るために行う法令の海上にお
ける励行、海難救助、海上における犯人の捜査及び逮捕等
の事務を24時間体制で行っているが、さらに近年において
は、テロ対策、尖閣諸島周辺海域における領海警備等の業
務にも対応することが求められている。
　これらの質的・量的に拡大している業務に対応するために
は、事件、事故の発生情報の入手・伝達及び現場巡視船艇
等への指示・命令を迅速かつ的確に行うとともに、陸上部署
における現場の状況把握に資するため、現場海域の画像を
リアルタイムで伝送するなどの対応が求められるところ、当
事業においては、海上保安業務を遂行する上で不可欠な情
報通信システムの整備及び管理を行っている。

0 0 4_b4_2 4_a4_2 非該当

3621
国土交通
省

17 220
海上交通安全に関する
経費

　法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防
止、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人
の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水
路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関
する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を適確
に行い、海上の安全及び治安の確保を図るものである。

　航路標識整備事業において整備した海上交通センター
（船舶通航信号所）、灯台及び灯浮標等の航路標識の維持
等を行うほか、海難防止講習会、訪船指導等の海難防止対
策及びふくそう海域、港内における安全に関する情報提供
等の航行安全対策を行っている。

0 0 8_6 非該当
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3622
国土交通
省

17 221 海洋情報に関する経費

　法令の海上に於ける励行、海難救助、海洋汚染等の防
止、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人
の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水
路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関
する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を的確
に行い、海上の安全及び治安の確保を図るものである。

　海難に伴う人命や財産の損失、海上輸送の遮断による経
済活動への影響等を鑑み、海難を未然に防止するため、水
深や航路、錨地、航行の目標となる陸上の物標等について
詳細に記載した、安全航行のため必要不可欠な海図や、さ
らにこの情報を電子化し、自船の位置や進路・速力、危険な
海域に接近した場合の警報等を、周囲の地形等とともに画
面上にリアルタイムで表示することで、航行の安全性と効率
性を高める電子海図を刊行しているほか、漂流物発見時や
海難発生時の航行警報の発出を行っている。
　また、海図の新刊、改版及び補正のための測量等、各種
海洋情報の収集を行っている。

270,088 233,467 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_1 該当

3623
国土交通
省

17 222 海洋調査に関する経費

　法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防
止、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人
の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水
路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関
する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を的確
に行い、海上の安全及び治安の確保を図るものである。

　我が国の海洋権益の保全のため、領海及び排他的経済
水域のうち、東シナ海、日本海といった調査データの不足し
ている海域について、海底地形、地殻構造、領海基線等の
海洋調査を実施することにより、海洋に関する基盤的情報
の整備を行っている。

949,189 2,965,319 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_1 該当

3624
国土交通
省

17 223
災害に強い物流システ
ム構築事業

・発災時において、避難者への支援物資を確実・迅速に届
けるため、多様な輸送手段の活用についての検討や、広域
物資拠点として選定された民間物流施設において緊急的に
必要となる対策等の関係者間での情報共有等、国、地方公
共団体、民間事業者との連携を促進し、「災害に強い物流
システムの構築」を図る。

・災害時における円滑な支援物資物流を確保するため、地
方ブロック毎に国、地方公共団体、物流事業者等の関係者
が参画する協議会を設置し、協議会において地方公共団体
と物流事業者との災害時における協力協定の締結促進、民
間物資拠点の選定、多様な輸送手段の活用に関する検討
等を実施する。

0 0 5_b4_2 非該当

3625
国土交通
省

17 224
物流産業イノベーション
の推進

我が国における貨物輸送量が減少する中、中小事業者が
大半を占める物流産業においては、企業間競争の激化によ
り人件費が抑制される等、業務の効率化ではない部分での
競争が行われている状況にある。このような状況が続け
ば、我が国物流の質ひいては持続可能性をも低下させ、産
業立地競争力の低下を引き起こすおそれがある。このた
め、産業活動と国民生活の基盤であり、我が国経済社会に
とって不可欠の構成要素である物流を官民一体となって強
い産業構造に改革していくこと（物流産業イノベーション）に
より、我が国の経済成長の実現に貢献していくことを目的と

産業活動と国民生活の基盤である物流を官民一体となって
強い産業構造に改革していくため（物流産業イノベーショ
ン）、物流事業者や異業種荷主間での共同輸配送や共同
モーダルシフト等の連携促進による物流生産性の向上、物
流システムの国際標準化による国際物流のシームレス化等
の推進にあたり、その課題や対策等、北東アジア物流情報
サービスネットワーク（ＮＥＡＬ-ＮＥＴ）のＡＳＥＡＮ諸国等への
展開やパレット等物流機材のリターナブルユースの促進等
について、調査・検討する。

0 0 1_b_3_4 非該当

3626
国土交通
省

17 225
海上運送対策に必要な
経費

本事業は以下の3分野により、構成されている。
①外航海運分野におけるアジアとの連携強化
   国際海事機関（ＩＭＯ）においては、海事に関する国際
ルールの策定に関してはＥＵが主導的立場にある。このた
め、我が国を国際海事活動の拠点としたアジアにおける連
携協調体制を確立し、国際海事活動への積極的貢献を行う
ことにより、我が国海事産業の競争力強化、我が国主導の
安全・環境基準の策定を図る。
②外航海運対策
   我が国商船隊の国際競争力及び航行安全対策の強化並
びにクルーズ船が寄港する地域の経済に裨益するクルーズ
振興を推進するために必要な施策の企画・立案により、外
航海運の発展を図る。

③内航海運・旅客船対策
　 内航海運・旅客船事業について実態を把握し、必要な施
策を立案する。また、離島航路補助について、離島航路整
備法にもとづく立入検査を実施する。

①アジアの海事主要国と国際海運に対する取り組みについ
ての情報交換を行う。
②外航海運の現状把握とその分析、海賊対策に関する運
航事業者、防衛省等との連絡調整、海事主要国との外航海
運政策等に関する意見交換、クルーズの振興に関する地方
自治体、船会社等関係者との連絡調整等を行う。
③内航海運における現状の把握のため、旅客定期・不定期
航路事業現況表の作成や内航海運事業者情報システムの
維持等を行う。また、離島航路補助について、離島航路整
備法にもとづく立入検査を実施する。

0 0 5_b4_2 1_b_2_6 4_b4_2 非該当

3627
国土交通
省

17 226
マラッカ・シンガポール
海峡等航行安全対策

①マラッカ・シンガポール海峡において航路を閉塞する大規
模海難の発生件数をゼロとする。
②マラッカ・シンガポール海峡は、我が国の輸入原油の約８
割が通過することから、我が国経済・国民生活にとって極め
て重要な海峡である。最大の海峡利用国である我が国とし
ては、国際連合海洋法条約に基づき、沿岸国と利用国の協
力のありかたを具現化した「協力メカニズム」の下、海峡沿
岸国提案の支援要請プロジェクトを推進し、同海峡の安全
確保等に貢献することを目的としている。

マラッカ・シンガポール海峡を安全に航行するために、同海
峡に設置されている灯台等の航行援助施設のうち、滅失や
破損等により正常機能を喪失してるため早急な整備が必要
なものを対象とする現地調査を行い、当該施設の修繕や代
替工事に要する費用額の積算、代替施設の構造設計等を
行うとともに、沿岸３国（インドネシア、マレーシア、シンガ
ポール）の航行援助施設維持管理能力の向上、最新の技
術情報の理解、沿岸国相互理解と協力を図るため、我が国
より航行援助施設の維持管理業務等に精通する専門家を
派遣し、沿岸国の現場担当者に対して維持管理技術に関す

0 0 4_a4_2 5_c4_2 非該当

3628
国土交通
省

17 227 港湾整備事業

国際・国内の海上輸送ネットワークの構築による国民経済
の健全な発展や国民生活の質の向上等を図ることを目的と
して、国又は港湾管理者が一般公衆の用に供する港湾施
設の整備等を行う。

・港湾法第42条、43条に基づき、一般公衆が利用する目的
で港湾管理者が行う港湾工事に対する補助又は負担
・港湾法第43条の6に基づき、国土交通大臣が行う開発保
全航路の開発及び保全事業
・港湾法第52条に基づき、国際戦略港湾、国際拠点港湾又
は重要港湾において一般交通の利便の増進や、避難港に
おいて一般交通の利便の
増進を図ることを目的として国土交通大臣が行う港湾工事
等

0 0 4_a4_2 非該当

3629
国土交通
省

17 228
改正SOLAS条約等を踏
まえた総合的な港湾保
安対策

2001(H13)年9月11日に勃発した米国同時多発テロを契機に
改正SOLAS条約が2004(H16)年7月より発効した。同条約に
規定された締約政府の義務を果たすため、国は全国統一
的な観点から各国際埠頭施設の管理者が定める埠頭保安
規程の承認や立入検査等を行い、同施設の管理者は当該
施設に係る保安対策を実施している。このような中で、国に
よる保安対策の確実な実施及び迅速な情報伝達体制の維
持等を図ることにより、我が国の国際港湾において全国的
に一定の保安水準を確保し、危害行為の防止に努めること
を目的とする。

・国は、国際埠頭施設における保安状況の評価や保安規程
の承認を行うとともに、国際埠頭施設の管理者が実施して
いる保安対策に対して立入検査等を行う。
・諸外国間で保安対策に関して今後取り組むべき課題等を
共有し、我が国のセキュリティ向上に資するため、諸外国の
優良な取組等に関する保安調査を実施する。
・効率的・効果的な保安対策業務を行うため、港湾局、海事
局、海上保安庁の海事3局が保有する保安情報の共有化
（海事3局連携データベース）を図るため必要となるハード
ウェアの保守を実施する。
・諸外国における人材育成事例の収集及び効果的な人材
育成方法の検討等を通じて、諸外国の保安職員の育成に
寄与しつつ、我が国職員の能力向上へのフィードバックを図

0 0 8_6 5_a4_2 非該当

3630
国土交通
省

17 229
港湾広域防災拠点支
援施設の維持管理に必
要な経費

　大規模災害発生時に基幹的広域防災拠点の機能が早急
に発揮されることを目的とした「港湾広域防災拠点支援施
設」を国において整備しており、川崎港東扇島地区において
は平成20年度から、堺泉北港堺２区においては平成24年度
から供用開始しているところ。当該施設が、発災時において
有効に活用されるため、日常の維持・管理を適切に実施し
ているものである。

「港湾広域防災拠点支援施設」が発災時において有効に活
用されるため、日常の維持・管理を適切に実施している。
具体的には、以下の費目・内容で実施している。また初動体
制要員については、夜間・休日の職員常駐体制を整え、委
託費削減に努めている。
　【通信運搬費】電話料、郵便・配送料、その他通信運搬費
【光熱水料】電気料、上水道料、ガス料　【雑役務費】庁舎清
掃、廃棄物処理費、エレベーター保守管理費、受水槽・浄化
槽清掃、海水淡水化装置保守、免震装置保守点検、自動ド
ア保守管理、自家用電気工作物保安業務、消防用設備点
検費用、空調設備保守点検、監視カメラ保守点検、寝具借
上費、資機材メンテナンス費用、初動体制要員確保費用
【備品費】（必要に応じて購入）

0 0 4_a4_2 非該当

3631
国土交通
省

17 230
基幹的広域防災拠点に
おける広域輸送訓練に
必要な経費

　首都直下地震や近畿圏直下地震等の大規模災害時に、
川崎港東扇島地区及び堺泉北港堺２区の基幹的広域防災
拠点が首都圏及び近畿圏における物流コントロール機能を
担い、緊急物資等の輸送を迅速かつ円滑に実施できるよう
に、広域輸送訓練を実施する。

　発災時において、支援物資・人員の効率的な受け入れ、
緊急物資等の荷さばき等、迅速な被災地の支援、さらには
支援施設の応急復旧といった役割を果たすためには、日常
から、防災関係機関、民間事業者等が一体となって緊密に
連携しておくことが肝要である。
　そこで、「資機材展開・輸送訓練」「緊急物資輸送訓練」と
いった広域輸送訓練を毎年関係機関等と連携して行い、よ
り迅速かつ適切な措置が執られるよう、災害対応能力の向
上に努めているところ。

0 0 5_a4_2 非該当

3632
国土交通
省

17 231
港湾機能の高度化を図
るための施設整備事業

港湾施設の機能の高度化を図るために必要となる施設に
ついて、地方公共団体（港務局を含む）又は民間事業者が
実施する事業に要する経費の一部を国が補助することによ
り、港湾の国際競争力の強化、港湾の保安、安全の向上等
の実現を図る。

補助対象者：地方公共団体又は地方公共団体の出資若しく
は拠出に係る法人、港湾法第43条の11第1項又は第6項に
より指定を受けた者、港湾法第54条の3第2項により港湾管
理者の認定を受けた者若しくはその他の民間事業者（その
他の民間事業者は物流拠点再編・高度化支援施設に限る）
補助対象施設：コンテナ物流円滑化共同利用施設、24時間
フルオープン支援施設、貨物積替円滑化支援施設、循環資
源取扱支援施設、物流拠点再編・高度化支援施設＜各1/3
＞、観光交流支援基盤施設＜4/10＞保安・安全向上施設
＜1/2＞、（＜＞内は補助率）

0 0 4_a4_2 非該当

3633
国土交通
省

17 232
老朽化化学兵器の廃
棄処理に必要な経費

苅田港においては、旧日本軍が投棄したと思われる致死性
の毒ガスを含む老朽化化学兵器が発見されており、港湾活
動や地域活動の安全性が脅かされている状況である。苅田
港及び地域の安全を確保するため、老朽化化学兵器の探
査及び処理業務等を行う。

内閣官房の調整により、平成17年度から苅田港における老
朽化化学兵器の無害化処理を国土交通省によって実施し
ている。平成26年度までに計2,968発の化学弾を発見し、処
理を実施（平成17年度以前の防衛庁実施分を含む）。港内
の安全を確保するため、防波堤沖や航路沖地域における老
朽化化学兵器の探査や処理業務等を行う。
［無害化処理の流れ］
1.磁気探査、2.現し作業、3.揚収、4.陸揚げ・輸送、5.検査・識
別、6.爆破処理

0 0 8_6 非該当
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3634
国土交通
省

17 233
北東アジア港湾局長会
議に必要な経費

我が国、大韓民国及び中華人民共和国の港湾の能力と効
率の改善のため、港湾行政、港湾開発及び管理に関して、
意見交換を行うことを目的とする。

日本と中国・韓国との強い貿易面の結びを鑑み、お互いに
それぞれの国について情報共有するとともに、港湾政策の
企画立案等の検討を行う。
また、３カ国間の緊密な連携を促進するため、３カ国の港湾
に関する共通課題に対する共同研究及び政策策定を行う。
また、局長会議という行政分野の交流のみならず、シンポジ
ウムや港湾協会長会議の開催が、民間同士の交流促進に
寄与するなど、重層的な協力関係を保持することとしてい

0 0 5_b4_2 非該当

3635
国土交通
省

17 234
港湾整備事業（東日本
大震災関連）

東日本大震災の教訓を踏まえ、近いうちの発生が懸念され
る東海、東南海・南海地震等への対策を推進すべき地域に
おいて、港湾の防災・減災機能を強化することを目的とす

東日本大震災の教訓を踏まえ、今後発生の切迫性が指摘
されている東海・東南海・南海地震等の大規模地震及びそ
れに伴う津波に対して、防災・減災効果を有する港湾施設

0 0 4_a4_2 非該当

3636
国土交通
省

17 235
国際物流競争力強化に
対応した情報ネットワー
ク構築等経費

近年の国際分業の進展により、製造業や流通業において
は、効率的な国際物流ネットワークの構築による、高度なサ
プライチェーンの形成が不可欠となっており、ＩＣＴの活用に
よる物流体系全体の効率化が求められている。このため、
本事業を実施し、ターミナル、海貨業者、陸運業者等の港湾
物流関係者間での国内及び海外の情報共有を可能とする
ことで、物流情報の効率化・高度化を図り、港湾の国際競争
力を強化を目指す。

国内のコンテナ物流情報を一元的に情報提供する「コンテ
ナ物流情報サービス（Colins）」の中でコンテナ動静情報をイ
ンターネット上で共有するシステムを用いた国際物流競争
力強化に対応した情報ネットワーク構築・運営等を行う。ま
た、我が国のコンテナ物流情報サービス（Colins）と中国、韓
国との物流システムとの接続を行い、今後、日中韓３カ国に
おいて対象港湾を拡大させるとともに、ASEAN諸国等の他
国・他地域へ普及させる取組みを進めていく。

0 0 4_b4_2 非該当

3637
国土交通
省

17 236
国際戦略港湾競争力
強化対策事業

コンテナ船の更なる大型化や国際基幹航路の再編等、海
運・港湾を取り巻く情勢が変化する中、我が国の産業競争
力の強化、ひいては国民の雇用と所得の維持・創出を図る
ため、「集貨」、「創貨」、「競争力強化」の３本柱の施策を総
動員し、国際コンテナ戦略港湾政策を深化・加速することに
より、我が国に寄港する国際基幹航路の維持・拡大すること
を目的としている。このためには、ハード・ソフト一体の施策
を実施する必要があり、本事業ではソフト施策を対象として
いる。
具体的には、国際基幹航路の維持・拡大に必要な貨物の集
約を促進することを目的とする。

我が国の競争力強化のためには、国際基幹航路を維持・拡
大する必要があり、その寄港地決定においては、揚げ積み
されるコンテナ貨物量が重要であるため、如何にして貨物を
国際コンテナ戦略港湾に集約するかが喫緊かつ最重要な
課題となっている。国際基幹航路の維持・拡大は、国民生
活への影響の大きさから、国が先導して取り組むべき課題
であり、集貨に取り組む国の姿勢を国内において強固に明
示する必要がある。しかし、国際コンテナ戦略港湾への集貨
をこれまで以上に強力に展開するためには、国だけではな
く、港湾管理者や港湾運営会社と一体となって取り組むこと
が肝要であり、特に、「民」の視点を活かして迅速かつ柔軟
な港湾運営を実施する港湾運営会社を活用し、同社を集貨
活動の主体として位置付け、内航・外航船社等の幅広い関
係者に対して、様々な集貨対策事業を総合的に展開するこ
とが効率的かつ効果的である。
よって、港湾運営会社に策定させる集貨基本計画（仮称）に
基づき、同運営会社が実施する集貨対策事業に対して補助
を行う、「国際戦略港湾競争力強化対策事業」を新たに創設

0 0 8_6 非該当

3638
国土交通
省

17 239
クルーズ船の受入環境
改善に向けた取組に要
する経費

　アジア地域等においてクルーズ人口が増大する中、ク
ルーズ船を受け入れるための環境整備が課題となってお
り、既存ストックを有効に活用しつつ、物流ターミナル等にお
けるクルーズ船の受入を円滑化することが重要になってい
る。
　このため、クルーズ船とバスの乗り換え導線の改善、ク
ルーズ船停泊岸壁の周辺における多様なサービスの提供
など、クルーズ船寄港地における先導的な取組を実施する
とともに、その成果の全国の港湾への普及を図り、既存ス
トックによるクルーズ船の受入を促進し、クルーズ客の円滑
な周遊を図る。

　アジア地域を中心にクルーズ人口が増加するとともに、我
が国に寄港するクルーズ船の寄港増や大型化が進展しつ
つある。しかしながら、物流ターミナル等の既存ストックを有
効に活用してクルーズ船を受け入れていくにあたり、クルー
ズ船停泊岸壁の周辺において人と車両の導線分離などに
よる安全確保を図るとともに、旅客の利用に対応した一定
のサービスの提供などを行うことが必要、また、貸切バスの
駐車スペースの確保など、クルーズ客に提供すべきサービ
スの一部をターミナルの外で提供することが必要、といった
課題が生じている。
　このため、港湾を利用する関係者との調整を図りつつ、
ターミナルやその周辺スペースの利用方法、公衆無線ＬＡＮ
等の情報提供基盤の配置、多言語による情報提供等の
サービス提供の計画、夜間・降雨時の対策などとともに、
人・車両に関する導線計画を立案のうえ実証を行い、その
成果について全国の港湾への普及を図る。

0 0 3_c2_3 非該当

3639
国土交通
省

17 240 世界観光事業分担金

経済的発展、国際間の理解、平和及び繁栄に寄与するため
並びに人種、性、言語または宗教による差別なく、すべての
者のために基本的人権及び自由を普遍的に尊重し、遵守す
ることに寄与するため、観光を振興・発展させることを目的と
した諸活動を推進している国連専門機関　世界観光機関
（ＵＮＷＴＯ）に対し、国際観光交流の促進等に積極的に取り
組む我が国としては、これらに資するため当該機関の活動
を積極的に支援する。

世界観光機関（ＵＮＷＴＯ）は、1975年に設立した観光に関
する世界最大の国際機関である。2003年には国連の専門
機関となった。我が国は1978年に正式加盟。現在は世界
157カ国が加盟。加盟国・地域は憲章により分担金を毎年義
務的に拠出することが決められている。我が国も分担金を
毎年決められた分担率（*）で拠出する。
当該機関は、2年に1度開催する総会において２年間の活動
事項を策定し承認された活動を加盟国・地域を対象に実施
している。

* 加盟国の分担金は、国民総生産と人口、国連が決定した
国連加盟国の分担率及び国際観光収入の各要素を元に加
盟国を１３グループに分けた分担率によって決定している。
日本はＡグループ（分担額が最も高い）に属し、2.7％を分
担。（他のＡグループ所属国は、仏・独・伊・西・中）

0 0 8_6 非該当

3640
国土交通
省

17 241
ASEAN貿易投資観光
促進センター等拠出金

ＡＳＥＡＮ貿易投資観光促進センター及びUNWTOアジア太
平洋センターの行うASEAN、東アジア太平洋地域の国際化
促進及び観光交流の意識の浸透等に根差した観光促進や
人材育成の諸活動、及びＯＥＣＤ観光委員会の行う先進諸
国間同士の観光施策の発展及び施策策定能力の向上を目
的とした加盟国の観光産業分析や政策評価に関する調査
プロジェクトに対し積極的に支援をする。

【ＡＳＥＡＮ貿易投資観光促進センター拠出金】
ＡＳＥＡＮ貿易投資観光促進センターは1981年に設立された
ＡＳＥＡＮ10カ国と日本が加盟する国際機関。本拠出金は、
日ＡＳＥＡＮ間の協定に基づき毎年義務的に拠出することが
定められている。当該機関の観光部門が実施する観光促進
や人材育成に資するセミナー活動等を通じて日ＡＳＥＡＮ諸
国双方向の旅行者の拡大を目指す。
【世界観光機関等拠出金】
UNWTOアジア太平洋センターは日本政府の積極的な誘致
活動により1995年に設立された世界観光機関(UNWTO)の
地域事務所。本拠出金は当該機関の活動を支援する。当
該機関が実施する人材育成及び観光交流促進に資するセ
ミナー開催等を通じてアジア太平洋地域における観光交流
の拡大を目指す。
【経済協力開発機構拠出金】
経済協力開発機構は1961年９月に設置された国際機関で、
我が国は1964年に加盟。本拠出金は、当該機関の一つで
ある観光委員会のプロジェクト活動を支援する。観光分野
の評価手法や課題、教育・訓練の優良な取組の分析に資す

0 0 8_6 非該当

3641
国土交通
省

17 242 観光連絡調整経費

観光立国推進基本法（平成18年法律第117号）第8条第1項
及び第2項の規定に基づき、観光の状況及び政府が観光立
国の実現に関して講じた施策、並びに観光の状況を考慮し
て講じようとする施策を明らかにした文章を国会に提出する
ため、年次報告書として「観光白書」の作成を行う。

観光庁が提供する原稿から、グラフ・図表の作成、色彩・バ
ランス等の工夫を施した上で、「観光白書」の紙面の校正・
作成を行う。また、その紙面の印刷・製本（交通政策審議会
観光分科会、国会等への提出に使用）、文書の電子化や管
理等を行うためのＳＧＭＬデータの作成作業を行う。なお、
毎年、観光白書では、その年の観光を巡る状況を特集して
おり、その特集を作成するための調査・分析も行う。

0 0 8_6 1_b_2_6 非該当

3642
国土交通
省

17 243 観光統計整備事業

訪日外客誘致施策の更なる強化、地域が主役となった観光
政策の展開が求められる中、行政・民間における観光に関
する取組をＰＤＣＡサイクルに基づき早急かつ着実に実施す
るため、観光施策の基本インフラである観光統計の整備を
着実に進めることを目的とする。

観光統計整備事業は、平成１４年度の事業開始以降、調査
対象の拡充等を行いつつ継続的に実施している。
平成２７年度は、我が国における日本人・外国人の宿泊旅
行の実態を明らかにする「宿泊旅行統計調査」、国民の観
光旅行の実態を把握するとともに観光消費の経済波及効果
を明らかにする「旅行・観光消費動向調査」、訪日外国人の
旅行消費・再訪意向・満足度等を明らかにする「訪日外国人
消費動向調査」を継続して実施した。

0 0 1_b_4_6 非該当

3643
国土交通
省

17 244
観光地域動向調査事
業

地域の関係者が連携して地域の特色を活かした観光地域
づくりを推進するため、地方公共団体・民間事業者・観光関
係者等による協議会等を設置し、各々の役割分担に応じ
て、観光予算を効果的かつ効率的に投入し、地域の課題解
決に向けた協同調査を実施し、改善に向けた方策の検討・
現地調査・実証事業等を実施する。

各運輸局管轄内において、地方公共団体、民間事業者、観
光関係者等とともに協議会等を設置し、地域内における課
題抽出や問題解決に向けて、共同調査や実証事業等を行
う。

0 0 3_c4_5 非該当

3644
国土交通
省

17 245
訪日旅行促進事業（訪
日プロモーション事業）

訪日外国人旅行者数2,000万人時代に向けて、訪日プロ
モーション体制の抜本的見直しを契機に、より戦略的にイン
バウンド政策を推進するとともに、「質の高い」日本各地の
魅力の発信を強化し、地方への誘客を促進する。

訪日プロモーション事業のうち、国と地方（自治体及び観光
関係団体等）が広域に連携して取り組む事業（旅行会社・メ
ディア・教育関係者の招請、海外旅行博への出展、海外新
聞・雑誌等への広告掲載、外国人向けパンフレット作成等）
や国内における海外情報発信の機会を活用した事業等、地
方公共団体等との調整が不可欠なものについて実施する。

0 0 3_c4_5 非該当

3645
国土交通
省

17 246
国際会議等（ＭＩＣＥ）の
誘致・開催の促進

日本再興戦略で「2030年には、アジアＮｏ．１の国際会議開
催国としての不動の地位を築く」とされたところであり、この
目標達成に向け、我が国の国際会議等（ＭＩＣＥ）への取組
の強化を図り、国際競争力を高め、その誘致促進を図る。
この国際会議（MICE）の誘致・開催の促進により、①経済波
及効果創出、②ビジネス機会、イノベーションの創出、③国・
都市の競争力・ブランド力の向上などが図られる。

国際会議（ＭＩＣＥ）の誘致・開催を促進するため、
①アドバイザー派遣等を通じたマーケティング能力の向上
支援等による世界トップレベルのMICE都市の育成
②地域産業、観光資源、ユニークベニュー等地域の特性を
活かしたMICEの推進

等に取り組む。

0 0 5_d4_2 非該当
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3646
国土交通
省

17 247
通訳ガイド制度の充実・
強化

訪日外国人旅行者数の増加、ニーズの多様化など、通訳ガ
イドを取り巻く環境の変化等を踏まえ、通訳ガイドの質と量
の向上を図るための方策について検討・調査することによ
り、通訳案内士制度の充実・強化を図り、訪日外国人の満
足度の向上に寄与することを目的とする。

有資格者の利用促進方策として、国や地方自治体による通
訳ガイドの管理や、訪日外国人観光客の特区ガイド等も含
めた全ての通訳ガイドへのアクセシビリティ改善を図ること
により、満足度の向上を図るとともに、マーケットの拡大を推
進するため、登録システムの構築を検討する。

① 通訳ガイド登録・紹介業務の実態把握
② 利用者利便に配慮した通訳ガイド情報提供方法の検討
及びサービス設計

0 0 1_b_3_6 非該当

3647
国土交通
省

17 248
(独) 国際観光振興機構
運営費交付金

海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案
内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効
率的に行うことにより、国際観光の振興を図る。

・外国人観光旅客の来訪を促進するための宣伝
（ビザ要件の緩和、免税店拡大、航空路線の新規就航等の
機会を捉えたプロモーションの実施、今後大幅な成長が期
待できる市場の取り込み、オリンピック・パラリンピック東京
大会に向けた訪日プロモーション等）
・外国人観光旅客に対する観光案内所の運営
・通訳案内士試験事務の代行
・国際観光に関する調査及び研究
・国際観光に関する出版物の刊行
・国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等

0 0 7_b_7 非該当

3648
国土交通
省

17 249
ユニバーサルツーリズ
ム促進事業

高齢者、障がい者、乳幼児連れ旅行者、外国人等を含む誰
もが旅行を楽しむことができる環境を整備するため、地方自
治体、ＮＰＯ等の幅広い関係者の協力の下、地域の受入体
制の強化を進めるほか、ユニバーサルツーリズムに関連す
る旅行商品の造成、普及を促進する。

・全国に点在する「観光案内所」に「バリアフリー相談窓口」
の機能を付加するスキームを検討・確立することで、ユニ
バーサルツーリズムの受入拠点の拡大を図る。

0 0 3_c4_5 非該当

3649
国土交通
省

17 250
観光地域ブランド確立
支援事業

我が国の人口減少が進み、観光客獲得の国際的競争が激
化する中、国内外から選好される国際競争力の高い魅力あ
る観光地域づくりを促進するため、歴史・伝統・文化等を活
かした地域独自の「ブランド」の確立を通じ、日本の顔となる
観光地域を創出することで、観光地域づくりの取組の効果を
最大限に発揮する。

交流人口拡大による地域の活性化を実現するため、地域独
自の「ブランド」の確立を通じた日本の顔となる観光地域の
創出に向け、地域の取組段階に応じて以下の支援を実施す
る。
　①目指すべき地域の将来像の策定、マーケティングの実
施等を通じたブランド戦略の構築。（定額）
　②ブランド戦略に基づき、来訪者の豊かな旅行を支える応
接環境の整備、取組の恒常的実施・改善を通じたブランド
管理、地域資源の価値を最大限に活かした空間の形成等

0 0 3_c2_3 非該当

3650
国土交通
省

17 253
広域観光周遊ルート形
成促進事業

定住人口の減少等が進む地方において、内外からの観光
客の流れを戦略的に創出し、交流人口及び旅行消費を拡
大するため、複数の都道府県を跨って、テーマ性・ストー
リー性を持った一連の魅力ある観光地を効率良く回って、訪
日外国人旅行者の満足度を高める「広域観光周遊ルート」
（骨太な｢観光動線｣）の形成を促進する。

広域観光周遊ルート形成に向けて地域が広域に連携して
実施する以下の取組に関する支援を行うとともに、観光地
域づくりに関する専門家集団を派遣し、地域に対する助言・
指導を行う。
　・マーケティング及び計画策定
　・広域での外国人受入環境整備
　・訪日外国人向け滞在プログラムの充実

0 0 3_c4_5 非該当

3651
国土交通
省

17 255
地域資源を活用した観
光地魅力創造事業

地域の伝統文化、美しい自然、歴史的景観、豊かな農山漁
村、魅力ある食文化等の地域資源を磨き上げ、魅力あふれ
る観光地域づくりを進めるため、単一の市町村・観光協会・
交通事業者等により構成される協議会を対象とし、着地型
旅行商品の造成や名産品開発などを支援することにより、
観光地域づくりを推進する。

各地域の関係者の官民連携による体制づくりやPDCAサイ
クルの整備及びそれに基づく地域の魅力を高める取組を実
施する観光地域づくりのモデル的な事例となる地域が実施
する取組に必要な経費の総額の2分の１以内の金額を支援
を行う。（支援の例：マーケティング調査、着地型旅行商品
の造成、地域の農産品等を活かした名産品の開発、造成し
た旅行商品のセールス等）

0 0 3_c2_3 非該当

3652
国土交通
省

17 256
観光人材育成支援事
業

旅館の地域経済における重要性及び観光資源としての価
値に鑑み、前近代的な経営からの改善を促すとともに、その
自主的な情報発信を促すことで、観光資源としての旅館業
の再生・強化並びにこれによる地域経済の活性化及び観光
産業の振興を図る。

・産学ＷＧによる「旅館経営モデルカリキュラム案」の作成、
産×学によるケース教材の作成・普及。
・旅館が主体となって作成した旅館と地域の魅力を伝えるコ
ンテンツ（動画・画像）の審査、優れた作品のＪＮＴＯウエブ
サイトを通じて世界に発信。

0 0 5_a4_2 非該当

3653
国土交通
省

17 257
訪日外国人旅行者環
境整備事業

訪日外国人旅行者4,000万人、6,000万人の実現に向けて、
外国人旅行者がストレスなく快適に観光を満喫できるよう、
滞在時の快適性・観光地の魅力向上や、観光地までの移動
円滑化を図るとともに、SNS等のビッグデータも活用した外
国人旅行者の不満・要望の把握・検証や、地域における新
たな課題の調査検討を行い、具体的な改善を図る。

観光案内所、観光情報・交流施設の機能向上、外国人旅行
者にも利用しやすい公衆トイレの洋式化等、ホテル・旅館の
快適な環境への改善等や、ストレスフリーな通信・交通利用
環境を実現する取組等について、多様なインバウンド対応
を支援する。

0 0 4_a4_2 非該当

3654
国土交通
省

17 258
集約促進景観・歴史的
風致形成推進事業

　都市における一定規模の人口を確保するために、景観・
歴史資源となる建造物の修理・改修等や景観や歴史文化と
いった地域資源に着目した魅力ある地域づくりに資する取
組への支援を行うことにより地域内外からの観光を始めとし
た人口交流による地域の賑わい等を創出し、居住人口の集
約促進や地域活性化を図る。

　都市再構築を推進する上で、人口密度を維持するエリア
等を求心力のある魅力的な環境とすることで居住等を誘導
し都市再興を促進し、併せて居住等誘導エリア外において
も観光等地域資源を活用する区域として設定した場合にお
いては、景観・歴史資源となる建造物の修理・改修・協調増
築等を含めた景観・歴史的風致形成に資する取組におい
て、地域活性化に対する総合的な支援を行う。
【補助率】　実施主体：地方公共団体の場合　１／３（歴史的
風致形成建造物の場合　１／２）
　　　　　　　実施主体：地方公共団体以外の場合　地方公共
団体が補助する額の１／２以内で、かつ当該事業に要する
費用の１／３以内

0 0 4_a4_2 非該当

3655
国土交通
省

17 259
居住機能・都市機能の
誘導と連携した景観施
策検討調査

　景観施策と居住機能・都市機能の誘導とが連携を図るべ
き部分を明らかにすることにより、両者を効果的に推進して
いくための方策を検討し、良好な景観形成及び集約型都市
構造への転換を促進することを目的とする。

　既存の景観施策・規制を体系的にとりまとめるとともに、有
識者委員会を開催し、効果的で良好な景観形成方策につい
て検討を行い、オリンピック・パラリンピック東京大会を念頭
に短期的で具体的な成果を発現し得る施策と集約型都市
構造への促進を図るという観点から、引き続き継続していく
べき中長期的な施策とに整理する。その上で オリンピック・
パラリンピック東京大会を目途に短期的に効果が発現する
施策をまとめ、必要に応じて、運用指針等において基本的
な考え方を提示し、地方公共団体に周知する。

0 0 1_b_2_6 非該当

3656
国土交通
省

17 260 整備新幹線整備事業

我が国の基幹的な高速輸送体系を形成するため、地域間
の移動時間を大幅に短縮させて関係する地域社会の振興
や経済活性化に大きな効果をもたらすとともに、我が国の多
重的な幹線交通体系の確保に不可欠であり、かつ環境にも
優しい公共交通機関である整備新幹線を着実に整備する。

全国新幹線鉄道整備法に基づき、国土交通大臣から建設
主体として指名された（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機
構が建設を行う以下の路線について、事業費の一部を助成
する。
　　①北海道新幹線（新函館北斗～札幌）〔新青森・新函館
北斗間の開業から概ね20年後完成予定〕としているが、政
府・与党申合せ（H27･1・14）では
　　　完成・開業時期を平成47年度から5年前倒しし、平成42
年度末の完成・開業を目指すこととなった。
　　②北海道新幹線(新青森～新函館北斗)　〔平成28年3月
26日完成・開業〕
　　③北陸新幹線(長野～金沢)　〔平成27年3月14日完成・
開業〕
　　④北陸新幹線(金沢～敦賀)　〔長野・金沢間の開業から
概ね１０年強後完成予定〕としているが、政府・与党申合せ
（H27･1・14）では完成・開業時期を
　　　平成37年度から3年前倒しし、平成34年度末の完成・開
業を目指すこととなった。
　　⑤九州新幹線(武雄温泉～長崎)　〔認可（平成２０年３
月）から概ね１0年程度で完成予定〕としているが、政府・与
党申合せ（H27･1・14）では
　　　フリーゲージトレインの技術開発を推進し、完成・開業
時期を平成34年度から可能な限り前倒しすることとなった。

0 0 4_a4_2 非該当

3657
国土交通
省

17 261
整備新幹線建設推進
高度化等事業

整備新幹線の未着工区間において、設計施工法等調査、
経済設計調査等を実施することにより、着工後の新幹線建
設の円滑な進捗やコスト縮減などを図る。また、貨物列車走
行調査を実施することにより、貨物列車と新幹線の共用走
行区間において必要とされる安全確保等の手法の技術的
検証を行い、速度向上の実現を目指す。さらに、軌間可変
技術調査を実施することにより、新幹線と在来線の直通運
転を実現し、整備新幹線の高速化効果を他の地域に均霑
する。

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う以下の調査
等に対し、助成を行う。（定額補助）
　
　　　・設計施工法等調査
　　　　　新幹線ルート上の地質の分布状況や性状等を把握
し、長大トンネル等の適切な構造物の設計施工法の検討等
を行うため、地質調査
　　　　　を事前に行う。また、工事に速やかに着手するた
め、長大橋梁等の主要な構造物の設計等を事前に行う。
　　　・経済設計調査
　　　　　建設コストの縮減等を図るため、設計施工法等の開
発を行う。
　　　・貨物列車走行調査
　　　　　貨物列車と新幹線の共用走行区間における速度向
上の実現に必要な安全確保等の手法の技術的検証を行
う。
　　　・軌間可変技術調査
　　　　　新幹線と在来線の直通運転を実現し、整備新幹線
の高速化効果を他の地域に均霑するため、フリーゲージト

0 0 8_6 非該当
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3658
国土交通
省

17 262 新線調査費等

（１)新線等調査
　　・都心直結線調査
　　　都心と羽田・成田両国際空港、都心と郊外とを直結し、
速達生、利便性の向上を目的とする「都心－空港・郊外直
結鉄道（都心直結線）プロ
    ジェクト」に係る調査を実施する。

(２)本州四国連絡橋維持修繕費
　(独)日本高速道路保有・債務返済機構が行う大鳴門橋の
維持管理に係る経費のうち鉄道負担分(4.5％)を補助し、大
鳴門橋の適切な維持管理を図る。

(１)新線等調査（定額補助）
　・都心直結線調査
　　　（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う、都心直
結線の整備に必要となる基礎資料等の作成に資する都心
直結線調査に対し助成を行う。

(２)本州四国連絡橋維持修繕費（定額補助）
　（独）日本高速道路保有・債務返済機構が行う大鳴門橋の
維持管理に係る経費のうち鉄道負担分(4.5％)に対し、実施
した年度の翌年度に助成を行う。

0 0 1_b_2_6 4_a4_2 非該当

3659
国土交通
省

17 263 首都圏空港整備事業

国土交通省成長戦略会議等に基づき、首都圏空港（羽田空
港及び成田空港）の空港処理能力を2020年までに7.9万回
（羽田空港：3.9万回、成田空港：4万回）拡大することにより、
首都圏の国際競争力強化、増加する訪日外国人旅行者の
受入体制強化、経済成長の促進を図るものである。

〈東京国際空港〉
　飛行経路見直しに必要となる航空保安施設、誘導路等の
施設整備、駐機場の整備、国際線・国内線地区を結ぶトン
ネル（際内トンネル）の整備、空港アクセス道路の改良、A滑
走路等の耐震対策、航空機の安全かつ円滑な航空交通の
確保のために必要な機器の更新・改良
〈成田国際空港〉
　庁舎耐震対策、航空機の安全かつ円滑な航空交通の確
保のために必要な機器の更新・改良

0 0 4_a4_2 非該当

3660
国土交通
省

17 264
関西国際空港整備事
業

関西国際空港・大阪国際空港については、安全安心の確保
を前提としつつ、競争力の強化を図ることが重要であり、航
空保安施設の整備等を行い、航空機の安全運航を図る。
関空・伊丹のコンセッションによって民間事業者がそのノウ
ハウを最大限に活用しつつ、より効率的で緊張感ある経営
を実現出来る仕組みを確立すること等により、関空債務の
早期の確実な返済を行い、関西国際空港の国際拠点空港
としての再生・強化及び関西全体の航空輸送需要の拡大を

・航空保安施設の更新等の実施 0 0 4_a4_2 非該当

3661
国土交通
省

17 265
中部国際空港整備事
業

安全安心の確保を前提としつつ、競争力の強化を図ること
が重要であり、航空保安施設の整備等を行い、航空機の安
全運航を図る。

航空保安施設の更新等の実施 0 0 4_a4_2 非該当

3662
国土交通
省

17 266
空港周辺環境対策事
業

航空機騒音については、環境基本法に基づき「航空機騒音
に係る環境基準」が定められており、当該基準の達成が航
空機騒音対策の目的である。基準を達成していない空港に
ついては、関係住民の生活に障害が生じていることから、防
音工事等を推進することにより、住民の生活環境を改善す
ることが必要である。騒音対策は、騒防法による特定飛行
場の設置者の責務として定められた措置であり、空港周辺
環境対策事業が十分に実施されることにより、空港の円滑
な運営が担保される。

・住宅防音工事補助：第1種区域に所在する住宅において、
航空機騒音による障害を軽減するための防音工事に対し助
成を行う。
　(補助率：防音工事　概ね99％　空調機器更新　50～60％
等）
・教育施設等防音工事補助（学校・病院等）：教育、診療活
動等に必要な静穏性を確保するため、学校・病院等の防音
工事に対し助成を行う。 （補助率：防音工事　原則100％
空調機器更新　75％・37.5％　等）
・移転補償事業：第2種区域に所在する建物等の所有者が、
区域外に移転又は除去する場合の損失の補償又は土地の
所有者からの申し出に対して土地の買い入れを行う。
・緩衝緑地帯等整備事業：第3種区域において、緑地帯その
他の緩衝地帯を整備し、騒音を軽減する。

0 0 4_a4_2 非該当

3663
国土交通
省

17 267
一般空港等整備事業
（直轄）（耐震対策事業
を除く）

国際競争力を強化するための基盤であり、地域における広
域的な交流の拠点である空港について、航空利用者の視
点も踏まえつつ、その機能を確保・維持するとともに、航空
における安全・安心を確保するための取組を着実に推進す

 ・滑走路増設事業を実施する。
 ・老朽化した空港施設の更新・改良を実施する。
 ・既存ストックを活用した旅客利便性向上等のための整備
を実施する。

0 0 4_a4_2 非該当

3664
国土交通
省

17 268
一般空港等整備事業
（直轄）（耐震対策事
業）

航空輸送上重要な空港等において、地震災害時に、緊急物
資等輸送拠点としての機能確保、航空ネットワークの維持
や背後圏経済活動の継続性確保、飛行中の航空機の安全
確保を図る。

航空輸送上重要な空港等において、地震災害時に、緊急物
資等輸送拠点としての機能確保、航空ネットワークの維持
や背後圏経済活動の継続性確保、飛行中の航空機の安全
確保を図るため、最低限必要となる基本施設等並びに管制
施設等の耐震対策を実施する。

0 0 4_a4_2 非該当

3665
国土交通
省

17 269
一般空港等整備事業
（補助）

国際競争力を強化するための基盤であり、地域における広
域的な交流の拠点である空港について、航空利用者の視
点も踏まえつつ、その機能を確保・維持するとともに、航空
における安全・安心を確保するための取組を着実に推進す

 ・老朽化した空港施設の更新・改良を実施する。
 ・補助率　５０％等

0 0 4_a4_2 非該当

3666
国土交通
省

17 270
航空路整備事業（管制
施設整備）

航空交通の安全確保を最優先としつつ、首都圏などの混雑
空港・空域における航空交通容量の拡大やニーズの多様
化に対応した効率的な運航を実現するために、管制施設等
の性能を確保するとともに、我が国の航空交通の特徴を踏
まえ、航空機側の性能向上と調和のとれた航空交通システ

航空機の安全かつ円滑な航空交通の確保のために必要な
管制施設の更新・改良。

0 0 4_a4_2 非該当

3667
国土交通
省

17 271
航空路整備事業（航空
保安施設整備）

航空交通の安全確保を最優先としつつ、効率的な運航を確
保するため、施設の安定運用に必要な整備を実施する。

・航空機の安全かつ円滑な航空交通の確保のために必要
な航空保安施設の更新・改良
・縮退施設の撤去

0 0 4_a4_2 非該当

3668
国土交通
省

17 272
国管理空港の経営改
革の推進

　国管理空港は、滑走路等（国）と空港ビル等（民間）の運営
主体が分離していることや空港整備勘定による全国プール
管理により運営されていること等から、着陸料等の引き下げ
による就航路線や便数の拡大といった地域の特性やニーズ
に対応した空港運営が困難な状況となっている。
　国管理空港の経営改革を推進し、空港経営の一体化、空
港運営の民間委託により、地域の実情に応じた民間による
空港経営の一体化を可能とすることにより、空港を核とした
地域活性化に資することを目的としている。

　国管理空港の経営改革については、地域の実情に応じた
空港運営の効率化を通じた地域の活性化を図るため、PFI
法の「公共施設等運営権制度」を活用した民間委託手法を
空港管理形態の1つの選択肢として追加し、空港の民間委
託を可能とするものである。
　先行的に運営委託の検討が進められた仙台空港につい
ては、公共施設等運営権を活用して、平成28年7月より民間
事業者による空港運営が開始された。仙台空港に続く空港
についても、公共施設等運営権制度の活用による運営委託
事業における各種論点等について検討・整理するとともに、
実施方針、要求水準書、実施契約書等の公募書類等の作
成、空港ビル等の経営一体化推進のための調査等を実施

0 0 4_a4_2 非該当

3669
国土交通
省

17 273
半島地域振興等に必要
な経費

我が国において重要な役割を果たしている半島地域につい
て、国土資源の利用の面における制約から産業基盤及び
生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にあ
ることに鑑み、多様な主体の連携及び協力を促進しつつ、
広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別な
措置を講ずることにより、半島地域の自立的発展、地域住
民の生活の向上及び半島地域における定住の促進等を図
ることを目的とする。

・地域間交流の促進、産業の振興、定住促進を図るため、
半島地域の様々な主体が地域資源や特性を活かして実施
する取組を道府県がパッケージ化して一体的、広域的に推
進するソフト事業に対する支援を行う。（補助率：道府県、市
町村：１／２以内、民間団体：１／３以内）
・半島振興法による半島振興施策の実施状況を確認し、評
価を行うとともに、半島地域の社会経済情勢その他のデー
タ等の半島振興法の施行に必要な情報の収集・分析等を行

0 0 8_6 非該当

3670
国土交通
省

17 274
「小さな拠点」を核とし
た「ふるさと集落生活
圏」形成推進事業

人口減少や高齢化が先行・加速する地方の条件不利地域
（過疎、山村、半島、離島、豪雪の各地域）において、基幹
集落に暮らしの安心を支える複数の生活サービスや地域活
動の場を集めた「小さな拠点」の形成に資するため、市町村
等が行う、必要となる既存の公共施設を活用した施設改修
等に所要の補助を行い、もって地方における集落の活性化
に資することを目的とする。

【施設の再編・集約】
　公益サービス機能を維持確保するため、廃校舎等の遊休
施設を有効活用したモデル的な「小さな拠点」形成の取組
みにおける既存公共施設の再編・集約に係る改修費の他、
再編・集約に伴う廃止施設の除却費について補助する（補
助率 １／２以内）。

【プランづくり・社会実験】
　「小さな拠点」を含む将来の生活圏のあり方の検討、全体
構想の検討・策定の他、具体化に向けた社会実験の活動に
必要な取組に対して支援する（上限３００万円／年、２年間
を限度）。なお、平成28年度より当該補助メニューは廃止。

0 0 4_a4_2 3_c2_3 非該当

3671
国土交通
省

17 275
きめ細やかな豪雪地帯
対策の推進に要する経
費

豪雪地帯対策特別措置法(H24.3改正)及び豪雪地帯対策基
本計画(H24.12変更)に基づいた様々な取組により、豪雪地
帯の発展と住民の生活向上を図るため、地域の現状と課題
の把握を行うとともに、効果的・効率的な克雪体制の実現方
策を確立し、総合的な豪雪地帯対策を推進することを目的
とする。
特に、コンパクト＋ネットワークの都市再生・地域再生を実
現する観点から、豪雪地帯における共助による除雪体制の
構築を推進し、安全・安心な雪国の形成により地方創生に
寄与する。

・豪雪地帯現況分析検討調査
豪雪地帯の現状・課題を把握するため、豪雪地帯の24道府
県、532市町村に対して、雪に関する観測結果、雪害の状
況、克雪体制の整備状況等の基礎的データに関する調査を
実施し、現状の問題・課題を的確に把握する。

・雪処理の担い手の確保・育成のための克雪体制支援調査
平成24年3月に改正された豪雪地帯対策特別措置法及び
同年12月に変更された豪雪地帯対策基本計画を踏まえ、高
齢化が進む豪雪地帯における雪処理の担い手の確保・育
成を通じて、共助等による効率的・効果的な地域除雪体制
の整備等を推進するため、先導的で実効性のある地域の実
情に即した新たな克雪体制整備の取組について実証調査
を実施し、普及に向けた広報資料を作成する。

0 0 1_b_2_6 3_c4_5 非該当

3672
国土交通
省

17 276 まちづくり関連事業

　都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市
機能の更新・集積、公共交通の利用促進や人と環境に優し
い交通の実現、大都市の国際競争力強化を図るため、各事
業主体によるまちづくり関連事業を支援。

　防災性能や省エネルギー性能の向上といった緊急的な政
策課題に対応した質の高い施設建築物等の整備を支援す
る市街地再開発事業、公共交通の利用促進や人と環境に
優しい交通の実現を支援する都市・地域交通戦略推進事
業、まちの拠点となるエリアへの医療・商業等の都市機能
施設の整備を支援する都市機能立地支援事業、大都市の
国際競争力強化に向けた戦略的プロジェクトを支援する国
際競争拠点都市整備事業（詳細は別添のとおり。）
地方公共団体向け補助は、平成22年度から原則、社会資
本整備総合交付金に移行。

0 0 4_a4_2 1_b_2_6 非該当
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当：-)

独立行政
法人向け
財政支出
(該当：○
非該当：-)
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(該当：○
非該当：-)

分類1 分類2 分類3 分類4 分類5 分類6 分類7 分類8
科技該
当・非該
当

備考

3673
国土交通
省

17 277
都市開発資金貸付事
業

・都市の計画的整備を推進するため、地方公共団体等に公
共施設や都市開発のための用地の先行取得資金の貸付け
を行う。
・市街地再開発事業及び土地区画整理事業の推進のため
の必要な資金の貸付け、並びに良好な都市機能や都市環
境の保全・創出を推進するため、エリアマネジメント事業や
賑わい増進事業に必要な資金の貸付けを行う。
・（独）都市再生機構及び（一財）民間都市開発推進機構に

・用地先行取得資金の有利子貸付　　　　　　・市街地再開発
事業等資金の無利子貸付
・土地区画整理事業資金の無利子貸付　　　・都市環境維
持・改善事業（エリアマネジメント事業）資金の無利子貸付
・都市再生機構事業資金の無利子貸付　　　・民間都市開発
推進資金の無利子貸付
・賑わい増進事業資金の無利子貸付

0 0 4_a4_2 非該当

3674
国土交通
省

17 278 地域活性化推進経費
　都市政策・地域振興の横断的な課題やまちづくりにおける
課題等について、対応策を検討すること等により、都市・地
域づくりに資する地域活性化を推進する。

○テレワーク推進調査
　都市・地域づくりに資する地域活性化を推進するため、持
続可能な都市づくりの実現に向けた評価手法や、ICTを活
用した、場所にとらわれない柔軟な働き方であるテレワーク
の推進に資する都市整備のあり方、官民連携等について、
データの収集、分析等を行い、各課題の対応策等を検討す
る。
○官民連携等による歴史文化資源活用検討調査
　古都保存法等に基づく歴史文化資源の保全・活用につい
て、民間主体による取組を広げていく必要があるため、先進
事例の調査や、歴史文化資源の保全に対して企業の参画
を促す手法等を検討する。
○造園・緑化産業における女性活躍に向けた働き方改革等
に関する検討調査
　多様な関係者が関わり、細やかな空間計画等が必要とな
る造園・緑化産業においては、女性の活躍が期待されること
から、女性を含めた働きやすい職場環境の整備改善等に関
する先進事例等の生産性向上に向けた調査を行い、働き方

0 0 1_b_3_6 非該当

3675
国土交通
省

17 279 国際機関等拠出金

　ＯＥＣＤの地域開発政策委員会は、複数の先進国間で地
域・都市政策を司る政府関係者・有識者等が意見交換を行
う唯一の場である。グローバリゼーションの進展等で、我が
国都市政策は、他国と経験・知見を共有しつつ共通課題に
取組む必要が急激に増大しているが、欧州等と比較すると
政策の国際化は依然遅れをとっており、ＯＥＣＤが有する政
策情報の蓄積、人的ネットワーク、分析手法を最大限活用し
た政策提言を得て政策形成に反映する。

　ＯＥＣＤ地域開発政策委員会は、ＯＥＣＤに設置されている
政策委員会の１つとして、都市問題、地域開発政策等につ
いての調査、研究を行い、各国政府に対し政策提言等を
行っている。
　現在は、不安定な世界経済下での社会全体としての成長
への挑戦を戦略的方向とし、地域に根差した政策の構築と
して、グリーン成長に貢献する競争的で持続可能な都市
や、経済・社会・環境・財政変動に対応可能な都市であるレ
ジリエントシティ施策の構築などに取り組んでおり、この成
果は我が国の都市政策の課題解決にも資するものである。
　ＯＥＣＤの場を活用し、文献調査や訪問等では得ることの
できないリアルタイムの政策情報を反映しつつ、環境共生
型都市の開発支援、海外展開に官民挙げて取り組む我が
国の問題関心に即した提言を得るとともに、同委員会が実
施する「レジリエントシティプロジェクト」にかかる費用の一部
を拠出し、我が国の都市政策の経験・課題を共有すること

0 0 1_b_2_6 非該当

3676
国土交通
省

17 280
防災のための集団移転
促進事業に必要な経費

　地方公共団体が、災害が発生した地域又は災害危険区
域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内に
ある住居の集団移転促進事業を行う場合に、当該地方公共
団体に対し、事業費の一部補助を行い、もって防災のため
の集団移転の円滑な推進を図る。

　当該事業は、災害が発生した地域等における住民の集団
的な移転を促進する事業である。内容は以下のとおり。
防災集団移転促進事業に要する経費の補助（地方公共団
体３／４）
（１）住宅団地の用地取得及び造成に要する費用
（２）移転者の住宅建設・土地購入に対する補助に要する費
用
（３）住宅団地に係る道路、飲用水供給施設、集会施設等の
公共施設の整備に要する費用
（４）移転促進区域内の宅地及び農地の買取に要する費用
（５）移転者の移転に関連して必要と認められる作業所等の
整備に要する費用

0 0 4_a4_2 8_6 非該当

3677
国土交通
省

17 281 都市再生推進経費

　経済状況や人口動態の変化、気候変動等に伴い、都市行
政は様々な課題を抱えており、その内容は多岐にわたって
いる。
　このため、その時々の緊急課題への対応方策について検
討し、都市局の各種支援施策をより有効に活用するための
総合的な活用方策の確立、必要な制度改善等の立案を目
指すとともに、都市政策を推進する。

　インフラ海外展開の推進のため、日本が強みを有する環
境共生型都市開発の海外展開に向け、国内外の国際展開
の事例収集、現状把握を行う。これらにより、我が国の民間
企業の海外でのビジネス機会の拡大を図る。
　また、都市施策の推進のため、都市開発分野等の個々の
施策において、ニーズ等の調査、分析を行い、都市交通分
野等の安全向上等についての調査・検討を行う。

0 0 1_b_3_6 非該当

3678
国土交通
省

17 282
民間まちづくり活動促
進事業

   都市の魅力を増進するとともに持続可能なまちづくりを実
現・定着させるため、快適な都市空間の形成・維持、住民等
の地域への愛着や地域活力の向上、整備や管理に係るコ
ストの縮減等を図る民間まちづくり活動を促進する。

   先進団体が実施するこれから民間まちづくり活動に取り
組もうとする者に対する普及啓発事業や、まちづくり会社等
の民間の担い手が主体となった都市再生特別措置法の都
市利便増進協定等に基づく施設整備等を含む実証事業等
に助成する（都市再生推進法人、民間事業者等1/3、1/2又
は10/10）。
※平成２５年度まで実施していた計画作成支援事業は廃止

0 0 3_c4_5 非該当

3679
国土交通
省

17 283
集約型都市構造化推
進調査経費

　人口増加や市街地の拡大を前提としたこれまでの都市づ
くりから、人口減少・超高齢化の進展への対応、ますます厳
しさを増す財政状況への対応、地球環境問題への対応等
の観点から、持続可能なコンパクトなまちづくりへと都市政
策の方向性を大きく転換していく必要が生じているところで
あるため、低炭素まちづくりや都市の再興を通じて集約型都
市構造の形成を促進するための都市政策に係る各種制度
等の構築に向けた調査、検討を行うことを目的とする。

　集約型都市構造の形成を促進するためには、地域の合意
形成、都市機能・居住機能の誘導効果をより向上させるた
めの都市計画等制度・運用の充実、実行段階での的確な評
価と計画・施策への反映が課題である。
　平成28年度においては、第一の合意形成に関しては、「手
法・プロセス」、「必要性や効果等を説明するデータ整備」の
観点から、第二の都市計画等制度・運用に関しては、立地
適正化計画に基づく集約型都市構造への転換を支える土
地利用適正化方策、集約エリア外における都市と緑・農が
共生するまちづくりを推進する観点から、第三の評価に関し
ては、「達成状況の的確な評価と計画・施策への反映」の観
点から必要な調査検討を行い、運用指針、ガイドライン等の
整備や手法の充実等を行う必要がある。

0 0 1_b_2_6 1_b_3_6 非該当

3680
国土交通
省

17 284
集約都市形成支援事
業

　立地適正化計画等に基づくコンパクトなまちづくりを、計画
の策定、合意形成、建築物跡地の適正管理などソフト施策
を中心に総合的に支援することにより、歩いて暮らせる集約
型のまちづくりの実現を加速する。

　 歩いて暮らせる集約型のまちづくりの実現や、都市の低
炭素化を促進するため、医療施設、社会福祉施設など都市
のコアとなる施設のまちなかへの立地や、郊外部の都市的
土地利用の転換を促進するための支援（①低炭素まちづく
り計画、立地適正化計画、広域的な立地適正化の方針、
PRE活用計画の計画策定支援、②コーディネート支援、③
施設の移転促進、④建築物跡地等の適正管理支援に対す
る助成）を行う。事業主体は地方公共団体、鉄道沿線まちづ
くり協議会、民間事業者等（補助率1/3、1/2）。

0 0 8_6 非該当

3681
国土交通
省

17 285
国際競争力強化・シティ
セールス支援事業

・都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域に外
国企業及び高度外国人材（以下「外国企業等」という。）を呼
び込むため、国際的ビジネス環境等改善に資する都市機能
の向上及びシティセールスに係るソフト・ハード両面の対策
を総合的に支援し、我が国の大都市の国際競争力の強化
を図ることを目的とする。

・特定都市再生緊急整備地域を対象として、都市再生緊急
整備協議会による外国企業等を呼び込むための地域戦略
に基づく整備計画の作成（補助率　２分の１）や、整備計画
に基づくソフト対策（補助率　２分の１）及びハード対策（補助
率　３分の１）を総合的に支援する補助事業。事業主体は地
方公共団体及び都市再生緊急整備協議会。
・また、外国企業等の地域拠点の立地を促すため、国土交
通大臣の認定を受けた民間都市再生事業において整備さ
れる整備計画に記載された国際競争力強化施設の整備に
要する費用（補助率　国際競争力強化施設の整備費※×
０．２３×３分の１）も支援する。
※　総事業費×国際競争力強化施設の床面積／総床面積

0 0 3_c4_5 4_a4_2 非該当

3682
国土交通
省

17 286
歴史的風致活用国際
観光支援事業

　広域観光周遊ルートの形成に向けた取組の一環として、
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に
基づく歴史的風致維持向上計画認定都市において、受入環
境整備に係るソフト・ハード両面の取組みに対して総合的に
支援することにより、歴史的風致を活用した都市の魅力の
向上及び賑わいの創出を図り、地域活性化を実現すること
を目的とするものである。

　本事業は、地域固有の歴史・文化を国際観光資源として
より有効に活用するため、広域観光周遊ルート形成に向け
た歴史的風致維持向上計画認定都市を対象として、官民に
より構成された協議会が作成する整備計画に位置づけられ
た受入環境整備について、ソフト・ハード両面から総合的に
支援するものである。補助率について、市町村が実施する
事業は、当該事業の実施に要する経費の２分の１以内、市
町村以外の者が実施する事業は、市町村が補助する経費
の２分の１以内で、かつ、当該事業に要する経費の３分の１

0 0 4_a4_2 非該当

3683
国土交通
省

17 287
都市鉄道利便増進事
業

都市鉄道の既存ストックを有効活用して速達性の向上及び
駅施設の利用円滑化を図ることにより利用者の利便を増進
し、もって活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実
現に寄与することを目的とする。

第三セクター等公的主体が行う都市鉄道利便増進事業（都
市鉄道等利便増進法による国土交通大臣の認定を受けた
計画に基づく連絡線、相互直通施設又は追越施設の整備、
既設駅の改良）に要する経費の一部（補助対象経費の１／
３以内かつ地方公共団体と同額）を補助する。

0 0 4_a4_2 非該当

3684
国土交通
省

17 288 都市鉄道整備事業

（地下高速鉄道整備事業）
大都市圏における基幹的な公共交通機関として地下高速
鉄道の整備を促進することにより、大都市圏における交通
混雑の緩和・移動時間の短縮による円滑な旅客流動を確保
するとともに、バリアフリー化等のニーズに対応することを目

（地下高速鉄道整備事業）
地下高速鉄道の新線建設、耐震補強、浸水対策及び大規
模改良工事（バリアフリー化工事、列車運行円滑化工事）に
係る費用の一部（補助対象事業費の35％以内）について、
予算の範囲内において補助する。（地方公共団体との協調

0 0 4_a4_2 非該当
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3685
国土交通
省

17 289
幹線鉄道等活性化事
業

幹線鉄道の高速化、貨物鉄道の旅客線化、貨物列車の輸
送力増強、乗継円滑化及び形成計画に基づく鉄軌道の
サービス向上や利用の活性化のために必要な施設整備事
業に要する費用の一部を国が助成することで、まちづくりと
連携した鉄道網・沿線地域の活性化、通勤・通学混雑の緩
和、環境負荷低減に資するモーダルシフトの促進等を図る。

【補助対象者】法定協議会、地方公共団体の出資に係る鉄
道施設の整備・保有を目的とする法人
【補　 助 　率】〔高速化、旅客線化、貨物拠点整備、乗継円
滑化〕補助対象経費の２／１０以内
　　　　　　　　　〔まちづくり連携高速化工事及び形成計画事
業〕補助対象経費の１／３以内
　　　　　　　　　〔鉄道貨物輸送力増強〕補助対象経費の３／
１０以内

0 0 4_a4_2 非該当

3686
国土交通
省

17 290 鉄道駅総合改善事業

鉄道駅総合改善事業（鉄道利用旅客の利便性、安全性の
向上等を図るために必要となる鉄道駅の総合的な改善を行
う事業等）に要する経費の一部を国が補助することにより、
鉄道利用に係る一般旅客、高齢者、身体障害者等の利用
の利便性、円滑性及び安全性の向上等を図ることを目的と
する。

【次世代ステーション創造事業】
地方公共団体、鉄軌道事業者など、駅の関係者が一堂に
会して課題の共有と調整を図る場（駅まち会議）において策
定された整備計画に基づく、ホームやコンコースの拡幅、エ
レベーター整備等の駅の改良または駅の改良にあわせて
行う生活支援機能施設、公共施設、観光案内施設等の駅
空間の質的進化に資する施設の整備（補助対象経費の1/3
以内）
【大規模バリアフリー化事業】
地方公共団体、鉄軌道事業者、地方運輸局等からなる協議
会において策定された計画に基づき、高齢者、障害者等の
移動等の円滑化を図るために必要となる施設を整備する事
業（駅施設の床又は通路、跨線橋、プラットホームその他の

0 0 4_a4_2 非該当

3687
国土交通
省

17 291 鉄道整備等基礎調査

社会経済活動を支える基幹的かつ必須の交通機関である
鉄道について、更なる利便性の向上と効率化を目的とした
整備等に向けた課題を取り上げて、今後の鉄道整備の基本
的方向に沿った基礎的な調査を実施する。

国が政策的観点から調査テーマを提示し、委託等により多
面的な分野の調査主体のノウハウを活用した調査を行う。

0 0 1_b_2_6 非該当

3688
国土交通
省

17 292
譲渡線建設費等利子
補給

　旧日本鉄道建設公団又は（独）鉄道建設・運輸施設整備
支援機構が建設又は大改良を行い譲渡した鉄道施設の建
設等に係る借入金等の支払利子の一部について補給する
ことにより、都市鉄道の建設促進及び経営の健全化を図
る。

　旧日本鉄道建設公団又は（独）鉄道建設・運輸施設整備
支援機構が、三大都市圏における鉄道の新線建設又は大
改良を行った後、鉄道事業者に譲渡又は引き渡した路線に
ついて、旧公団又は機構がその建設費用に充てるために調
達した借入金等の支払利子の一部を補給するもの。

0 0 4_a4_2 非該当

3689
国土交通
省

17 293
独立行政法人鉄道建
設・運輸施設整備支援
機構運営費交付金

（独）鉄道・運輸機構が行う鉄道整備に対する助成業務の処
理及び高度船舶技術開発等業務の処理、出資等業務の処
理に必要な財政措置を講ずる。

　鉄道整備に対する助成業務については、必要なノウハウ
が蓄積されている（独）鉄道・運輸機構が補助金等の交付
業務を効率的に行う。また、高度船舶技術開発等業務につ
いては、内航海運の効率化、環境負荷低減に資する高度船
舶技術の実用化支援業務等を行う。これらの他、出資等業
務については、地域公共交通活性化再生法に基づき国土
交通大臣の認定を受けた事業に対する出資等の業務を行

0 0 7_b_7 非該当

3690
国土交通
省

17 294
地域公共交通確保維
持改善事業

　地域公共交通を巡る現状は、民間交通事業者や地方公
共団体等の懸命の努力にもかかわらず、バス路線の廃止
が続いているほかバス事業者の経営破綻も各地で起きて
いる等、地域の生活交通は崩壊状態にあり、移動手段の確
保は待ったなしの状況にある。
　本事業の実施により、生活交通の確保・維持・改善が図ら
れ、高齢者や障害者などの交通弱者を含め、人々の社会参
加の機会が確保されることを通じて、高齢化の急速な進展
の中で、社会経済の活性化とともに国民の安全安心なくらし
を守る。

　生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地
域の特性・実情に最適な移動手段が提供され、また、バリア
フリー化やより制約の少ないシステムの導入等移動に当
たっての様々な障害（バリア）の解消等がされるよう、地域
公共交通の確保・維持・改善を支援する。
<補助率>
○地域公共交通確保維持事業　　定額、１／２、３／１０、１
／１０
○地域公共交通バリア解消促進等事業　　１／２、２／５、１
／３、１／４

0 0 8_6 非該当

3691
国土交通
省

17 295
新たな自動車旅客運送
業務の取り組みにおけ
る体制の強化

少子高齢化や過疎化の進展等により地域住民のニーズに
適した多様な輸送サービスの提供が求められており、地域
交通の実現のために各地域ごとに開催される協議会等に
参画し、関係者への助言、情報提供等の充実を図り、実効
性を高める。

地域公共交通について、地域のニーズに適したコミュニ
ティーバスや乗合タクシー等の実施にあたり、地方公共団
体が主宰する協議会等に、地域交通に関する専門的な知
識等を有する地方運輸局等職員が構成員として参画し、関
係者への助言、情報提供等を行うことにより、安全で、きめ
細やかな交通サービスの提供の実現に向けた実効性のあ
るサービス改善対策等を推進する。

0 0 5_a4_2 非該当

3692
国土交通
省

17 296
旅客自動車運送事業
等における訪日外国人
旅行者の利用促進

訪日外国人旅行者がバス・タクシー等を利用して国内の
様々な観光地に容易にアクセスできるようになれば、旅行の
満足度が増すのみならず、旅客の利便の増進が図られ、バ
ス・タクシー等における需要の掘り起こしが可能となる。この
ため、バス・タクシー等において、訪日外国人旅行者にとっ
ての利用環境の改善を通じて旅客の利便を増進し、低迷が
続くバス・タクシー等における需要の底上げを図る。

訪日外国人旅行者による利用を促進するため、バス・タク
シー等における外国人旅行者向け利用環境の改善を促進
するための調査を実施し、本格的な実施に向けた課題を抽
出・検証する。

0 0 1_b_3_6 非該当

3693
国土交通
省

17 297
地域公共交通維持・活
性化推進事業

　離島航空路線は、離島住民や地域の生活及び経済活動
にとって重要な役割を果たしており、地域の活性化と密接に
関係していることから、地域的な航空ネットワーク機能の維
持・拡充を図るための方策を講ずる必要がある。

　離島航空路線に就航する航空機に対する航空機等購入
費補助（購入に要する費用の45%（沖縄路線就航の場合は
75%））及び衛星航法補強システム（ＭＳＡＳ）受信機購入費
補助（購入に要する費用の45%（沖縄路線就航の場合は
75%））の対策を講ずる。

0 0 4_a4_2 非該当

3694
国土交通
省

17 298
地方航空路線活性化プ
ログラム

地方航空路線については、地域（自治体等）の路線維持に
向けた自主的取組があるにも関わらず、路線休廃止が進ん
でおり、財政的な問題等を勘案すると地方の取組だけでは
不足している。このため、地域の協議会による主体的な路
線維持の取組のうち、国として評価したモデル的な取組を
支援（支援期間３年間）することで、路線の維持・活性化を
図る。

・自治体や航空会社等を構成員とする地域の協議会による
主体的な路線維持の取組のうち、国として評価したモデル
的な取組を支援。
・対象となる地方路線は、路線需要や代替交通機関（乗継
航空便を含む）の利便性等から判断。
・支援する対象路線は、地域の協議会から取組を公募し、
外部有識者からなる懇談会により評価し、国として対象路
線を選定。
・実施する際に必要となる経費について国が３年間支援を
行うとともに、取組の成果については有識者懇談会により評
価・検証を行い、地域の協議会が評価等の結果をもとに改
善等を含めた取組を実施。モデル的取組の実証効果は、全

0 0 3_c2_3 非該当

3695
国土交通
省

17 300
高速道路ネットワーク
の利活用に関する検討
経費

　社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会（部
会長：寺島実朗）の「中間答申」（H25.6.25）等を踏まえ、平成
26年4月より、目的を明確にした上で、効果が高く重複や無
駄のない高速道路料金となるよう見直した。具体的には、観
光振興、物流対策、環境対策などの観点を重視しつつ、高
速道路の利用機会の多い車に配慮するように割引を含めて
見直した。高速道路料金については、高速道路会社が国に
申請するものであるが、許可権者としての判断や政策を検
討する上で国によるデータ等の継続的な分析を行い、料金
施策導入後も、当初予測した効果や影響が発現されている
かを定期的に評価し、料金制度を通じた高速道路ネット
ワークの利活用について検討を行う必要があるため、本経
費により複数年継続的に検討を実施。

　高速道路ネットワークの利活用の観点から、本施策は、平
成26年4月から実施している新たな高速道路料金につい
て、見直し前後の交通量、旅行速度、渋滞量、観光、沿道環
境の調査等を実施し、データの整理、分析を行うものであ
る。観光振興、物流対策、環境対策などの観点を重視しつ
つ、高速道路利用の多い車に配慮するように見直したた
め、これらの観点における効果の分析を実施し、政策の評
価を行うとともに、今後の政策検討に活用していく。また、一
般道路の沿道環境を改善するための深夜割引について
は、渋滞している並行一般道からの転換等について効果を
検証するために、全国で騒音調査を実施している。また、平
成26年4月からの料金水準の見直しについては、当面10年
間の措置としており、その間定期的な分析等が必要であり、

0 0 8_1_6 8_2_6 非該当

3696
国土交通
省

17 302
新技術の導入による公
共交通の利用推進に関
する検討調査

　公共交通のネットワークの構築を図るため、多くの都市で
基幹的な公共交通となるバスの利用環境の向上や高度化
を進める必要があり、従来のバスより定時性、速達性、利便
性に優れたBRTの導入を促進させるなど、利便性・安全性
を向上させる道路交通システムの構築を目的とする。

　利便性の高い新たな公共交通システムを構築するために
は、多くの都市で基幹的な公共交通となるバス交通の高度
化（ＢＲＴ導入）など、利用環境の改善を進めることが必要で
あるため、道路空間の維持管理や既存自動車交通への影
響等を加味し、バリアフリー化や大量乗降可能なバス停な
どの技術的検討を行う。

0 0 2_b_1_6 非該当

3697
国土交通
省

17 303

社会資本整備の生産
性を高める生産管理シ
ステムの強化に向けた
検討経費

品確法の基本理念も踏まえ、社会資本整備にかかる計画、
設計、施工及び管理の各段階におけるコスト構造の改善に
努めつつ、「積算手法等の改善」「新たな建設生産システム
の構築」「発注関係事務における共通課題への対応」等、技
能労働者の処遇改善、生産性の向上、女性の活用等を見
据えた取組を通じ、公共事業の改善を図ると共に、地域経
済を支える建設業等が「地域の担い手」として持続的に役割
を担えるよう、地方創生の観点も踏まえた公共工事の担い
手の中長期的な確保・育成の実現を目指し、建設生産シス
テムの省力化、効率化、高度化を通じた生産性向上等に資

「品確法」等に基づく取組みを推進する上で必要となる検討
を実施。

①積算価格の透明性等の向上及び積算労力（コスト）の低
減に資する積算方式への転換に関する検討
②公共工事の調達段階における企業評価の充実に関する
検討
③新たな建設生産システムの構築に関する検討
④公共工事の品質確保における新たな発注者責任を果た
すための施策検討

58,051 49,500 5 一般 - 95 4 - - - - 2_b_2_2 該当

3698
国土交通
省

17 304
社会資本情報プラット
フォームの構築に必要
な経費

我が国の社会資本ストックは、高度経済成長期などに集中
整備され、今後急速に老朽化することが懸念される。社会
資本情報プラットフォームを構築することより、社会資本の
維持管理に必要な情報を継続的に収集・蓄積し、戦略的な
維持管理を推進する。

国、地方自治体等における社会資本の施設・管理情報を分
野横断的に収集・整理し活用する「社会資本情報プラット
フォーム」の構築に向け、情報の統一的な取扱いのための
ルールの検討等の社会資本情報プラットフォーム構築に関
する検討及びシステム構築を行う。

0 0 4_b4_2 非該当

3699
国土交通
省

17 305
モニタリング技術の開
発・活用検討経費

ＩＴ等を活用したモニタリング技術の適用性を検証すること
で、現場への導入を促進し、インフラ管理の安全性、信頼
性、効率性の向上を図る。

我が国の社会資本ストックは、高度経済成長期などに集中
整備され、今後急速に老朽化することが懸念されることか
ら、真に必要な社会資本整備とのバランスをとりながら、戦
略的な維持管理・更新を行うことが喫緊の課題となってい
る。
このため、モニタリング技術について、社会資本の維持管理
等に対するニーズを踏まえたＩＴ等の先端的技術の適用性
等を検証する。

24,024 22,039 5 一般 - 95 4 - - - - 2_a_1 該当
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3700
国土交通
省

17 306
国土管理情報通信基
盤に係るセンサーネット
ワークの計画検討経費

　本施策は、橋梁、トンネルや堤防等の社会イ ンフラのセン
サー情報をセンサーネットワークにより情報収集する手法等
について検討することで、社会インフラの維持管理強化を図
ることを目的とする。

　橋梁、トンネルや堤防等の社会インフラに関する老朽化や
異常検知のためのセンサーを活用した様々なモニタリング
手法として、膨大な数のセンサーから迅速・確実に情報収集
を可能とするセンサーネットワークが注目されている。
　本施策では、社会インフラの維持管理強化を図るため、社
会イ ンフラのセンサー情報をセンサーネットワークにより情
報収集する手法等について検討する。

7,000 0 5 一般 - 95 4 - - - - 1_b_2_3 該当

3701
国土交通
省

17 307

現場施工の省力化・効
率化に資するインフラ
構造に係る技術研究開
発の推進

老朽化が進む既存の社会インフラの維持管理にかかる労
働力の負担の増加を踏まえると、社会インフラの適切な整
備、維持管理・更新を行うためには、建設現場での人材確
保に加えて、現場施工の省略化・効率化を行うことが喫緊
の課題である。本施策は、建設現場での現場施工の省力
化・効率化を目的とし、課題解決に向けて、プレキャスト構
造部材の活用などを促進するための検討を推進する。

現時点において存在する現場施工の省力化・効率化に資す
る技術の普及促進に関する課題を技術的に解決するため、
現場施工の省力化・効率化に資する技術の動向調査やプレ
キャスト構造部材等の設計・評価手法等に係る必要な検討
を行う。

24,000 19,832 5 一般 - 95 4 - - - - 1_b_1 該当

3702
国土交通
省

17 308
公共事業評価の評価
手法の高度化に関する
調査検討

　本事業では、公共事業の効率性及びその実施過程の透
明性の一層の向上を図るために実施している国土交通省
における個別公共事業の評価について、評価システムの高
度化を図ることを目的とする。

　我が国においては、今後、人口減少・高齢化の進展や社
会資本ストックの長寿命化を初めとした戦略的維持管理・更
新の進展が想定されるため、このような社会の変化を踏ま
えた公共事業評価の評価手法の点検、課題の整理及び新
たな評価手法の検討を行う。

0 0 1_b_3_6 非該当

3703
国土交通
省

17 309
官民連携による民間資
金を最大限活用した成
長戦略の推進

厳しい財政状況の下、民間の資金・ノウハウを活用し、真に
必要な社会資本の整備・維持管理・更新を着実に実施する
とともに、民間の事業機会の拡大による経済成長を実現し
ていくため、PPP/PFIを積極的に推進する。

コンセッション方式をはじめ、新たなPPP/PFI事業の制度・
運用上の課題の解決を図るため、国が調査・検討を実施す
るとともに、先導的な官民連携事業に取り組む意欲のある
地方公共団体等に対し、事業スキームや導入可能性の検
討に要する調査委託費を助成（定額補助：１件当たりの上限
２０百万円）することにより、PPP/PFI事業の案件形成を促
進する。また、地方公共団体及び民間事業者における
PPP/PFIに関する情報・ノウハウの共有・習得、関係者間の
連携強化を図るため、産官学金の協議の場である地域プ
ラットフォームの形成を支援し、案件形成を促進する。 

0 0 8_6 非該当

3704
国土交通
省

17 310
社会資本の適確な維持
管理・更新に係る施設
横断的な検討

今後進行が見込まれる社会資本の老朽化や社会構造の変
化、厳しい財政状況等を踏まえ、①既存施設の維持管理・
更新費用に係るマクロ的な将来見通しの算定方法の確立、
②社会構造の変化に対応した新たな維持管理・更新手法の
導入、③地方公共団体同士の連携による新たな維持管理
体制及び国等による体制的・技術的支援体制の構築を目指
す。

①既存施設の維持管理・更新費用に係るマクロ的な将来見
通しの算定方法の確立、②社会構造の変化に対応した新
たな維持管理・更新手法の導入、③地方公共団体同士の
連携による新たな維持管理体制及び国等による体制的・技
術的支援体制の構築を行うにあたり、既存事例の調査・研
究、有識者や地方公共団体に対する意見聴取、モデル自治
体でのケーススタディの実施による課題・改善点の抽出・検
討等を踏まえ、各施策の円滑な導入や普及促進に向けたガ

0 0 1_b_3_6 非該当

3705
国土交通
省

17 311
情報化施工の活用によ
る建設生産システムの
高度化

建設施工の生産性向上・省力化・精度向上を目的として、建
設事業における調査、設計、施工、監督・検査、維持管理と
いう各プロセスについて情報化施工※を普及促進する。

※情報化施工とは、ＩＣＴ（情報通信技術）を建設施工に活用
し、従来と比べ高効率・高精度な施工を実現する施工シス
テムであり、生産性の向上・品質の確保など建設施工が抱
える課題の解決に資するものである。このため、情報化施
工推進戦略を策定し、情報化施工技術の普及推進を図って

重点的に普及を推進する情報化施工※技術の対象を拡大
し、これら技術の適用条件・導入効果を工種・施工内容毎に
調査・分析し、施工者等へ明示するとともに、活用を進める
ための環境を整備する。また、情報化施工によって得られる
データ等の設計や維持管理における利活用方法を検討す
る。

5,000 0 5 一般 - 95 4 - - - - 2_a_1 該当

3706
国土交通
省

17 313
次世代社会インフラ用
ロボット開発・導入の推
進

現在、我が国では、社会インフラの老朽化の進行、地震及
び風水害等の災害リスクの高まり、建設業の担い手不足等
の課題に直面している。これらの課題に対し、より効果的・
効率的な社会インフラの維持管理及び災害対応が求められ
ており、それに資するロボット技術導入のための開発を促進
し、迅速且つ集中的に進めていくことを目的とする。

本施策では、社会インフラの維持管理・災害対応に資するロ
ボットについて、実現場への導入にむけた開発を促進する
ため、５つの重点分野（橋梁維持管理、トンネル維持管理、
水中維持管理、災害調査、災害応急復旧）における現場で
の検証・評価を行い、実現場への試行的導入を行う。

62,230 61,960 5 一般 - 95 4 - - - - 2_a_1 該当

3707
国土交通
省

17 314
今後の社会資本整備に
関する調査経費

厳しい財政制約の中、人口減少等の課題に対応するため
に、選択と集中により真に必要な社会資本整備を効果的・
効率的に実施することが必要である。このため、社会資本
整備重点計画の指標等の評価手法の検討やフォローアップ
の検討を行うことにより、課題の解決に向けて実効性のある
計画の策定と推進を図る。

我が国にとって最適な社会資本の規模や効果的な社会資
本整備のあり方の基礎的分析を行うために、各国社会資本
整備データや海外の社会資本整備に係る中長期的な計画
の策定内容等を調査する。また、これまでの社会資本整備
重点計画の課題の整理等を実施し、今後の社会資本整備
のあるべき方向性や社会資本整備重点計画の指標やフォ
ローアップ手法を検討する。さらに、ここ数年で施策が進捗
している分野については、地方公共団体等における取り組
みの内容把握、分析を通じ、今後の取り組みに反映する。

0 0 1_b_2_6 非該当

3708
国土交通
省

17 315
用地取得の円滑・迅速
化と用地補償の適正化
に関する検討経費

厳しい財政事情の下、用地取得期間を短縮化するための
「用地取得マネジメント」の活用及び補償額算出の根拠であ
る損失補償基準等の検証・見直しを計画的に行い、公共事
業の効果の早期発現を図る。

平成２７年度は、用地取得期間を短縮するための手法であ
る「用地取得マネジメント」について、各地方整備局等にお
ける取組状況を把握するとともに、平成２４年度に各地方整
備局等へ通知した用地アセスメント調査等共通仕様書及び
同積算基準に基づき、実際に各地方整備局等が発注を行う
際の細部運用に関する指導等を行った。また、損失補償基
準等の検証・見直しについては、平成２０年度に策定した
「損失補償基準見直しアクションプラン」に基づき、平成２７
年度は、土地価格比準表等の見直しの検討を行った。

0 0 6_6 非該当

3709
国土交通
省

17 321

訪日外国人旅行者数
2000万人、3000万人を
迎えるための交通シス
テム等の受入キャパシ
ティに関する調査研究

本調査研究は、観光先進国等の事例を踏まえ、訪日外国人
旅行者数2000万人、3000万人時代に向け、また、「オリン
ピック・パラリンピック東京大会」等を契機とした訪日外国人
旅行者の急激な増加に対応した、交通システム及び宿泊施
設等の受入として必要なキャパシティを定量的に捉えること
等により、今後の対応方策の検討促進に幅広く活用するこ
とを目的とする。

①観光先進国等の外国人旅行者受入に関する調査、②オ
リンピック開催国における外国人旅行者の受入に関する調
査、③訪日2000万人、3000万人時代のシミュレーション、④
訪日外国人旅行者の受入キャパシティの検証、を実施す
る。

0 0 1_b_2_6 非該当

3710
国土交通
省

17 322
地域における交通シス
テムの効率的な維持・
運用に関する調査研究

本調査研究は、公共交通や民間旅客・貨物運送事業者に
おける貨客混載運送等のサービスの実態等について、過疎
化や高齢化が進む諸外国及び国内の事例や効果分析を行
うとともに、持続的な地域交通ネットワークの構築のための
多様な資金調達に関する情報等を収集・整理することによ
り、今後の地域における交通システムの効率的な維持・運
用に向けた方策を幅広く検討することを目的とする。

①諸外国の事例や効果分析等に関する調査、②国内の事
例や効果分析等に関する調査、③地域における交通システ
ムの効率的な維持・運用の検討、を実施する。

0 0 1_b_2_6 非該当

3711
国土交通
省

17 323
将来の国土交通シーズ
のポートフォリオ戦略に
関する調査研究

国土のグランドデザインが目指す2050年を目途とした建設
分野の複数のシナリオに応じて、必要な人的能力や要素技
術に関するニーズとそのボリュームを定量的に把握し、それ
らに的確に対応していくシーズの組合せ方策として、ポート
フォリオ戦略について検討することを目的とする。
※シーズ：技術、ノウハウ、アイデア、人材、設備など

（１）将来の建設分野のニーズとそのボリューム把握に関す
る調査

（２）中長期的な建設分野のニーズに対応した事例の調査

（３）中長期的な建設分野のシーズに対するポートフォリオ
戦略の検討

0 0 1_b_2_6 非該当

3712
国土交通
省

17 324
土地利用計画の利活
用に関する経費

土地利用の分野毎に「縦割り」となっている個別規制法（都
市計画法、農振法等）の計画・規制を総合調整する国土利
用計画法に基づく土地利用基本計画制度の的確な運用を
確保する等により、適切かつ合理的な土地利用を図る。

・土地利用基本計画は、都道府県土の土地利用の基本方
向を示すとともに、個別規制法で策定される計画等の総合
調整を担う。国は土地利用基本計画制度の適切な運用を
確保する観点から、総合調整機能の向上手法や土地利用
に関する各種データの収集・分析・応用方法等について検
討する。
・土地利用基本計画を変更する際の国と都道府県との協議
の円滑化及び土地利用基本計画図の国民への情報提供を
行う「土地利用総合支援ネットワークシステム」について、保

0 0 1_b_3_6 4_c_1_9 非該当

3713
国土交通
省

17 325 土地白書作成等経費

土地政策の基本的理念、土地をめぐる動向、社会経済状況
等をふまえた土地政策に係る基本的な課題等の分析・情報
発信及び国民等への理解の促進を図り、もって土地に関す
る施策を総合的かつ効率的に実施することを目的とする。

土地に関する動向等に関し、情報を収集し、調査・分析を
行った上で土地白書を作成し、国会へ提出することなどを通
じ、土地についての基本理念及び土地政策の重要性等に
ついて国民の関心を高め、その理解の促進を図る。

0 0 3_c4_5 非該当

3714
国土交通
省

17 326
土地取引の円滑化に関
する経費

国土利用計画法の土地取引届出制度の的確な運用を確保
すること等により、国・都道府県等における機動的かつ的確
な土地政策の実施に役立てるとともに、国民への土地取引
に関する的確な情報の提供を図る。

・国土利用計画法に基づく届出（一定面積以上の大規模土
地取引を対象とし、土地利用目的の審査のために提出を義
務づけている物）の全国的な動向を把握するため、都道府
県等から提供された届出情報を基に統計処理を行い、取引
主体別の届出状況などの分析結果を都道府県等へ提供す
る。
・法務省より提供される電子化された登記異動情報をもとに
全国の土地取引件数、面積等の土地取引動向の概況（地
目別、都市計画区域の区域区分別等）について集計を行
い、集計結果等を都道府県へ提供することにより土地取引
動向を把握する。

0 0 4_c_1_9 非該当

3715
国土交通
省

17 327
都道府県地価調査等
経費

 各都道府県が行う都道府県地価調査の結果を全国・圏域
別で集計・分析し、その地価動向を広く情報提供することに
より、適正な地価の形成に寄与するとともに、不動産市場の
活性化や適切な政策対応に資することを目的とする。

 各都道府県知事が、毎年７月１日における調査地点の正
常価格を不動産鑑定士の鑑定評価を求めた上で判定を行
う。国土交通省は、各都道府県が毎年実施した地価調査の
結果の提供を受けて、全国・圏域別に地価動向に関する集
計・分析を行い公表する。

0 0 4_c_1_9 非該当
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3716
国土交通
省

17 328 土地基本調査経費

　法人の土地・建物及び世帯の土地について、その所有及
び利用の状況等に関する実態を全国及び地域別に明らか
にすることにより、経済政策・土地政策の推進のために必要
な基礎資料（国民経済計算における土地賃貸料の推計、土
地資産額の推計等）を得ること及び統計が広く国民に活用
されることを目的とする。

　土地基本調査は、法人（本国に本所・本社・本店を有する
全ての法人（企業・学校法人・医療法人・各種協同組合な
ど））や世帯が所有する土地・建物の所有・利用の状況等を
全国及び地域別に総合的に明らかにできる唯一の統計調
査であり、以下の統計により構成される。

①法人土地・建物基本統計：統計法第２条第４項に基づく基
幹統計（平成５年から５年周期で作成）
　・法人の土地・建物の所有及び利用等の状況に関する事
項を調査し、その結果を集計・加工し、統計を整備して公表
する。
②世帯土地基本統計：加工統計
　・住宅・土地統計調査（総務省所管の基幹統計調査で、昭
和23年から５年周期で実施）の調査結果を活用し、世帯に
おける土地

0 0 4_c_1_9 非該当

3717
国土交通
省

17 329
土地関連統計調査経
費

　企業の土地取得状況や過去1年間に全国で行われた土地
取引の実態の把握、国及び地方公共団体における土地の
所有・利用に関する情報について整備・分析を行うことによ
り、土地政策の企画・立案を行う際の基礎資料として活用す
るとともに、広く国民に活用されることを目的とする。

①資本金１億円以上の法人を対象に郵送による調査を実
施し、所有する土地の面積、過去1年間の土地の売買状況
や未利用地の取得・利用状況を把握する。（土地動態調査：
一般統計。平成24年までは企業の土地取得状況等に関す
る調査として、平成25年は法人土地・建物基本調査の一部
として実施）
②土地取引の当事者である買主・売主双方を対象に郵送に
よる調査を実施し、土地売買主体の属性、土地売買の目的
等の実態を把握する。（土地保有移動調査：一般統計）
③国、地方公共団体が所有する土地関係資料を収集し、こ
れらの資料を加工、集計・分析することにより、全国的な国
公有地、市街化区域内農地、民有地の状況などの基礎

0 0 4_c_1_9 非該当

3718
国土交通
省

17 330
取引価格等土地情報
の整備・提供推進経費

　土地政策に関わる行政資料や不動産取引価格等の土地
に関する各種情報を一元的に収集・整備し迅速に提供する
ことにより、土地政策や土地市場の動向に関する情報等に
ついて国民が容易にアクセスできるようにし、土地について
の基本理念の浸透、土地についての理解の促進を図るとと
もに、不動産市場の信頼性・透明性を高め、不動産取引の
円滑化、活性化を図ることを目的とする。

 土地総合情報ライブラリー（国土交通省ホームページ）で、
土地に関わる各種の制度や不動産取引価格情報、地価公
示、土地白書、法人土地基本調査等の土地に関する各種
情報を一元的に収集・整備し、提供している。不動産取引価
格情報については、不動産の取引価格情報については、不
動産の所有権移転登記があった物件（法務省の登記異動
情報により把握）について、買主に対するアンケート調査等
を基に、当該不動産の取引価格、面積・形状等の情報を提

0 0 4_c_1_9 非該当

3719
国土交通
省

17 331

マクロ経済政策と連携
した土地政策推進のた
めの不動産動向指標等
の構築

不動産価格等の動向を把握し、不動産市場とマクロ経済と
の関係を明確に把握・分析した上で、マクロ経済政策と連携
した土地政策を推進する。

　IMF等の国際機関が共同で作成した、不動産価格指数の
作成に関する国際指針を踏まえて、日本銀行や金融庁など
と連携しつつ不動産価格の動向を的確に把握する指標等を
構築し、安定的・継続的に提供する。また、土地に係る税制
の変更などの土地政策や不動産市場の動向がマクロ経済
に与える影響や、金融・経済環境の変化が不動産市場に与
える影響等、不動産市場とマクロ経済の関係を的確に把
握・分析できるマクロ経済モデルを構築する。

0 0 1_b_4_6 1_b_3_6 非該当

3720
国土交通
省

17 332
土地市場の変化を踏ま
えた土地政策実現のた
めの経費

我が国の土地利用をめぐる状況は、少子・高齢化社会の到
来、人口・世帯数の減少への転向、宅地需要の減少、グ
ローバル化の進展により、不動産業をめぐる資金流動の広
域化など、大きく変化。そのような背景のもと、地価動向に
関する分析・評価方法や宅地動向等を検討し、適切な不動

土地・不動産市場に影響を及ぼしている国民・企業の土地
所有や賃貸等に対する意識、企業の土地取引意向・地価見
通しに関する半期毎の継続的な動向指標（ＤＩ）、住宅・マン
ション・オフィス市場における毎月の需給動向、公的主体に
おける定期借地権の活用実態等について調査・公表を行

0 0 1_b_4_6 非該当

3721
国土交通
省

17 333 地価公示

  地価公示は、地価公示法に基づき毎年１月１日時点にお
ける標準地の正常な価格を公示することにより、一般の土
地の取引価格に対して指標を与え、また公共事業用地の取
得価格の算定等に活用し、適正な地価の形成に寄与するこ
とを目的としている。公示価格は、不動産鑑定士が鑑定評
価を行う際の規準（公示価格と鑑定評価の対象土地との間
の均衡を保つ）、相続税評価額・固定資産税評価額の基礎
水準（相続税評価は公示価格の8割、固定資産税評価は7
割）になるなど、我が国の経済社会において必要不可欠な
役割を担っている。また、企業会計における時価評価の指
標や、重要な経済指標、政策決定の基本資料となるなど幅
広く活用されており、我が国の国民生活や経済活動を下支

  全国の都市計画区域等において、標準地の正常な価格を
国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日現在で判定し公
示する。基本的には、①２人の鑑定評価員（不動産鑑定士）
の鑑定評価を求め、②地域毎に組織された分科会に所属
する鑑定評価員が地域の市場分析等を共同で実施し、都
道府県毎の分科会幹事会、地方ブロック毎のブロック幹事
会等において広域的な市場分析や価格水準の検討を行
い、③これらの結果について土地鑑定委員会が集計・分析
を行い、公表する。

0 0 8_6 非該当

3722
国土交通
省

17 334
主要都市における高度
利用地の価格分析調
査

　地価動向を先行的に表しやすい主要都市における高度利
用地区について、四半期毎に地価動向・不動産市況に関す
る情報を把握・提供することにより、不動産市場の活性化や
機動的な政策対応に資することを目的とする。

　三大都市圏及び地方圏の政令指定都市等の高度利用地
区について不動産鑑定評価の手法を用いた地価動向の把
握を行うとともに、各地区の不動産関連業者、金融機関等
の地元不動産市場関係者から直近の不動産市場に関する
ヒアリング等情報収集を行う。これらの結果をとりまとめ、四
半期毎に「主要都市の高度利用地地価動向報告」（地価ＬＯ
ＯＫレポート）として発表する。

0 0 8_6 非該当

3723
国土交通
省

17 335
鑑定評価の適正性の
確保のためのモニタリ
ング経費

広く第三者に影響を及ぼす証券化対象不動産及び財務諸
表に係る不動産鑑定評価等を対象にモニタリングを実施
し、不動産市場の変化に応じて整備している「不動産鑑定
評価基準」や「価格等調査ガイドライン」が、評価対象に応じ
て適切に実務に反映されているか等を検証し、不動産鑑定
業者への指導監督等を行うことにより、不当な鑑定評価が
行われることを抑止し、鑑定評価の信頼性の確保・向上を
図る。

証券化対象不動産又は財務諸表に係る不動産鑑定評価等
を実施している不動産鑑定業者に対して、立入検査及び書
面調査を実施し、必要に応じて、不動産鑑定業者への指導
監督等を行う。
また、鑑定評価の依頼者等に対するヒアリング等を実施し、
その結果について整理を行う。
加えて、不動産鑑定士、学識経験者、公認会計士等からな
る委員会において、検査等で判明した鑑定評価に係る問題
点や対応方策を議論・検証する。その結果を踏まえ、国土
交通省において、不動産鑑定士の団体に対し、研修等通じ
て実務の改善を図るよう要請を行う。

0 0 6_6 非該当

3724
国土交通
省

17 336
不動産市場整備・活性
化の推進

「持続可能で活力ある国土・地域づくり」を進めるため、住
宅・土地などの不動産の需要拡大を図り、我が国経済の活
性化につなげることが重要であり、既存ストックの有効活用
も含め、流通市場の整備・活性化を図るなどとともに、消費
者が安心して取引を行うことができるよう不動産市場の整
備・活性化を推進する。

①宅建業者と関連事業者の連携によるワンストップサービ
スの提供や事業者から消費者への情報提供の充実等に係
る先進的な取組を調査、分析し、宅建業者等による実務的
な課題を検証したうえで、消費者が中古住宅を安心して取
引できる環境を整備する。
②不動産取引に必要となる十分な情報が宅建業者を通じて
消費者に適時的確に提供される仕組みの構築に向け、一
部地域でのプロトタイプシステムによる試行を行うとともに、
システムの全国展開に向け、自治体における行政情報の収
集、集約方法等の調査を行い、不動産市場の整備・活性化
を推進する。
③民法改正が不動産取引に与える影響について検討し、民
法改正に対応した売買契約書等のあり方を整理し紛争の未

0 0 3_c4_5 非該当

3725
国土交通
省

17 338
土地取引の適正な監視
の在り方の検討に必要
な経費

局地的な土地取引や巨大地震に対する防災・減災対策とし
ての高台移転などを想定した土地取引について、土地取引
の適正な監視に関する措置を講ずることにより、新たな土地
の投機的取引及び地価の高騰が国民に及ぼす弊害を除去
し、かつ、適正かつ合理的な土地利用を確保を図る。

・南海トラフ巨大地震等による被災が想定される地域におい
て投機的な土地取引等を未然に防止するため、震災復興に
おける土地取引監視により得られた知見等を踏まえ、土地
取引の監視に当たり着目すべき事項や監視区域の指定を
含め対応すべき事項等について検討を行う。
・具体的には、土地取引の監視体制構築等を図るため、各
種情報の分析、自治体間の情報共有・連携に向けた枠組み
の検討、「土地取引監視マニュアル」の整備等を行う。

0 0 3_c4_4 非該当

3726
国土交通
省

17 339
不動産証券化の推進に
関する経費

不動産証券化の効率的な推進により、不動産投資市場の
活性化を図るため、不動産証券化手法による公的不動産
（ＰＲＥ）の活用や、改正不動産特定共同事業法、ヘルスケ
アリート等の活用のための環境整備を進め、優良な都市形
成、資産価値の向上、地域経済の活性化、ひいては、企業
活動の円滑化や国民の安心増大、健康長寿の推進を図
る。

・地方公共団体等の公的主体を対象に、不動産証券化手法
等による公的不動産（ＰＲＥ）の活用のあり方に関する手引
書の作成・普及を行うとともに、公的不動産（ＰＲＥ）活用モ
デル団体支援事業を実施することで、不動産証券化手法等
による公的不動産（ＰＲＥ）の活用促進を図る。
・デベロッパー、事業運営者(オペレーター)、医療関係者等
を対象に、サービス付き高齢者住宅や有料老人ホーム等の
ヘルスケア施設を取得・運用するヘルスケアリートの普及啓
発等の取組を継続・強化し、更なる活用を図る。
・改正不動産特定共同事業法の適切な執行のため、事業者
に対する適切な監督を行うとともに、不動産証券化手法を
活用した不動産再生事業を促進するため、ガイドラインの普
及啓発を行うとともに、支援モデル事業等を行い、新規許可
等を目指す事業者や既存事業者等、地域人材の育成を図
る。許可事業社数や不動産証券化手法に通じた人材が増
加することにより、不動産特定共同事業を活用した地域の
老朽施設改修等の再生事業の促進を図る。

0 0 3_c2_3 非該当

3727
国土交通
省

17 340
海外からの不動産投資
の促進

我が国は約2500兆円に上る不動産ストックを有している我
が国不動産市場の国際化を通じ、我が国不動産市場の潜
在的成長力の顕在化及び新しい不動産ビジネスの創出を
喚起し、我が国不動産市場の安定的な発展に繋げる。

東京オリンピックや経済政策への期待を背景に、海外投資
家から我が国不動産への投資に対する期待が高まっている
好機を捉え、我が国不動産市場の国際化を促進するため
の新たな施策の調査・検討を実施し、我が国不動産市場の
活性化・国際競争力の強化等を図る。

0 0 1_b_2_6 非該当
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3728
国土交通
省

17 341
地方都市の不動産ファ
イナンス等の環境整備
事業

地方都市において、不動産ファイナンスの課題に取り組む
先進的な事例（例えば、利用者＝投資家となるような地域プ
ロジェクト）に関する事例集を作成するとともに、協議会等の
開催により知見の共有を図ることで、資金の循環による地
域の創生・再生を促進。

地方都市において、資金の循環による地域の創生・再生の
観点から、地域経済の核となる施設（オフィス、商業施設等）
又は社会的ニーズが高い施設（ヘルスケア施設等）等の整
備を行うにあたって、不動産証券化手法を含めた資金調達
手法の活用のあり方について検討する。
具体的には、地方都市の不動産ファイナンス等の環境整備
のための有識者検討会及び各地域における協議会の開
催、地方都市における不動産ファイナンス等に係る事例集
の作成を行う。これらの取組を通じて、不動産ファイナンス
の知見を持った人材を育成し、空き家・空き店舗等の有効
活用を促進することにより、地域経済を活性化させる。

0 0 3_c2_3 非該当

3729
国土交通
省

17 342
不動産の管理・流通の
ための環境整備の推進

国民の重要な居住形態であるマンションについて、中古流
通の活性化や賃貸管理の適正化に向けた環境の整備を図
り、消費者が安心してマンションに関する取引や賃貸管理を
行えることができるようにすることにより、不動産市場の整
備・活性化を推進する。

・中古マンションの購入予定者にとって有用な情報であるマ
ンションの管理情報について、購入予定者が必要とする管
理情報の項目や内容等の整理・検討等を行い、管理情報の
充実や迅速な購入予定者への開示・提供を促す方策の検
討を行うことにより、マンションの中古市場の拡大に向けた
環境の整備を図る。
・賃貸住宅管理業者登録制度について、施行から約３年が
経過したことを踏まえ、同制度の運用実態を調査し、制度の
効果や課題等の検討を行い、同制度の普及促進を図ること

0 0 3_c4_5 非該当

3730
国土交通
省

17 343
建設分野における国際
展開の推進

　発展途上国等の建設市場ではインフラ需要が極めて旺盛
であり、我が国政府においても、インフラシステム海外展開
を「日本再興戦略2016」の重要政策として位置づけていて、
平成28年5月には、総理が「質の高いインフラ輸出拡大イニ
シアティブ」を発表し、アフリカを含む全世界における「質の
高いインフラ投資」を日本が支援する方針を掲げたところ。
このような状況を踏まえ、「質の高いインフラ投資」や我が国
の建設分野における優れた技術・ノウハウに対する理解促
進を図ることにより、我が国のインフラシステム海外展開の
推進や建設関連産業の国際競争力の強化を図ることを目
的としている。

　官民連携により、トップセールスや相手国政府との官民会
議を実施するほか、具体的な案件受注を目的とした調査、
国際機関や在京大使館等と連携した情報発信などを通じ
て、建設分野における優れた技術・ノウハウを活かした「質
の高いインフラ投資」を推進するための取組みを行ってい
る。
　具体的には、アフリカ各国（コートジボワール、ナイジェリ
ア、ウガンダ、ザンビア）において官民インフラ会議を実施す
るとともに、TICAD VIにあわせて日・アフリカ官民インフラ会
議を開催し、アフリカにおいて「質の高いインフラ投資」を推
進することについて、アフリカ各国閣僚と合意している。ま
た、我が国企業のアフリカ進出を支援するため、平成28年9
月にアフリカ・インフラ協議会(会員企業約140社)を発足し、
在京大使等との意見交換等を実施している。さらに、上記会
議のフォローアップとして定期的な政策対話を実施すること
について、各国と合意している。中央アジアにおいては、平
成27年の総理訪問を踏まえ、各国（ウズベキスタン、キルギ
ス等）において官民インフラ会議や具体的な案件形成に向
けたテーマ別セミナーを開催している。キューバにおいて
は、平成28年9月の首脳会談を踏まえ、官民インフラ会議を
開催している。さらに、より効果的な情報発信のために、世
界銀行等の国際機関と連携した国際会議や各国在京大使

0 0 5_d4_2 非該当

3731
国土交通
省

17 344
建設業許可処理システ
ム等の整備の推進

建設業許可、宅地建物取引業免許、マンション管理業登録
の申請等に係る審査において、各行政庁が同一の審査シ
ステムを活用することにより、厳正な審査を迅速に行うととも
に、事業者情報を提供して消費者取引の安全を図る。

建設業許可、宅地建物取引業免許、マンション管理業登録
の申請等に係る審査において、各行政庁が保有する事業
者情報を一元的に管理するシステムを利用して、営業所等
において専任を要する人的配置の重複排除等審査の厳正
化・迅速化を図るとともに、建設業者、宅地建物取引業者等
の企業情報（許可等の取得情報等）について、インターネッ
トによる公開を行い、消費者による適切な事業者選択等を

0 0 8_6 3_c4_5 非該当

3732
国土交通
省

17 345
建設関連業の新たな役
割と一層の活用の推進

建設関連業（測量業、建設コンサルタント、地質調査業）に
おける建設関連業者登録システムの改修･保守を行い、登
録事務の効率化や登録制度を活用する発注者の利便性の
向上を図り、もって建設関連業の健全な発展に資することを

各地方整備局等で実施している建設関連業者の登録･審査
事務の効率化と時間短縮、申請者と発注者の利便性向上、
セキュリティ確保等を図るため、建設関連業者登録システム
の改修･保守等を行う。

0 0 4_b4_2 非該当

3733
国土交通
省

17 346
建設業における法令遵
守の徹底

建設投資が急速に減少する中で、技術と経営に優れた企業
が生き残り、成長することを促す競争を実現するため、都道
府県と連携し、法令遵守の徹底をはじめとする公正な競争
基盤を確立することを目的とする。

建設業における取引の適正化を図るため、下請取引等実
態調査や立入検査等の実施を通じて建設業者に対する指
導の徹底を図るとともに、建設工事の契約上のトラブルに関
する相談窓口を設けて、請負契約の適正化を図る。さらに、
適正な技術者配置の徹底に向けた検討のため、技術者に
よる現場施工の実態等を調査する。

0 0 8_6 1_c_3_9 非該当

3734
国土交通
省

17 347
建設業における労働・
資材対策の推進

建設業では、技能労働者の高齢化と若年入職者の減少が
進行していることから、社会保険加入等の労働環境改善や
中核的な技能労働者の評価・活用促進により、人材確保、
生産性の向上、企業間の健全な競争環境等を構築する必
要がある。また、工事費あたりに必要な資材量や建設労働
需給動向を予測・把握することにより、建設業者等が建設資
材の調達、人材確保を計画的に実行できるよう労働資材の
需給安定化対策や良質な労働力の確保を推進し、建設工
事の円滑な執行を図る必要がある。

建設業の持続的な発展のため、適切な賃金水準の確保・社
会保険未加入対策の推進、建設業の担い手確保・育成に
関する調査等を行う。
建設資材・労働需給安定化等の対策を推進するため、平成
２６年度内に着工した建築工事の施工金額、使用資材量、
労働者数等を集計し、請負金額あたりの資材量、就業者数
（金額原単位）の算出を行う。また、建設労働需給を把握す
るため、型わく工、左官、とび工、鉄筋工、電工、配管工を使
用している建設業者へ調査票を送付し、毎月、技能労働者
の確保状況等について職種別・地域別に調査を行う。

0 0 1_c_3_9 非該当

3735
国土交通
省

17 348
我が国建設業等の海
外展開の推進

世界の建設市場では経済成長に伴い膨大なインフラ需要
の発生が見込まれており、このような状況下で、我が国建
設業の持続的な発展を図り、我が国の成長戦略を実現する
ため、我が国建設企業等の海外展開を支援する。

我が国建設・不動産業の持続的な発展を図り、我が国の成
長戦略を実現するため、川上の情報の収集・提供能力の強
化、各国政府と連携した戦略的な市場環境整備、中堅・中
小企業の海外進出支援、建設産業分野の制度整備支援等
を通じて、我が国建設・不動産企業の海外展開を促進す

0 0 5_b4_2 非該当

3736
国土交通
省

17 351
多様な入札契約方式モ
デル事業等の実施

　中長期的な担い手の確保、行き過ぎた価格競争の是正、
地域のインフラメンテナンス、発注者のマンパワー不足等の
課題に対応するための新しい入札契約方式にモデル的に
取り組む地方公共団体に対する支援等を行い、多様な入札
契約方式等の導入・活用を推進する。

　公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正
する法律（平成２６年法律第５６号）等の施行を踏まえ、発注
者である地方公共団体における多様な入札契約方式の導
入・活用を促進するため、発注者である地方公共団体に対
して、専門家等を派遣し、他の発注者のモデルとなる発注
への支援（支援対象事業の性格や地域の実情等に関する
課題の整理、最適な入札契約方式の検討、新たに導入する
入札契約方式において必要となる諸手続等）を実施する。

0 0 3_c2_3 非該当

3737
国土交通
省

17 352
建設分野における外国
人材活用の適正化事
業

　本施策の実施により、外国人建設就労者の就労環境の適
正化を図り、もって建設特定活動の円滑な実施を促進する
ことで、復興事業の更なる加速を図りつつ、2020年オリン
ピック・パラリンピック東京大会の成功に万全を期すことを目
的とする。

　復興事業の更なる加速を図りつつ、2020年オリンピック・
パラリンピック東京大会の関連施設整備等による当面の一
時的な建設需要の増大に対応するため、平成26年4月4日
の関係閣僚会議において「建設分野における外国人材の活
用に係る緊急措置」が取りまとめられたところ。
　当該緊急措置では、現行の技能実習制度を上回る監理体
制を構築することとしており、監理団体及び受入企業に対し
て巡回指導等を実施する「制度推進事業実施機関」の体制
整備、管理システムの構築を行うことにより、建設分野にお
ける外国人材の活用の適正化を図る。

0 0 5_a4_2 非該当

3738
国土交通
省

17 353
建設業における女性の
更なる活躍の推進

建設業においては、従事者の高齢化や若年入職者の減少
により、将来の担い手の確保が喫緊の課題となっている。こ
うした状況下、建設業での女性の活躍は、業界に新たな活
力や刺激をもたらすほか、あらゆる性別や世代に対して業
界の魅力を高め、担い手確保に向けた原動力となるような
好循環が期待される。女性の更なる活躍を国内人材確保策
の柱の一つに位置づけ、業界全体の活性化と将来の担い
手確保を図る。

建設業での女性の活躍には、女性の採用等に積極的な企
業の情報が女性に届きにくいこと、中小建設企業では女性
が社内では少数派で、ロールモデルとなるような先輩社員
が身近におらず将来の姿を見通しづらいこと、結婚や育児
でいったん業界から離れると復帰へのハードルが高いこと
などの課題が指摘されている。女性活躍に向けた業界の機
運を官民挙げて醸成・持続・加速化していくには、こうした課
題に対して重点的に即応した取組をパッケージとして総合
的に推進していくことが重要である。本事業では、女性活躍
に係る地域連携、次世代の女性リーダー育成、女性も働き
やすい現場環境の整備、他産業のアイデア取込等の取組
を通じ、建設業における女性の更なる活躍を推進する。

0 0 5_c4_2 非該当

3739
国土交通
省

17 354
地域建設産業活性化
支援事業

　建設産業は、これまで続いた建設投資の減少や受注競争
の激化等により建設企業が疲弊し、現場の技能者等の処遇
悪化に伴う離職者の増加や若年入職者の減少等といった
構造的な問題が発生している。
　本事業により、担い手確保・育成や生産性向上に資するモ
デル的な事業スキームを構築し水平展開することで、技能
者の処遇改善、若手技能者の早期活躍の推進、教育訓練
の充実強化等による入職者の増加・離職者の防止、建設生
産システムの省力化・効率化・高度化を通じた生産性向上
を図る。

　中小・中堅建設企業等からの相談を受け付ける窓口を各
地方整備局等に設置し、各分野の専門家から構成される
「活性化支援アドバイザー」によるアドバイスを実施（相談支
援）。
　また、担い手確保・育成又は生産性向上に関する取組み
でモデル性の高い案件について、複数の建設企業等及び
建設業団体、地域教育訓練施設等とグループを結成させ、
活性化支援アドバイザー等から構成される専門家チームに
よる目標達成に向けた継続的なコンサルティング支援や、
事業に係る経費の一部を支援するステップアップ支援を実
施（重点支援）。
　加えて、モデル性の高い取組み事例を広く建設産業界に
周知すべく、ＷＥＢ上での電子ブック掲載や建設業界団体等

0 0 5_c4_2 3_c4_5 非該当
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3740
国土交通
省

17 355
道路分野の海外展開
支援に係る経費

道路分野の海外展開を支援する。
日本と同じく海外の市場獲得を目指している他国との競争
に打ち勝つために、事業早期段階から官民が連携し、道路
インフラプロジェクト全体への参画を目指す。

○相手国との政策協議
セミナーの開催、政治のリーダーシップによるトップセールス
の展開、情報収集力向上等の取り組みを行い、我が国によ
る案件獲得の働きかけを行う。
○海外における道路プロジェクトの案件発掘・形成
プロジェクトの構想初期にタイムリーに発注者にアイディア
を持ち込み、日本がイニシアティブを取って事業を進められ
るよう、案件発掘、案件形成調査を実施する。
〇道路技術の国際標準化
ASEAN地域において我が国の技術の普及を図るとともに、
日系企業等の活動を支える質の高いインフラとしての国際
的な道路網整備を目指す。

36,000 36,000 5 一般 - 95 4 - - - - 2_c_1 8_6 該当

科学技術関係予算のうち、決算後
に確定する公共事業費等の一部に
ついては、平成28年度はその決算
実績額を、平成29年度は平成28年
度の決算実績額を参考値として計
上。

3741
国土交通
省

17 357 国土交通統計

　統計法に規定する基幹統計及び一般統計として、建築
物、住宅の着工及び輸送等の実態を把握し、国民や企業な
どの社会経済活動、国土交通行政に関する企画立案のた
めの基礎資料として、官民の様々なニーズにおける活用を

　統計法に規定する基幹統計及び一般統計の調査を実施
し、結果の公表を行う。

0 0 4_c_1_9 非該当

3742
国土交通
省

17 358
大都市交通センサス実
施経費

首都圏、中京圏、近畿圏の三大都市圏における鉄道・バス
等の大量公共交通機関の利用実態を調査し、旅客流動量
や鉄道・バス等の利用状況及び鉄道間の乗換施設の実態
を把握し、人口分布と輸送量との関係や輸送需要構造等の
分析を行うことで、広域交通圏における公共交通ネットワー
クの利便性向上、交通サービスの改善等の公共交通施策
の検討に資する基礎資料を提供することを目的とする。

3年間にわたる調査を予定しており、第12回調査（平成27～
29年度実施）では、平成27年度に実査、平成28年度に実査
データを基にした集計・分析、そして平成29年度に分析の深
度化及び次回調査の仕様の検討を予定している。具体的な
実査手法として、平成27年度に三大都市圏の駅及び空港
バスターミナル等において、利用者に対するアンケート調査
を実施した。更に交通事業者に対して、駅間又はバスターミ
ナル間の旅客流動量及び輸送力の調査と、駅における鉄
道間の乗換施設についての整備状況及び乗換時間の調査
を行った。集計・分析手法として、平成28年度にアンケート
のサンプルデータから全利用者数への拡大推計を実施す
る。平成29年度に行う分析の深度化では、政策課題やニー
ズに対する分析を国勢調査等の他の統計調査と組み合わ

0 0 4_c_1_9 非該当

3743
国土交通
省

17 359
全国貨物純流動調査
実施経費

平成27年度における全国の貨物の純流動の実態につい
て、調査を実施し、とりまとめ公表する。
本調査は昭和45年以降5年おきに実施してきており、今回
が第10回目となるが、その結果は政府・地方自治体におけ
る物流関連施策、インフラ施設整備の検討資料として広く用
いられることとなるほか、大学、民間研究機関等における研
究資料として、また物流関連民間事業者における経営戦略
立案のための基礎資料としても広く用いられている。

全国の鉱業、製造業、卸売業、倉庫業の事業所から、地
域、業種、事業所規模等の階層ごとに標本となる事業所を
一定数抽出し、各事業所における年間輸送傾向及び3日間
流動を純流動ベースで調査する。平成27年度に調査票の
設計、配布、回収を行い、平成28年度に母集団推計、分析
とりまとめを実施する。結果については、広く一般にも使用
していただけるよう、過去に実施したものとあわせる形でイ
ンターネットでも公開する。

0 0 4_c_1_9 非該当

3744
国土交通
省

17 360
幹線鉄道旅客流動実
態調査

　幹線鉄道旅客流動実態調査は、平成２年から５年に１度、
全国の新幹線や幹線鉄道の特急列車等を利用した旅客の
流動等を調査し、需要予測モデルの構築と予測、費用便益
分析等の交通政策や交通施設の整備計画など、今後の幹
線鉄道に関する政策の分析・検討に資するとともに、陸・海・
空にわたる総合的な交通体系の整備を進める上で重要な
全国旅客純流動調査にも資する基礎資料として、様々な視
点からの幹線旅客流動の実態を明らかにすることを目的と

　第６回調査として、平成２７年秋頃の平日及び休日それぞ
れ１日、全国の幹線鉄道において、調査員が調査列車の中
で旅客に調査票を配布し、旅客が調査票の記入を終わった
後に回収する方式で調査を実施し、回収した調査票を集計
することで全国の幹線鉄道に係る旅客の流動量、旅客の特
性、実勢運賃等の旅客流動の実態に関する総合分析を行
い、幹線鉄道の現状把握及び将来の需要予測等の基礎資
料となるデータのとりまとめを行う。

0 0 1_b_4_6 非該当

3745
国土交通
省

17 361 土地分類基本調査

土地分類基本調査は、国土調査法（昭和26年法律第180
号）に基づき、土地をその利用の可能性により分類する目
的をもって、土地の利用現況、土性その他の土壌の物理的
及び化学的性質、浸蝕の状況その他の主要な自然的要素
並びにその生産力に関する調査を行い、その結果を地図及
び簿冊に作成するものである。

国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を図ること
を目的とした第6次国土調査事業十箇年計画（平成22年5月
25日閣議決定）に基づき、近年、土地の安全性について国
民の意識・関心が高まっていることも踏まえ、土地本来の自
然地形や過去の改変履歴、災害履歴等に関する情報を整
備・提供する土地分類基本調査（土地履歴調査）を実施す
る。なお、平成27年度は、九州地区などにおいて、人工地形
分類図等の土地状況変遷情報や災害履歴図等の整備を

0 0 8_2_5 非該当

3746
国土交通
省

17 362 水基本調査

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第２条に基づく水基
本調査として、国土を構成する重要な要素である地下水等
の実態を、科学的且つ総合的に調査することにより、 国土
の開発及び保全並びにその利用の高度化に資する。

　国土を構成する重要な要素であり、可視化が困難である
地下水の実態を把握し一般国民の理解の促進に資するた
めに、（１）全国の深井戸を対象に、井戸施設の規模、地下
水位等について情報を収集し簿帳に整理した全国深井戸
台帳調査、（２）一般に目にすることが出来ない地下水に関
して様々な要請に応じた図化手法を検討する地下水図面化

0 0 8_2_5 非該当

3747
国土交通
省

17 363 地籍調査

　土地の境界は、自分では分かっていると思っていても、隣
地の所有者の理解と同じとは限らない。登記されていても、
登記所の地図の約半分は明治時代に作成された公図であ
り、現地の位置すら不正確となる場合が少なくないため、土
地取引、都市再生、森林施業、公共事業の実施、災害復旧
等の円滑な実施の支障になり、また、多大な費用も要するこ
とになる。
　地籍調査の実施により、一筆毎の地籍（境界、面積等）を
明確化できる。その成果は登記所に送付され、登記所の地
図として備え付けられる。明確になった地籍の成果は、土地
取引の円滑化、大規模災害に備えた事前防災対策の推
進、被災後の復旧・復興の迅速化、社会資本整備の円滑

　地籍調査は国土調査法等に基づいて実施されており、一
筆毎の土地の境界、面積等を調査し、その成果を地図及び
簿冊に取りまとめるものである。主な実施主体は市町村で
ある。国は国土調査法の規定により、地籍調査を実施する
市町村等に対して都道府県を通じて負担金を交付すること
になっている。具体的には、市町村が実施する場合の事業
費の負担割合は、国1/2、都道府県1/4、市町村1/4 となっ
ている。

0 0 4_c_1_9 非該当

3748
国土交通
省

17 364 基本調査

　地籍調査の基礎とするために行う土地の測量として基本
調査を実施している。都市部では官有地と民有地の間の境
界情報の整備に必要な基礎的な情報を整備することを目的
として実施している。また、山村部では、土地所有者等の高
齢化や不在村化等により境界情報の喪失が懸念されるた
め、境界情報を簡易に広範囲で保全することを目的として
実施している。

　基本調査は国土調査法等に基づいて都市部と山村部に
おいてそれぞれ実施している。都市部では、官民の境界情
報（道路等と民有地の境界点及びそれを結んだ線に関する
情報）を調査する。山村部では、主要な土地境界情報（三筆
が交わるような主要な境界点等に関する情報）を調査する。
これらの成果は地図と簿冊であり、後に市町村等により実
施される地籍調査に活用される。なお、この基本調査は国
による直轄調査であり、国土交通本省及び地方整備局等に

0 0 3_c4_5 非該当

3749
国土交通
省

17 365 地籍整備推進

　東日本大震災の被災地では全体として地籍調査が他地
域より進捗していたことにより用地取得が迅速に進むなど
の地籍調査の有用性が多方面で再認識された。このため、
近年では被災地以外の地方公共団体において地籍調査の
着手・再開が増加傾向を示している。しかしながら、地籍調
査の主な実施主体である市町村の財政・体制上の困難さか
ら、地方公共団体が望む量の地籍調査を十分に行えない
状況にもなっている。
　このような中、地方公共団体や民間事業者等が実施する
地籍調査以外の測量成果についても、国土調査法第19条
第５項に基づく指定制度を積極的に活用することにより、地

　国土調査法第19条第５項に基づき、所定の精度以上の地
籍調査以外の測量成果を地籍調査と同等のものとして扱え
ることになっている。この仕組みを活用して地籍調査以外の
測量成果を機動的に活用しようとするものである。
　特に都市部における地籍調査の進捗率が遅れているた
め、平成22年度からは都市計画区域内等における地籍調
査以外の測量成果を対象として、国が必要な助成を行い、
地方公共団体及び民間事業者等が行った測量成果を機動
的に活用することとしている（調査実施主体別の補助金の
額は、地方公共団体：調査・測量に要する費用の1/2以内、
民間事業者等：調査・測量に要する費用の1/3以内）。

0 0 3_c4_5 非該当

3750
国土交通
省

17 366 基準点測量等

　地籍調査において土地の一筆毎の境界を測量し、正確な
位置や面積を求めるためには、正確な座標値を有する国家
基準点（電子基準点、一等～四等三角点）に基づいて測量
を実施する必要がある。このため、本事業では、国家基準
点（電子基準点等）を用いた適切な測量手法についての指
導等を実施するほか、国家基準点が不足し地籍調査の実
施が困難な地域においては、四等三角点等を設置し、市町
村等による円滑かつ正確な地籍調査の実施に努める。

　翌年度に地籍調査の実施を予定している地域のうち、国
家基準点が不足しており、地籍調査の実施が困難な地域に
ついて、地籍調査の実施主体である市町村等の要望を踏ま
えた上で、国（国土地理院）が設置点数や設置場所を精査
し、四等三角点等を設置している。
　また、平成27年度より、地籍調査において、国土地理院が
管理している電子基準点のみを与点とする効率的なＧＮＳＳ
測量手法（以下「電子基準点を用いた測量手法」という。）を
導入し、新たな四等三角点等を設置することなく、地籍調査
を実施することが可能となったため、市町村等に対し、当該
手法の普及啓発を実施し、より円滑な地籍調査の実施を推

120,825 61,786 5 一般 - 95 4 - - - - 2_c_4 3_b_3 該当

3751
国土交通
省

17 367
トラック運送業における
パートナーシップ環境
整備事業

　独占禁止法及び下請法の違法行為の未然防止や燃料
サーチャージの導入等を含め、適正取引の推進対策につい
て、広く荷主、元請事業者､貨物自動車運送事業者等が協
議していくため、トラック輸送適正取引推進パートナーシップ
会議等を中央及びブロック毎に設置する。

荷主とトラック運送事業者の間に安全を阻害するような不適
正な取引の是正など荷主とトラック運送事業者との間にお
ける適正な取引を推進することは、安全確保のためだけで
なく、市場環境整備のためにも非常に重要であるため、本
省及び各地方運輸局等において荷主やトラック事業者等の
トラック輸送関係者による「トラック輸送適正取引推進パート
ナーシップ会議」等を開催し、これら関係者における望まし
いパートナーシップの構築を図ることにより、安全協力要請
が必要となるような不適正な取引の低減に取り組むこととす

0 0 5_d4_2 非該当
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3752
国土交通
省

17 368
トラック産業将来ビジョ
ン策定等調査

トラック産業は、産業活動や国民生活に不可欠な貨物の輸
送サービスを提供する事業であり、国民生活の向上・社会
経済の維持発展に欠かせない重要な社会的基盤である。
我が国のトラック産業の有する可能性をもとに、将来に向け
た「あるべき姿」の提示と、公平・公正な競争環境の実現の
ために克服すべき課題を整理するためトラック産業将来ビ
ジョンを策定することとする。

・我が国の国民生活・経済活動を支えるトラック運送事業の
将来に向けた「あるべき姿」の提示と、公平・公正な競争環
境の実現のために克服すべき課題を整理するため「トラック
産業に関する将来ビジョン検討会」を設置、開催。
・平成22年7月に取りまとめられた「トラック産業の将来ビジョ
ンに関する中間整理」を受け、最低保有車両台数のあり方
及び適正運賃収受に向けた取組みについて、「最低車両台
数・適正運賃収受ワーキンググループ」を設置、開催。
・平成24年12月に「第5回トラック産業に係る将来ビジョンに
関する検討会」での決定を受け、トラック業界の安全性、健
全性を向上させるための検討課題として、「参入時基準の
強化」、「多層構造の弊害の解消に向けた施策」等の各課題
に対応する具体措置を抽出、検討し、その実施に向けて協
議を行う作業部会を設置、開催。
・平成25年10月に事業者が行っている様々な取組、人材育
成などの経営努力について意見を交換し、今後のトラック行
政に反映するため、「トラック産業の将来展望に関する研究
会」を設置、開催。
・平成26年3月にトラック産業の総合的な健全化、活性化に
向けた対策について議論するため「トラック産業の健全化・
活性化に向けた有識者懇談会」を設置、開催。
・平成27年5月に荷主都合による手待ち時間等による労働
条件の改善に向けた対策について議論するため「トラック輸
送における取引環境・労働時間改善協議会」を設置、開催。

0 0 5_d4_2 非該当

3753
国土交通
省

17 369
自動車運送・整備事業
の経営基盤強化

　トラック、バス等の貨物・旅客の運送事業や、安全性確保
等のための自動車整備事業は、地域の経済・雇用を担う公
共性のある事業であるが、生産年齢人口の減少等による人
材不足の深刻化が進んでいるため、人材の確保・育成対策
に加え、生産性の向上を図り、自動車運送･整備事業の経
営基盤の強化を図る。

自動車運送・整備事業における経営基盤強化をするため、Ｉ
Ｔを活用した中継輸送導入に向けた取組、女性が活躍する
ための自動車整備における工具、機器の仕様調査、自動車
整備事業における適切な外国人技能実習制度運用に関す
る啓発活動、地方運輸支局等による高校訪問等を行う。

0 0 3_c2_3 非該当

3754
国土交通
省

17 370
船員雇用促進対策事
業費

海上企業又は漁業をめぐる経済事情又は国際環境の変化
等に鑑みて、船員の雇用の促進に関し必要な措置を講ずる
ことにより、船員の職業及び生活の安定に資する。また、地
方の物流・人流を支えるため全国各地で流動的に働く内航
船員について、著しい高齢化に対処し、地方と地方・地方と
中央の安定的な海上輸送を維持するため、新人船員の確
保・育成を支援する。

船員の雇用の促進に関する特別措置法（船特法）の規定に
よる船員雇用促進センターが行う船員雇用促進等事業に対
して定額補助を行うとともに、離職を余儀なくされた船員で
あって再び船員になろうとする者に対して漁特法等の規定
による給付金を支給する。また、海上運送法の規定による
日本船舶・船員確保計画の認定事業者が行う船員計画雇
用促進等事業に対して定額補助を行うとともに、船員の新
たな就業ルートとして、社船実習を実施するため、内航海運
事業者が船舶を提供した経費に対して定額補助を行う。

0 0 8_6 5_a4_2 非該当

3755
国土交通
省

17 371
船員の確保・育成等総
合対策の推進に必要な
経費

 国民生活を支える海上輸送の安定的な確保を図る上で必
要不可欠である船員の確保・育成を総合的に推進する。

 船員確保・育成等の促進を図るため、海への関心を高める
ための若年内航船員確保推進事業を実施するとともに、ア
ジア人船員の確保・育成のため開発途上国船員教育者養
成事業を実施する。
　また、船員の雇用促進、安定及び船員の労働保護並びに
作業環境の改善等を図るため、船員職業紹介業務の効率
化維持、船員派遣事業等の監督・指導等及び船員災害防
止対策等を実施する。

0 0 5_a4_2 8_6 非該当

3756
国土交通
省

17 372
船舶産業の競争力強
化に必要な経費

地方の経済と雇用を支えつつ主要な輸出産業として我が国
のGDP向上や貿易収支の改善に寄与している重要な産業
である造船業及び舶用工業の維持発展・競争力強化を図
り、もって我が国の雇用創出と経済の発展に資することを目
的とする。

地方の経済と雇用を支えつつ主要な輸出産業として我が国
のGDP向上や貿易収支の改善に寄与している重要な産業
である造船業及び舶用工業の維持・競争力強化を図り、我
が国の雇用創出と経済の発展に資することを目的として、
国際市場環境の整備、国内造船業の経営革新に向けた指
導等を行うための調査等を実施する。

0 0 1_b_4_6 非該当

3757
国土交通
省

17 373
経済協力開発機構造
船部会分担金

造船市場は世界単一市場であり、一カ国の政策は世界の
造船市場に影響を及ぼし得ることから、経済協力開発機構
（ＯＥＣＤ）造船部会では、造船に関する唯一の政府レベル
の多国間フォーラムとして、造船市場の健全化のための政
策協調に関する協議等を実施。我が国は主要造船国とし
て、同部会での協議を主導。

造船部会では、主な取組の一つとして、公正な競争条件を
歪めるような不当な公的助成等の抑止・廃止に向け、各国
において措置されている補助金等の調査・評価（レビュー）
を実施。同部会における取組の実施に必要な資金として、
同部会の年度予算（１月～１２月）に係る我が国分担金を拠
出する。

0 0 8_6 非該当

3758
国土交通
省

17 374
シップリサイクルに関す
る総合政策

船舶の解撤（シップリサイクル）に係るシップリサイクル条約
（2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再生利用のため
の香港国際条約）が採択され、国際動向や条約施行に必要
な各種ガイドラインの整備が完了したこと等を踏まえ、我が
国における当該条約の批准に向けた検討を行う。

我が国のシップリサイクル条約批准に向けた準備を行うた
め、主要解撤・海運国の取組等国際動向の把握や国内関
係事業者の実態調査を実施するとともに、条約及び関連ガ
イドラインに適合するための国内法制度を検討する。また、
専門的・技術的見地に基づく意見等を聴取するため、学識
経験者、関連業界等から構成される「シップリサイクル条約
の批准に向けた検討会」を開催する。

0 0 1_b_4_6 非該当

3759
国土交通
省

17 375
（独）海技教育機構運
営費交付金

船員となろうとする者及び船員（船員であった者を含む。）に
対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに
航海訓練を行うこと等により、船員の養成及び資質の向上
を図り、もって安定的かつ安全な海上輸送の確保を図ること
を目的とする。

・海上技術学校及び海上技術短期大学校を全国に配置し、
新人船員の学科教育を実施。
・海技大学校においては、既存の船員等を対象として、上級
の海技資格取得を目的とする教育やシミュレータ等を活用
して、船舶機器の技術革新に対応した実務教育を実施する
など、新人教育や海運会社のニーズに対応した再教育を総
合的に実施。
・５隻の練習船で、商船系船員教育機関15校（商船系大学
（2校）、商船系高等専門学校（5校）、海上技術短期大学校
（3校）、海上技術学校（4校）及び海技大学校（1校））の学生
等に対し航海訓練を実施。

0 0 5_a4_2 非該当

3760
国土交通
省

17 376

海洋産業の戦略的振
興のための総合対策
（次世代海洋環境関連
技術研究開発費補助
金関係経費）

国際海運における燃費基準（最低基準）の更なる強化、燃
料油課金等の経済規制の導入に向けた国際的な議論を踏
まえ、当該議論の主導を図るとともに、我が国海事産業の
国際競争力強化を後押しし、地域経済・雇用の拡大を図る。

我が国海事産業の国際競争力を強化するため、次世代海
洋環境技術（船舶の省エネルギー技術）の開発を支援（１／
３補助）する。

270,644 0 5 一般 - 13 4 ○ - - ○ 1_a_1 該当

3761
国土交通
省

17 377

海洋産業の戦略的振
興のための総合対策
（次世代海洋環境関連
技術研究開発費補助
金関係経費を除く）

エネルギー需要の増加に伴い、拡大する世界の海洋開発
市場を取り込み、成長エンジンの１つとするため、我が国海
洋産業の国際競争力を強化し、戦略的に振興するための総
合対策を実施する。

海洋開発分野における我が国産業界のビジネス拡大を図
り、海洋産業の国際競争力を強化するため、海洋資源開発
関連技術の開発を支援するとともに、海洋資源開発の基盤
となる技術者の育成システムの構築に向けた環境整備を着
実に実施する。

539,988 372,775 5 一般 - 13 4 ○ - - ○ 1_a_1 3_b_1_3 3_b_2 5_a4_1_3 該当

3762
国土交通
省

17 379
海洋エネルギー活用・
水素社会実現に向けた
安全・環境対策

日本周辺の海洋エネルギー（波力、潮流等）の豊富なポテ
ンシャルを踏まえ、海洋エネルギーの活用を促進するため
に浮体式等海洋エネルギー発電施設の安全・環境対策を
図る。また、環境に優しい水素燃料電池船の実用化にあた
り、船舶の安全面を担保する制度の整備を図る。

海洋エネルギー発電施設を洋上・海中という厳しい自然環
境において安全に稼働させるとともに、油流出等海洋環境
汚染を防止するため、必要となる浮体・係留設備等に係る
安全面及び環境面に関する技術的検討を実施し、民間企
業の設計手法の指針となる安全ガイドラインを策定する。
また、燃料電池船に関する安全基準が整備されていないた
め、海上特有の技術的課題(塩害、動揺対策等)を踏まえ、
民間企業が燃料電池船事業に参画できる基盤整備のた
め、燃料電池船に係る安全ガイドラインを策定する。

55,234 28,501 5 一般 - 13 4 ○ - - - 2_c_5 該当

3763
国土交通
省

17 380
造船業における人材の
確保、育成

人材確保、育成等に資する方策の推進を通じて、国内生産
拠点の維持、国際競争力の維持・向上等を図り、造船所が
集積している地域経済を支える我が国造船業の持続的な
発展を図る。

地域経済を支える我が国造船業が人材不足により成長の
機会を失することがないよう、人材の確保・育成対策を実施
するとともに、受入・監理体制の構築による外国人材の活用
の適正化を図る。

0 0 5_a4_2 非該当

3764
国土交通
省

17 382
（独）海技教育機構施
設整備費補助金

船員（船員であった者及び船員になろうとする者を含む。）に
対する船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに
航海訓練を行うこと等のために必要な施設・設備の整備を
行う。

海技教育機構の学校施設及び老朽化した施設の整備につ
いて、耐震診断結果等を踏まえて、計画的な整備を図る。
平成28年度においては、以下の事業を実施する。
　1．海技大学校学生寮等耐震改修工事
　２．波方海上技術短期大学校本館等耐震改修工事及び女
子寮新築工事
　３．口之津海上技術学校学生寮等耐震改修工事
　４．唐津海上技術学校本館等耐震改修工事

0 0 4_a4_2 非該当

3765
国土交通
省

17 383

新たなエネルギー輸送
ルートの海上輸送体制
の確立（LNG船に係る
安全性評価手法の策
定経費を除く）

米国シェールガスの輸送等、液化天然ガス（LNG）輸送の増
加に対応するため、新たなエネルギー輸送ルートにおける
安全かつ効率的な輸入を可能とする海上輸送・受入体制を
確立することにより、クリーンで経済的なエネルギーの安定
的な供給とともに我が国造船業の発展を図る。

世界的なLNGの需給の増加や供給地・需要地が拡大する
中、国内での導入ニーズが高まっている洋上LNG受入施設
に係る調査、安全基準等の整備を行う。

110,000 0 5 一般 - 95 4 - - - - 2_c_5 該当



通番 府省庁
府省庁
ORDER

事業番号
1

事業番号
2

事業番号
3

事業名
プログラム名・制

度名
事業の目的 事業概要

平成二八年度
当初予算うち科
技予算額（千
円）

平成二九年度
当初予算うち科
技予算額（千
円）

機関コード
(1～5)

会計の別
(一般・特
別)

復興特会
(該当：○
非該当：-)

会計コード
使途別分
類(1～4)

提案公募
型(該当：
○ 非該
当：-)

競争的資
金(該当：
○ 非該
当：-)

独立行政
法人向け
財政支出
(該当：○
非該当：-)

SBIR対象
(該当：○
非該当：-)

分類1 分類2 分類3 分類4 分類5 分類6 分類7 分類8
科技該
当・非該
当

備考

3766
国土交通
省

17 384
社会資本整備総合交
付金

　社会資本整備総合交付金は、地方公共団体等が行う社
会資本の整備その他の取組を支援することにより、交通の
安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の
保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生
活の安定の確保及び向上を図ることを目的とする。

　地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画（社会資
本整備総合交付金）（以下、「社会資本総合整備計画」とい
う。）に基づき、政策目的実現のための基幹的な社会資本
整備事業のほか、関連する社会資本整備や効果促進事業
等を総合的・一体的に支援。

＜基幹事業＞
　社会資本総合整備計画の目標を実現するために交付金
事業者が実施する基幹的な事業であって、次に掲げる事業
① 道路事業、② 港湾事業、③ 河川事業、④ 砂防事業、⑤
地すべり対策事業、⑥ 急傾斜地崩壊対策事業、⑦ 下水道
事業、
⑧ その他総合的な治水事業、⑨ 海岸事業、⑩ 都市再生
整備計画事業、⑪ 広域連携事業、⑫ 都市公園等事業、
⑬ 市街地整備事業、⑭ 都市水環境整備事業、⑮ 地域住
宅計画に基づく事業、⑯ 住環境整備事業

＜関連社会資本整備事業＞
　社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹事業
と一体的に実施することが必要な社会資本整備重点計画
法第２条第２項各号（第１４号及び当該社会資本総合整備
計画に係る基幹事業が該当する号を除く。）に掲げる事業
（維持に関する事業及びレクリエーションに関する施設の整
備事業を除く。）及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅
の供給の促進に関する法律第２条第１項に規定する公的賃
貸住宅の整備に関する事業

＜効果促進事業＞
　計画の目標実現のために基幹事業一体となって、基幹事
業の効果を一層高めるために必要な事業等（ただし、 交付
金事業者の運営に必要な人件費 賃借料その他の経常的

0 0 4_a4_2 8_6 非該当

3767
国土交通
省

17 385 防災・安全交付金

　防災・安全交付金は、地方公共団体等が行う社会資本の
整備その他の取組を支援することにより、国民の命と暮らし
を守るインフラの再構築及び生活空間の安全確保が図られ
ることを目的とする。

　命と暮らしを守るインフラ再構築又は生活空間の安全確
保を実現するため、地方公共団体が作成した社会資本総合
整備計画（防災・安全交付金）（以下、「社会資本総合整備
計画」という。）に基づく次の取組について、政策目的実現の
ための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会
資本整備や効果促進事業等を総合的・一体的に支援。
　※　計画期間　３～５年
　※　地方公共団体が単独で、又は共同して社会資本総合
整備計画を策定
　※　地域の防災性・安全性の向上を測るためのアウトカム
指標を掲げる。

・　地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策及び
事前防災・減災対策の取組み
　※　老朽化したインフラの長寿命化など計画的・戦略的な
維持管理の取組み、地震・津波や頻発する風水害・土砂災
害に対
　　する事前防災・減災対策、公共施設の耐震化等による安
全性向上、密集市街地等の防災性の向上、防災公園の整
備 等

・　地域における総合的な生活空間の安全確保の取組み
　※　通学路の交通安全対策、道路の無電柱化、歩道・公
園施設等の公共空間のバリアフリー化 等

0 0 4_a4_2 8_6 非該当

3768
国土交通
省

17 386
社会資本整備総合交
付金（全国防災）

　社会資本整備総合交付金は、地方公共団体等が行う社
会資本の整備その他の取組を支援することにより、交通の
安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の
保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生
活の安定の確保及び向上を図ることを目的とする。

　地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画（東日本
大震災を教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高
く、即効性のある防災、減災等のための事業に限定したも
のに限る。）（以下、「社会資本総合整備計画」という。）に基
づき、政策目的実現のための基幹的な社会資本整備事業
等を総合的・一体的に支援。

　東日本大震災の津波による甚大な被害状況や、迅速な避
難・救急救援活動による人命確保等の教訓に基づく、堤防
等に係る津波対策、緊急輸送道路等に係る耐震対策等の
ような緊急性の高い事業に対象を限定するとともに、事業着
手から1～2年、最長でも集中復興期間中（H27年度まで）に
効果が発現する即効性の高い事業に対象を限定し、予算
計上している。

※　切迫性の高い東海、東南海・南海地震、日本海溝・千島
海溝周辺海溝型地震、首都直下地震の対策が必要な区域
で行われ
　る事業、地域防災計画に基づく事業等に限定。
※　津波対策の例
　・　海岸堤防や河川の津波遡上区間における河川堤防の
かさ上げ、堤防・水門・閘門・樋門・樋管・陸閘の耐震・液状
化対
　　策、水門・閘門・樋門・樋管・陸閘の自動化・遠隔操作
化、防波堤の整備
　・　津波避難施設（避難路、津波タワー、津波避難ビル、避
難地や防災拠点となる防災公園）の整備
　・　津波災害時の避難所・防災拠点となる建築物の耐震
化、津波避難ビルとなる公営住宅の耐震化
　・　下水処理施設等下水道施設の耐水化
※ 地震対策の例

0 0 4_a4_2 8_6 非該当

3769
国土交通
省

17 387
総合交通体系整備推
進費

　新たな国土形成計画（全国計画）の実現に向けた施策を
具体化するため、様々な交通機関、交通施策による総合的
な交通体系の整備の推進により、生活交通の確保及び災
害に強いしなやかな国土の形成を図るための調査を行うと
ともに、将来における総合的な交通体系に係る視点を提示
するための調査検討を行うものである。

　地域におけるモビリティ確保に係る施策形成をサポートす
るための情報、ノウハウの提供等を行う。
　また、新たな国土形成計画や交通政策基本計画などの国
土政策、交通政策等を踏まえ、地方創生などの重要政策課
題における総合的な交通体系の整備のあり方を検討する。
　さらに、国及び地方公共団体の総合交通政策担当者によ
る連絡会議を開催し、総合的な交通基盤整備に関する情報
共有等を行う。

0 0 1_b_2_6 非該当

3770
国土交通
省

17 388
総合的な交通体系の効
果的な整備の推進

　全国規模で旅客流動や移動に係る時間・費用等の交通
サービス水準の現状を適切に把握し、定量的な分析を行っ
た上で、施策の企画・立案、評価に反映させるほか、関係行
政機関（国、地方公共団体）、大学や交通事業者等へ広く情
報やツールを提供することで、需要予測の高度化、施設整
備の定量的な効果把握、新たなサービスの創出等を促進
し、総合的な交通体系の整備を効率的かつ効果的に推進
する

　全国規模の幹線交通における旅客流動の実態を把握す
るため、各交通機関の所管部局における実態調査の結果
を組み合わせ、モード横断的に旅客の流動量や個人属性、
旅行目的等を把握可能なデータの作成を行う。また、刻々と
変化する交通サービス水準について、既存の分析ツールに
内蔵するデータの更新を図ることにより、最新の交通サービ
ス水準を把握可能なデータの作成を行う。加えて、取りまと
めたデータや分析ツールを関係行政機関（国、地方公共団
体）、大学や交通事業者等へ提供することで、各関係主体
における効率的かつ効果的な取組を促進し、総合的な交通

0 0 1_b_4_6 非該当

3771
国土交通
省

17 390
歩行者移動支援の普
及・活用の推進

高齢者や障害者、訪日外国人なども含め誰もがストレス無く
自由に活躍できるユニバーサル社会の構築のため、ＩＣＴを
活用した歩行者移動支援サービス（以下「サービス」とい
う。）の普及促進を図る。

上記目的を実現するために、有識者委員会にて「オープン
データによる歩行者移動支援サービスの普及促進に向けた
提言」（平成27年4月）を取りまとめ、提言を踏まえ「歩行者
移動支援サービスに関するデータサイト」（平成27年7月）を
開設した。情報コンテンツは国から率先してオープンデータ
を推進することからバリフリ法に基づく旅客施設のバリアフ
リーデータ、ユニバーサル情報や訪日外国人向け観光情報
を掲載している。今後は2020年東京オリンピック・パラリン
ピック競技会場周辺等におけるオープンデータの先行整備・
利用促進を図りネットワークデータの整備充実を実施する。

42,431 43,268 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_4 3_c2_1 該当

3772
国土交通
省

17 391
官民連携基盤整備推
進調査費

官民の多様な主体の連携による地域づくりを通じて地域ポ
テンシャルを引き出し、各地域の個性や強みを活かした特
色ある成長を図るためには、民間の事業活動等と一体的に
基盤整備を推進する事により、効果的・効率的な基盤整備
事業を行う必要がある。民間の意思決定のタイミングに合
わせ、機を逸することなく事業実施段階への円滑な移行を
図ることにより、基盤整備の効果発現を早め、民間の活力

　地方公共団体が行う基盤整備事業に対して、民間等が行
う集客施設や生産・物流拠点の立地等と一体的に整備する
ことにより、優れた効果の早期発現や効率性が期待できる
場合、その事業化に向けた必要な検討に要する経費の一
部を支援する。

配分先：都道府県、市町村

0 0 4_a4_2 非該当



通番 府省庁
府省庁
ORDER

事業番号
1

事業番号
2

事業番号
3

事業名
プログラム名・制

度名
事業の目的 事業概要

平成二八年度
当初予算うち科
技予算額（千
円）

平成二九年度
当初予算うち科
技予算額（千
円）

機関コード
(1～5)

会計の別
(一般・特
別)

復興特会
(該当：○
非該当：-)

会計コード
使途別分
類(1～4)

提案公募
型(該当：
○ 非該
当：-)

競争的資
金(該当：
○ 非該
当：-)

独立行政
法人向け
財政支出
(該当：○
非該当：-)

SBIR対象
(該当：○
非該当：-)

分類1 分類2 分類3 分類4 分類5 分類6 分類7 分類8
科技該
当・非該
当

備考

3773
国土交通
省

17 392
多様な主体の理解の促
進

第１次国土形成計画（全国計画）が平成27年8月に改正され
た。また同時に、第４次国土利用計画（全国計画）も改正さ
れた。前計画及び第２次国土形成計画（全国計画）、第４
次・第５次国土利用計画（全国計画）を推進するため、国・地
方公共団体・企業・NPO・国民一人一人の多様な主体によ
る計画への理解を図るとともに、各主体の国土づくり・地域
づくりへの参画を促すことを目的とする。

多様な主体の理解を促進するため、地方の住民に対して計
画の内容をわかりやすく周知する国土政策フォーラムの開
催や、国、地方公共団体の計画担当職員との意見交換や
討論を行う国土計画研究交流会の開催、ホームページによ
る国土計画関係情報の提供等を実施する。

0 0 3_c4_5 非該当

3774
国土交通
省

17 393
国土形成計画等の進
捗管理

国土形成計画法に基づく国土形成計画（全国計画）及び国
土利用計画法に基づく国土利用計画（全国計画）について、
的確な進捗管理を行い、計画の推進施策の改善に役立て
ることを目的とする。

国土形成計画(全国計画)及び国土利用計画（全国計画）の
目標の達成状況を把握する。具体的には、国土形成計画に
記載された８つの国土の基本構想実現のための具体的方
向性（個性ある地方の創生、活力ある大都市圏の整備等）
及び国土利用計画に記載された国土利用の基本方針（適
切な国土管理、自然環境を保全等する国土利用、安全・安
心を実現する国土利用）の目標達成状況を数値等で把握す
るため、国土形成・国土利用に関する各種データを収集・整

0 0 6_6 非該当

3775
国土交通
省

17 394
国土形成計画等の基
礎的・長期的検討

国土形成計画（全国計画）及び国土利用計画（全国計画）
は、経済・社会等に関する総合的見地から国土の利用・整
備・保全を推進するための計画であり、常に社会経済情勢
等に即した実効性・即時性を伴った計画である必要がある。
このため、我が国及び世界における人口、産業その他の社
会経済構造の変化を把握するとともに、経済社会情勢の変
化等を踏まえて、国土政策の新たな課題に関する分析等を
行いその結果を計画に反映し、国土政策を推進することを

我が国の人口、産業その他の社会経済構造の動向を把握・
分析する。また、平成27年3月に国土審議会計画部会がとり
まとめた「新たな国土形成計画（全国計画）中間とりまとめ
（案）」及び「第五次国土利用計画（全国計画）骨子(案）」で
示された国土政策の新たな課題を踏まえ、具体の課題分析
や国土の形成に資する施策の検討を行う。

0 0 1_b_2_6 非該当

3776
国土交通
省

17 395
国土形成計画等に係る
学官連携の推進

国土計画・国土政策に関する調査・研究を行う若手研究者
に対して研究助成を行い、採択された研究について研究成
果を報告会として広く国民一般に提供することにより、国土
計画・国土政策の知見を広め、啓発を図るとともに、国土計
画・国土政策に関するオピニオンリーダーやサポーターを育
成する。

国土計画・国土政策に関する調査・研究を行う若手研究者
（平成28年度は45歳未満）に対して、研究課題を広く公募
し、提出された研究企画案を審査の上、優秀な研究企画案
に対し研究助成を行う。研究成果については報告会を開催
し広く国民一般に提供する（報告会は公開で、一般傍聴
可）。

16,605 0 5 一般 - 95 4 - - - - 1_a_1 該当

3777
国土交通
省

17 396 国土数値情報の整備

国土の利用に関する総合的かつ基本的な政策及び計画の
策定及び推進を行うためには、国土に関する各種の情報を
総合的、体系的に収集・整備・分析するとともに、これらの情
報や分析成果を国土づくり・地域づくりに関係する多様な主
体に広く提供し、国土に関する理解や取組を促進することが
必要である。
このため、国土数値情報を整備・更新するとともに、インター
ネットを通じて一般に無償公開する。また、そのための調
査・検討を行う。

・国土のグランドデザイン2050や国土強靱化法等に基づき、
発生が想定されている南海トラフ地震や首都直下地震等の
災害に対する、防災・減災対策等に関するデータを国土数
値情報として整備するため、津波や火山等の各種ハザード
マップについての整備手法、整備範囲・対象等を特定し、原
典資料の調査と収集、その解析を行い、それらを踏まえて
具体的な整備手法の検討、データ仕様の策定等を行う。
・南海トラフ地震や首都直下地震等の災害に備えるため、
防災上の検討に必要な防災・減災対策に資する情報（密集
市街地、地下街等）を、国土数値情報として、整備する。
・国土数値情報として整備した土砂災害警戒区域や全国の
最新の行政界情報や地価公示及び都道府県地価、さらに
交通施設や交通流動量に関する情報等の更新を行う。

83,422 42,183 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_7 該当

3778
国土交通
省

17 397
国土数値情報等を利
用・管理するシステム
の拡充

国土の状況について科学的かつ客観的に分析が可能なシ
ステムを整備することにより、職員が実施する国土政策の
企画・立案業務を支援をするとともに、国土の政策上の課題
に的確に対応した国土に関する情報（国土情報）の整備を
戦略的に推進し、様々な分野で幅広く利活用されることを目
的として、国民に広く提供する。

国土数値情報及び各種統計調査を利用・分析し、国土政策
の企画立案業務に活用するため省内で用いる地理情報シ
ステム（GIS）として整備・提供している国土数値情報利用・
管理システム（G-ISLAND）及び一般国民向けに国土数値
情報等を提供するためのシステムとして利用する国土情報
データベースへ地図データ、統計データ等の各種データの
追加を行い、システムの整備・拡充を行う。

25,809 20,000 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_7 該当

3779
国土交通
省

17 398
首都機能の移転に関す
る調査等

首都機能の移転（国会等の移転）は、政治、経済、文化等の
中枢機能の東京への一極集中の是正、災害対応力の強化
等を目的に国会等（国会並びにその活動に関連する行政に
関する機能及び司法に関する機能のうち中枢的なもの）の
東京圏外への移転を目指すものであり、議員立法である
「国会等の移転に関する法律」（平成4年）等に基づき一貫し
て国会主導で進められてきた。本事業はこのような経緯及
び法第1条及び第3条に従い、国会における議論に必要な
協力を行うため、必要な調査、情報提供を行うものである。

国会においては、平成15年6月に超党派の「国会等の移転
に関する政党間両院協議会」が設置され、検討がなされて
きたところ、平成16年12月に「座長とりまとめ」がまとめら
れ、「今後は、政府その他の関係者の協力を得て、分散移
転や防災、とりわけ危機管理機能（いわゆるバックアップ機
能）の中枢の優先移転などの考え方を深めるための調査、
検討を行うこととする」とされた。このため、座長とりまとめに
従い、政府として、分散移転や防災に関する分野を中心に
調査を行い、国会での議論に協力するとともに、法第3条に
従い、広く国民に首都機能の移転に関する適切な情報提供

0 0 1_b_2_6 非該当

3780
国土交通
省

17 399
むつ小川原開発推進調
査

むつ小川原開発地域は、我が国のエネルギー政策、産業政
策上重要な地域であることに鑑み、関係府省の協力のも
と、企業立地の促進等地域の主体的取組への支援を含め
た国として推進すべき措置を講ずること。

むつ小川原開発地域では、これまで、ＩＴＥＲ（国際熱核融合
実験炉）関連施設である国際核融合エネルギー研究セン
ターを始め、国家石油備蓄基地、核燃料サイクル施設等の
立地が進んでいる。
我が国の産業・研究開発の発展とともに、地域の主体的取
組への支援を図るため、引き続き、同地域の有効活用方策
に関する調査検討が不可欠である。
このため、平成２８年度においては、企業立地の促進、地域
の活性化を図る観点から、むつ小川原開発地区及び周辺
の産業創出の方策検討等を行った。

0 0 1_b_2_6 非該当

3781
国土交通
省

17 400
経済協力開発機構等
拠出金

経済協力開発機構（OECD)地域開発政策委員会（RDPC)
は、先進諸国間で国土・地域政策に関する意見交換・発信
を行いうる唯一の場であり、先進的な政策の情報収集や蓄
積、加盟国の政策担当者との人的ネットワーク等を通じた
政策提言を獲得する。国連人間居住計画（国連ハビタット）
は、急速な都市化に伴う都市の過密等の人間居住分野の
諸問題の解決に取り組む機関であり、そのアジア・太平洋
地域事務所（福岡市）のプロジェクトを支援することにより、
我が国の国土・地域政策や居住環境改善分野での経験、
知見を活かした国際貢献を図るとともに、プロジェクトを通じ
たアジア・太平洋地域の課題や取組等の情報を把握する。
両機関の支援を行うことにより、我が国の国土・地域政策の

ＯＥＣＤへの拠出金は、RDPCの作業計画を踏まえたプロ
ジェクトのうち、我が国の国土・地域政策にとって有益であ
る、国別・地域別の国土・地域政策レビュー（対象国・地域
の国土・地域開発の状況や国土・地域政策等について評価
を行い、改善方策等を提言するもの）や加盟国の地域のパ
フォーマンスや競争優位の比較分析、関連する地域指標作
成等を支援するものである。
国連ハビタットへの拠出金は、そのアジア・太平洋地域事務
所（福岡市）が実施する、我が国の有する国土・地域政策や
居住環境改善分野におけるノウハウ・技術とアジア諸都市
等とのマッチング事業や人間居住分野の諸問題に関する情
報発信等を支援するものである。

0 0 8_6 非該当

3782
国土交通
省

17 401
国土政策に関する国際
調査

諸外国においては、各国の経済社会情勢に応じ、その国の
抱える諸課題に対処するため国土・地域政策上の様々な取
組がなされていることから、国土・地域計画の策定状況やそ
れらの諸課題に対する取組状況等の調査、分析、情報蓄積
を行い、今後の我が国の国土・地域政策の形成へ反映させ
るとともに、我が国の経験やノウハウを発信し、同分野にお
ける国際的な議論をリードすることを目的とする。

アジア地域等における国土・地域政策の課題や具体的な取
組について、各国の政策担当者との意見・情報交換等を通
じて把握するとともに、情報の整理・分析を行い、我が国の
国土・地域政策への活用方策を検討するとともに、これら各
国の情報を発信するウェブサイトの更新、内容の充実等を
行う。また、本年10月に開催予定の国連会議「第三回国連
人間居住会議」（ハビタットⅢ）等の機会を通じ、我が国の国
土・地域政策における経験やノウハウを積極的に情報発信
するとともに、会議成果の今後の我が国の国土・地域政策

0 0 1_b_2_6 3_c4_5 非該当

3783
国土交通
省

17 402
多様な主体による地域
づくり推進経費

多様な主体による事業型の地域づくり活動（地域ビジネス）
等を生み育てるモデル的な仕組みの構築を支援し、当該事
例に係る情報を全国の各地域に提供し、地方における地域
資源を活かした新たな地域ビジネス等の創出を推進するこ
とによって地域の活性化を図ることを目的とする。

地方部における地域の活性化を図るため、地域金融機関、
地元民間企業、地域のNPO等から構成されるモデル的な地
域づくり活動支援体制の構築を支援し、多様な主体による
地方部の地域づくり活動の、ハンズオン支援等の中間支援
活動に対して補助を行う。併せて、全国の各地域の活動支
援体制の充実を促進するため関連情報の提供等を行う。さ
らに、地域の課題解決に資するＮＰＯ等の事業の社会的意
義を客観的に示す手法を検討する。

0 0 3_c4_5 1_b_2_6 非該当

3784
国土交通
省

17 404
大都市戦略検討調査
経費

　我が国が、人口減少・高齢化社会を迎えつつある中、新成
長戦略において「国としての国際的広域的視点を踏まえた
都市戦略」の必要性が指摘され、大都市圏戦略のあり方等
の調査審議を行った国土審議会政策部会国土政策検討委
員会で、引き続き検討を進めるように提言(H23.2）された。こ
のため、国の成長エンジンとなる大都市圏特有の国家的・
広域的な課題に対応した大都市における戦略を推進する。

　我が国の大都市（首都圏・中部圏・近畿圏）は、都府県等
の行政エリアを越えて人口や産業の集積が進んでいる地域
であるが、社会経済情勢の変化とともに、国際競争力の相
対的な低下、災害に対する脆弱性、都市環境の悪化、土
地・空間利用の不整合など、国家的・広域的に取り組むべき
課題が顕在化している。
　一方、諸外国では、大都市の機能強化のため、国家的観
点から大都市の戦略を策定・推進していることなど、「我が
国の経済活力を牽引する成長エンジンとしての大都市圏の
魅力を総合的に高めるとともに、国内外の投資、あるいは企
業や人材を惹きつけるための政策を国家戦略として明確に
位置づけることが必要である。」ことが国土審議会政策部会
国土政策検討委員会の最終報告（平成２３年２月１４日）等
においても指摘されている。
　人口減少や高齢化について今後更なる進行が見込まれ、
さらに東日本大震災の影響による国際競争力の低下が危
惧される中、国の成長エンジンとなる大都市の機能を強化
するため、大都市で顕在化している課題に関する調査を通

0 0 1_b_2_6 非該当
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3785
国土交通
省

17 405
地理空間情報の活用
の推進に係る総合的課
題に関する検討

地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号、以下
「基本法」という)、同法に基づく地理空間情報活用推進基本
計画(平成24年3月27日閣議決定、以下「基本計画」という)
及び地理空間情報の活用推進に関する行動計画(G空間行
動プラン)に基づき、政府の地理空間情報活用推進会議の
事務局として、政策の立案、基本計画の推進及び進捗状況
の把握に資するため、地理空間情報高度活用社会の基盤
を目指すＧ空間情報センターをはじめとする地理空間情報
の活用の推進に関する総合的かつ基本的な課題について
調査・検討を行う。

特に多くの地理空間情報を整備・保有する全国の地方公共
団体を対象とし、現状、提供している地理空間情報やその
提供条件について実態調査を行い、代表的な地理空間情
報がどのような条件で提供されているのか、利用条件設定
の事例の整理を行い、ガイドライン（案）として取り纏めを行
う。また、センターを地理空間情報のハブとして地理空間情
報高度活用社会の基盤とすることを目指していることから、
地理空間情報の共有・相互利用促進のための環境（プラッ
トフォーム）の構築と本格運用に向けて、センターで取り扱う
地理空間情報の精度や更新頻度等、情報の品質の考え方
について整理するとともに、その品質を利用者にわかりやす
く表現する方式や、品質の維持・向上に必要なセンターの運

81,336 100,000 5 一般 - 95 4 - - - - 3_c4_1 該当

3786
国土交通
省

17 406 位置参照情報の整備

位置参照情報とは、住所とその場所の位置情報（緯度経度
等）からなるリストで、住所のある台帳を一挙にGISデータに
加工することができ、官民にわたり、広く社会全体における
帳簿情報をGISデータとして電子化するために必須の情報
である。これは、国土政策分野での活用のみならず、我が
国の高度IT社会化に向けた社会インフラとして欠かせない
基本的な情報（基盤地図情報等）であるため、地理空間情
報活用推進基本法第18条に基づき、毎年度更新し、イン
ターネットを通じて無償で提供しているものである

平成26年7月1日から平成27年6月30日までに変更のあった
「大字・町丁目レベル位置参照情報」及び「街区レベル位置
参照情報」を抽出し更新作業を実施する。対象地域は大字
町丁目レベル位置参照情報は全国、街区レベル位置参照
情報は都市計画区域とする。

37,832 15,000 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_4 該当

3787
国土交通
省

17 407
GISポータルサイトの運
用等

　地理空間情報活用推進基本法ならびに同法に基づく地理
空間情報活用推進基本計画及び地理空間情報の活用推進
に関する行動計画に基づき、地理空間情報の活用の推進
に係る各種情報をワンストップで閲覧可能な「GISポータル
サイト」、国や自治体などの各機関・組織が保有する地理情
報を一つの画面のなかで重ねて閲覧できる「地理情報共用
Webシステムゲートウェイ」、政府の各機関や地方公共団体
が個別に提供している航空写真をワンストップで誰もが容易
に検索等を行うことができる「航空写真画像情報所在検索・
案内システム」を運用し、国民が容易に地理空間情報を活

　国民が容易に地理空間情報を活用できる仕組みを提供す
るため、地理空間情報の活用の推進に係る各種情報をワン
ストップで閲覧可能な「GISポータルサイト」、国や自治体な
どの各機関・組織が保有する地理情報を一つの画面のなか
で重ねて閲覧できる「地理情報共用Webシステムゲートウェ
イ」、政府の各機関や地方公共団体が個別に提供している
航空写真をワンストップで誰もが容易に検索等を行うことが
できる「航空写真画像情報所在検索・案内システム」の運用
を行う。

0 0 4_b4_1_7 非該当

3788
国土交通
省

17 408
産学官連携による地理
空間情報高度活用の
推進

　地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号、以
下「基本法」という)ならびに基本法に基づく地理空間情報活
用推進基本計画(平成24年3月閣議決定、以下「基本計画」
という)及び地理空間情報の活用推進に関する行動計画(G
空間行動プラン)(平成27年8月地理空間情報活用推進会議
幹事会決定)に基づき、産学官連携による地理空間情報の
高度活用の推進・普及を図る。

　地理空間情報の普及啓発のため、産学官連携で地理空
間情報及びGISの利活用に関するシンポジウム、新商品・新
サービスの紹介等を行う「G空間EXPO2015」（平成27年11月
26～28日）において、事務局として参画する。
　また、「高精度測位社会プロジェクト」において、東京駅周
辺における実証実験等を実施することにより、高精度測位
技術を活用したストレスフリー環境づくりを推進する。

117,819 55,183 5 一般 - 95 4 - - - - 3_a_1 3_b_2 該当

3789
国土交通
省

17 409
基盤地図情報整備経
費

基盤地図情報を整備・更新し、広く一般に提供することに
よって地図作成の重複を回避し、都市再生はもとより施設
管理、交通、防災、環境、まちづくり、防犯その他の様々な
行政分野における業務の高度化及びサービス水準の向上
を図るとともに、民間分野を中心に地理空間情報を用いた
コンテンツ発信サービスなどの新産業の創出を促進する。こ
れにより、官民が連携して国民生活の総合的な向上を目指
すことを目的とする。

地理空間情報活用推進基本法では、基盤地図情報を「電子
地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準
となるものの位置情報」と位置づけられ、同基本計画（平成
24年閣議決定）において国土地理院が更新を行うとしてい
る。平成23年度までに初期整備を完了し、平成24年度から
地方公共団体が更新する都市計画基図の更新情報や、公
共施設の管理者が整備する工事図面等を活用した更新を
実施している。具体的な事業概要は下記のとおり。
・都市計画区域について、地方公共団体等の大縮尺地図
データの活用や公共施設の管理者・整備者との連携により
更新する。
・都市計画区域について、国土の現況が著しく変化している

950,328 955,361 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_1 該当

3790
国土交通
省

17 410 測量行政推進経費

測量成果の利活用を促進するため、測量成果の電子化の
普及について積極的に推進するとともに、新技術等を利用
した一層の効率的な実施を図るため、新技術に対応した公
共測量作業規程（準則）の整備、啓発活動の実施等の施策
を展開する。また、地理空間情報活用推進基本法及び地理
空間情報活用推進基本計画に基づき、地理空間情報の利
活用促進を図る。

公共測量において、新技術等による一層の効率的な実施を
図るため、作業規程（準則）の改定検討等に取り組むととも
に、測量計画機関・測量作業機関に対する普及啓発及び実
態調査等を実施する。
「地図と測量の科学館」の管理・運営、広報業務等を通じ
て、地理空間情報の活用の重要性や地図と測量に関する
情報と知識を広く普及啓発し、地理教育の推進を図る。

80,204 88,826 5 一般 - 95 4 - - - - 1_b_3_5 3_b_1_1 2_c_7 該当

3791
国土交通
省

17 411
基本測地基準点測量
経費

　位置の基準である基本測地基準点の正確な位置情報（緯
度・経度・標高等）を維持・管理することにより、社会経済活
動を行う上で必要不可欠な位置情報基盤を整備し、我が国
の領土の的確な把握に資するとともに、国土の管理及び国
民の安全・安心に資する。

　本事業では、全国に設置した電子基準点等において、測
位衛星（GNSS）の連続観測を行い、そのデータを収集・解析
して正確な緯度・経度及び標高を求め、広く国民に成果を提
供している。この成果は、公共測量など各種測量の基準とし
て、我が国の測量に利用されている。さらに、電子基準点の
位置の時間変化から得られる地殻変動情報は、防災関係
機関等に提供され、地震や火山噴火のメカニズムの解明、
火山活動や津波の予測等、防災・減災に貢献している。

1,013,486 994,248 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_1 該当

3792
国土交通
省

17 412 基本図測量経費

我が国の国土を表す基準となる基本図を全国にわたって整
備・更新することにより、領土の明示・国土の管理に資する
とともに、電子的な基本図の整備・提供により地理空間情報
高度活用社会の推進に資することを目的とする。

デジタル空中写真の撮影及び地図と重なる空中写真（正射
画像）を整備するとともに、正射画像・基盤地図情報等を活
用して基本図を更新する。また、空中写真撮影が困難な地
域については、人工衛星画像を利用し領土全体の基本図を
整備・更新する。

447,477 487,481 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_1 該当

3793
国土交通
省

17 413 土地利用調査経費
湖沼の国土環境の現況を表すデータを統一基準で整備・提
供することにより、水環境・水質保全の環境計画など持続可
能な国土・自然の形成に向けた各種行政施策の実施に寄

　浚渫による掘削や周辺河川からの土砂堆積などの影響に
より、地形等の環境変化が特に著しい湖沼について、詳細
な湖底地形データ等を整備する。

9,176 0 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_1 該当

3794
国土交通
省

17 414 地球地図整備等経費
大規模な自然災害の発生による被害の軽減及び地球規模
の自然環境の変化による悪影響の軽減のため、地理空間
情報分野から対応することを目的とする。

１）地球地図データの整備・提供に関する関係各国との調整
や地球地図関連国際会議の技術資料作成等により、地球
地図国際運営委員会の活動を支援する。また、開発途上国
が自らデータを整備・提供するために必要な技術開発を行
う。
２）「国連地球規模の地理空間情報管理に関するアジア太
平洋地域委員会」の取組への貢献と連携しつつ、官民が連
携して本邦技術の海外展開を行う。
３）国連防災世界会議の機会を活用して、指定行政機関とし
て東日本大震災の対応等、防災分野での高度・先進的な取
組を紹介するとともに、参加国の知見を収集する。
４）災害被害の軽減等に関する科学的な知見を米国と共有・

22,663 0 5 一般 - 95 4 - - - - 5_a2_2 1_b_1 該当

3795
国土交通
省

17 415
電子政府等業務効率
化推進経費

業務に必要なシステムを導入するとともに各種業務の効率
化及び信頼性向上を図る。
ニーズの高い基盤地図情報などの地理空間情報を安定的
に提供するために、必要なデータ及びネットワークなどの情
報セキュリティを確保することを目的とする。

電子政府の実現に向けた取組みを推進するために導入し
たシステム等について、必要な維持管理・運営を行う。
　　　・電子入札システムのシステムサポート等維持管理を
実施。
　　　・基盤地図情報等の地理空間情報の安定的提供を実
施するため、コンピュータ及びネットワークに必要な情報セ
キュリティ対策を行い、それらを使用す
　　　　る職員の外部からの標的型メールなどの脅威に対す
る対応力向上を図るために情報セキュリティ講習会を実施

0 0 4_b4_2 非該当

3796
国土交通
省

17 416
地理空間情報ライブラ
リー推進経費

  様々な目的での利活用が可能な地理空間情報の流通を
促進し、共有・活用を進めるため、地理空間情報の統合的
な検索・閲覧・入手を可能とする地理空間情報ライブラリー
を運用するものである。

　国土地理院が保有する過去からの地図、空中写真等の基
本測量成果及び国・地方公共団体が整備した図面等の公
共測量成果を登録し蓄積し、インターネットを通じて統合的
に検索・閲覧・入手できる地理空間情報ライブラリーを運用
する。地理空間情報ライブラリーでは、国土地理院の地図、
空中写真に限らず、様々な機関が整備した地理空間情報を

224,981 215,581 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_1 該当

3797
国土交通
省

17 417 離島振興に必要な経費

離島の個性や自主性を生かし、国民の価値観の多様化に
対応した今後の離島振興方策のあり方について、様々な角
度から検討を行う。
また、離島における地域活性化を推進し、定住の促進を図
るため、離島活性化交付金を活用し、海上輸送費の軽減等
戦略産業の育成による雇用拡大等の定住促進、観光の推
進等による交流の拡大促進、安全・安心な定住条件の整備
強化等の取組を支援する。
上記により、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安
定及び福祉の向上を図るとともに、地域間の交流を促進す
るなど地方創生に寄与する。

○離島の定住促進・人口減少の防止に向け、現在講ぜられ
ている離島振興策の点検を行う観点から、基礎資料の収
集・整理を行うとともに、選定するモデル地区で講ぜられて
いる離島振興策について今後期待できる効果の検証と課題
の把握等を行う。
○離島振興策（交流促進、人口減少防止及び定住促進）を
自ら主体的に取り組もうとしている離島を選定し、サポート
機関として当該離島の離島振興策に携わり、具体的な離島
振興策の内容の決定や専門的立場から人材派遣を実施す
る等の支援を行い、より一層効果的な離島振興策の実施を
促す。
○「島と島の交流」、「島と都市との交流」、「島と海外との交
流」をコンセプトとして、全国の離島が一体となって離島の持
つ魅力をＰＲするために、大都市において離島住民が参加
する大規模な交流事業（アイランダー）を開催する。
○離島における人口減少の防止並びに定住の促進を図る
ため、離島活性化交付金を活用し「定住促進事業」「交流促

0 0 8_6 非該当

3798
国土交通
省

17 418 離島振興事業

・我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利
用、自然環境の保全等に重要な役割を担っている離島につ
いて、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較
して低位にある状況を改善するとともに、離島の地理的及び
自然的特性を生かした振興を図り、自立的発展の促進、人
口の著しい減少の防止及び離島における定住の促進等を
図る。

・本事業にかかる予算は、離島振興法に基づき、国が策定
した「離島振興基本方針」を踏まえて各都県が策定した「離
島振興計画」に位置づけられている各種公共事業の執行に
充当されている。

・具体的な事業としては、海岸（補助率11/20等）、道路(補助
率6/10等）、港湾（補助率8/10等）、空港（補助率8/10等)、
水道（補助率1/2）、廃棄物（補助率1/3等)、農業農村整備
（補助率5.5/10等）、水産基盤整備（補助率8/10等）等であ

0 0 4_a4_2 8_6 非該当
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3799
国土交通
省

17 420
奄美群島振興開発事
業

　地理的・自然的条件（外海遠隔離島・台風の常襲地帯）や
歴史的経緯（昭和21年より昭和28年まで行政分離され米国
軍政下）などの奄美群島における特殊事情にかんがみ、そ
の基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した
奄美群島の振興開発を図り、もって奄美群島の自立的発展
並びにその住民の生活の安定及び福祉の向上並びに奄美
群島における定住の促進を図ることを目的とする。
　また、本事業は、奄美群島の地域の特性に応じた産業の
振興・雇用の拡大、住民の利便性向上を図ることにより地
方創生に寄与する。

①公共事業については、奄美群島振興開発特別措置法に
基づき、鹿児島県が策定した「奄美群島振興開発計画」に
基づく事業について、同法第６条の規定に基づき、国の負
担及び補助の割合を嵩上げして支援をしている（公共事業
関係費の地域一括計上）。
②非公共事業については、同法第９条に基づき、奄美群島
の地理的・自然的特性その他の特殊事情により、奄美群島
において国の補助を受けて行う必要のあるものについて、
地方公共団体に対し補助を行い支援している。
③同法第６条に基づき、奄美群島の振興開発の推進に向け
基本となる施策について調査検討を行うための国の直轄調

0 0 4_a4_2 8_6 1_b_2_6 非該当

3800
国土交通
省

17 421
小笠原諸島振興開発
事業

　小笠原諸島振興開発特別措置法、国が策定した小笠原
諸島振興開発基本方針及び東京都が策定した小笠原諸島
振興開発計画に基づく各種振興開発事業を実施すること等
により、小笠原諸島における基礎条件の改善並びに特性に
即した振興開発を図り、あわせて、帰島を希望する旧島民
の帰島を促進していくもの。

1　小笠原諸島振興開発の基本となる方向性を検討するた
めの国の直轄調査
2　小笠原諸島に生息する病害虫等の防除等や診療所の運
営に係る経費を補助し、島民及び観光客が安心して生活・
滞在できる環境を整備するとともに、平成28年度就航した新
造船に関して、東京都が行う関東以外の地域でのニーズ調
査やルート分析等を支援する。（①病害虫等防除 (防除
10/10、試験研究1/2）、②診療所運営（1/2）、③各種調査
（1/2））
3　東京都及び小笠原村が実施する産業基盤施設及び生活
基盤施設等の整備に対する国庫補助を行い、地域の自立
的発展並びに島民の生活の安定及び福祉の向上を図る。
（①産業基盤施設等整備費補助：港湾整備（3/5）、農業・水
産業基盤整備（6/10）、農業・水産業振興（1/2、4/10）、観光
振興（1/2）、②生活基盤施設等整備費補助：道路整備

0 0 1_b_2_6 4_a4_2 8_6 非該当

3801
国土交通
省

17 422
北海道特定特別総合
開発事業推進費

　北海道総合開発計画を推進するため、横断的な政策課題
等に関し、国として重点的に取り組むべき政策分野（テー
マ）に係る事業について、年度途中の情勢変化等を勘案し
て、柔軟かつ機動的に推進するための経費（目未定経費）。

　《テーマ》
　・「生産空間の維持・発展」を支える社会資本整備の推進
　・「国土強靭化」を支える社会資本整備の推進
　・「北方領土隣接地域における魅力ある地域社会の形成」
を支える社会資本整備の推進

　上記、事業の目的に掲げられるテーマに係る北海道内の
公共事業関係費（災害復旧等事業費及び維持管理に係る
事業費を除く）の事業を対象に、情勢変化等を踏まえて年度
途中に本経費を配分（国庫補助・負担率は、北海道の区域
において適用される当該事業種目の国庫補助・負担率に従
う。）。

　《情勢変化の例》
　　・年度途中に地域の取組が加速する等により、事業を推
進する必要が生じたもの
　　・年度当初に想定し得なかった突発的な事象により、事
業への影響等が生じ予定どおりの進捗が図れなくなったも
の
　　・事業用地の買収に係る交渉の難航等により、年度当初

0 0 4_a4_2 非該当

3802
国土交通
省

17 423 北海道開発事業

　国は、北海道開発法に基づき、北海道の資源・特性を活
かして我が国が直面する課題の解決に貢献するとともに、
地域の活力ある発展を図るため、北海道総合開発計画を策
定（現行計画は平成28年3月29日閣議決定）しており、本事
業は本計画の効果的な推進を図るために必要な社会資本

　「北海道開発事業費」は、昭和25年2月10日閣議決定に基
づき、北海道開発に関する社会資本整備を行う経費を国土
交通省に一括計上し、予算使用の際は関係省庁に移替え
等を行い実施する経費である。

0 0 4_a4_2 8_6 非該当

3803
国土交通
省

17 425

北海道総合開発推進
調査費
（北海道開発計画調査
等経費）

北海道総合開発計画は、北海道開発法に基づき、北海道
の優れた資源・特性を活かして我が国が直面する課題の解
決に貢献するため、
国が策定・推進する計画である。
本経費は、北海道総合開発計画の企画、立案及び推進に
必要な基礎的調査等を実施するための予算である。

北海道総合開発計画に基づく施策の進捗状況や推進方策
を検討するための基礎的な調査等
　・北海道の経済社会動向の把握、計画のフォローアップ、
計画の主要施策の推進に向けた基礎的な調査及び
　　北方領土地域の現況等の把握
　・関係行政機関等による連絡会議等の開催

0 0 1_b_2_6 非該当

3804
国土交通
省

17 426

北方領土隣接地域振
興等経費
（北方領土隣接地域振
興等事業推進費補助
金）

　北方領土問題が未解決であることに起因した地域の課題
に対応するため、北海道知事が作成する「北方領土隣接地
域の振興及び住民の生活の安定に関する計画」（以下「振
興計画」という。）に基づき、北方領土隣接地域（根室市、別
海町、中標津町、標津町及び羅臼町の１市４町）が振興計
画を推進するために実施する事業に要する費用の一部を補
助することにより、地域の実情に即した取組を支援し、効果
的な地域の安定振興を推進する。

　振興計画に基づき、北方領土隣接地域の魅力ある地域社
会の形成に向けたハード・ソフト一体となった重点的な取組
（①基幹産業の付加価値向上等に向けた取組、②新たな観
光メニュー創造に向けた取組、③四島交流の玄関口となる
拠点機能向上に向けた取組、④安定した医療体制の補完
に向けた取組、⑤災害に強い地域づくりに向けた取組）で、
１市４町が実施するソフト対策に係る事業を対象に補助（補
助率：２分の１以内）。
　基幹産業である水産業の生産性・付加価値向上に向けた
取組や周遊観光地の形成に向けた各種環境整備等、地域
のニーズに即した取組を支援し、地域産業の振興や住民生

0 0 8_6 非該当

3805
国土交通
省

17 427
アイヌの伝統等普及啓
発等に必要な経費

　アイヌ民族を先住民族とすることを求める国会決議
（H20.6）、内閣官房長官談話（H20.6）、内閣官房長官の下に
設置された「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」の
報告（H21.7。以下「有識者懇談会報告」という。）等を踏まえ
つつ、アイヌ文化振興法に基づきアイヌの伝統等の普及啓
発を図るための施策を推進することにより、アイヌの人々の
民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせて
我が国の多様な文化の発展に寄与することを目的とする。

　アイヌ文化振興法に基づき指定された（公財）アイヌ文化
振興・研究推進機構（以下「アイヌ文化財団」という。）が実
施する、アイヌの伝統等に関する普及啓発（広報情報発信、
小中学生向け副読本の作成・配布、幼児向け絵本の作成・
配布、講演会・セミナーの開催、「イランカラプテ」キャンペー
ンの展開等）、アイヌの伝統的生活空間の再生（伝統的家
屋等の復元、自然素材の育成、体験交流活動等）等に要す
る経費の補助等を実施（補助率1/2）。
　また、アイヌ文化の復興等に関するナショナルセンターとし
て北海道白老郡白老町に整備する「民族共生象徴空間」の
具体化のため、アイヌの伝統等に係る体験交流等活動を実
施するためのプログラムの検討や慰霊施設の整備に向け
た基礎調査を行った。

0 0 3_b_4 8_1_6 非該当

3806
国土交通
省

17 428
建設技術の研究開発
等共通経費

総合技術開発プロジェクト等を研究開発を効率的・効果的
に実施するため、共通的な予算として計上し機動的に執行
することにより、迅速かつ円滑な技術研究開発の推進を図
る。

※「総合技術開発プロジェクト」とは、建設技術に関する重
要な課題のうち、特に緊急性が高く、適用対象となる分野の
広い課題を取り上げ、行政部局が計画推進の主体となり産
学官の連携により、総合的に、組織的に研究を実施するも
の。

①総合技術開発プロジェクトの各課題を進めるなかで、急
遽、想定以上の追加的な実験・試験ケースが必要となる場
合や、一方で、当初必要だと考えていた実験・試験ケースを
詳細な検討を進める中で減ずることができる場合などが生
じることが想定される。そのような場合に、あらかじめ共通的
な予算として確保しておいた実験・試験経費を機動的に執
行することにより、各課題の研究スケジュールに遅れを生じ
させることなく円滑に技術研究開発を進める。
②総合技術開発プロジェクトの各課題を遂行するため横断
的に必要な調査検討等を行う。

※本経費が対象としている総合技術開発プロジェクトについ
ては、外部有識者による外部評価を活用した「事前評価」
「事後評価」等を実施。
※予算監視・効率化チームの「追加実験を実施することが
ないよう、実験開始前に仕様、見積もりなど十分精査すべ
き」との所見を踏まえ、平成２４年度より、①の事業を廃止。

31,454 28,309 5 一般 - 13 4 - - - - 1_a_1 該当

3807
国土交通
省

17 429
研究開発の評価等経
費

　技術研究開発の課題の適切な設定、研究計画の見直し、
研究開発終了後の成果の社会への波及効果等の評価のた
め、「建設技術研究開発助成制度」及び「総合技術開発プロ
ジェクト」の研究課題について、外部の学識者から構成され
る評価委員会等により評価する。それをもって、技術研究開
発課題の効率的、効果的な実施を図る。

　国が研究対象の大枠を示したうえで、要素技術について
研究者の自由な発想に基づく独創的かつ革新的な研究に
関する提案を大学、民間企業等等の研究者から公募し、優
秀な提案に対して助成する「建設技術研究開発助成制度」
について、外部有識者から構成される評価委員会（「建設技
術研究開発評価委員会」）を設置、活用し、研究開発の特性
に応じて総合的に評価を実施する。
　特に緊急性の高い課題に直結する技術開発を行政が主
体となって産学官連携により行い、成果を国の技術基準等
へ反映する「総合技術開発プロジェクト」についても、上記の
評価委員会において事前評価・中間評価・事後評価等を実
施する。また、産学官連携等による技術開発の発表会であ
る国土技術研究会において、発表成果の評価を行う。

5,792 5,376 5 一般 - 13 4 - - - - 6_1 該当

3808
国土交通
省

17 430
建設技術の研究開発
助成経費

　建設技術の高度化および国際競争力の強化、国土交通
省が実施する研究開発の一層の推進等に資する技術研究
開発に関する提案を大学、民間企業等の研究者から広く公
募し、優秀な提案に対し助成する「競争的資金制度」によ
り、広範な領域における建設分野の技術革新を可能とする
環境を整備する。もって研究開発の成果による効率的・効
果的な住宅・社会資本整備が推進されることを目的とする。

　本助成経費は、我が国の直面する国土交通行政に係る課
題の解決に資する研究開発テーマを示したうえで、研究者
の自由な発想に基づく独創的かつ革新的な研究に関する
提案を大学、民間企業等の研究者から広く公募するもの。こ
の応募課題について、外部有識者からなる「建設技術研究
開発助成制度評価委員会」による外部評価を経て、優秀な
提案に対し補助金を交付する。
【補助率】
定額
【実施状況】
＜平成27年度採択課題数＞
政策課題解決型技術開発公募（一般タイプ）10課題、政策
課題解決型技術開発公募（中小企業タイプ）5課題
＜平成28年度採択課題数＞
政策課題解決型技術開発公募（一般タイプ）9課題、政策課
題解決型技術開発公募（中小企業タイプ）3課題

223,000 240,000 5 一般 - 13 4 ○ ○ - ○ 1_a_1 該当



通番 府省庁
府省庁
ORDER

事業番号
1

事業番号
2

事業番号
3

事業名
プログラム名・制

度名
事業の目的 事業概要

平成二八年度
当初予算うち科
技予算額（千
円）

平成二九年度
当初予算うち科
技予算額（千
円）

機関コード
(1～5)

会計の別
(一般・特
別)

復興特会
(該当：○
非該当：-)

会計コード
使途別分
類(1～4)

提案公募
型(該当：
○ 非該
当：-)

競争的資
金(該当：
○ 非該
当：-)

独立行政
法人向け
財政支出
(該当：○
非該当：-)

SBIR対象
(該当：○
非該当：-)

分類1 分類2 分類3 分類4 分類5 分類6 分類7 分類8
科技該
当・非該
当

備考

3809
国土交通
省

17 431
災害拠点建築物の機
能継続技術の開発

東日本大震災や近年発生している竜巻による被害を踏ま
え、今後発生することが想定されている南海トラフ巨大地震
や首都直下型地震等の災害に対して建築物が災害拠点と
しての機能を維持するために配慮すべき設計技術水準を提
案し、地方公共団体等の公的施設および民間拠点ビルの
設計に資する災害拠点設計ガイドラインを策定する。

１．津波や竜巻等による外力を想定した災害拠点建築物の
技術開発
1)低抗力津波避難ビルの開発、2)外壁材脱落を考慮した設
計法の開発、3)津波漂流物の防護策に関する調査、4)飛来
物対策評価法の開発
２．地震動による外力を想定した災害拠点建築物の技術開
発
1)非共振天井材の開発、 2)使用安全性簡易確認装置の開
発、3)非構造壁を活用した損傷制御設計法の開発、4）設備
システムの機能維持に関する調査
３．災害拠点建築物設計ガイドラインの策定

120,655 0 5 一般 - 13 4 - - - - 2_b_2_2 該当

3810
国土交通
省

17 433

社会資本等の維持管
理効率化・高度化のた
めの情報蓄積・利活用
技術の開発

住宅・社会資本の老朽化に伴う施設の維持管理・更新にお
いて、施設の利活用技術（方策）を開発すると共に、施設の
維持管理・更新等の各段階で必要な施設情報の収集・蓄積
管理技術の開発を通じて、安全な国土の形成と維持及び環
境負荷の小さな社会の実現に寄与する。

住宅・社会資本の施設情報を、計画、設計、施工、維持管
理、更新の各段階において収集・蓄積し、利活用すること
で、施設の維持管理を、安全性確保や環境負荷低減にも配
慮しながら効率的に進めていくための技術・方策の開発を
行う。
１．社会資本等の施設情報の利活用技術の開発
２．社会資本等の施設情報の収集・蓄積・管理技術の開発
３．社会資本等の施設情報蓄積・利活用システム整備技術
の開発

※本事業は、建設技術に関する重要な課題のうち、特に緊
急性が高く、適用対象となる分野の広い課題を取り上げ、
行政部局が計画推進の主体となり産学官の連携により、総
合的に、組織的に研究を実施する「総合技術開発プロジェク
ト」の１課題として実施。外部有識者による外部評価を活用

65,349 0 5 一般 - 13 4 - - - - 2_b_2_2 該当

3811
国土交通
省

17 434
国立研究開発法人土
木研究所（運営費交付
金）

土木技術に関する調査、試験、研究及び開発等を土木研究
所に行わせ、土木技術の向上を図り、もって良質な社会資
本の効率的な整備及び北海道の開発の推進に資すること。

土木技術に関する調査、試験、研究及び開発等を行う。具
体的には、①安全・安心な社会の実現への貢献、②社会資
本の戦略的な維持管理・更新への貢献、③持続可能で活力
ある社会の実現への貢献、に向けた研究開発等を実施。

8,665,204 8,626,973 1 一般 - 13 3 - - - - 1_a_1 該当

3812
国土交通
省

17 435
国立研究開発法人土
木研究所（施設整備）

土木技術に関する調査、試験、研究及び開発等を土木研究
所に行わせ、土木技術の向上を図り、もって良質な社会資
本の効率的な整備及び北海道の開発の推進に資すること。

土木技術に関する調査、試験、研究及び開発等を行う。具
体的には、①安全・安心な社会の実現への貢献、②社会資
本の戦略的な維持管理・更新への貢献、③持続可能で活力
ある社会の実現への貢献、に向けた研究開発等を実施。

422,042 409,381 1 一般 - 13 2 - - - - 4_a1_2 該当

3813
国土交通
省

17 436
国立研究開発法人建
築研究所（運営費交付
金）

建築及び都市計画に係る技術に関する調査、試験、研究及
び開発並びに指導及び成果の普及等を行うことにより、建
築・都市計画技術の向上を図り、もって建築の発達及び改
善並びに都市の健全な発展及び秩序ある整備に資すること
を目的としている。

国土交通大臣から指示された中期目標に基づき中期計画
等を定め、
①建築基準法、住宅品質確保法、省エネルギー法などに基
づく国の技術基準等の作成や、関連技術政策の立案に反
映するため、行政と連携を図りつつ、住宅・建築・都市に関
する耐震、火災安全、省エネルギー、環境配慮、居住性向
上等の技術についての研究開発等を行う。
②開発途上国等における地震防災対策の向上に資するた
め、地震工学に関する研修を行い、開発途上国等の技術者
等を養成する。

1,760,888 1,768,176 1 一般 - 13 3 - - - - 7_a_2 該当

3814
国土交通
省

17 437
国立研究開発法人建
築研究所（施設整備）

施設整備事業は、『建築及び都市計画に係る技術に関する
調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及等を
行うことにより、建築・都市計画技術の向上を図り、もって建
築の発達及び改善並びに都市の健全な発展及び秩序ある
整備に資することを目的としている。』という目的を達成する
ため、業務を効率的かつ円滑に実施するための事業であ
る。

国土交通大臣から指示された中期目標に基づき中期計画
等を定め、建築基準法、住宅品質確保法、省エネルギー法
などに基づく国の技術基準等の作成や、関連技術政策の立
案に反映するため、行政と連携を図りつつ、住宅・建築・都
市に関する耐震、火災安全、省エネルギー、環境配慮、居
住性向上等の技術についての研究開発等を行うために必
要な施設・設備の整備及び更新を行う。

79,605 59,634 1 一般 - 13 2 - - - - 4_a1_2 該当

3815
国土交通
省

17 438
交通運輸技術開発推
進制度

第５期科学技術基本計画（平成28年１月閣議決定）、社会
資本重点整備計画（平成27年９月閣議決定）等において掲
げられている国土交通省の交通運輸分野に係る政策課題
の克服にあたっては、現行の技術では達成が困難なもの、
あるいは、時間を有するものが多いことから、広く産学官の
知見を結集して政策課題の解決に資する研究開発を重点
的に実施することにより、技術開発の観点から国土交通省
の政策を推進することを目的とする。

・交通運輸分野における真に必要な基礎的研究を国におい
て実施するため、国土交通省の交通運輸分野に係る政策
課題の解決に資する技術開発を重点的に実施する。
・技術開発成果が、著しく変化する社会的・経済的ニーズに
適時・適確に対応し、国土交通省の政策課題の解決の確実
な達成につながるよう、毎年、有識者で構成される交通運
輸技術開発推進委員会により政策課題の解決に資する研
究開発テーマを選定する。
・選定した研究開発テーマごとに研究実施主体を公募し、交
通運輸技術開発推進委員会による事前評価を実施したうえ
で、実現可能性が見込める主体の研究内容を採択し、委託
を行う。

159,756 151,061 5 一般 - 13 4 ○ ○ - ○ 1_a_1 該当

3816
国土交通
省

17 439 鉄道技術開発

鉄道技術開発を促進し技術水準の向上を図ることを目的と
し、超電導リニアをはじめとした先端技術の鉄道分野への
応用のほか、鉄道の安全水準、環境性能の向上に関する
技術開発に補助を行う。

鉄道技術開発のうち、①新技術の鉄道への応用に係る基
礎的、基盤的技術開発②安全対策に係る技術開発③環境
対策に係る技術開発に要する経費の一部について、超電導
磁気浮上方式鉄道技術開発にあっては公益財団法人鉄道
総合技術研究所に、一般鉄道技術開発にあっては独立行
政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて鉄道分
野に関する技術開発を実施する能力を有するものに対して
助成を行う。

（補助対象及び補助率）
○　超電導磁気浮上方式鉄道技術開発
・基礎技術開発及び高温超電導磁石等高度化技術開発に
要する経費　1/2
・実用化技術開発に要する経費及び日本政策投資銀行利
子相当分　1/4
○　一般鉄道技術開発

476,387 227,933 5 一般 - 13 4 - - ○ - 1_a_1 該当

3817
国土交通
省

17 440
(国研）海上・港湾・航空
技術研究所運営費交
付金

船舶に係る技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防
止に係る技術、港湾及び空港の整備等に関する技術、及び
電子航法に関して、調査、研究及び開発等を行う。これによ
り、交通の安全の確保及びその高度化を図るとともに、海洋
の開発及び海洋環境の保全に資することを目的とする。

船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技
術に関する研究開発については、海上輸送の安全の確保、
海洋環境の保全、海洋の開発、海上輸送を支える基盤的技
術開発に関する研究開発課題について、重点的に取り組
む。港湾、航路、海岸及び飛行場等に係る技術に関する研
究開発については、沿岸域における災害の軽減と復旧、産
業と国民生活を支えるストックの形成、海洋権益の保全と海
洋の利活用、海域環境の形成と活用について、重点的に取
り組む。電子航法に関する研究開発等については、軌道
ベース運用による航空交通管理の高度化、空港運用の高
度化、機上情報の活用による航空交通の最適化、情報共有
及び通信の高度化について、重点的に取り組む。さらには、
分野横断的な研究を効率的かつ効果的に実施するために、
戦略的な研究の企画立案や各研究部門の連携や調整と
いった研究マネジメントを行う体制を構築し、実施する。

5,276,818 5,192,698 1 一般 - 13 3 - - - - 7_a_2 該当

3818
国土交通
省

17 441
(国研）海上・港湾・航空
技術研究所施設整備
費補助金

海上・港湾・航空技術研究所による研究開発業務の確実な
遂行のため、施設等に関して性能維持・向上など適切な整
備を実施する。

海上技術安全分野においては、船舶に係る技術並びに当
該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る
技術に関する調査、研究及び開発を行うための施設の整備
に必要な経費を補助する。港湾空港技術分野においては、
港湾空港政策における技術的課題への対応や関係機関へ
の支援のための研究開発等を実施するとともに、港湾・空
港整備等における事業の実施に係る研究開発を行うための
施設の整備に必要な経費を補助する。電子航法分野にお
いては、航空交通の安全の確保とその円滑化を図るため、
航空交通管理手法の開発や、航空機の通信・航法・監視を
行う航空保安システムに係る研究開発等を行うための施設
の整備に必要な経費を補助する。

170,772 109,045 1 一般 - 13 2 - - - - 4_a1_2 該当

3819
国土交通
省

17 442
土木関連施設整備費、
建築関連施設整備費

国土交通省が所管する国土技術政策の企画立案と密接に
関係のある総合的な調査、研究開発に必要となる研究施設
の適正な維持管理（執務環境を含む）のための改修を図
る。

調査、試験、研究及び開発等に伴う実験に必要な機能確保
のため研究施設の整備や改修を図る。また、庁舎等で老朽
化が著しく、機能不備が想定される建築・電気・機械設備等
について改修を行う。
平成27年度は、都市防災研究センター棟自家発電機設備
の分解点検整備及び各種実験施設の改修を実施した。

58,190 72,740 2 一般 - 13 2 - - - - 4_a1_2 該当

3820
国土交通
省

17 443 一般研究経費

国土交通本省が展開する政策や技術基準の策定・改訂等
に対し、将来的に十分な技術支援・提言を行っていけるよ
う、中長期的に対応が必要となる課題を解決するため、研
究ポテンシャルの高揚・維持を図ることを目的とする。

社会資本整備に関連して将来的に対応が必要となることが
予想される課題の解決に不可欠な各種データ・知見の収
集・分析やデータベース化に加え、課題解決のために進め
ておく必要がある技術政策に関する基礎的な調査・研究等
を行う。（平成27年度は「インフラの維持管理」「防災減災・
危機管理」等の分野における基礎的研究50課題を実施）

122,866 116,047 2 一般 - 13 4 - - - - 1_b_2_1 該当
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3821
国土交通
省

17 449
津波防災地域づくりに
おける自然・地域インフ
ラの活用に関する研究

既存の砂丘・湿地等の自然地形や水路・塚等の地物を、堤
防を越える規模の津波に対して減災効果を発揮する「自然・
地域インフラ」として認識し、今後の開発や維持管理不良に
よって失われないように積極的に保全・改良をはかっていく
ことで地域全体で減災をはかる。これによって南海トラフ巨
大地震の被害想定域の津波に対する粘り強さを安い整備
費用と短い整備期間で効率的に向上させる。

東日本大震災における事例および過去の津波被害に関す
る情報を文献調査、現地調査、研究会議の開催によって収
集し、自然・地域インフラとして期待できる地物等とそれらに
よる津波減災効果を整理する。その上で、砂丘・盛土・樹林
を対象に、現地調査、水理実験、数値計算を実施して、減災
効果と効果発揮限界の定量評価方法を確立し、各自然・地
域インフラへの評価方法の適用性も検討したうえで「津波浸
水想定の設定の手引き」を改訂する。これらの成果の現場
への適用性を高めるため、モデル地域におけるワークショッ
プを開催し、実際の事例および検討方法を記載した「自然・
地域インフラを活用した津波減災対策のガイドライン」を新

18,424 0 2 一般 - 13 4 - - - - 1_a_1 該当

3822
国土交通
省

17 450
巨大地震に対する中低
層建築物の地震被害
軽減技術に関する研究

巨大地震による被災からの迅速な復興という観点から、巨
大地震後においても建築物の継続利用を可能とする範囲に
被害を軽減できる耐震技術の確立が求められている。巨大
地震に対し建築物を完全に無損傷に留めることはコスト面
で不合理であるが、地震後の修復性を考慮した上で損傷を
一定水準内に許容する設計を実施できれば、建設コストを
それほど上昇させることなく、地震後に建物利用者の速や
かな社会活動の復帰を可能とする建築物を実現できる。本
事業では、建築物の多くを占める中低層建築物を対象に、
効率的に中低層建築物の地震被害を軽減させる耐震技術
の研究を行う。

中低層建築物の継続利用を損ねる代表的な被害パターン
としては、東日本大震災等での過去の被害事例の分析か
ら、鉄筋コンクリート造の二次壁のせん断ひび割れと杭の被
害による建築物の傾斜が挙げられている。そこで、本研究
では、これらの被害パターンを解消するため研究を行い関
連技術のガイドラインを取りまとめるとともに、これにより当
該技術の普及と関係する建築技術基準の適用方法の合理
化を図ることとする。二次壁のせん断ひび割れ抑制につい
ては構造実験の結果を踏まえ、繊維補強コンクリートの品
質基準や構造性能評価方法を検討する。杭の被害抑制に
ついては、上部構造を傾斜させないための要件、及び、遠
心載荷実験と建物・地盤の同時地震観測の結果を踏まえ、
上部-基礎-地盤連成系の各構造部分での「設計用地震力

13,128 0 2 一般 - 13 4 - - - - 2_c_7 該当

3823
国土交通
省

17 451

住生活満足度の評価
構造に基づく住宅施策
の効果的実施手法に関
する研究

多様な世帯属性ごとの住生活の豊かさに対する満足度（以
下「住生活満足度」という。）の評価構造を解明し、住生活満
足度を規定する指標を用いた効果的な住宅施策の実施・評
価手法の開発をすることにより住生活満足度を効果的に高
める施策の立案や評価（ＰＤＣＡサイクル）を合理的に行い、
もって国民の住生活満足度の効果的な向上に資することを
目的とする。

国民の住生活ニーズが多様化・高度化するなかで、豊かな
住生活の実現に向けた効果的な住宅施策の実施に向け
て、①若年・子育て世帯や高齢者世帯など多様な世帯属性
ごとの住生活の豊かさに対する評価と、それを規定する住
生活に係る資源の実態の関係から住生活満足度の評価構
造を解明し、②世帯属性ごとの住生活満足度を規定する指
標とその計測方法を開発する。また、これらを踏まえ③住生
活満足度の目標達成に必要な指標の改善量（施策実施量）
の推計手法及び施策の実施による住生活満足度の向上効

13,312 0 2 一般 - 13 4 - - - - 1_b_2_2 該当

3824
国土交通
省

17 452

地震時の市街地火災
等に対する都市の脆弱
部分及び防災対策効果
の評価に関する研究

住生活基本計画において定めた「地震時等に著しく危険な
密集市街地」の解消に寄与するために、新たな条件・状況・
事象を考慮した密集市街地の脆弱部分の解明を行い、密
集市街地の危険性に係る評価基準の改善案を作成すると
ともに、都市整備を中心とした防災対策の効果に対する定
量的比較をもとに迅速・効果的な防災対策の評価・提案を
行う。

密集市街地の防災面での脆弱性評価として、地区から広域
レベルに至る市街地火災の延焼過程、住民の避難、市民の
巻き込まれ等について検証・評価するとともに、密集市街地
の大部分を構成する木造建築物等における様々な個別の
事象が、延焼火災に及ぼす影響を評価し、評価基準の改善
案を作成する。さらにこの評価基準を用いて、密集市街地
の市街地火災等による危険性を低減する上で、効果が高く
かつ迅速に行える、市街地整備上の対策について、その効
果を評価し、また効果的な実施方法を検討するものである。

11,411 0 2 一般 - 13 4 - - - - 1_b_2_2 該当

3825
国土交通
省

17 453

都市の計画的な縮退・
再編のための維持管理
技術及び立地評定技術
の開発

人口の減少と急速な高齢化の進行、産業構造の変化、厳し
い財政状況化での行政サービスコストの増大等、都市をめ
ぐる社会経済環境の大きな変化に対応し、都市の再構築を
図りつつ、集約型都市構造に転換していくため、郊外市街
地における縮退・再編エリアの客観的な評価・選定手法及
び計画的な縮退・再編の段階に応じた市街地の維持管理
技術の開発、並びに新技術や新産業を市街地に受け入れ
るために必要となる立地評定技術の開発を推進することを
目的とする。

本事業は、①郊外市街地の計画、維持管理技術の開発、②
新技術・新産業の立地評定技術の開発、の２つのサブテー
マで構成される。①については、人口・世帯構成の将来変
化とインフラ・サービスの将来維持コスト等から郊外市街地
の計画的縮退・再編に係る候補地区の分類手法を開発する
とともに、インフラ・サービスの段階的縮小・閉鎖プログラム
や従後の維持管理手法を開発し、跡地活用ビジネスと一体
化した再編事業スキームを構築する。②については、新技
術・新産業の出現による騒音等主要な外部影響と軽減措置
の効果に関する実測・実験を行い、得られたデータを用いて
外部影響や軽減措置効果に関する予測計算ソフトや判定
チェックシート等、新技術・新産業に関わる立地評定技術を

14,113 0 2 一般 - 13 4 - - - - 1_a_1 該当

3826
国土交通
省

17 454
空港舗装の点検・補修
技術の高度化に関する
研究

　航空機の総重量増加に伴う、空港舗装の損傷リスク増大
及び、空港の運用時間延長に対応するため、非破壊計測技
術などの新技術を導入した点検方法及び、新たな補修材料
の導入による迅速な補修方法を開発し、空港舗装の維持管
理に導入することで、点検作業の時間短縮及び精度向上、
補修作業の迅速化を実現し、空港サービスの確保及び向上
を目指す。

　空港舗装の点検方法については、舗装の損傷が空港運
用へ与える影響を考慮した点検項目の分析・整理を行い、
点検項目に適合する非破壊計測技術等の情報を収集・整
理する。新たな計測技術を用いた点検方法を検討し、フィー
ルド試験等で精度・効率性等を分析・評価する。また、補修
方法については、現在空港舗装に適用されていない補修材
料の技術情報を収集・整理し、航空機荷重の載荷試験等で
施工性・耐久性等空港舗装への適用性を分析・評価する。
以上の検討を通して新たな点検・補修方法を提案する。ま
た、成果の普及のための関係規程類への反映案を検討す

4,706 0 5 一般 - 13 4 - - - - 2_a_1 該当

3827
国土交通
省

17 455
地理地殻活動の研究に
必要な経費

地震や火山活動による被害の軽減に向け、プレート境界面
の固着域の推定の高度化に関する研究などの推進により、
国民の安全・安心の確保を図るとともに、国土地理院が行
なう測量・地図作成の効率化や成果の高精度化、迅速な提
供などに資する研究開発を実施し、地理空間情報の活用を
推進し、豊かな国民生活の実現を図ることを目的とする。

  国土地理院が行う基本測量及び関連する施策が、国民の
安全・安心の確保や豊かな国民生活の実現に資するよう、
地球物理学、測地学、地形学などの地球科学に加え、衛星
技術、通信技術などの先端技術を活用して地震発生につな
がる地殻変動のメカニズム解明に関する研究、離島を含む
我が国の位置や形状を把握するためのGNSSなどの宇宙測
地技術に関する研究、並びに災害と土地の地理的条件との
関連についての解析的研究及び数値シミュレーション手法
を用いた災害危険度分布とその時間変化に関する研究な
どを国土地理院が行う測量の成果を用いつつ実施する。

93,000 93,000 5 一般 - 13 4 - - - - 1_a_1 1_b_1 該当

3828
国土交通
省

17 456 気象研究所

気象業務に関する実用的技術の研究・開発を行い、気象庁
が国民に提供する各種情報の精度向上や迅速化を図るこ
とにより、災害の防止・軽減及び安全・安心な社会の実現を
目指す。

台風・集中豪雨対策、地震・火山・津波対策、気候変動・地
球環境対策に関する技術基盤・応用に関する研究を通じ
て、気象庁が発表する各種防災情報の高度化や気象庁に
よる一層精度の高い地球環境関連の情報の提供に向けた
研究を実施するほか、気象業務への将来の実用化を見据
え世界をリードする基礎的・基盤的な研究も実施する。ま
た、各種情報の精度向上や迅速な発表のために必要となる
数値モデルの精緻化を進める研究や、観測データの解析手
法向上のため大容量のデータを処理する解析的研究の実
施に不可欠である電子計算機システム（スーパーコンピュー

788,239 786,836 2 一般 - 13 4 - - - - 1_a_1 4_b1_3 該当

3829
国土交通
省

17 457

３次元地理空間情報を
活用した安全・安心・快
適な社会実現のための
技術開発

測位環境や３次元地図整備に係る各般の取組みを秩序
だったものにする上で必要となる国の技術基準・ガイドライ
ンが存在しないことから、民間を中心とする試行も個別に実
施されており、技術の調整・連携に乏しいため、これらの取
組みの技術にかかる基準、ガイドラインを策定、公開するこ
とにより、これら技術の社会実装を促進させる。

屋内外の測位環境や、複雑な都市空間（地下街を含む公共
的屋内空間等）を表現する３次元の地理空間情報（以下、
「３次元地図」という）の未整備等、高精度測位による新サー
ビスの実現にかかる課題を解決するため、ビル街など衛星
測位が困難な箇所を含む屋内外の測位環境の改善と相互
連携、３次元地図の整備・更新に関する技術開発を行う。

45,000 45,460 5 一般 - 13 4 - - - - 2_b_2_2 該当

3830
国土交通
省

17 458
地域安心居住機能の
戦略的ストックマネジメ
ント技術の開発

人口減少・超高齢社会において、子供から高齢者までが地
域で安心して居住できる住環境の形成が求められており、
地域安心居住機能（賃貸住宅、生活利便施設、福祉施設、
医療施設等）の老朽化及び集約型都市構造の形成が喫緊
の課題となっている。そのため、地域安心居住機能の戦略
的ストックマネジメント技術を開発し、地方公共団体の業務
支援ツールのパッケージを提供するとともに、各種技術指針
等に反映することにより、地域安心居住機能の合理的なマ
ネジメントを可能とし、国民の地域での安心・安全な生活の
実現や集約型都市構造の形成による生活利便性の確保を

地域安心居住機能の各ストックについて、地域の人口構造
の変化に基づく中長期的需要等の予測手法の開発ととも
に、それを踏まえた、利用継続期間や活用手法の決定、適
正配置等の戦略的マネジメントの計画技術、利用年限まで
の改修・維持保全等の最適化計画技術を開発する。

54,000 43,602 5 一般 - 13 4 - - - - 2_b_2_2 該当

3831
国土交通
省

17 459

高精度測位技術を活用
した公共交通システム
の高度化に関する技術
開発

　交通モード間の連携を図るため、バス交通システムに高
精度の位置測位技術を活用し、交通利用者の利便性向上
を図る。さらに、開発した車載器の汎用化により、低コスト化
し、普及促進を図るとともに、高精度な位置情報の共有を可
能にすることを目的とする。

　本事業では、公共交通システムに高精度の位置測位技術
を適用し、事業者間で共有できるような信頼性の高い位置
情報の取得を可能することにより、鉄道からバスへの乗換
時等におけるワンストップの乗継情報の提供等を行うため
の環境整備を行う。
　具体的には高精度の位置測位技術を活用した車載器を
開発し、得られた位置情報をリアルタイムで交通利用者、交
通事業者間で共有するための技術的要件を整理する。

27,075 26,073 5 一般 - 13 4 - - - - 1_a_2 該当

3832
国土交通
省

17 460
遠隔離島における海洋
関連技術開発

四面を海に囲まれた我が国にとって、排他的経済水域等
は、海洋エネルギー・資源の開発・利用、海洋環境の保全
等の場として重要であり、「低潮線保全基本計画」では、低
潮線の保全とともに、特定離島（南鳥島及び沖ノ鳥島）を拠
点とした様々な分野における新しい構想に基づいた活動に
ついても、政府が支援し、推進すべき重要な施策の一つとし
て位置付けられている。本事業では南鳥島での海洋関連の
技術開発を推進することで、同基本計画にある活動の促進
を図り、海洋に関連する政策課題の解決に資する技術開発
を推進する。

・南鳥島において、技術開発実施のための現地状況調査を
行い、総合海洋政策本部事務局と共催する「遠隔離島にお
ける産学官連携型の海洋関連技術開発推進委員会」にお
いて選定した技術開発課題の内容も踏まえ、南鳥島におけ
る技術開発基本計画を策定する。
・技術開発基本計画に基づき、技術開発を効果的・効率的
に推進するため、南鳥島等に関する気象海象等の共通基
盤データの収集を行う。
・技術開発のフォローアップ及び技術開発基本計画の見直
しを実施する。

9,267 8,396 5 一般 - 13 4 - - - - 3_c1_1 該当
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3833
国土交通
省

17 461
次世代の防災技術開
発のための調査研究経
費

災害の多い我が国では、東日本大震災における教訓を踏ま
え、南海トラフ地震や首都直下地震のような巨大地震への
対策計画が策定され、また「新たなステージに対応した防
災・減災のあり方」（平成27年1月）においては、最悪の事態
を考慮し、最大クラスの水害に対するハードとソフトの両面
からの対策の必要性が示されるなど、巨大災害への対応が
喫緊の課題となっている。現地における災害対策の重要な
担い手となる国土交通省として、より効率的・効果的な災害
対応を実施することが出来るよう、継続的な技術開発を適
切に推進していくことを本事業の目的とする。

本事業は、国内のインフラ施設の大部分を所管している国
土交通省において、人命を守り、社会経済の壊滅的被害を
防ぐために、巨大災害に対応するための潜在的な技術開発
ニーズと現在の最先端の技術シーズを把握・発掘し、人命
を守るために必要な防災技術開発の観点から、得られた
ニーズとシーズのマッチングを考慮しながら、国土交通省の
現場対応において必要な防災技術開発のロードマップをと
りまとめるものである。

5,000 0 5 一般 - 13 4 - - - - 1_b_2_1 該当

3834
国土交通
省

17 462

下水処理場の既存施
設能力を活用した汚水
処理システムの効率化
に関する研究

自治体事業者が、地域における効率的な汚水処理システム
の検討・評価を行うための技術資料を作成することで、人口
減少する社会において、地方都市における汚水処理サービ
スの維持・効率化を推進する。

人口減少・少子高齢化の進行による汚水処理水量の減少
や各種汚水処理施設の老朽化に伴い、地域の汚水処理
サービスの事業性低下が顕在化し始めている。これに対
し、地域の汚水の一括処理など効率的で持続可能な汚水
処理システムへの再編成を行うことが望ましいが、人口減
少による施設規模縮小に伴い、地域に適した汚水処理シス
テムを再編成するためには、既存処理施設を活用した改
築・更新計画、コスト、エネルギー、長期に渡る将来人口予
測など多面的な検討が不可欠であり、技術的整合性のある
一括処理計画の検討手法、事業性評価手法の確立が課題
となる。また、下水処理場を核として地域の汚水処理システ
ム整備を行う場合、し尿、汚泥等の投入条件、受入時の技
術的課題と対応方策を明らかにする必要がある。本研究で
は、規模縮小、既存施設能力活用、再編による効率化等を
踏まえた施設更新時のコスト・エネルギー算定手法等を把
握するとともに、し尿、汚泥受入時の下水処理場へ負荷増
大等の影響について技術的課題と対応策を検討し、地域に
おける汚水等一括処理の事業性検討方法、技術資料を提

11,122 11,072 2 一般 - 13 4 - - - - 1_b_2_3 該当

3835
国土交通
省

17 463
気候変動下の都市にお
ける戦略的災害リスク
低減手法の開発

気候変動、人口減少、高齢化、巨大災害の切迫等に対処す
るため、3つの政策転換　①「各分野の防災施設整備」の観
点から「地域のリスク低減」の観点へ、②施設限界を超える
ハザードに対応した地域の防災・減災力の総動員、③「明
日」から100年後までの時間軸上のシームレスな防災減災
対策の推進　の具体化に係る技術的課題について、都市に
おける水害を具体例として解決手法を開発する。

気候変動による豪雨や海面上昇の影響を考慮し、大河川・
中小河川・下水道を統合した土地ごとの浸水確率算定手法
を開発する。また、将来の「気候変動による外力の増大」や
「人口・資産分布の変化」「高齢化」等を考慮し、時間軸に基
づく低リスク社会構築フレームを開発する。これらをモデル
地区に試験適用し、「対策の具体的展開手順」を提示する。
技術開発に際しては、地方自治体・事業所等へのヒアリン
グにより現場のニーズを把握するとともに、英国等の先進事
例について最新情報を収集・分析する。

18,510 18,509 2 一般 - 13 4 - - - - 2_a_1 該当

3836
国土交通
省

17 464

リアルタイム観測・監視
データを活用した高精
度土砂災害発生予測
手法の研究

土砂災害は局所的かつ突発的であるため、目に見える危険
度の変化に関する情報に乏しく、切迫性が伝わりにくい。本
研究では、土砂災害減災に対する効果的な警戒避難体制
を市町村、住民が構築するために、地域の状況に関するリ
アルタイム観測・監視データを活用し、土砂災害の発生場
所、時刻に関する予測精度が高く、切迫性の伝わりやすい
情報作成技術を開発する。

大規模な土砂災害は発生する前には、周辺地域において、
小規模な土砂流出や地下水位や河川流量の急激な上昇な
どが生じる。このような現象は土砂災害の発生と密接に関
係しており、これらを捉えることができれば、降雨情報のみ
から土砂災害の発生を予測する手法に比べて、より精度が
高く、切迫性の伝わりやすい情報の提供が可能となり得ると
考えられる。本研究では、過去の水文・流砂量観測データの
分析により、土砂災害発生時の時系列的な流出状況変化を
解明し、土砂災害発生と関連性の高い観測、監視情報を抽
出することにより、土砂災害発生の危険性が高まったと判断
する基準値の決定手法を構築するなど、土砂災害発生時の
リアルタイム観測・監視データを活用した高精度土砂災害発

12,477 12,436 2 一般 - 13 4 - - - - 2_c_7 該当

3837
国土交通
省

17 465

地震誘発火災を被った
建築物の安全性・再使
用性評価法に関する研
究

地震後の火災によって地震の揺れと火災の両者の影響を
受けた耐火建築物については、復旧・復興段階における安
全性評価や再利用に対するニーズがあるが、その可否を迅
速・的確に評価する技術は確立されていない。このため本
研究では、地震誘発火災被害を受けた耐火建築物の応急
的な利用及びその後の本格復旧を早期かつ効率的に行う
ことを可能とするため、それらの建築物の安全性・再使用性
の評価法を構築する。

非木造の中高層の耐火建築物を対象として、地震誘発火災
による建築物の被害を類型化し、地震誘発火災による被害
を模擬した素材実験、部材加熱実験などに基づき、被害を
受けた主要構造部（柱、はり等）の損傷性や復旧性の定量
化に関する性能評価技術を構築する。被災事例等を含めて
体系化し、地震誘発火災被害による建築物の性能劣化を簡
易に調査判定可能な方法を検討し、応急危険度判定マニュ
アル(案)、地震誘発火災を被った建築物の再使用性評価に
関するガイドラインを作成する。

14,759 12,174 2 一般 - 13 4 - - - - 2_c_7 2_b_2_3 該当

3838
国土交通
省

17 466

共同住宅等における災
害時の高齢者・障がい
者に向けた避難支援技
術の評価基準の開発

共同住宅等における災害時の避難弱者に向けた支援技
術、いわゆる非常時のバリアフリーについては未だ課題は
多い。本研究は、避難計画及び避難支援技術の体系的整
理をした上で、建築人間工学的実験に基づいた下方避難支
援技術並びに建築関連法令に向けた評価基準の開発を行
う事を目的とする。また、人間工学データの公開により技術
基準を明確化することで、民間が保有する技術の活用や開
発の促進に繋げる。

①避難計画及び避難支援技術の体系的整理として、「施設
管理者、当事者などへヒアリングから課題点を抽出」し、「新
技術の調査及び実際に設置した場合の適応可能性やその
適応範囲について欧州等において調査」を行う。
②新たな避難支援技術の評価基準の整備に向けた人間工
学的実験として、「実験に用いる避難支援装置の試験体を
製作し装置に具備する要件を検討」及び「人間工学的実験
により操作性や安全性に対する問題点や課題の抽出、検
討」を行う。
③性能評価法及び維持管理手法の確立として、「新たな避
難支援技術を用いた避難方法の性能評価法の検討」及び

13,014 12,153 2 一般 - 13 4 - - - - 2_c_7 該当

3839
国土交通
省

17 467

みどりを利用した都市
の熱的環境改善による
低炭素都市づくりの評
価手法の開発

みどりを都市内に適切に配置することにより、市街地の熱的
環境を改善し、建築物の冷暖房負荷を低減させる省エネ効
果の間接的なCO2排出削減効果を予測・評価する手法を開
発すると共に、みどりによる低炭素化の基本的な考え方を
示し、地方公共団体が低炭素都市づくりに向けて、効果的
な計画や推進方策の検討が行えるようにする。

・ 実市街地での夏季・冬季のみどりの量と温度・湿度分布を
調査し、それらの関係を分析することにより、みどりが周辺
の熱的環境に及ぼす影響を流体力学的な解析手法により
再現・評価するモデルを開発する。
・ 上記の手法やモデルを用いて、各種市街地における効果
的なみどりの配置計画やその実現手法等を検討する。
・ 上記の開発成果の利用方法や検討を通して得られた技
術的知見等を「（仮題）みどりの多面的効果を踏まえた計
画・評価マニュアル案」としてとりまとめ、地方公共団体へ提

10,213 10,026 2 一般 - 13 4 - - - - 2_c_7 3_b_1_1 該当

3840
国土交通
省

17 468
海上輸送の構造変化に
対応したコンテナ航路
網予測手法の開発

　国際海上コンテナ貨物量の増大や輸送効率化を背景に、
超大型コンテナ船の急増や、船社の連携が急展開している
ほか、新パナマ運河の供用（2016年予定）や、北極海航路
の利用増が見込まれている。このような海上輸送構造の変
化に応じて、アジア諸国の後手を踏むことなく国際コンテナ
戦略港湾施策の更なる展開を的確に講じるために、将来の
世界のコンテナ航路ネットワーク変化や我が国へのコンテナ
船の寄港変化を定量的に予測できるコンテナ航路網予測手
法を開発する。

　国際海上コンテナ船の航路網に関わる資料（航路推移、
大型船建造、アライアンス、ターミナルオペレーター、ハブ港
湾、運河整備、貨物流動等）及び、コンテナ航路形成に関わ
る資料（コンテナ船の投入航路、船型、頻度、寄港地等）の
収集分析を行い、世界主要地域間におけるコンテナ貨物流
動量予測サブモデルとコンテナ船投入予測サブモデルから
なるコンテナ航路網予測モデルを開発する。更には、超大
型コンテナ船の就航状況、北極海航路の商業利用進展、海
上コンテナ貨物量の推移等を基に、将来の海上輸送に関わ
るシナリオ設定を行い、将来のコンテナ航路網の予測を行

5,377 5,118 5 一般 - 13 4 - - - - 2_a_1 該当

3841
国土交通
省

17 470
都市行政情報データ
ベース運営経費

 　行政や民間の諸活動の基盤となる土地利用規制や都市
インフラに関する基礎的な情報である都市計画データを中
心とした、都市行政に関する各種データを収集・整理・集約
化し提供することで、地方公共団体等関係機関の業務の円
滑な遂行や経済・社会の多様なニーズに対応した業務の高
度化を図る。

　本業務は今後の都市行政に資するため、全国の都市計画
のデータを中心としたデータベースの運営・改良及びデータ
を集約化し、その提供を行うものである。
　当該データは都市計画を中心に８４の項目をデータベース
化しており、例えば全国１，０６９ある都市計画区域内の各
都市の用途地域の面積や道路、公園等の都市施設の計
画・供用の状況、６，０００を超える地区計画の決定状況等
膨大な種類・内容の都市計画決定状況等が収録されてい
る。
　このため、当該データは都市間の比較や事業の進捗状況
等についても網羅的に知り得ることが出来る唯一の資料と
なっており、地方公共団体をはじめ大学及び研究機関等に

4,000 4,000 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_1 該当

3842
国土交通
省

17 471
建設分野における国際
協力、連携の推進

 開発途上国等におけるインフラ整備を通じた持続可能な社
会経済開発等に協力し、相手国とのパートナーシップの構
築を図ること及び本邦建設技術等の海外展開による我が国
経済成長に資することを目的とする。

上記目的を達成するため、相手国の課題を共有し本邦技
術・ノウハウ・制度の紹介等を行う政府間協議の実施や、本
邦建設技術の優位性を活かした案件形成促進のためのセ
ミナー等の開催、本邦企業の受注獲得に繋がる案件発掘・
形成のための調査、相手国の課題やニーズを把握する調
査、官民が一体となって戦略的に海外展開を進めるために
必要となる一元的な情報収集・分析を行うもの。

0 0 8_6 非該当

3843
国土交通
省

17 472
交通関係国際会議等に
必要な経費

交通分野に係る環境問題、セキュリティー問題等、一国の
みでは解決が困難な地球的規模の課題について、ＩＴＦ（国
際交通フォーラム）やＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）等と
連携を図りながら、国際的な協調・連携の下で戦略的な取り
組みを推進する。また、高齢化による影響や緊迫した財政
化における施策の実行等各国が抱える共通の課題等につ
いて他国の先進的な取り組みの情報を共有しその解決を図

交通分野全体にわたる国際的な枠組みであるＩＴＦやＡＰＥＣ
の下に設置された交通大臣会合等を積極的に活用し、交通
分野における世界的な課題の解決を図る。また、これらの
国際的な枠組みを活用し、世界における我が国の存在感の
維持・拡大を図るとともに、我が国の高質な交通インフラの
普及に向けた効果的な取り組みを行う。

0 0 8_6 非該当

3844
国土交通
省

17 473

国際交通分野における
途上国の経済活性化と
我が国企業競争力強
化のための支援

①アジアをはじめとする海外の旺盛な需要を取り込み、我
が国企業の受注につなげると共に、相手国経済の発展・安
定化にも貢献するため、インフラシステム輸出を推進する。
②新興国等との交通分野における国際協力、連携、交流等
の強化による信頼関係の構築を通じ、諸課題の解決を支援
する。

①トップセールスの展開、我が国技術の活用につなげる案
件発掘・形成調査、実証実験等により、日本企業の海外展
開を支援する。また、我が国の技術や規格の国際標準化に
向けた国際機関への働きかけや、相手国におけるセミ
ナー、研修等に取り組む。
②日ＡＳＥＡＮ交通連携に基づく「日ＡＳＥＡＮ交通大臣会合」
や中国・韓国等二国間の交通次官級会合等、多国間・二国
間協議を開催し、政策協調や課題の解決を図る。

0 0 8_6 非該当
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3845
国土交通
省

17 474
国際社会における交通
連携の確保

アジア、アフリカを含む途上国の交通問題について、環境、
安全など国際的視点から特に速やかな対応が求められる
諸課題の解決を図るための取り組みを支援することにより、
国際社会における交通連携の確保を図り、我が国の国益や
企業活動を確保する。

海運事故を減少させるための安全制度の改善、原油等の
海上輸送にとって不可欠な海賊対策能力の向上、航空機爆
破テロを未然に防止するための航空セキュリティ体制構築、
途上国の環境に対する行動計画の実施等、諸課題の解決
に向けて途上国等の関係者を対象に現地セミナーや専門
家会合、ベストプラクティス集やマニュアルの作成、現地調
査を踏まえた対策の検討等を行う。

0 0 8_6 非該当

3846
国土交通
省

17 475 国際港湾機関分担金

港湾に関して世界的に強い影響力をもつ国・地域・団体が
数多く加盟するこれら国際機関に加盟することで、世界の港
湾の時流・政策をいち早く把握し、国内港湾施策に取り入れ
るとともに、国際的協定、基準の策定への積極的な参画に
より我が国港湾関連技術のグローバルスタンダード化を推
進し、以って我が国の国益に資するものとする。

港湾に関連した国際的な機関への分担金。現在、国際航路
協会（PIANC）、国際港湾協会（IAPH）、国際荷役調整協会
（ICHCA)に加盟しており、各機関の規約で定められた年会
費を支払うもの。

0 0 8_6 非該当

3847
国土交通
省

17 476 官庁営繕費

国民の共有財産である国家機関の建築物（官庁施設）につ
いては、老朽化した施設が今後増大していく中、既存施設
の有効活用を図りつつ、災害に対する安全・安心の確保等
に的確に対応することが重要である。このため、官庁施設の
地震・津波対策の推進により防災拠点となる官庁施設等の
安全性を確保するとともに、既存施設の危険箇所の解消及
び老朽化対策等の実施により、来訪者等の安全確保と行政
サービスの円滑な提供に最低限必要な水準を確保する。

地震発生時や津波襲来時における人命の安全確保と災害
応急対策活動等の拠点施設としての機能確保を図るととも
に、危険箇所や老朽・狭隘が生じている既存官庁施設につ
いて、既存施設の有効活用を図りつつ、来訪者等の安全確
保と行政サービスの円滑な提供に最低限必要な施設の性
能を確保するため、改修や施設の更新を実施している。

0 0 4_a4_2 非該当

3848
国土交通
省

17 477
官庁施設の適正な保全
等の推進に必要な経費

　行政等のサービス提供の場として、国民の生活や経済社
会活動を支えている官庁施設について、環境等に配慮した
便利で安全なものとなるよう、適正かつ効率的な整備・保全
を推進する。

　大臣官房官庁営繕部においては、官庁施設の適正かつ
効率的な整備・保全を推進するため、各種技術基準等を作
成している。本事業は、環境負荷低減や安全・安心の確保
等、時代とともに変化する行政ニーズを的確に施策に反映
するため、各種技術基準等の制定や改定に必要な調査・分
析・検討等を行うものである。

0 0 4_a4_2 非該当

3849
国土交通
省

17 478
国土交通本省施設整
備

　国土交通本省所管の国土交通本省の庁舎について、良
好な執務環境を維持し機能を維持するために、建物、工作
物並びにこれらの従物の改修等を行う。

　中央合同庁舎第３号館は、昭和４１年の竣工ののち、昭和
４８年に増築し、築後約５０年を経過している。建物、工作物
並びにこれらの従物の附属設備については、使用頻度や経
過年数により不具合の発生頻度も高まってくることから、庁
舎機能を維持するためには、個々の設備等の不具合発生
頻度（耐用年数）や緊急度、さらに施設運営において新たな
対応が必要なものについて、時宜に応じた計画的な改修や
更新等が必要である。
　平成２８年度においては、本省内外との連絡調整の基幹
設備である自動電話交換設備が経年劣化による故障の増
加及び内線電話の回線収容不足により支障をきたすため

0 0 4_a4_2 非該当

3850
国土交通
省

17 479
民間資金等を活用した
官庁施設の運営に必要
な経費

ＰＦＩ手法により、民間の資金、経営能力及び技術的能力を
活用して、中央合同庁舎第7号館及び九段第3合同庁舎の
施設整備及び維持管理・運営を行うもの。

　本経費は、中央合同庁舎第7号館及び九段第3合同庁舎
の施設完成に伴い、国からPFI事業者（特別目的会社）へ支
払う施設費の割賦払いに係る「割賦手数料」、及びＰＦＩ事業
者の「その他費用」である。
　注）割賦手数料：割賦払いに必要な割賦金利
　　　その他費用：特別目的会社の運営（人件費や一般管理
費、事務費等）に必要な費用

0 0 8_6 非該当

3851
国土交通
省

17 480 都市防災関連事業

　都市防災関連事業（都市災害復旧事業、特殊地下壕等対
策事業）は、異常な天然現象により被災した都市施設等の
災害復旧を実施する地方公共団体及び市街地に現存する
特殊地下壕等で陥没等による危険度が高いものに対し安
全対策を実施する地方公共団体に対して、その費用の一部
を補助し、もって国民の生命及び財産の保護、安心・安全に

・異常な天然現象により被災した都市施設等の災害復旧等
に要する費用に対する補助（地方公共団体 1/2、2/3、4/5 ）
・戦時中に築造された防空壕など市街地に現存する特殊地
下壕等で、陥没等により建築物等に対する危険度が増して
いる壕などに対し、埋戻し等の対策工事に要する費用に対
する補助（地方公共団体1/2）

0 0 4_a4_2 8_6 非該当

3852
国土交通
省

17 482 河川等災害復旧事業
　暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象により
被災した公共土木施設の速やかな復旧及び再度災害の防
止を図り、もって公共の福祉を確保することを目的とする。

　国による直轄事業、都道府県・市町村による国庫補助事
業により以下の事業を実施。
・河川等災害復旧事業
　　被災した河川等の公共土木施設を復旧する事業（被災し
た区間のみを原型復旧　　負担率：2/3等）
・河川等災害関連事業
　　河川等災害復旧事業のみでは再度災害防止を図ること
ができない場合に改良復旧等を実施する事業
　　（未被災箇所を含めた一連区間の改良　　負担率：1/2

0 0 8_6 非該当

3853
国土交通
省

17 483 道路災害復旧事業
・豪雨、地震等の異常な天然現象により生じた直轄道路の
被災個所について、早期に復旧を図り、安全で円滑な道路
交通を確保することを目的とする。

・豪雨、地震等の影響による道路損壊、滅失、埋没等の被
災個所について、応急復旧により早期に道路交通を確保す
るとともに、原則、被災前の原形復旧工事を実施し、原形に
復旧することが困難な場合においては、従前の効用を復旧
するための必要最小限度の対策工を実施。
・国と都道府県との負担割合は国が2/3、都府県1/3（北海
道・沖縄の場合、国が4/5）により実施している。

0 0 4_a4_2 非該当

3854
国土交通
省

17 484
世界道路協会等の運
営に必要な政府会員分
担金

道路関係国際機関の活動に参画し、諸外国の最新技術・知
見等の収集及びその動向を把握し、我が国の道路技術・政
策の展開を図る。

　（１）経済協力開発機構（OECD）/国際交通フォーラム
（ITF）　共同交通研究センター（JTRC）
　　　　経済協力開発機構（OECD）/国際交通フォーラム
（ITF）の共同交通研究センター（JTRC）は、各国の交通分野
の課題について、経済・社会・環境・
　　　産業等に着目した研究プログラムを実施しており、各
国政府が政府会員負担金を支出している。
　（２）世界道路協会（PIARC）
　　　　PIARCは加盟各国における道路の建設、維持、利用
及び経済的発展等の進捗を支援し、道路分野の知識・技術
の普及を促進することを目的に
        活動しており、各国政府が政府会員負担金を支出して
いる。
　（３）アジア・オーストラレーシア道路技術協会
　　　　REAAAはアジア及びオセアニア地域における道路技
術分野の交流促進、道路技術者の育成を目的に活動して
おり、各国政府が政府会員負担金
       を支出している。

0 0 8_6 非該当

3855
国土交通
省

17 485
戦傷病者等無賃乗車
船等負担金

軍人軍属等であった者の公務上の傷病に関し、国家補償の
精神に基づき、戦傷病者等が旅客鉄道会社の鉄道又は連
絡船への乗車船についての無賃取扱いについて援護を行
うことを目的とする。

戦傷病者特別援護法（昭和38年法律168号）の規定に基づ
き、戦傷病者及びその介護者が旅客鉄道会社の鉄道又は
連絡船に無賃で乗車船した場合の運賃について、国が負担
する。また、旅客鉄道会社において実施している当該者に
係る特別急行料金及び普通急行料金の無賃取扱いについ
ても、同法の趣旨及び旅客鉄道株式会社の負担軽減の見
地から、その一部を国が負担する。

0 0 8_6 非該当

3856
国土交通
省

17 486
鉄道施設災害復旧事
業

鉄軌道事業者が大規模な災害を受けた場合、その復旧費
が深刻な経営悪化を招く恐れがあるが、助成措置を講じる
ことで鉄軌道事業者の経営の健全化を図り、速やかな災害
復旧を実施して運輸の安定を確保し民政の安定に寄与す
る。

　大規模災害を受けた鉄道であって速やかに災害復旧を施
工してその運輸を確保しなければ国民生活に著しい障害を
生ずる恐れのある鉄道の鉄道事業者が、その資力のみに
よっては当該災害復旧事業を施工することが著しく困難で
あると認める時には、当該災害復旧事業に要する費用の一
部を国と地方自治体が補助する。
　南阿蘇鉄道株式会社では、平成28年熊本地震により地山
全体が大きく動いたためトンネルや渓谷に架かる橋りょうが
移動・変形する等、鉄道施設に著しい損傷が発生した。この
ため、単なる損傷部分の補修ではなく、今後の地山の動き
など地質・地盤の調査やトンネル・橋りょうの損傷状況の調
査をした上で復旧方法を検討するため、今般の熊本地震復
旧等予備費を活用して、これらの検討調査に必要な経費を

0 0 4_a4_2 1_b_3_6 非該当

3857
国土交通
省

17 487
再保険金及保険金の
支払

自賠責保険・共済は、交通事故の被害者に対する基本補償
を担保するため重要な役割を果たしてきているが、国は、再
保険することによって保険会社・組合のリスクヘッジを図ると
ともに、被害者保護の観点から自賠責保険・共済の支払状
況の審査を行うことにより保険金の適正な支払いを確保す
ることを目的として創設された。

保険会社・組合は、自賠責保険・共済契約１件ごとに保険料
の６割を国へ再保険するとともに、保険会社・組合が保険金
を支払ったときは、その６割を国へ再保険金請求する。
なお、政府再保険事業によるリスクヘッジの必要性が乏しく
なってきたことから、当事業は平成１３年度をもって廃止され
たが、それまでに引き受けした契約分の交通事故について
は、現在も再保険金の支払い等を行っているところ。

0 0 8_6 非該当

3858
国土交通
省

17 488
自動車検査登録事務
所等の施設の整備

　自動車の検査登録を実施している運輸支局及び検査登録
事務所の庁舎等施設については利用者である自動車ユー
ザーの利便を確保するころが必要となる。また、当該施設は
不測の事態が発生した場合の被災拠点ともなる。このため
防災・減災をにらんだ既存施設の機能効果が発揮できるよ
う耐震性能の不十分な施設や老朽化による漏水・空調・衛
生設備等の不具合などにより支障を来している施設の改修
や建替等を行い、利用者の安全確保及び安定的な行政

全国に９３箇所設置されている運輸支局及び検査登録事務
所について、耐震性能の不足等により利用者等の安全確保
に支障を来す恐れのある施設や、漏水・空調・衛生設備等
の不具合などにより行政サービスに支障を来している施設
について、不具合箇所の改修や建替等を行っている。
　また、スロープ設置等の利用者利便の向上の為の施設の
改修を行っている。

0 0 4_a4_2 非該当
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3859
国土交通
省

17 489
港湾関係災害復旧事
業費

暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象により被
災した公共土木施設の速やかな復旧及び再度災害の防止
を図り、もって公共の福祉を確保することを目的とする。

国による直轄事業、都道府県・市町村による国庫補助事業
により以下の事業を実施。
①河川等災害復旧事業
　 被災した港湾等の公共土木施設を復旧する事業（負担
率：2/3等）
②河川等災害関連事業
    河川等災害復旧事業のみでは再度災害防止を図ること
ができない場合に改良復旧等を実施する 事業（負担率：

0 0 4_a4_2 非該当

3860
国土交通
省

17 490
北海道開発局施設整
備費

　北海道開発局の庁舎等について、庁舎の良好な執務環境
及び庁舎機能の維持等のため整備を図る。

　北海道開発局の庁舎において、建物の老朽化による損傷
や庁舎設備の不具合の発生頻度を考慮し、計画的に建物
の改修や庁舎設備の更新を行う。
　なお、本事業については、予算要求や入札・契約の指導を
北海道局予算課が所掌し、庁舎管理や国有財産管理を北
海道開発局の各担当課が所掌している。

0 0 4_a4_2 非該当

3861
国土交通
省

17 491
港湾・空港関連施設整
備費

　国土交通省が所管する国土技術政策の企画立案と密接
に関係のある総合的な調査、研究開発に必要となる研究施
設の適正な維持管理（執務環境を含む）のための改修を図
る。

　調査、試験、研究及び開発等に伴う業務を実施するにあ
たり、支障のないように施設の整備を図る。庁舎等で老朽
化が著しく、機能不全が想定される建築・電気・機械設備等
の改修を行う。平成２７年度は、水質化学実験室の改修を

7,900 10,005 5 一般 - 13 2 - - - - 4_a1_2 該当

3862
国土交通
省

17 492
国土地理院施設整備に
必要な経費

　国土地理院が使用する施設の維持及び改修を行い、土地
の測量と地図の調製に関する唯一の国家機関として国土の
管理、領土の明示に関する情報の安定的な提供を図る。

　茨城県石岡市に次世代VLBI観測システム（VGOS）の整備
を進めており、その観測局舎を平成26・27年度の２か年度
の国庫債務負担行為で整備した。平成28年度からは、全国
に設置している電子基準点の付帯設備である引込柱の交
換作業を実施する。

0 0 4_a4_1_7 非該当

3863
国土交通
省

17 493 気象官署施設整備
　全国の気象官署の庁舎等における施設の維持又は改善
等を行い、安定した気象業務の遂行に資する。

　全国の気象官署の庁舎等の改修を実施する。
　また、特別地域気象観測所（無人化した測候所）について
は、必要なスペースを確保し、機器類を移設・集約すること
により、観測の継続を行うとともに、不要となった国有財産
（敷地等）の返納等を行う。

0 0 4_a4_2 非該当

3864
国土交通
省

17 新29 14
国際クルーズ旅客受入
機能高度化事業

訪日クルーズ旅客500万人の実現に向けて、クルーズ旅客
の利便性や安全性の向上及び物流機能の効率化を図るた
めの事業を実施する者（地方公共団体又は民間事業者）に
対し、その経費の一部を国が補助する。

クルーズ旅客の利便性や安全性の向上及び物流の効率化
機能を図るための移動式ボーディングブリッジの整備や既
存の貨物上屋の改修等の事業を実施する者（地方公共団
体や民間事業者）に対し、その経費の一部を補助する。
　補助対象者：地方公共団体（港務局を含む。）又は民間事
業者
補助対象経費の区分：クルーズ旅客の移動又は手荷物等
の搬出入の円滑化に要する経費、クルーズ旅客が利用する
旅客上屋等の受入環境改善に要する経費、クルーズ旅客

0 0 8_6 非該当

3865
復興庁
（国土交
通省）

8 181
既設公営住宅等災害
復旧事業

東日本大震災等において滅失又は著しく損傷した既設の公
営住宅、改良住宅及び地域優良賃貸住宅（公共供給型）の
再建・補修を支援し、従前居住者の居住の安定確保を図る
ことを目的とする。

以下を対象に事業を実施
○ 公営住宅等の被害の状況が「滅失」又は「損傷」と判断さ
れる場合について、その再建・補修に係る費用
○ 住宅災害査定基準において、１戸当たり11万円以上の
補修費用がかかるもので、かつ、それらの一事業主体内で
の合計額が290万円（市町村の場合は190万円）以上となる
災害

※補助率：公営住宅　5/10～9/10、改良住宅　8/10～

0 0 4_a4_2 非該当

3866
復興庁
（国土交
通省）

8 182
東日本大震災復興関
連事業円滑化支援事
業

被災者が生活再建に向け恒久的な建築物を自力で整備す
る際に第三者が法令への適合性をチェックする建築確認検
査手続きの円滑化を図ることにより、被災者の生活基盤及
びコミュニティの自律的再生、建設投資等の円滑化による
地域経済の活性化、復興案件の増加に伴う手続きの長期
化による復興の阻害回避を推進すること。

被災案件に係る建築確認検査を実施する指定確認検査機
関が実施する以下の事業に要する費用について、定額で補
助を行う。
・復興事業の計画に係る建築確認検査手続きの円滑化に
向けた事前相談・本検査に係る体制整備を図るための窓口
等の体制の充実・強化
・復興事業に係る建築基準、建築確認検査手続き等の建築
規制制度の建築主、設計者等に対する周知

0 0 8_6 非該当

3867
復興庁
（国土交
通省）

8 183
国営追悼・祈念施設
（仮称）整備事業

　平成２６年１０月３１日付け閣議決定に基づき、東日本大
震災による犠牲者への追悼と鎮魂や、震災の記憶と教訓の
後世への伝承、国内外に向けた復興に対する強い意志の
発信のため、地方公共団体との連携の下、岩手県陸前高
田市及び宮城県石巻市の一部の区域に、国営追悼・祈念

　岩手県及び宮城県が整備する復興祈念公園（仮称）の中
に、国が中核的施設となる丘や広場等の施設を整備する。

0 0 4_a4_2 非該当

3868
復興庁
（国土交
通省）

8 184 河川津波対策等
東日本大震災の発生を踏まえ、被災地の復旧・復興を強力
に推進する。

被災地における復旧・復興のため、堤防かさ上げ、水門等
の自動化・遠隔操作化、堤防水門等の耐震・液状化対策及
び重要交通網等に被害を及ぼすおそれが高まっている箇
所における土砂災害対策を実施する。

0 0 8_6 非該当

3869
復興庁
（国土交
通省）

8 185 港湾整備事業
東日本大震災の被災地の早期復興を図ることを目的とす
る。

東日本大震災からの早期復興のため、地域経済活動の再
生等に必要な岸壁、防波堤の整備、がれきや津波による堆
積土砂を受け入れるための廃棄物埋立護岸の整備等を行
う。

0 0 4_a4_2 非該当

3870
復興庁
（国土交
通省）

8 186
福島県における観光関
連産業復興支援事業

福島県における基幹産業である、観光関連産業の復興を促
進させることにより、福島県全体の活性化につなげ福島県
の早期の復興を促進する。

福島県における早期の観光復興を最大限に促進するため、
同県が実施する風評被害対策及び震災復興に資する観光
関連事業に対して補助を行う。
（補助率：総事業費の8/10）

0 0 3_c4_5 非該当

3871
復興庁
（国土交
通省）

8 187
東北地方へのインバウ
ンド推進による観光復
興事業

東北地方の風評被害を払拭し、東日本大震災の影響により
大きく落ち込んだ訪日外国人旅行者を回復させ、インバウン
ド急増の効果を波及させることにより、観光を通じて被災地
の復興を加速化させる。

東北地方において、各地方公共団体が、自らの発案に基づ
き実施するインバウンドを呼び込むための、以下の取組に
対し、交付金を交付する（交付率：８／１０）。
　①観光復興促進調査事業
　②地域取組体制構築事業
　③プロモーション強化事業
　④受入環境整備事業
　⑤滞在コンテンツ充実・強化事業
　⑥国際会議等誘致・推進事業
　⑦その他訪日外国人を誘客するために必要であると国土
交通大臣が認めた事業
併せて、日本政府観光局（JNTO）を事業の実施主体とし
て、東北地方の観光地としての魅力を海外に発信してイ
メージアップを図る。

0 0 3_c4_5 非該当

3872
復興庁
（国土交
通省）

8 189 道路整備事業

東日本大震災の発生を踏まえ、被災地の復旧・復興等を強
力に推進するとともに、東日本大震災を教訓として、災害に
強い社会基盤整備をはじめとする国民生活の安全・安心の
確保に向けた取り組みを緊急に進めていくことを目的とす
る。

・三陸沿岸道路などの復興道路・復興支援道路の緊急整備
　被災地の早期復興を図るため、三陸沿岸道路等の太平洋
沿岸軸、沿岸部と東北道を結ぶ横断軸の強化について、防
災面の効果を適切に評価しつつ、重点的な緊急整備を実施
・道路の防災・震災対策等
　法面・盛土等の防災対策や橋梁の耐震補強をはじめとす
る道路の防災・震災対策等を実施
・被災した道路の原型復旧　　等
・活動実績として、平成27年度の新規開通延長は37kmと
なっており、測定指標である「道路による都市間速達性の確
保率」の向上に寄与

0 0 4_a4_2 非該当

3873
復興庁
（国土交
通省）

8 190
地域公共交通確保維
持改善事業

　地域の公共交通は生活の基盤であり、まちづくりと一体的
に必要となる基本サービスであることから、被災地域の生活
交通の確保維持が困難な状況に鑑み、被災地におけるバ
ス交通等の確保維持を図ることにより、高齢者等にも配慮し
た公共交通を活用したコンパクトなまちづくりに資することを

東日本大震災の被災地域における生活交通を支えるため、
標記事業の補助要件の緩和等の特例措置を通じて、以下
の支援を行う。
　①　地域間幹線系統バスの運行等（補助率：１／２）
　②　地域内バス等の実証運行（補助率：定額）

0 0 8_6 非該当

3874
復興庁
（国土交
通省）

8 191
震災復興推進のための
ＰＰＰ事業化実施支援

被災地の地方公共団体等は小規模な団体が多く、復興事
業を進めるにあたり事務負担の増大や財政の逼迫が見込
まれる。復興にあたっては、公的主体が全力で取り組むこと
はもとより、復興の担い手、資金等の観点から、民間の資
金、経営能力、技術的能力等の民間の力が最大限に発揮
されることが必要であることから、このような官民連携の取
組への支援を行い、官民連携を通じた復興の加速化を図

震災復興において官民連携事業の実施を検討しようとする
被災地の地方公共団体等から官民連携案件に係る提案を
募集し、外部有識者からなる第三者委員会の意見を踏まえ
て、支援対象事業を選定。選定された地方公共団体等に対
し、官民連携事業導入の検討に要する調査委託費を助成
することにより、震災復興における官民連携事業の案件形
成を促進する。

0 0 5_a4_2 非該当

3875
復興庁
（国土交
通省）

8 194
土地境界の明確化の
推進

　地籍調査とは、土地の境界、面積等の土地の基礎的情報
(地籍)を明確にすることであり、大規模災害に備えた事前防
災対策の推進、被災後の復旧・復興の迅速化等に貢献する
ものである。
　東日本大震災の被災地では、岩手県、宮城県、福島県等
の地籍調査の進捗率が比較的高く、また、津波による浸水
地域の約９割で地籍調査が実施済みであったため、地籍調
査の実施済み地域では復旧・復興の迅速化が可能となり、
地籍調査の実施の効果が再確認された。
　被災地における地籍調査の成果を最大限に活用しつつ、
復旧・復興の迅速化が可能となるようにするため、地籍調査
の実施状況に合わせて被災自治体の地籍整備の取組を支
援する。

　被災地における復旧・復興の迅速化等に貢献するため、
以下のような地籍調査の実施状況に合わせた自治体の支
援を行っている。
　　　①地籍調査が実施済みの地域
　　　　 地割れ等により局所的に地形が変動し、地図の修正
が困難な場合の地籍再調査の実施を支援
　　　②地籍調査が実施中の地域
　　　　 地震により利用できなくなった測量成果の補正等の
実施を支援
　　　③地籍調査が未実施の地域
　　　   国直轄による官民境界調査や市町村等による地籍
調査の実施により土地境界情報を整備し、その成果を活用
した復旧・復興の円滑な実施を支援

0 0 8_6 非該当
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3876
復興庁
（国土交
通省）

8 196
社会資本整備総合交
付金（復興）

　社会資本整備総合交付金（復興）は、地方公共団体が「東
日本大震災からの復興の基本方針」（平成23年７月東日本
大震災復興対策本部決定）３（イ）又は（ロ）（※）に基づいて
行う社会資本の整備その他の取組を支援することにより、
東日本大震災の被災地域における復興が図られることを目
的とする。
（※）復興関連予算の見直し後は（イ）のみに限定。

　地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画（復興）
（以下、「社会資本総合整備計画」という。）に基づき、政策
目的実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関
連する社会資本整備や効果促進事業を総合的・一体的に
支援。

＜基幹事業＞
　社会資本総合整備計画の目標を実現するために交付金
事業者が実施する基幹的な事業であって、次に掲げる事業
① 道路事業、② 港湾事業、③ 河川事業、④ 砂防事業、⑤
地すべり対策事業、⑥ 急傾斜地崩壊対策事業、⑦ 下水道
事業、
⑧ その他総合的な治水事業、⑨ 海岸事業、⑩ 都市再生
整備計画事業、⑪ 広域連携事業、⑫ 都市公園等事業、
⑬ 市街地整備事業、⑭ 都市水環境整備事業、⑮ 地域住
宅計画に基づく事業、⑯ 住環境整備事業

＜関連社会資本整備事業＞
　社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹事業
と一体的に実施することが必要な社会資本整備重点計画
法第２条第２項各号（第１４号及び当該社会資本総合整備
計画に係る基幹事業が該当する号を除く。）に掲げる事業
（維持に関する事業及びレクリエーションに関する施設の整
備事業を除く。）及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅
の供給の促進に関する法律第２条第１項に規定する公的賃
貸住宅の整備に関する事業

＜効果促進事業＞
　計画の目標実現のために基幹事業一体となって、基幹事
業の効果を一層高めるために必要な事業等（ただし、 交付
金事業者の運営に必要な人件費 賃借料その他の経常的

0 0 4_a4_2 8_6 非該当

3877
復興庁
（国土交
通省）

8 197
河川・海岸等災害復旧
事業（水管理・国土保
全局所管）

東日本大震災の発生を踏まえ、被災地の復旧・復興を強力
に推進する。

被災地における復旧・復興のため、被災した堤防等の復旧
等を実施する。
※補助率：　2/3以上

0 0 8_6 非該当

3878
復興庁
（国土交
通省）

8 198 道路災害復旧事業
・東日本大震災により生じた直轄道路の被災箇所につい
て、早期に復旧を図り、安全で円滑な道路交通を確保する
ことを目的とする。

・東日本大震災の影響による道路損壊、減失、埋没等の被
災箇所について、応急復旧により早期に道路交通を確保す
るとともに、原則、被災前の原型復旧、工事を実施し、原型
に復旧する場合が困難な場合においては、従来の効用を復
旧するための必要最小限の対策工事を実施する。

0 0 4_a4_2 非該当

3879
復興庁
（国土交
通省）

8 199 災害復旧事業
東日本大震災により被災した公共土木施設の速やかな復
旧及び再度災害の防止を図り、もって公共の福祉を確保す
ることを目的とする。

国による直轄事業、都道府県・市町村による国庫補助事業
により以下の事業を実施。
①河川等災害復旧事業
　 被災した港湾等の公共土木施設を復旧する事業
②河川等災害関連事業
    河川等災害復旧事業のみでは再度災害防止を図ること
ができない場合に改良復旧等を実施する 事業

※補助率：①河川等災害復旧事業2/3以上　②河川等災害
関連事業 1/2

0 0 4_a4_2 非該当

3880
復興庁
（国土交
通省）

8 200 航路標識整備事業

　法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防
止、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人
の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水
路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関
する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を適確
に行い、海上の安全及び治安の確保を図るものである。

　東日本大震災において被災した航路標識のうち、防波堤
の復旧見込みが立たず早期に施工が完了できなかった防
波堤灯台等の復旧を行う。

0 0 4_a4_1_1 非該当

3881
復興庁
（国土交
通省）

8 201 都市災害復旧事業

　東日本大震災関連の都市災害復旧事業は、東北地方太
平洋沖地震により被災した公園、街路、都市排水施設等の
復旧及び堆積土砂の排除を、都道府県・市町村による国庫
補助事業により行い、災害の速やかな復旧を図り、公共の
福祉を確保することを目的とする。

　都道府県・市町村による国庫補助事業により、以下の事
業を実施。
　・東北地方太平洋沖地震により被災した公共土木施設（公
園）・都市施設等の災害復旧に要する費用に対する補助
　　（国庫負担・補助率：2/3、1/2、8/10、9/10）

0 0 4_a4_2 非該当

3882 環境省 18 新28 1
廃棄物焼却施設の余
熱等を利用した地域低
炭素化モデル事業

廃棄物焼却施設から恒常的に排出される熱については、地
域で有効活用していない現状がある。各地域に点在してい
る廃棄物焼却施設が、それぞれの地域特性を踏まえた熱
等の未利用エネルギーをエネルギー需要施設へ提供し、有
効活用することによる地域の低炭素化を図る。また、この取
組を通じて地域活性化や雇用の創出・地域防災能力等の
向上等の廃棄物処理施設の多面的意義の確立を図る。

廃棄物焼却施設から恒常的に排出される余熱等の未利用
エネルギーについて、地域の低炭素化はもとより需要施設
の組み合わせや事業生産性に繋がる等の地域の実態に応
じた有効活用を行う場合において費用の一部を補助する。
（補助率1/2～1/3）
補助対象事業者は上記の目的に合致した地方自治体と民
間事業者（廃棄物処理業者）を対象とする。
対象項目は①計画費②熱導管及び電力自営線③熱交換機
及び受変電施設④需要施設（需要施設については余熱等
を民間の廃棄物処理業者自らが利用する場合に限る。）と
する。

0 0 3_c3_2 非該当

3883 環境省 18 新28 2
低炭素型廃棄物処理
支援事業

民間主導では取組が進まない廃棄物の焼却熱のエネル
ギーを利用する施設、廃棄物処理プロセスの省エネを促進
する施設及び廃棄物から燃料を製造する施設の整備への
支援を行い、エネルギー起源二酸化炭素の削減を推進す
る。また、地域の各主体が協力して、地域循環圏・エコタウ
ンにおいて地域の資源循環の高度化とともに低炭素化を図
ろうとする取組に支援を行う。

①収集する廃棄物の種類・量に応じたＣＯ２削減効果の検
証、廃棄物の搬入元及び電力・燃料等の供給先等に係る市
場調査及び販路等拡大方策の検討並びにこれらを踏まえ
た事業性の検証等に要する費用の一部を補助する。
②①で策定した計画又は同等の計画に基づき廃棄物処理
の低炭素化に必要となる設備等を導入する事業に係る費用
の一部を補助し、発電等の廃熱の有効活用、廃棄物燃料製
造、廃棄物処理施設の省エネ化又は廃棄物収集運搬車の
低炭素化を促進する。
③地域の各主体が協力して、地域循環圏・エコタウンにおい
て地域の資源循環の高度化とともに低炭素化を図ろうとす
る取組に関する計画策定・ＦＳ調査に対する支援を行う。

0 0 3_c4_2 非該当

3884 環境省 18 新28 3

再生可能エネルギー電
気・熱自立的普及促進
事業（経済産業省連携
事業）

地域における再生可能エネルギー普及・拡大の妨げとなっ
ている課題への対応の仕組みを備え、かつ二酸化炭素の
削減に係る費用対効果の高い取組に対し、再生可能エネル
ギー設備を導入する事業等を支援することにより、再生可
能エネルギーの自立的普及を促進し、もって日本の約束草
案（平成27年７月17日地球温暖化対策推進本部決定）に掲
げる温室効果ガス削減目標の達成への貢献を通じた低炭
素社会の実現に資することを目的とする。

１．再生可能エネルギー発電導入促進事業
系統への逆潮流による売電を行わない、自家消費や地産
地消型の再生可能エネルギー発電を普及させるため、再生
可能エネルギー発電設備導入に係る諸処の課題を特定し、
計画を策定の上、適切な対応を行う取組に限って、事業化
検討や設備導入に係る費用の一部を補助する。

２．再生可能エネルギー熱導入促進事業
再生可能エネルギー熱利用毎に、賦存量やコスト、燃料調
達等の課題を特定し、適切な対応を行う取組に限って、事
業化検討や設備導入に係る費用の一部を補助する。

補助率：【国から非営利法人への補助】定額
　　　　　 【非営利法人から地方公共団体等への補助】定
額、１／２、２／３

6,000,000 8,000,000 5 特別 - 90021 2 ○ - - - 3_a_1 該当

3885 環境省 18 新28 4
地方公共団体カーボ
ン・マネジメント強化事
業

　「日本の約束草案」（平成27年7月地球温暖化対策推進本
部決定）に掲げられた我が国の2030年度の温室効果ガス排
出削減目標のうち、地方公共団体の公共施設を含む「業務
その他部門」については、2013年度比で40％減が目標と
なっており、全部門で最も厳しい。その達成方策として、地
球温暖化対策推進法に基づく「地方公共団体実行計画事務
事業編（以下単に「事務事業編」という。）に基づく取組の推
進」が掲げられているが、現行の事務事業編において、上
記のような高い目標が掲げられている例がない。このため、
全ての地方公共団体が事務事業編及びこれに基づく取組
を大幅に強化・拡充し、取組の企画・実行・評価・改善（以下
「カーボン・マネジメント」という。）を不断に実施することを目

１．事務事業編等の強化・拡充支援事業
　　事務事業編及びこれに基づく取組の大幅な強化・拡充や
カーボン・マネジメント体制整備に向けた調査・検討（施設の
管理・運転状況の確認、省エネ診断、ESCOの設計等）に係
る費用を補助。
２．事務事業編に基づく省エネ設備等導入支援事業
　　先進的な取組を行おうとする地方公共団体に対して、次
の①及び②の提出を条件として、庁舎等への設備導入を補
助。
　　①カーボン・マネジメント体制の整備計画、②カーボン・
マネジメントに係るノウハウの普及方針

5,000,000 3,200,000 5 特別 - 90021 2 ○ - - - 3_a_1 該当

3886 環境省 18 新28 6
公共施設等先進的CO2
排出削減対策モデル事
業

現在の取組として、再生可能エネルギー又は省エネルギー
設備を施設毎に個別に導入する場合がほとんどで、地区内
に多数存在する施設全体のCO2を効率的に削減する事例
は少なく、各地域において徹底したCO2削減を進めるまでに
至っていない。本事業においては、再生可能エネルギーを
活用した自立・分散型エネルギーシステムを導入し、併せて
省エネ改修等を行った上で地区を超えたエネルギー需給の
最適化を行うことにより、地区を超えた地域全体で費用対効
果の高いCO2削減対策を実現する先進的モデルを確立す
ることを目的とする。

公共施設等複数の施設が存在する地区内において再生可
能エネルギー等を活用し、電気や熱を融通する自立・分散
型エネルギーシステムを構築する。更に複数の自立・分散
型エネルギーシステムを自己託送等により繋いで電気を融
通し、固定価格買取制度による売電に頼らず自己完結型で
再生可能エネルギー等を効率的に利用する。同時に、個々
の施設の効率の低い設備を高効率化し、エネルギー消費量
を削減することで、対策コストを削減しながらCO2削減を行
う。
上記対策により、エネルギー消費量を減らしながら、再生可
能エネルギー等により低炭素なエネルギーの供給を最適化
するモデルを構築し、コスト負担を抑制しつつ地域での徹底

0 0 2_b_2_5 3_c4_2 非該当
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3887 環境省 18 新28 7
上水道システムにおけ
る省ＣＯ２促進モデル事
業

環境省では、平成２５年度より、水道施設への再生可能エ
ネルギー・省エネルギー施設の導入促進を図ってきたところ
である。また、平成２７年度に実施している「水道施設への
小水力発電の導入ポテンシャル調査事業」により、水道施
設における小水力発電設備の導入ポテンシャルの存在が
明らかになる一方、近年では、小水力発電設備に関して本
体価格の低下が進んでいることから、小水力発電設備を中
心とした再生可能エネルギー設備の導入をより一層推進す
る必要がある。
本事業では、社会システムの低炭素化を進めるため、未利
用圧力等を活用した小水力発電設備等の再生可能エネル
ギー設備や、高効率設備、インバータ等の省エネルギー設

水道施設の更新に際し、未利用圧力等を活用する小水力
発電設備等の再エネ設備や、高効率設備やポンプのエネ
ルギー消費を制御するインバータ等の省エネ設備の導入を
支援する（補助率1/2。交付額が100万円に満たない場合は
交付決定を行わない）。

0 0 3_a_2 非該当

3888 環境省 18 新28 8
地域におけるLED照明
導入促進事業

各地域において低炭素化を進めるためには照明のLED化を
推進することが効果的であるが、初期投資の負担や光熱費
削減メリットが享受されにくいなどの理由で、LED照明の導
入が進みにくいケースがあることから、人々の生活空間を中
心とした地域において、費用効果的な対策を迅速に講じる
必要がある。
これらの状況を踏まえ、小規模自治体地域の商店街や街路
灯等を、リース方式を活用して経済的、効率的にLED照明
へ更新する事業の支援を行い、地域一体となった低炭素社

小規模自治体地域の商店街や街路灯等を、リース方式を
活用して経済的、効率的にLED照明へ更新する事業への支
援を行い、地域一体となった低炭素社会の実現に寄与する
（補助率　LED照明導入調査事業　3/4又は定額、LED照明
導入補助事業　1/5又は1/4、1/3）。

0 0 3_a_2 非該当

3889 環境省 18 新28 9
次世代省CO2型データ
センター確立・普及促
進事業

データセンターは電算機器等を大量に使用することから、他
の建物用途に比べて消費するエネルギーの密度が極めて
高い。我が国におけるデータセンターの電力消費量は、日
本全体の電力消費量の約1～2％と推計されており、一刻も
早く大幅な省エネ対策を講じる必要がある。
今後もクラウド技術等によりICT利活用が進展し、データセン
ターの利用は今後飛躍的に拡大するものと予想されている
中で、データセンターを構成するICT機器、空調機器、電源
は、それぞれ個別に省エネルギー技術が開発されており、
さらに各技術の能力を最大限引き出す統合マネジメントシス
テムや廃熱利用システムを最適に組み合わせることで、抜
本的な省エネが可能となりつつある。

従来システムと比較し50%以上の抜本的な省エネを実現す
るデータセンターを構築する費用の一部を補助(補助率：
1/3、上限1億円)することで、様々な条件下での省CO2型
データセンターのモデルを示す。また、省エネシステムの市
場の形成を後押ししつつ、価格低減を図り、事業終了後の
民間による自立的な普及を促進する。

1,200,000 500,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_c3_1 該当

3890 環境省 18 新28 10
賃貸住宅における省
CO2促進モデル事業
(国土交通省連携)

2030年のCO2削減目標達成のためには、家庭部門から
CO2排出量を約4割削減する必要がある。賃貸住宅につい
ては新規着工件数の約４割をしめるが低炭素価値(省エネ・
省CO2)が評価されておらず、「賃料アップによる入居者獲得
につながらない」「オーナー側のメリットが少ない」ことから、
低炭素化の市場展開が遅れている。このような背景から、
市場への省CO2性能に優れた賃貸住宅の供給促進と、市
場において低炭素価値が評価されるための普及啓発を一

賃貸住宅について、一定の断熱性能を満たし、かつ住宅の
省エネ基準よりも①20％以上若しくは②10％以上CO2排出
量が少ない賃貸住宅を新築又は同基準を達成するように既
築住宅を改修する場合に、追加的に必要となる給湯、空
調、照明設備等の高効率化のために要する費用の一部を
補助する。（①1/２(上限額：60万/戸)、②1/３(上限額：30万/
戸))

0 0 3_a_2 非該当

3891 環境省 18 新28 11

業務用ビル等の省CO2
促進事業（一部につい
て経済産業省・国土交
通省連携事業）

2030年のCO2削減目標達成のためには業務その他部門に
おいて大幅なCO2削減が必要であり、目標達成のためには
業務用ビル等を中心に積極的な低炭素化を図っていく必要
がある。そこで、本事業では業務用ビル等について大幅な
省CO2を実現するZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の普
及、及びをオーナーとテナントが協働で低炭素化に取り組む
事業への支援を実施し、業務用ビル等の低炭素化を促進し
約束草案に盛り込まれた業務その他部門のCO2削減見込
量の達成を目的とする。

①ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業
（経済産業省連携事業）
・業務用ビル等を対象に、ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビ
ル）の実現に資する省エネ・省CO2性の高いシステムや高
性能設備機器等を導入する費用を支援する。（補助率
2/3）
②テナントビルの省CO2促進事業（国土交通省連携事業）
・テナントが入居するビルはオーナーに光熱費削減のメリッ
トが感じられにくいため低炭素化が進みにくい状況にある。
そこで、環境負荷を低減する取組についてオーナーとテナン
トの協働を契約や覚書等で取決めを結び（グリーンリース契

0 0 3_a_2 非該当

3892 環境省 18 新28 12

ヒートポンプを活用した
低炭素型農業推進事
業（農林水産省連携事
業）

農業生産におけるエネルギー利用は石油に大きく依存して
おり、中でも施設園芸はCO2排出量の多くを占めていること
から、エネルギー起源のCO2排出量削減のためには、今
後、施設園芸分野の省CO2化を進める必要がある。CO2排
出量削減のためには、ヒートポンプ設備の導入が効果的で
あるが、農業者は慣れ親しんだ営農を継続する傾向が強
く、低炭素化へのシフトが難しい一面があるほか、燃油加温
設備に比べヒートポンプ設備が高価であることから導入が
進まない状況にある。このような背景から、将来に向け、低
炭素型の施設園芸へとシフトさせていくため、農協等が中心
となり推進していくことが効果的であることから、農協等が自
ら低炭素化設備の導入を促進していく事業を支援し、低炭
素化による便益等の実績を積み重ね低炭素化設備の導入

農協等が農業者に低炭素化設備を貸し出す事業について、
農協等に対し低炭素化設備の導入を支援する。
ヒートポンプ設備及びその付帯設備（送付機等）を補助対象
設備とし、対象経費の1/3を上限に補助を行う。なお、１申請
につき、補助金の交付額の上限は、５，０００万円とし、交付
申請額が１００万円に満たない申請は対象としない。

275,000 200,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_c3_1 該当

3893 環境省 18 新28 13
地下街を中心とした周
辺地域における低炭素
化モデル事業

本省では、平成26年度大規模削減ポテンシャル調査・対策
提案事業（以下、「平成26年度事業」という）により、複数の
事業者が事業を営む地下街・市街地で連携して温暖化対策
を行うことで、費用効果的にもメリットが大きい大幅なCO2削
減が可能であることを把握している。平成26年度事業の成
果を踏まえ、特に大きなCO2削減効果が見込める地下街を
対象に、設備更新や運用改善、熱エネルギーのカスケード
利用等の対策に要する経費の一部を支援することでCO2削
減対策を推進する。

平成26年度事業により大幅なCO2削減が可能であることが
明らかとなった地下街は、その構造上ほぼ16時間／日以上
照明を使用し、また空調についても年間を通して長時間使
用するなど、エネルギー使用量は地上の市街地と比較して
大きく、CO2排出量も大きいと考えられ、抜本的な削減対策
が政策上必要と考えられる。
本事業は、全国で約80箇所存在する地下街のうち、都市部
において地方公共団体と出資や業務提携等により連携して
いる事業者や第三セクター等が、地下街を中心にその周辺
の地下街区等の低炭素化をするための事業を行う場合に、
事業に必要な経費の一部を支援(補助割合１／２）する。

500,000 230,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_c3_1 該当

3894 環境省 18 新28 14
物流分野におけるCO2
削減対策促進事業

物流システムは我が国の経済・社会の維持・発展に不可欠
な基盤的システムの一つであり、また、新たな温室効果ガス
削減目標達成のためにも物流分野におけるCO2削減対策
は重要な柱の一つである。これまでは自動車を中心とする
陸上輸送が主であったが、人口減少や高齢化等社会状況
の変化により物流システムも転換期を迎えており、低炭素
価値を組み込むことが極めて重要であることから、我が国
の最先端技術を活用しつつ、鉄道等へのモーダルシフトを
はじめとして、物流システム全体を低炭素型に転換してい
く。

・本事業では、①従来の自動車中心の物流システムからＣ
Ｏ２排出原単位の小さい船舶や鉄道への転換（モーダルシ
フト）及び②トラック配送の効率化を２本柱として、物流シス
テム全体の低炭素化を促進する事業に対して、補助金を交
付する。（補助率：１／２、１／３等）
・具体的には、自動車輸送を中心とする物流システムから、
鉄道や海運を最大限活用するシステムへのモーダルシフト
によるCO２削減対策の促進、共同輸配送や閑散線区の活
用等、物流システムの効率化によるCO2削減対策、倉庫や
港湾等の物流拠点及びそこで用いられる荷役機器、輸送機
器等の単体設備を先端設備に更新することによるCO2削減
対策等の事業を支援する。

0 0 3_a_2 非該当

3895 環境省 18 新28 15
低炭素型浮体式洋上
風力発電低コスト化・普
及促進事業

洋上風力は、再生可能エネルギーの中で最も大きな導入ポ
テンシャルを有する温暖化対策上不可欠なエネルギーであ
り、特に、ポテンシャルの7割以上を占める浮体式洋上風力
の普及が重要である。これまでの環境省における浮体式洋
上風力発電の開発・実証により、日本の気象・海象条件等
に適合し高い安全性や信頼性を有する発電システムの確
立に成功した。一方、浮体式洋上風力発電の事業化を促進
するためには、海域動物や海底地質等の調査・把握による
事業リスク低減に加え、設置コストの低減が極めて重要で
ある。本事業は、これらの課題を克服し、浮体式洋上風力
発電の本格的な普及を促進することを目的とする。

①洋上風力の事業化を促進するため、国内で実績がない
自然環境と調和した効率的かつ制度の高い洋上海域動物・
海底地質等調査を行い、当該手法を普及させる。鳥類や魚
類等の海域動物の効率的な把握や係留アンカーの埋設に
適した地点の効率的な探索など、効率的で環境に配慮した
洋上観測システムは、日本での事例はなく、日本の厳しい
気象・海象条件に適合したシステムを製作し、実海域での
調査を行うことで、低コストで環境調和型の実測手法を確立
し、民間事業者による導入普及を促進する。　②特殊な大
型作業専用船を用いず、施工コストに占める割合の大きい
係留や海底ケーブルの敷設コスト等を低減する手法を確立
し、標準技術として普及させる。浮体式洋上風力発電の本
格的な普及のためには、高額な専用船を用いずに、現在の
施工方法をベースにした船の改良やケーブル敷設方法の
改善等により低炭素かつ効率的な施工方法を確立し、事業

2,000,000 3,000,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_a_1 該当

3896 環境省 18 新28 16
環境調和型バイオマス
資源活用モデル事業

CO2削減目標を達成するため、地域資源を活用した再生可
能エネルギーの導入拡大への期待が高まる中、家畜ふん
尿や食物残さ等から得られるメタンを活用したバイオマス発
電が各地で展開されている。こうしたバイオマス発電におい
て副生成物として生じる液肥については、これまで牧草地
や畑に散布することで活用されていた。しかし、近年、それ
による地下水汚染が顕在化する例が指摘されている。本事
業は、再生可能エネルギーの導入拡大に向けて、家畜ふん
尿や食品残さ等のバイオマス資源を省CO2かつ低環境負
荷な形で有効利用するため、下水処理施設を活用した新た
な利活用モデルを実証・確立することを目的とする。

地域内に存在する家畜ふん尿や食物残さ等を活用したバイ
オマス発電施設から生じた液肥を、下水処理施設で処理す
るモデル事業を実施する。バイオマス発電施設で得られた
電力・熱を、液肥の処理を行う下水処理施設等に供給する
ことで、下水処理施設の省CO2化を図ると同時に、地域環
境の保全に貢献し、低炭素社会と循環型社会を同時達成す
る処理モデルを構築することを目指す。液肥の処理施設に
係るエネルギー消費量や発電電力量及び熱の量、事業全
体でのCO2削減効果等、モデルの有効性評価及び他地域
への展開に必要な実証を行う。

800,000 800,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_c3_1 該当
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3897 環境省 18 新28 17

CO２中長期大幅削減
のためのエネルギー転
換部門低炭素化のあり
方検討事業

　電力部門の排出量は、現在、我が国全体の約４割を占め
る最大の排出源であり、電力部門の低炭素化を進めること
は、温室効果ガス排出の大幅削減のための最も重要な対
策の一つである。エネルギーのベストミックスと温室効果ガ
スの排出削減目標を確実に達成するために、電気事業分
野における地球温暖化対策の実効性のある枠組構築と実
施に向けた調査及び制度検討を行う。

・温室効果ガス排出削減目標を確実に達成できるよう、環境
政策としての実効性のある枠組みのあり方を検討するた
め、国内の電力部門における温室効果ガスの排出状況、電
気事業者等（新規参入事業者を含む）による低炭素化社会
実行計画等に基づく設備の高効率化や低炭素電源の活用
等の地球温暖化対策の取組状況、関連施策の動向等につ
いて1990年以降から現在、今後の見通しを含めて調査し、
評価・分析を行いその結果を取りまとめる。

・海外の主要諸国・地域について、電力部門における温室
効果ガスの排出状況、事業者の低炭素化の対策取組状
況、政府の低炭素化関連施策（CO2排出基準値の設定、低
炭素化に関連する電力システムのルール、各種予算や税
制度等）の動向を調査し、取りまとめる。

0 0 1_b_2_6 非該当

3898 環境省 18 新28 18
先進国間の優れた温暖
化対策技術の評価連
携事業

既に技術開発や能力開発が同程度に進んでいると考えら
れる先進国間で協調してこれらの普及に向けた情報交換と
実施に向けた取組を行うことが、先進国の温暖化対策技術
の社会実装の更なる進展及び温暖化対策・気候変動に関
する多国間環境交渉の進展に対する先進国の政治的意図
を明確に示すことなり、事業の目的である二酸化炭素排出
量削減につながる。

先進国間での二酸化炭素排出量削減のための技術開発及
び民間部門における優良技術として、環境省では、エネル
ギー効率が極めて高く、CO2削減に最大の効果をもたらす
L2-Tech（先導的低炭素技術）について、リストの策定・公表
等により導入促進を行っている。こうした技術内容を基軸と
して、我が国（平成28年G7サミット議長国）と、優れた温暖化
対策技術の普及について世界を牽引するフランス（COP21
議長国）及びドイツ（平成27年Ｇ７サミット議長国・平成29年
G20サミット議長国）との間で、それぞれ温暖化対策技術の
普及に向けた評価等についての情報交換及び普及のため
の施策協調を軸とした二国間協力プログラムを、日仏環境
協力覚書（平成27年12月）と日独共同声明（平成28年5月）

0 0 5_a4_1_1 非該当

3899 環境省 18 新28 19
海洋環境保全上適正な
海底下CCS実施確保の
ための総合検討事業

2050年温室効果ガス80％排出削減を実現するためには、
抜本的な排出削減技術を普及させることが不可欠である。
とりわけ、石炭火力発電所等の大規模排出源には、二酸化
炭素回収・貯留（以下「海底下CCS事業」という。）の導入が
求められる。このため、海洋汚染等及び海上災害の防止に
関する法律に基づき、海底下CCS事業が海洋環境に悪影
響を及ぼさないよう適正に実施されることを確保するため、
審査当局としてモニタリング技術及び超長期的に必要な制
度のあり方の確立を図る。

　北海道苫小牧沿岸域において実施予定の国内第一号海
底下CCS事業（経済産業省委託事業）について、規制官庁
である環境省において、苫小牧沿岸域における海洋環境把
握のためのモニタリングを実施する。また、当該モニタリン
グ結果については広く国民に公表する。
　また、海洋環境保全の観点から、超長期的に必要な制度
のあり方のオプションについて調査・検討を行うため、①法
規制のあり方、②法規制遵守のための資金確保のあり方、
③これらの前提となる海底下貯留サイトのモニタリング技術
等について、国内外の最新の知見・実態を調査し、我が国
に適用する場合の論点等について整理する。

260,000 260,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 2_c_5 2_c_7 該当

3900 環境省 18 新28 20

信号情報活用運転支
援システムによるエコド
ライブの推進事業
(警察庁連携事業)

　エコドライブは、燃料消費を抑え、もって大気汚染物質及
び温室効果ガスの排出を減少させる「地球にやさしい運転」
ということが出来る。
　しかし、実際の運転場面においては、多くの車両がそれぞ
れの判断で運転するため、運転者個人による努力にはおの
ずと限界があることから、新たな技術「信号情報活用運転支
援システム」を活用し、最新のICTの力で多くの車に均一の
信号の情報を提供し、それによって斉一な交通流を作り出
し、エコドライブの実施を支援する。

　都心部を頻繁に運行するリース車両を対象に、信号情報
活用運転支援システムを用いたエコドライブ支援装置（車載
機）の導入を、補助金（車載機1台当たりその購入価格４分
の１（ただし、5万円を限度とする））を交付するにより支援す
る。

0 0 3_a_2 非該当

3901 環境省 18 新28 21

先進環境対応トラック・
バス導入加速事業（国
土交通省・経済産業省
連携事業）

運輸部門のCO2排出量の３割を占める貨物車・バス由来
CO2を削減して温暖化対策目標を達成するため、トラック・
バスの各クラスにおいて最も燃費性能のよい先進環境対応
車の普及初期の導入加速を支援することにより、環境省が
実施している車両の技術開発成果の市場投入を促進し、安
定的な需要を創出し、環境対応大型車の大量普及につなげ
る。

事業者が導入する先進環境対応車両（標準的な燃費基準
または単位走行量あたりのCO2排出量について、大型・中
型にあっては約１０％、小型にあっては約１５％以上改善す
るレベルに相当するもので、28年度に想定されるものとして
は燃料電池車、電気自動車、大型天然ガストラック、ハイブ
リッド車）について、標準的燃費水準の同クラスの車両価格
との差額の一定率について補助金を交付する。交付に当
たっては、CO2排出削減効果の把握のための燃料等使用

1,000,000 1,000,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_c3_1 該当

3902 環境省 18 新28 22

木質バイオマス資源の
持続的活用による再生
可能エネルギー導入計
画策定事業（経済産業
省連携）

　地球温暖化対策として地方公共団体が行う、木質バイオ
マス資源を持続的に活用した低炭素地域づくりを実現する
ための計画策定を支援し、地域の化石燃料由来の二酸化
炭素排出量の削減を図る。また、森林等に賦存する木質バ
イオマス資源を利用することにより地域内で、森林等の保
全・再生活動も促進され、「低炭素・循環・自然共生」の統合
的達成を図る。

　地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団
体実行計画等の確実な実施を図るため、特に森林等に賦
存するバイオマス資源を持続的に活用することを目標とした
地方公共団体が行う計画策定に対して支援を行う。これに
より、地域の低炭素化を実現するとともに、地域内で資源を
循環させることにより森林等の保全・再生を可能にし、自然
共生社会の構築の実現も図る。
　本事業により、地域内での年間利用可能な木質バイオマ
ス資源量を把握するとともに、これを活用する設備の設計を
行う。併せて適切に木質バイオマス資源を活用する計画を
策定することにより、森林等の保全・再生が可能となる。

400,000 500,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_c3_1 該当

3903 環境省 18 新28 23
国立公園等における再
生可能エネルギーの効
率的導入促進事業

2030年までに一次エネルギー共有に占める再生可能エネ
ルギーの割合を22～24％まで増加させるという政府目標を
達成するため、国として自然環境保全上重要な地域におけ
る情報を集約・提供し、再生可能エネルギー導入の適地選
定の効率化や地域住民等の合意形成の円滑化を図る。

国立公園等の国として自然環境保全上重要な地域で、事業
者が自然環境や地域住民に配慮した再生可能エネルギー
の立地選定を行うため、環境省で自然環境情報等を収集
し、事業者に提供することで、事業者の適地選定を効率化
し、再生可能エネルギーの導入の加速化を図る。

700,000 700,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 4_c_1_1 該当

3904 環境省 18 新28 24
2016年G7サミット・環境
大臣会合開催経費

「2016年G7環境大臣会合」を開催し、G7等主要国の環境担
当閣僚が率直な意見交換を行い、地球規模の環境問題の
解決に向けた環境政策・行動を提言し、G7伊勢志摩サミット
にインプットすることにより、環境問題における我が国のリー
ダーシップを発揮する。

2016年（平成28年）５月に、富山県富山市において、「2016
年G7環境大臣会合」を開催するにあたり、各国大臣等の招
へい、ロジ・サブ両面で必要となる会合文書や各種資料等
の作成するとともに、会場・通訳・資機材・警備等の手配を
行う。

0 0 5_d4_1_1 非該当

3905 環境省 18 新28 25

G7等国際動向を踏まえ
た次期循環型社会形成
推進基本計画等検討
事業(富山物質循環フ
レームワーク等国際動
向を踏まえた次期循環
型社会形成推進基本
計画等検討事業に名称
変更）

平成27年Ｇ７エルマウ・サミットにおける首脳宣言に資源効
率に関する取組が盛り込まれる等の国際的な３Ｒや資源循
環対策に係る動向を踏まえつつ、俯瞰的・長期的な視点か
ら、新たな３R・循環型社会の検討を進め、平成28年に我が
国で開催されたG7サミットや次期循環型社会形成推進基本
計画（以下、「次期循環基本計画」という。平成30年度改定
予定。）にインプットしていくとともに、我が国の３R取り組み
について世界に発信し、国際的な資源循環の議論をリード
することを目的とする。

平成27年G7エルマウ・サミットにおける、各国の資源効率に
関する優良事例や教訓等を情報交換することを目的とした
G7アライアンスワークショップをG7サミット議長国が開催す
るという合意に基づき、資源効率に関連するワークショップ
を議長国たる日本が開催する。また、資源効率性に関する
海外動向や国際合意等を踏まえつつ、我が国の資源効率
性向上に向けた取組等の国際的な発信や次期循環基本計
画の改定に向け、今後の新たな3R・循環型社会の俯瞰的・
戦略的な検討を行う。具体的には、国際的な目標・指標の
動向を踏まえた我が国としての目標・指標の設定、循環型
社会形成のための政策パッケージや３R・循環型社会の中
長期的な方向性の検討、中長期的な方向性の検討に向け
た資源循環における経済的側面の分析、及び再生資源利
用・環境配慮設計等の事業者による３R活動の評価手法の

0 0 5_d4_2 1_b_3_6 非該当

3906 環境省 18 新28 26
地域循環共生圏構築
事業

我々のくらしは、自然の恵み（生態系サービス）によって支え
られているが、人口減少等により生態系が劣化し、全国民
が享受する生態系サービスへの影響が懸念されている。国
民一人ひとりが、自然の恵みを実感し、自然の恵みを支え
る気運を醸成するとともに、地域の自然資源のストック（自
然資本）の持続的な管理手法とそれを支える仕組みを備え
た「地域循環共生圏」を構築し、日本の豊かな生物多様性と
その恵みを持続的に次世代に継承していく「環境・生命文明
社会」の実現を目指すもの。

１．自然の恵みをひきつぐ地域循環共生圏実現に向けた方
策検討
（１）我が国の生態系の種類毎にその恵みを定量評価する
とともに、自然の恵みを引き出すプログラムの評価手法の
開発検討を行う。（H28-29）
（２）資金メカニズム、ナショナルトラスト、地域間連携、地域
資源を活用した流通システム、人材育成の環境づくり等資
金や労力を確保する方策検討を行う。（H28-29）
（３）戦略的な広報活動、民間企業との連携、シンポジウム
開催等により上記（１）（２）の成果の情報発信や国民の気運
醸成を行う。（H28-31）
２．地域ブロック会議の設置及び全国フォーラムの開催等に
より、自然の恵みをひきつぐボトムアップ型の仕組みの構築
を行う。（H30-31）

0 0 1_b_3_6 3_c4_5 5_b4_2 非該当

3907 環境省 18 新28 27
放射線による自然生態
系への影響調査費

東京電力福島第一原子力発電所の事故により自然環境下
に放出された放射性物質による自然生態系への影響を調
査するとともに、関係者間での情報共有を推進することによ
り、放射線による自然生態系への直接及び間接的影響の
全体像の把握を目指す。

１．放射性物質による自然生態系への影響の長期観測
　福島第一原子力発電所の事故由来の放射性物質により
影響を受けた自然生態系の状況を長期的かつ継続的に把
握するため、指標となる野生動植物を選定し、指標種への
放射性物質による影響について調査を行う。
２．情報収集の効率化及び情報の共有化の推進
　関係機関及び各分野の専門家等との情報共有を図るた
めの報告会を開催するとともに、自然生態系への放射線影
響に係る情報を集約し、ホームページで発信する。

15,300 15,043 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_1 3_c4_3 該当

3908 環境省 18 新28 28
三陸復興国立公園再
編成等推進事業費

東北地方太平洋沿岸地域は、陸中海岸国立公園をはじめ、
多くの自然公園が指定されており、多くの観光客が訪れる。
これらの自然公園を再編成し、「三陸復興国立公園」を創設
することにより、地域経済再生のための観光面での貢献を
果たすとともに、自然環境に配慮した復興を進めることによ
り、持続可能な地域の復興を支援する。

平成24年5月7日に策定した「三陸復興国立公園の創設を
核としたグリーン復興のビジョン」に基づき、三陸復興国立
公園の創設及び自然公園の再編成、長距離海岸トレイル
（みちのく潮風トレイル）の路線設定、自然環境モニタリング
による地震・津波の自然環境への影響の把握などのグリー
ン復興プロジェクトを実施する。
また、自然環境の変化をモニタリングすることにより、地震・
津波の影響の評価、国立公園の拡張、施設整備、エコツー
リズム、自然再生、環境教育等の他のプロジェクトへの活用
や各地域で行われる復興事業等への活用に資するよう
データを整備し、公表を行う。
[平成27年度までは、東日本大震災復興特別会計で復興庁
「三陸復興国立公園再編成等推進事業」で実施。]

10,000 10,000 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_1 8_6 該当
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3909 環境省 18 新28 29
国立公園におけるユニ
バーサルデザインプロ
ジェクト事業

「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2015」におい
て、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向け、高
齢者、年少者及び障がい者等が「旅する喜び」を味わえる環
境整備の促進を言及。これらを背景に、年間3.5億人が利用
する国立公園は、地域の重要な観光資源であり、超高齢化
時代を迎え更なる利用者の増加を見込む上でユニバーサ
ルデザイン化は喫緊の課題となっているため、これに取り組

・訪日外国人等を対象とした国立公園の戦略的な情報発信
による誘客
・国立公園のビジターセンターの職員等に対するユニバー
サルマナー研修の実施

0 0 3_c4_5 5_a4_2 非該当

3910 環境省 18 新29 1

我が国循環産業の戦
略的国際展開による海
外でのCO2削減支援事
業

アジア太平洋地域の途上国において、廃棄物の適正処理
によりCO2を削減するコベネフィットを目的に、我が国の優
れた廃棄物処理・リサイクル技術を有する循環産業の国際
展開を支援する。本事業により、世界規模でのCO2排出抑
制や３Ｒの普及を実現するとともに、我が国経済の活性化に
繋げ、アジア太平洋地域における日本のリーダーシップを
発揮していくことを目的としている。

先進的な廃棄物発電事業の国際展開の実現可能性調査等
について、廃棄物分野の二国間協力や自治体間連携、温
対法排出抑制等指針、CO2削減効果等を考慮しつつ、補助
を実施する。

0 0 1_b_3_5 非該当

3911 環境省 18 新29 2

地域における都市機能
の集約及びレジリエン
ス強化を両立するモデ
ル構築事業

地球温暖化対策計画に即した地域の低炭素化と気候変動
による影響を加味した防災・減災等が、都市機能の集約の
拠点形成や土地利用の在り方の見直しともに一体的に進め
られ、長期的な温室効果ガスの排出に係るロックインを回避
できる低炭素かつレジリエントな都市・地域づくりのモデル
事例を各年度３件程度形成する。

地球温暖化対策推進法の平成28年改正により、地方公共
団体実行計画（区域施策編）の記載事項の例示として「都市
機能の集約の促進」が明記され、地球温暖化対策計画（平
成28年5月13日閣議決定）においても、低炭素型の都市・地
域づくりの推進の一環として「都市のコンパクト化」が掲げら
れた。
都市機能の集約を推進するためには、区域に複数の拠点を
形成し、高度なエネルギーマネジメントを通じた地域熱供給
（コジェネ導入、廃熱活用）や再生可能エネルギーの最大限
の導入を図るとともに、適応計画や気候変動の影響評価の
観点も加味した構想が必要となる。
こうした構想に資する取組を実施しようとする先進的な地方
公共団体を対象に、排出削減に関連する行政計画（都市計
画・低炭素まちづくり計画等）との整合を図りつつ、地方公
共団体実行計画に位置付ける具体的施策について事業計

0 0 2_b_2_4 非該当

3912 環境省 18 新29 3
風力発電等に係るゾー
ニング導入可能性検討
モデル事業

風力発電については、条件の良い立地適地をめぐって事業
計画の集中が見られる等、環境影響の重なり（いわゆる累
積的影響）の考慮の必要性などが指摘されるようになってき
ている。こうしたなか、地域において、環境面だけでなく経済
面、社会面も統合的に評価し、再生可能エネルギー導入を
促進すべきエリア、環境保全を優先すべきエリア等の設定
を行うゾーニングの手法が求められているため、再生可能
エネルギーの導入と環境保全が両立したゾーニングの手法
について検討する。

（１）風力発電等に係るゾーニングの手法検討
地域（都道府県、市区町村の単位を想定。）において、その
地域特性を考慮しつつ、環境面に加え経済面、社会面も統
合的に評価して再生可能エネルギー導入を促進すべきエリ
ア、環境保全を優先すべきエリア等の設定を行うゾーニング
の手法について検討し、マニュアルを策定する。
（２）モデル地域における実践
実際にゾーニングを実践するモデル地域を地方公共団体か
ら公募し、モデル地域において環境情報の収集・整理や
ゾーニングの基本的考え方の検討、関係者・関係機関等の
調整等を実施し、ゾーニングマップの策定検討を実施し、得
られた知見を（１）の検討に反映する。

0 0 2_b_2_4 8_2_4 非該当

3913 環境省 18 新29 4

パリ協定等を受けた中
長期的温室効果ガス排
出削減対策検討調査
費

パリ協定に規定された目標の５年ごとの提出・更新のサイク
ルを踏まえ、我が国の2030年度に2013年度比26%削減する
という中期目標の更新・前進を行う。また、パリ協定等やG7
首脳宣言を踏まえ、長期の温室効果ガス低排出発展戦略
を策定・提出を行う。

パリ協定で規定された削減目標の提出・更新や地球温暖化
対策の見直しに備え、再生可能エネルギーの導入拡大や
交通・社会システムの低炭素化、省エネを始めとする目標
達成のための地球温暖化対策・施策の検討や見直しを定
量的な分析ツールを用いて実施する。また、長期低炭素ビ
ジョンを土台として、政府全体の長期の温室効果ガス低排
出発展戦略の策定につなげるとともに、シンポジウムや地
方ヒアリング等を実施して国民的な気運の醸成を図り、長期
的な温室効果ガスの大幅削減に向けて長期的、戦略的な

0 0 3_b_4 非該当

3914 環境省 18 新29 5
省エネ家電等COOL
CHOICE推進事業

我が国の2030年度温室効果ガス26%削減目標達成には、家
庭部門で約４割という大幅な削減が必要である。これを達成
するためには、すべての照明をLEDに置き換えることに加
え、家庭のエネルギー消費に伴うCO2排出の大きな発生源
であるエアコン、冷蔵庫等の主要家電を、2030年までの買
換え時に最新型への買換えを促進させる対策が必要であ
る。
　これらを実現するために、五つ星家電への買換えを促進
する販売事業者に対し、買換え促進成果に応じた経済的イ
ンセンティブを付与する事業を行うことにより、販売促進を活
性化し、家庭・業務部門の効果的な温室効果ガス削減につ
なげることを目的とする。
　また、上記事業を通じて事業者の先駆的事例を収集し、幅
広く事業者も活用できる効果的な買換促進のための事例集

本事業は、前年度の五つ星家電等対象製品（エアコン、冷
蔵庫）販売数に比べて実施年度の販売数量基準値を超過し
た場合、家電リサイクル法に従って買換えの際に引き取っ
た旧家電等の基準値からの増加台数分に応じて一定の支
援を行う。実店舗の中小小売店においては、LEDシーリング
ライトと対象家電がセットで買換えが行われた場合、さらな
る支援を実施する。また、買換促進とともに、「COOL
CHOICE」特設サイト開設をする電子市場事業者について
は、10百万円を上限として支援を行う。
　上記事業の結果を踏まえ、優良事業者へのヒアリング調
査等に基づき、事業の成果・効果の検証・分析等を行い、事
例集や指針等を作成する。

0 0 3_c4_5 8_1_5 8_6 非該当

3915 環境省 18 新29 6

廃熱・湧水等の未利用
資源の効率的活用によ
る低炭素社会システム
整備推進事業

社会システムは、一度整備されると長期にわたりCO2排出
のロックインが懸念され、構築のタイミングで低炭素型のも
のへと政策誘導することが不可欠。また、財政上の理由か
ら設置した設備を限界まで使い続ける事業者は、設備の効
率低下による燃料や電気の大量消費を原因としたコスト増
大が、経費の更なる圧迫を招き、ますます設備投資できず、
結果としてCO2排出量も増大するという悪循環に陥っている
ところ、これを解決するため、設備全体ではなく、エネルギー
効率に寄与する部品・部材に着目して、それらの交換や追
加等を実施し、CO2排出の抜本的削減が可能なモデルを確

地域の未利用資源（熱・湧水等）の利用及び効率的な配給
システム等地域の低炭素化や活性化を推進するモデル的
取組に必要な設備等の導入経費を支援。また、未利用資源
の活用コスト効率化、大幅なエネルギー効率改善、CO2の
削減に直結する各種施設や設備の部品の交換・追加を支
援。【補助率：1/2、2/3等】

0 0 4_a3_4 非該当

3916 環境省 18 新29 7

脱フロン社会構築に向
けた業務用冷凍空調機
器省エネ化推進事業
（一部国土交通省連携
事業）

省エネ型自然冷媒機器の導入・普及の拡大を加速化するこ
とにより、省エネルギー化による二酸化炭素の排出を削減
すると同時に、温室効果の高いフロン類冷媒の使用合理化
を促進し、排出の削減を図る。

・冷凍冷蔵倉庫において省エネ型自然冷媒機器を導入しよ
うとする民間事業者に対して、当該機器導入の事業費の２
分の１を補助する。また、省エネ型自然冷媒機器に係る普
及啓発を行う。
・途上国における省エネ型自然冷媒機器等の導入の際に求
められる廃機器・廃フロンの回収・適正処理のため、これら
の体制を構築するための調査を行う。

0 6,300,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_a_1 1_b_3_3 該当

3917 環境省 18 新29 8
公共交通機関の低炭
素化と利用促進に向け
た設備整備事業

2030年度のCO2排出削減目標である2013年度比26％減の
達成のためには、運輸部門から排出されるCO2の３割を削
減する必要ある。目標達成には、自動車等の車両の低炭素
化はもちろんのこと、自動車から公共交通機関・自転車への
転換が不可欠であり、本事業を通じ、公共交通への転換、
自転車利用促進等を図る。

自動車からの転換及び2030年度削減目標達成に資する公
共交通、自転車利用、２次交通・３次交通の低炭素化を促
進、実現のために必要な取組に対し、補助を実施。
① 低炭素化に向けた公共交通利用転換事業（補助率 ： 計
画策定支援１／３、計画に基づく取組の支援１／２）
② 自転車利用環境の整備を通じた交通分野の低炭素化促
進事業（補助率 ： １／２）
③ エコレールラインプロジェクト事業（補助率 ： １／３）
④ 公共交通機関と連携した観光地の２次・３次交通の低炭
素化促進事業（補助率 ： ２／３）

0 0 3_c3_2 非該当

3918 環境省 18 新29 9

低炭素型の行動変容を
促す情報発信（ナッジ）
による家庭等の自発的
対策推進事業

技術や機器の利用の段階での低炭素化は、これまでハード
面を中心に対策が講じられてきたが、ソフト面（行動）でライ
フスタイルを劇的に変化させるまでには至っておらず、CO2
排出量の抜本的削減には、ライフスタイルのイノベーション
の創出が不可欠である。近年欧米では行動科学等の理論
に基づくアプローチ（ナッジ等）により国民一人ひとりの行動
変容を直接促し、ライフスタイルの変革を創出する取組が政
府主導により政策的に行われており、費用対効果が高く、
対象者にとって自由度のある新たな政策手法として着目さ
れているが、文化等の異なる我が国への適用可能性につ
いては検証が必要である。本事業では我が国に適用可能な
エネルギー消費に係る行動変容モデルを構築し、展開、実
用化を通じて、環境負荷低減に繋がる低炭素型の行動変
容を促し、家庭・業務その他部門におけるエネルギー消費

電気、ガス、自動車燃料の使用等のエネルギー消費に係る
データの収集から解析、フィードバックに必要な技術システ
ムを構築し、行動科学等に関する欧米での知見を基に、低
炭素型の行動変容を促す情報提供方法等、CO2排出削減
に資する行動変容のモデルを構築し、地方公共団体との連
携の下、当該モデルの我が国への適用可能性の実証や我
が国国民特有のパラメータの検証を実地にて行う。その際、
ビッグデータ解析・人工知能学習・見える化等、IoTの高度化
（IoE化）に向けた取組を最大限活用し、個々のユーザーイン
サイトや機器の使用方法等の把握により実際の使用方法を
反映した、より環境性能の高い技術の開発に資する知見を
収集・分析する。低炭素技術・機器の利用者側の自発的な
取組による、CO2排出の追加的かつ抜本的な削減に資する
規制等制度設計を検討する。

0 2,000,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_c3_1 該当

3919 環境省 18 新29 10

木材利用による業務用
施設の断熱性能効果
検証事業（農林水産省
連携事業）

2030年の削減目標達成のためには、業務その他部門から
CO2排出量の4割削減が求められている。CLT（Cross
Laminated Timber）等に代表される新たな木質部材による
建築技術は確立しつつあるが、その使用が建築物の省エ
ネ・省CO2に与える影響について、定量的なデータは得られ
ていない。そこで、高い省エネ・省CO2につながる低炭素建
築物等の普及を促進することを目的とし、CLT等を用いたモ
デル建築物を建設し、その断熱性能をはじめとする省エネ・
省CO2効果について定量的に検証を行う。

・ CLT等に代表される新たな木質部材を用いた建築物の省
エネ・省CO2効果を定量的に評価するため、CLT等を用いた
建築物等の建設に必要な設計費、工事費、設備費、省CO2
効果等の定量的評価に係る計測費等の一部を補助する。
・ 断熱性能や調湿性能等の省エネ・省CO2性能について、
既存断熱材等との比較、使用条件等に応じたデータを定量
的、網羅的かつ継続的に測定、解析し、今後のCLT等を用
いた建築物に展開する。
・ 本事業を活用したCLT等建築物について、インターネット
等を通じ、広く情報発信を行う。　【補助率：定額、定率（８
５％）】

2,000,000 4,500,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 2_a_1 該当

3920 環境省 18 新29 11
カーボンプライシング導
入可能性調査事業

2030年目標や長期目標の達成に向けた施策の一つとして、
国内排出量取引制度等についても、必要な場合には速や
かに制度導入を行えるよう、制度案や必要性等を検討す
る。

2030年度目標の達成に向けて、施策の進捗状況に応じて、
施策の見直しを行い、カーボンプライシングを導入すること
となった場合に速やかに効果的な制度を実施できるよう、国
内排出量取引制度等の制度設計を行う。具体的には、諸外
国の事例なども参考に、対象の範囲、割当の方法などの項
目について、幅広く選択肢を検討する。

0 0 1_b_2_6 非該当
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3921 環境省 18 新29 12

CO2中長期大幅削減に
向けたエネルギー転換
部門低炭素化に向けた
フォローアップ事業

本事業により、電力業界の取組の進捗を確認しつつ、電力
低炭素化のための制度設計構築に向けた追加対策の検討
を行うことで、必要に応じた施策の見直し等を機動的に実施
し、2030年度削減目標の確実な達成を図る。

2030年度の温室効果ガス排出削減目標達成に向けて、①
電力業界の「自主的枠組み」及び②「自主的枠組み」に係る
政策的対応についての事業者の取組状況や見通し、その
ほかの関連施策の動向等の分析を行う。平成28年2月公表
の電力部門の対策パッケージの内容及び当該内容を含む
地球温暖化対策計画で定められているとおり、上記の動向
分析等を踏まえて、電力業界による地球温暖化対策の実施
状況の進捗をレビューし、諸外国の取組等も参考としつつ、
実施すべき追加対策を検討する。

0 0 1_b_2_6 非該当

3922 環境省 18 新29 13

低炭素型ディーゼルト
ラック普及加速化事業
（国土交通省連携事
業）

走行距離が長く運搬効率の高い運送業者で、資力の乏しい
中小業者を対象に、低炭素型ディーゼルトラック（大・中型
は2015年度燃費基準＋5%以上、小型は同＋10％以上達成
車）の導入を集中的に支援し、ディーゼルトラック販売車に
占める低炭素型車両の比率の向上（平成26年度の比率
19.4％から平成31年度の比率39％以上）を図る。

ディーゼル車の更新需要についてトップクラスの燃費レベル
の低炭素型車両の普及加速を集中的に支援し、事業用貨
物車中の低炭素型ディーゼルトラックの比率を31年度末11%
以上（26年度末1.4%）とすることを目標として、トラックの燃費
水準向上を図る。特に車両単体の走行距離が長く、貨物運
搬効率の高い運送業者のうち、資力の乏しい中小業者の保
有車両に対して、低炭素型ディーゼルトラックの集中的な普
及促進を図る。導入に際してはエコドライブの実施を含む環
境管理システムの構築を要件とする。また、補助要件につ
いて、高いCO2排出削減効果を得る観点から、燃費レベル
の実態等を踏まえて年度ごとに必要に応じて見直しを行う。

0 2,965,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_a_1 該当

3923 環境省 18 新29 14
Ｇ７が牽引するCO2削
減に貢献する持続可能
な開発目標の実施

平成27年９月、国連サミットにおいて「持続可能な開発のた
めの2030アジェンダ」が採択された。その中核をなす「持続
可能な開発目標（SDGs）」について、世界全体における実施
を牽引するため、平成28年５月に開催されたＧ７富山環境
大臣会合において、Ｇ７環境担当省間で協調した行動を開
始することに合意された。
我が国がSDGsの実施・フォローアップを牽引し、我が国の
知見・技術が国際的に活かされる基盤を確立するとともに、
環境技術の効果的な国際展開を実現することを目指す。ま
た、Ｇ７各国と協調・連携して行い、国連ハイレベル政治
フォーラム等の国際的な場で発信することにより、我が国の
活動の視認性を向上させる。

Ｇ７で協調行動を進めていくことがＧ７富山環境大臣会合で
コミュニケにおいて合意され、他のゴールとの相乗効果が期
待されるSDGsゴール12(持続可能な消費と生産）が協調行
動の有力分野とされ、食品廃棄物の削減、食品廃棄物の削
減による気候変動緩和等への効果測定手法の開発、購買
行動の変化を促す製品の環境負荷に関する情報提供（第
二の価格付け）等が例示された。これらの分野のうち、ゴー
ル７（エネルギー）と関連するエネルギー起源CO2削減に資
するものを、我が国が主導するＧ７協調行動として立ち上げ
るための検討と運営をする。

0 0 3_c3_2 非該当

3924 環境省 18 新29 15
パリ協定実施に向けた
途上国能力開発支援
拠出金

パリ協定の実施に向け、途上国における気候変動の緩和と
適応への行動の透明性に関する能力開発の支援に貢献す
る。

気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）において、
透明性に関する能力開発の支援が開発途上締約国に提供
されるべきであることが規定され、併せて、「透明性のため
の能力開発イニシアティブ（CBIT）」を地球環境ファシリティ
（GEF）に設置することがCOP21決定において要請された。
CBITはパリ協定における透明性枠組みの主要要素として
位置づけられている。本事業では、同イニシアティブに対し
て、外務省、財務省とともに拠出を行うものであり、温室効
果ガス排出量が増加し、対策の推進及びその進捗状況の
把握が不可欠である開発途上国における透明性の能力向

0 0 5_b4_2 3_b_4 非該当

3925 環境省 18 新29 16
オリンピック・パラリン
ピック暑熱環境測定事
業

・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会期間は
年でも特に暑い時期（7/25-9/6）。
・大会会期中は日本の夏に不慣れな外国人を含む多数の
観客が来訪。大会会場への移動、入場待機、観戦時などに
多数が屋外で長時間を過ごすこととなり、熱中症対策が必
須。
・そのため、特に人の集まる主要競技会場周辺等における
熱中症へのかかりやすさを示す「暑さ指数（WBGT）」を把握
し、適切な予防的対策に資する。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の主要競
技会場周辺等の12地区程度を対象に暑熱環境を調査し、
調査で得られたデータにより、暑さ指数の推計手法を確立
し、大会期間中に、熱中症対策として特にリスクの高い場所
での熱中症予防情報の発信等に活用する。

0 29,365 5 一般 - 95 4 - - - - 2_c_7 該当

3926 環境省 18 新29 17
琵琶湖保全再生等推
進費

琵琶湖の保全及び再生に関する法律に基づく琵琶湖の保
全及び再生に関する基本方針(28年４月21日策定)等を勘案
しつつ、環境基準であるＣＯＤの高止まり、アオコの発生、水
草の大量繁茂や在来魚介類の減少等といった問題に対し
て、琵琶湖の現状の把握や科学的知見などに基づく効果的
な湖辺の環境修復対策等の検討を行うことにより、琵琶湖
の水質及び生態系の保全及び再生を図る。

水質だけでなく生態系を含めた琵琶湖の現状の把握、解析
モデルによる影響要因や影響度の分析、環境修復実証事
業（モデル事業）による効果検証等といった新たな手法によ
り、湖辺の環境修復対策等の検討を行う。

0 0 1_b_3_4 非該当

3927 環境省 18 新29 18
リサイクルプロセスの横
断的高度化・効率化事
業

多角的にリサイクルプロセスの横断的高度化・効率化を進
めることで、優良なリサイクル産業を育成に係る支援等を行
い、「都市鉱山」と呼ばれる我が国の資源の有効利用の最
大化を図る。

各業界における環境配慮設計に向けた取組（業界としての
ガイドラインの策定や個社の取組）とその効果（リサイクルコ
ストの低減など）、欧州連合におけるエコ・デザイン指令等を
整理した上で、環境配慮設計の評価基準（易解体性、有害
物質不使用、再生材利用率等）を設定し、各業界の環境配
慮設計を促進する上での課題やポテンシャル分析を行う。
さらに、リサイクル産業を横断的に成長させるための戦略の
策定やリサイクル対象物の組成情報の共有化等を行ってい

0 20,196 5 一般 - 95 4 - - - - 2_c_5 該当

3928 環境省 18 新29 19
アジア・太平洋地域の
災害廃棄物対策強化
支援事業

平成28年5月15、16日に行われたG7環境大臣会合にて採
択されたコミュニケの付属文書である「富山物質循環フレー
ムワーク」において、大規模な自然災害を経験する国・地域
をG7各国で支援していくことが合意される等、我が国が経
験した東日本大震災や熊本地震等の教訓を踏まえた国際
支援が求められている。これらを踏まえ、アジア・太平洋地
域の国においても災害時に発生する膨大な廃棄物を適正
かつ迅速に処理できるよう、災害廃棄物対策（事前の備え）
を推進するとともに、支援スキームを構築する。

①実際の災害廃棄物処理に必要な資機材等、被災地域の
特性を踏まえて、国際協力機構（JICA）やアジア開発銀行
（ADB）等の政府開発援助（ODA）実施機関が請け負うなど
の一体型の支援スキームを検討する。
②我が国の東日本大震災等における災害廃棄物処理のノ
ウハウを活用して、各国の平時の廃棄物処理システムの特
性を踏まえ、さらに災害廃棄物処理を通じて平時の廃棄物
処理体制の強化も検討できる処理指針（ガイドライン）を策
定する。
③災害が頻発化・激甚化しているアジア・太平洋地域で
フォーラムなどを開催し、上記の成果などの災害廃棄物対

0 16,791 5 一般 - 95 4 - - - - 1_b_3_3 2_b_2_3 3_c3_1 該当

3929 環境省 18 新29 20

廃棄物・リサイクル分野
における気候変動影響
の分析及び適応策の検
討

気候変動による廃棄物・リサイクル分野への影響分析・評
価やこれを踏まえた適応策の検討を通じて、①災害に対応
した処理施設の強靭化や災害廃棄物の適正・迅速な処理・
再生利用の促進、②経済・産業構造の変化に伴う天然資源
の消費変化に対応した戦略的３Rによる資源効率性の効果
的向上、③環境・生態系変化に伴う感染リスクの低減や適
正処理方策の改善等を通じた公衆衛生・生活環境の確保
等、今後の気候変動に対して強靭かつ持続可能な廃棄物

本事業において、気候変動が廃棄物・リサイクル分野に与
える影響について、廃棄物の適正処理、3R、災害対策等の
観点から多角的に分析・評価する。それらの検討を踏まえ
て、中長期的な視点から見たハード・ソフト両面での予防的
かつ効果的な対策（適応策）を全国レベル・地域レベルで検
討し、ガイドラインとして作成・提示する。

0 0 3_b_4 非該当

3930 環境省 18 新29 21
気候変動適応計画推
進のための浅海域生態
系現況把握調査

わが国の浅海域におけるサンゴ礁及び藻場の分布等につ
いて、早急に調査を実施し、現況を把握するとともに、その
成果を踏まえて沿岸域生態系における気候変動の影響の
評価等を行い、適応策の検討及び推進等に資する基盤的
情報を整備・提供する。

衛星画像やリモートセンシング、GIS等を積極的に活用する
とともに、現地調査による補完を行い、サンゴ礁及び藻場の
分布、現存量及び当該生態系の概況等を効率的かつ高精
度に把握する。得られた最新のデータを踏まえ、サンゴ礁及
び藻場の分布面積や現存量の変化を把握するとともに、気
候変動影響の評価や生物多様性及び炭素吸収・固定能等
の試算・評価を行う。得られた成果はインターネット等を介し
て広く提供し、国や自治体における適応策の検討への活用
を図るほか、環境影響評価の基礎資料等としても活用を促

0 15,700 5 一般 - 95 4 - - - - 1_c_3_1 該当

3931 環境省 18 新29 24
西之島総合学術調査
事業費

西之島の生態系の保護を図り、島嶼における進化の過程や
生態系の形成過程を把握するためのモニタリングサイトとし
て厳正に管理する。このことにより、生態系の形成過程を一
から観測できる貴重な区域としての価値を損なうことなく子
孫に引き継ぐことが可能となり、生態系の仕組みの解明等
に資するとともに、自然再生、自然と共存した国土の合理的
利用といった観点の技術的進歩に貢献する。

①自然環境に関する各分野の専門家による調査団を組織
し、総合学術調査を実施。あわせて、学術的な検討会を実
施し、調査計画の作成や、調査結果に基づく当該地域の自
然生態系の状況や学術的価値などについての分析・評価を
行うとともに、モニタリング計画の策定を行う。
②保護担保措置の検討に当たっての基礎的調査として、当
該地域の生態系を脅かすリスクの把握や、原生的な自然を
維持できる条件を有しているかについて、実態調査や海外
の事例も含めた情報収集を行う。
③①、②をもとに、西之島の保護のあり方についての検討を
行い、保護の方針を決定する(平成30年度予定）。

0 32,770 5 一般 - 95 4 - - - - 1_b_1 1_b_3_6 該当

3932 環境省 18 新29 23
国立公園満喫プロジェ
クト推進事業

政府の「明日の日本を支える観光ビジョン（平成28年3月）」
に基づき、国立公園を世界水準の「ナショナルパーク」として
ブランド化するため、「国立公園満喫プロジェクト」として、ま
ずは８箇所の国立公園で保護すべきところは保護しつつも、
利用の推進を図るための取組を先行的、集中的に推進す
る。

選定された公園毎に地域協議会を立ち上げ、ステップアップ
プログラムを策定し、利用者目線でのビジターセンターの再
整備、景観・自然に徹底的に配慮した展望地、自然歩道等
のビューポイントの整備、外国人向けツアーコンテンツの発
掘・磨き上げ、ガイド等の人材育成等や、効果的な情報発
信を行う。

0 0 3_c2_3 非該当

3933 環境省 18 新29 24
自然公園等施設災害
復旧事業費

平成28年熊本地震をはじめ、近年、台風や豪雨、落雷、豪
雪、地震、火山等による自然災害により自然公園等の施設
が被災した場合、既存予算である自然公園等事業費を財源
として所要額を流用してきたが、近年の発生件数の増加に
伴い、既存予算での対応が困難となっていることから、災害
復旧等を迅速に行うことにより、風評被害や利用者減少を
最小限に抑え、地域における魅力的な観光地域づくりを推

自然災害により被災した国立公園等の直轄施設や、地方公
共団体が行う国立公園、国定公園等の施設について、災害
復旧等を行う。（地方公共団体には総事業費の２／３を補
助）

0 0 8_6 非該当
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3934 環境省 18 1
地球温暖化対策推進
法施行推進経費

①地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「温対法」とい
う。）に基づき、政府がその事務及び事業に関し温室効果ガ
スの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める
計画（以下「政府実行計画」という。）を策定するとともに、同
計画に基づく措置の実施状況を公表する。
②温対法に基づき、都道府県及び市町村が、当該都道府
県及び市町村の事務及び事業に関する温室効果ガスの排
出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措
置に関する計画（以下「地方公共団体実行計画（事務事業
編）」という。）を策定し、同計画に基づく措置及び施策の実

➀新たな政府実行計画の策定支援、政府実行計画の実施
状況の調査を行う。
②都道府県単位の説明会の開催、各種マニュアルの作成、
計画策定支援サイトの運用、ヘルプデスクの設置等を行う。

11,010 11,206 5 一般 - 95 4 - - - - 1_c_2_4 8_6 該当

3935 環境省 18 2
気候変動に強靱な低炭
素社会構築専門家世
界ネットワーク事業

気候変動の緩和と適応の両政策が各国で統合的な実施を
通じた気候リスクの効果的な管理の実現に資するため、世
界の気候変動分野の専門家のネットワークを強化し、当該
専門家を通じた各国の気候変動政策の取組を促進させるこ
とを目的とする。

本事業では、低炭素社会国際研究ネットワーク（LCS-RNet）
や低炭素アジア研究ネットワーク（LoCARNet）の経験をもと
に、従来の温室効果ガス排出の緩和につながる活動に加え
て、気候変動の適応も視野にいれた世界ネットワークを構
築し、関係国の参加研究機関が参加する年次研究者会合
の開催や、研究交流の促進支援、研究成果の取りまとめや
発信、アジア太平洋地域を中心とする特定地域における協
働調査やパイロット事業から知識集約を試行的に実施す

76,000 66,336 5 一般 - 13 4 - - - - 5_b3_1 該当

3936 環境省 18 3
温室効果ガス排出・吸
収量管理体制整備費

・国連気候変動枠組条約の改訂ガイドラインの適用(2015年
提出分～)を受け、精度の高い温室効果ガス排出・吸収目
録（インベントリ）を迅速に作成し、国内対策推進の基礎情
報を整備するとともに、京都議定書第一約束期間終了後も
温室効果ガス排出削減に取り組む姿勢を示し、国際的な
MRV（測定、報告、検証）の強化を牽引する。
・隔年報告書(BR)及び国別報告書(NC)に位置づけられた対
策・施策の進捗を点検し、削減目標達成の確実性を高め
る。
・地域における温室効果ガス排出量推計手法の確立によ
り、地域の活動主体による地球温暖化対策の効果把握、効

・温室効果ガス排出・吸収目録及び報告書の作成、品質管
理、条約事務局による審査への対応（H10年度～終了（予
定）なし）
・温室効果ガス排出量（速報値・確報値）の公表（H16年度～
終了（予定）なし）
・隔年報告書及び国別報告書に位置づけられた対策・施策
の進捗管理(H25年度～終了(予定)なし)
・地域の温室効果ガスの現況推計や将来推計に資する最
新の地方公共団体別排出量データの整理・提供、地方公共
団体職員にて活用可能な温室効果ガス排出量推計ツール
の開発等（H25年度～終了（予定）なし）

0 0 3_b_4 非該当

3937 環境省 18 5
廃棄物発電の高度化
支援事業

東日本大震災以降、電力不足や原発に大きく依存してきた
エネルギー戦略の見直しが迫られる中で、廃棄物発電につ
いても、災害時の緊急電源や防災拠点としての機能や、廃
棄物系バイオマスの再生可能エネルギーとしての有効利用
の観点から、果たす役割は大きくなることが期待される。こ
のことから、廃棄物発電の高効率化に向けた方策の検討、
廃棄物処理施設における再生可能エネルギーの固定価格
買取制度の円滑な実施支援等を通じて、廃棄物系バイオマ
スの利活用の促進を含めた廃棄物発電の高度化を図る。

・廃棄物発電（熱回収も含む。）について、ネットワーク化等
による増強効果を調査し、高効率化実現に向けた方策の検
討を行い、有効性が高いと見込まれるものについて、実証
事業を行うことにより、効果を確認する。
・廃棄物発電における再生可能エネルギーの固定価格買取
制度の円滑な実施を目指し、発電コスト、バイオマス比率の
算出方法、適切な調達期間及び調達価格等について調査・
検討を行い、その結果について、市町村等に周知する。
・具体的な市町村等を選定して、メタン発酵施設を中心に、
地域特性に応じた廃棄物系バイオマスの利活用システムの
検討を行い、その成果を踏まえ、廃棄物系バイオマスの利
活用システムの導入マニュアルを作成し、市町村等に周知

0 0 3_c3_2 非該当

3938 環境省 18 6
廃棄物埋立処分場等
への太陽光発電導入
促進事業

廃棄物埋立処分場については、埋立終了後も排水処理や
ガス抜き等の維持管理を継続する必要があるとともに、廃
棄物の自重による沈下があることから、跡地利用の用途が
限定され、有効活用が課題となっている。このことから、廃
棄物埋立処分場等について、廃棄物の適正処分を確保し
つつ、太陽光発電を導入することにより、地域のエネルギー
センターとしての有効活用を全国で展開していくための方策
を検討・実証し、導入ポテンシャルの有効活用の促進を図
る。

・廃棄物埋立処分場等に太陽光発電の設置を検討するに
当たって、発電見込量や事業採算性の検討、維持管理方法
の検討、概略設計等を行い、事業としての実現可能性を調
査する。
・廃棄物埋立処分場等は、排水処理やガス抜き等の維持管
理を継続する必要があるとともに、廃棄物の自重による沈
下があることから、その特徴を考慮して設置方法や維持管
理対策を講ずることが必要である。このため、先進的な技術
を導入する者に対して費用の一部を補助する（補助率
1/2）。
・既設の太陽光発電の沈下やひずみの状況を測定し、発電
量への影響を検証する。併せて、上記調査・実証の結果も
参考にしつつ、廃棄物埋立処分場等への太陽光パネル設
置に当たっての維持管理手法や施工方法についての留意

0 0 3_c3_2 非該当

3939 環境省 18 7

モーダルシフト・輸送効
率化による低炭素型静
脈物流促進事業（国土
交通省連携事業）

　運賃負担力が小さく、納期の制約が少ない循環資源等
は、本来海上輸送に適しているにもかかわらず、循環資源
等の輸送形態は陸送（トラック輸送）が約９割を占めており、
モーダルシフト・輸送効率化による低炭素化の余地が大き
いのが現状である。また、輸送効率化を通じた静脈物流コ
ストの削減により、従来最終処分等されていた循環資源等
の広域リサイクルが経済的に可能となり、リサイクル率の向
上や最終処分量の低減が期待される。
　本事業は、静脈物流のモーダルシフト及び輸送効率化を
推進し、二酸化炭素排出量の削減を図るとともに、循環型
社会の構築に寄与することを目的としている。

　静脈物流のモーダルシフト・輸送効率化を推進するため、
海上輸送による低炭素型静脈物流システムの構築に必要
な経費及び循環資源取扱設備の導入経費の一部について
補助を行う。

350,000 350,000 5 特別 - 90021 2 - - - - 3_c2_1 該当

3940 環境省 18 8

先導的「低炭素・循環・
自然共生」地域創出事
業（グリーンプラン・
パートナーシップ事業）

　地域の戦略的な再生可能エネルギーの導入や省エネ等
の取組について、基盤情報の整備や事業化に向けた検討
の支援、事業化にあたっての設備導入に対する支援を委託
や補助により必要に応じて一貫して実施し、「低炭素・循環・
自然共生」地域の創出を図る。

　補助対象は地方公共団体や民間団体等とし、地域の戦略
的な再生可能エネルギーの導入や省エネ等の取組につい
て、再生可能エネルギーの導入に向けて基盤情報を整備す
るためのポテンシャル調査、事業化計画・ＦＳ調査、設備導
入に対する支援を委託や補助により必要に応じて一貫して
実施する。

補助率：【国から非営利法人への補助】定額
　　　　　 【非営利法人から地方公共団体等への補助】定
額、１／２、２／３

2,446,000 0 5 特別 - 90021 2 ○ - - - 3_a_1 該当

3941 環境省 18 9 エコリース促進事業

低炭素社会の実現に向け、低炭素機器の普及を図る必要
があるが、導入時に多額の初期投資費用(頭金)が必要とな
る点が障壁となっている。そのため、頭金が特に負担となる
家庭や中小企業等に対して、頭金を必要としない「リース」と
いう金融手法を活用し、低炭素機器の普及を促進する。

リースにより低炭素機器を導入した場合に、総リース料の2
～5%をリース事業者に対して助成を行い、補助率に応じた
総リース料の減免を行う。ただし、東日本大震災及の被災
地域の復興に資するため、岩手県、宮城県、福島県におけ
るリース契約に限定して補助率を10%とする。なお、本事業
において低炭素機器を導入できる者は中小企業・個人事業
主・家庭（個人）とする。また、本事業と国による他の補助制
度を併用することは原則不可とする。

0 0 3_c2_3 非該当

3942 環境省 18 10
公共施設への再生可
能エネルギー・先進的
設備等導入推進事業

東日本大震災及び原子力発電所の事故に伴うエネルギー
需給の逼迫を踏まえ、防災拠点等への再生可能エネル
ギー等の自立分散型エネルギーシステムの導入及び廃棄
物処理施設への省エネ効果に優れた先進的設備の導入を
支援することにより、低炭素な地域づくりを全国に展開す
る。

①防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業
　地方公共団体が行う防災拠点や災害時に機能を保持す
べき公共施設への再生可能エネルギーや蓄電池、未利用
エネルギー及び高効率省エネ機器の導入事業について、国
から交付を受けた非営利法人が支援する。
　補助率：【国から非営利法人への補助】定額
　　　　　　 【非営利法人から地方公共団体への補助】定額
（高効率省エネ機器の導入は２／３）

②廃棄物処理施設への省エネ効果に優れた先進的設備導
入事業
　地方公共団体が行う一般廃棄物処理施設への高効率廃
棄物発電等の先進的設備の導入事業を国が支援する。
　交付率：最大１／２

0 0 4_a4_2 非該当

3943 環境省 18 11

風力発電等に係る環境
アセスメント基礎情報整
備モデル事業（経済産
業省連携事業）

低炭素社会の構築に貢献し、かつ、自立分散型で災害にも
強い風力発電や地熱発電などの再生可能エネルギーの大
幅な導入拡大が求められている。このため、本事業を通じ
て、風力発電等の事業者が環境影響評価を実施する際に
活用できる基礎的な情報を体系的に提供し、質の高い環境
影響評価を効率的に実施するための環境整備を行い、風
力発電等の早期導入に資することを目指す。

情報整備モデル地区環境情報：風力発電等の立地ポテン
シャル、地元自治体の意向等を勘案して選定した情報整備
モデル地区において、環境影響評価での活用を想定した地
域の既存資料調査、地元有識者のヒアリング調査、動植
物・生態系等の現地調査を実施し、環境基礎情報データ
ベースとして整備し、提供する。
地域既存環境情報：環境影響評価の際の基礎情報となる
国や地方公共団体等による自然的状況、社会的状況に係
る全国的に整備されている情報を環境基礎情報データベー
スとして整備し、提供する。

888 0 5 特別 - 90021 4 - - - - 4_c_1_1 該当

3944 環境省 18 12

地下水の水質汚濁対
策に資する地域循環型
バイオガスシステム構
築モデル事業

　東日本大震災、原子力発電所事故を契機に、地域資源を
循環活用した自立分散型エネルギーを確保する地域づくり
の取り組みが重要になっている。このため、従来自家消費
が主であったバイオガスを地域への熱供給等に活用し、環
境負荷の少ない地域づくりを推進するモデルシステムを構
築することを目的とする。

　食品廃棄物や家畜排せつ物、水産系廃棄物等から得られ
るメタン等のバイオガスを地域へのエネルギー供給等に活
用するため、地域特性に応じて、地域循環型バイオガス製
造施設を導入し、温室効果ガス削減効果や事業性等の実
証を行い、バイオガス利用モデルを構築する。またこれに加
えて、地下水汚染地域におけるバイオガス生成消化液等の
適正利用に向けた実証事業を行う。これらのモデル的な実
証を通じて得られた成果を取りまとめて公表することによ
り、全国へ「地域循環型バイオガスシステム」の普及を図
る。

3,190,000 0 5 特別 - 90021 2 ○ - - - 3_c3_1 該当
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3945 環境省 18 13

食品廃棄物及び家畜排
泄物等を活用した地域
循環型バイオガスシス
テム構築モデル事業
（農林水産省連携事
業）

　東日本大震災、原子力発電所事故を契機に、地域資源を
循環活用した自立分散型エネルギーを確保する地域づくり
の取り組みが重要になっている。このため、従来自家消費
が主であったバイオガスを地域への熱供給等に活用し、環
境負荷の少ない地域づくりを推進するモデルシステムを構
築することを目的とする。

　食品廃棄物や家畜排せつ物、水産系廃棄物等から得られ
るメタン等のバイオガスを地域へのエネルギー供給等に活
用するため、地域特性に応じて、地域循環型バイオガス製
造施設を導入し、温室効果ガス削減効果や事業性等の実
証を行い、原料の組み合わせ等に応じたバイオガス利用モ
デルを構築する。これらのモデル的な実証を通じて得られた
成果を取りまとめて公表することにより、全国へ「地域循環
型バイオガスシステム」の普及を図る。

※事業開始年度が平成25年度のものは、平成27年度に事
業終了。事業開始年度が平成26年度のものは、平成28年
度に事業終了。

231,000 0 5 特別 - 90021 2 ○ - - - 3_c3_1 該当

3946 環境省 18 14
地域低炭素投資促進
ファンド事業

低炭素社会の創出に向けては、巨額の追加投資が必要で
あり、民間資金の活用が不可欠。民間資金による低炭素投
融資を促進し、地域での資金循環を円滑化すること等によ
り、低炭素化と地域活性化の同時実現を図る。

一定の採算性・収益性が見込まれるものの、リードタイムや
投資回収期間が長期に及ぶこと等に起因するリスクが高く、
民間資金が十分に供給されていない低炭素化プロジェクト
に民間資金を呼び込むため、これらのプロジェクトを「出資」
により支援する「地域低炭素投資促進ファンド」を造成する。

0 0 3_c2_3 非該当

3947 環境省 18 15
環境金融の拡大に向け
た利子補給事業

金融機関の融資判断にコーポレートベース、プロジェクト
べースでの環境配慮の取組を組み込む環境金融を推進す
るとともに、地球温暖化対策のための設備投資における資
金調達を利子補給によってより円滑化することによって、環
境金融の拡大と地球温暖化対策の推進を図る。

（1）環境配慮型融資促進利子補給事業
金融機関が行う環境配慮型融資（※）のうち、地球温暖化対
策のための設備投資への融資について、利子補給を行うも
の。
　※金融機関が企業の環境配慮の取組全体をスクリーニン
グ手法等により評価し、その評価結果に応じて、低利融資を
行う融資制度。
（2）環境リスク調査融資促進利子補給事業
金融機関が行う環境リスク調査融資（※）のうち、地球温暖
化対策のためのプロジェクトへの融資について、利子補給
を行うもの。
　※金融機関が、融資先の事業に伴う環境影響等の調査結
果及び環境配慮の取組計画の提出を求め、その内容及び

0 0 3_c2_3 非該当

3948 環境省 18 16
地方公共団体実行計
画を核とした地域の低
炭素化基盤整備事業

低炭素社会の実現に向け、法定計画である地方公共団体
実行計画（以下「実行計画」という。）に基づく地球温暖化対
策への取組が不可欠だが、現状の実行計画の策定率は事
務事業編で８割程度、区域施策編で２割程度に留まる。ま
た、策定された計画も、具体的な対策・施策に乏しく、実効
性の確保が課題となっている。そのため、本事業では、実行
計画の策定率向上や計画に基づく対策・施策の取組向上を
実現し、地域における低炭素社会の実現に寄与することを
目的とする。

実行計画の質及び量の向上、及び計画に盛り込まれた対
策・施策の具体化を推進するため、下記の取組を有機的に
実施。
〇実行計画の策定状況を調査し、その計画内容について詳
細に分析・評価を実施。その結果を自治体に対してフィード
バックすることにより、地方公共団体の取組の充実を促す。
○地方公共団体が必要とする地域の温室効果ガス排出量
推計に必要な推計手法のマニュアルや支援ツール、データ
ベースを作成し情報提供する。
○地方公共団体が行う実行計画のPDCA強化のために必
要な支援や、優良な取組モデルの事例紹介等を行う。
○国の「地球温暖化対策計画」の内容を踏まえた研修会等
を実施。また、実行計画に基づく対策・施策を金融面からサ
ポートするため、地方公共団体と地域金融機関の合同研修
会を開催するなどにより連携を図る。

0 0 6_6 3_c4_5 3_c2_3 5_d4_2 非該当

3949 環境省 18 17
温室効果ガス排出量算
定・報告・公表制度基
盤整備事業費等

　地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「温対法」とい
う。）に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度対
象事業者による報告義務履行を徹底させるとともに、排出
量情報を迅速に集計し、国民に分かりやすい形での結果公
表を行う。
　産業部門の自主的な取組である低炭素社会実行計画に
ついて、達成状況等の評価・分析を行うとともに、低炭素社
会実行計画の内容及び今後の評価・検証方法について調
査・検討を行う。

　制度対象事業者（約13，000事業者）から報告された排出
量を集計し、集計結果の公表及び開示請求への対応を行
う。このほか、事業者向け説明会の開催（全国10箇所程
度）、質疑応答集の整理、算定マニュアルの拡充等を実施
する。
　低炭素社会実行計画フォローアップにおける環境省・経済
産業省所管業種からの報告内容について確認事項等を整
理するなど評価・検証の支援を行うとともに、フォローアップ
プロセスの透明性等の向上に資する検討、業種毎の低炭素

0 0 8_1_4 非該当

3950 環境省 18 18
クレジット制度を活用し
た地域経済の循環促進
事業

カーボン・オフセット（日常生活や事業活動に伴う温室効果
ガス排出量を、他の場所で行われる排出削減・吸収活動に
より埋め合わせること）の普及促進を図るとともに、カーボ
ン・オフセットに用いられる排出削減･吸収量を認証するＪ－
クレジット制度の運営・普及により、地球温暖化対策と地域
活性化等の同時実現を図る。

カーボン・オフセットに関する相談支援や情報提供等を行
う。また、信頼性のあるカーボン・オフセット推進のためにガ
イドライン等を整備するとともに、排出量を全量オフセットす
るカーボン・ニュートラルの認証基準を作成し、先進事例発
掘事業を実施するとともに、カーボン・オフセットについても、
地域の特色を生かした取組や国民・事業者への普及効果
の高い取組等を創出するための事業を実施する。
国内の排出削減・吸収量をクレジットとして認証する「J-クレ
ジット制度」について、J-クレジットの認証、登録簿の管理等
の制度運営を行うとともに、本制度の活用を促進するため、
J-クレジット認証に係る手続の効率化等を行う。

0 0 3_b_4 非該当

3951 環境省 18 19

低炭素社会の実現に向
けた中長期的温室効果
ガス排出削減工程検討
及びボトルネック解消
等調査費

国連気候変動枠組条約第21回締約国会合（COP21）で合意
されたパリ協定やG7サミットにおいても、各国は長期の温室
効果ガス低排出発展戦略の策定が求められている。また、
環境基本計画や地球温暖化対策計画（平成28年5月13日
閣議決定）に規定された温室効果ガス2050年80％削減を目
指すとの長期目標を達成するための将来像を描く必要があ
る。これらを踏まえて、中長期的温室効果ガス排出削減工
程を検討し、その実現におけるボトルネックを解消するため
の方策を明らかにする。

①中長期の温室効果ガスの削減量の推計を行うとともに、
温室効果ガス排出削減目標の達成に向けた施策のロード
マップを更新する。（平成26年度～平成28年度）
②再生可能エネルギー等分散型エネルギー普及に向けた
ボトルネック解消の対策・施策の調査・検討を行う。また、再
生可能エネルギービジネスを普及拡大させる方策の調査・
検討を検討する。（平成27年度～平成28年度）
③一度導入されると固定化（ロックイン）する交通・社会イン
フラ等を低炭素化する手法を調査・検討する。（平成27年度
～平成28年度）

0 0 3_b_4 非該当

3952 環境省 18 20
家庭部門のCO2排出実
態統計調査事業

我が国の家庭部門のCO2排出量は、2013年度に1990年度
比で約５割増加しており、効果的な削減対策を行うことが喫
緊の課題となっている。多くの諸外国では、家庭部門の各
種データを統計調査として整備しているが、我が国では家
庭部門のCO2排出実態やエネルギー消費実態等の詳細な
基礎データの把握が不十分である。このため、今後の削減
対策の検討や削減効果の検証等のために、政府の一般統
計調査として整備する。

本事業については、平成22年度から政府統計の整備に向
けた検討を開始し、24～25年度に総務省の承認を得た一般
統計調査として、北海道の約2,200世帯と関東甲信の約
3,200世帯を対象としたインターネットモニター調査（以下、
「IM調査」という。）による試験調査を実施した。また、26～27
年度（26年10月～27年９月の12か月間）には、全国10地方
の計15,000世帯以上を対象として、調査員調査及びIM調査
による全国試験調査を実施した。
28年度は全国試験調査の結果等を踏まえて、本格調査（29
年度以降）の最終的な設計等を行う。また、統計調査の活
用促進に向けた検討や、統計調査を補完する家電製品や
灯油製品のCO2排出実態調査を実施する。

199,283 199,283 5 特別 - 90021 4 - - - - 4_c_1_4 該当

3953 環境省 18 21
低炭素ライフスタイルイ
ノベーションを展開する
評価手法構築事業

本事業は、我が国が目指す新たな社会像として、地域に根
付いた先人の知恵や伝統技術、絆等も活かし、エネルギー
が無くても豊かに暮らせる新しい低炭素ライフスタイルを描
き出す。従来の指標のようなエネルギー消費量の原単位の
みでは、生活の豊かさを測る指標として不十分であるため、
新しく低炭素ライフスタイルの尺度を示すNEB(Non-energy
benefits）指標の確立を目指すものである。併せて、家庭部
門における低炭素化設備の普及を後押しするための実質
的な施策の検討を行うことを目的とする。

先人の知恵も生かした日本型の低炭素ライフスタイルとし
て、エネルギーを削減しつつも豊かな暮らしを提案するた
め、未来型ライフスタイルを一定期間試行・改善することに
より、生活の豊かさと二酸化炭素削減効果を定量的に評
価・実証する。その結果も踏まえ、快適性、健康性、知的生
産性等、環境以外の価値として生活の豊かさの定量的な評
価（NEB 指標）を検証し、生活の質向上に関する定量的メ
リットをとりまとめ、受容性の高い低炭素な暮らし方を家庭
向けに提案するための評価手法を構築する。なお、本事業
では、平成25年度に実施した「節電・CO2削減のための構造
分析・実践促進モデル事業」の成果を受けて、平成26、27年
度の２カ年で実証を行い、得られた調査データ等を活用して

40,000 0 5 特別 - 90021 4 - - - - 2_c_7 該当

3954 環境省 18 22 23
地球温暖化対策の推
進・国民運動「COOL
CHOICE」強化事業等

　2030年度26%削減目標達成には、家庭・業務部門それぞ
れ約4割削減が必要。本事業は、COOL CHOICEと共に低炭
素製品への買換、サービスの利用、ライフスタイルの選択を
促進することで、家庭・業務部門約14%の削減（電力排出係
数改善以外）を後押しするもの。経済界等事業者と連携し、
低炭素製品への買換、サービスの利用、ライフスタイルの選
択などを促すことで、消費者の行動を変えることを目的とし
ている。
　中央からの情報発信だけでなく、地域の様々な活動主体
とも連携し、地域の特色に合った温暖化対策の拡大・定着、
きめ細かな地域単位での取組促進を図り、日本全国津々
浦々での自発的な行動につなげ、全国事業との相乗効果を

　本事業は、①地球温暖化に対する危機意識の浸透、②低
炭素製品への買換促進（省エネ家電、住宅の省エネ化、エ
コカーなど）、③低炭素サービスの選択促進（宅配便再配達
の削減など）、④低炭素なライフスタイルへの転換促進（シェ
アリングエコノミーなど）、⑤地域と連係した地球温暖化対策
活動推進事業を行う。

2,925,000 2,850,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_c3_1 3_b_1_1 該当

3955 環境省 18 24
国内排出量取引推進
事業

2020年の目標を含む地球温暖化対策計画に基づき大幅な
排出削減を実現する必要があることや、諸外国において排
出量取引制度が本格導入又は改革されていくこと等を踏ま
え、国内排出量取引制度に係る削減効果、経済影響、諸外
国の動向等について調査し、我が国における国内排出量取
引制度の導入に向けた検討を進める必要がある。

新たな地球温暖化対策の計画が策定されたことや諸外国
における排出量取引制度の導入・運用状況等を受け、最新
の指標や新たな視点に基づく経済影響等の分析を行うとと
もに  、海外における国内排出量取引制度の最新動向や地
方公共団体が定める計画書制度等を参考に我が国におけ
る排出量取引制度の本格導入に必要な調査・分析を引き続

0 0 1_b_2_6 非該当
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3956 環境省 18 25
温室効果ガス排出抑制
等指針策定事業

事業者が講ずべき措置に関して定めた排出抑制等指針（以
下、指針という。）を主務大臣が公表し、同指針において、設
備の選択及び使用方法に関する排出抑制等のための対策
や、日常生活用製品等の提供に関して事業者に求められる
取組等を示し、あらゆる機会を通じて事業者に対し助言等
することにより、各部門における排出抑制等の取組を促進
する。

温対法第21条に基づく指針の策定・改正の告示を行うた
め、産業（製造業）・業務・運輸・上水道部門・下水道・エネル
ギー転換部門及び日常生活部門それぞれに対して、地球
温暖化対策メニューの設定及び望ましい目安の策定を行う
ために必要な調査・検討を実施する。
平成27年度は特に上水道、下水道、エネルギー転換部門に
おける指針策定の検討を重点的に進める。また、既に策定
している産業部門（製造業）、業務部門、廃棄物部門、日常
生活部門についても指針やマニュアル等の拡充・見直しに
向けた検討を行う。

0 0 1_b_3_6 非該当

3957 環境省 18 26
サプライチェーンにおけ
る排出削減量の見える
化推進事業

サプライチェーン（原料調達・製造・物流・販売・廃棄等の一
連の流れ全体）における温室効果ガス排出量の算定方法
や削減貢献量の評価方法を整備することで、事業者のサプ
ライチェーンでの削減取組を促進させる。

サプライチェーン排出量算定のためのガイドラインの改訂、
原単位データベースの充実、サプライチェーンにおける削減
貢献量の評価手法確立のための調査検討、事業者向けセ
ミナーの開催による普及啓発等を行う。投資家向けに環境
情報等開示基盤を整備することで、企業と投資家間の建設
的対話を促進し、低炭素活動に取り組む企業へ適正な資金
が流れる社会システム構築を推進する。（1/2補助等）

223,923 414,330 5 特別 - 90021 4 - - - - 2_c_7 4_c_1_1 該当

3958 環境省 18 27
CO2削減ポテンシャル
診断推進事業

電力価格の上昇や火力発電量の増加に伴い、省エネ・省
CO2対策がより一層重要となっており、「低炭素投資」（機器
の運用改善や高効率設備の導入等）の大幅な促進が必要
である。本事業では、CO2削減ポテンシャル診断の実施か
らその結果の分析及び設備導入支援を通じて、工場・事業
場における低炭素投資によるCO2削減ポテンシャルを洗い
出し、その結果を踏まえた診断手法の在り方を検討しつつ、
経済合理的な省CO2対策を事業者に促していくものである。

①CO2削減ポテンシャル診断・対策実施支援事業（継続）：
年間CO2排出量3,000t未満の事業所を対象に診断事業を
行い、その結果に基づいた対策実施支援を行う。（診断事
業：定額補助、対策実施支援：定率（1/3（中小企業は1/2））
補助）
②
CO2削減ポテンシャル診断の実施支援業務として、診断機
関の登録、診断機関向け説明会開催、診断結果報告書の
分析等の業務を実施する。加えて、これまでのCO2削減ポ
テンシャル診断で未着手であった業種、工程、システム、設
備等のCO2削減ポテンシャル調査業務を実施し、さらなる
CO2削減対策の導入を推進する。

0 0 4_a4_1_3 非該当

3959 環境省 18 28
先進対策の効率的実
施によるCO2排出量大
幅削減事業

先進的なCO2排出抑制設備の整備に対する補助金の交付
と併せて運用改善を促すとともに、リバースオークション（費
用対効果の高い順での案件の採択）や排出権の取引といっ
た市場メカニズムを活用することで、CO2排出量の増加が
著しい業務部門や、全部門に占める温室効果ガス排出量
の割合が最大の産業部門において、効率的にCO2排出量
を大幅に削減することを目的とする。

○公募により選定した非営利法人を執行団体とし、事業場・
工場におけるCO2排出抑制に取り組む民間事業者に対して
補助を行う。【非営利法人への補助金：定額】
○事業者は、CO2排出抑制設備の整備と運用改善による
CO2排出量削減目標を掲げ、L2-Tech認証製品を含む先進
的なCO2排出抑制設備やその他のCO2排出抑制設備導入
に係る補助金を申請。【補助率：L2-Tech　1/2、その他の機
器　1/3】
○執行団体は環境省と協議の上、原則として、削減量当た
りの補助金額［円／t-CO2］（補助額／温室効果ガス削減目
標量）の小さい、費用効率性の高い事業から順に予算額ま
で採択（リバースオークション方式）。
○事業者が削減約束量を超過達成した場合、当該超過削
減分に係る排出枠を他事業者に販売でき、一方で削減約束
量を未達成の場合は未達分の排出枠を他事業者から購
入、認証された温室効果ガス削減量（クレジット）を調達・無
効化するなどして目標を遵守することとし、総量削減を担保
するとともに、既存設備の稼働状況の見直しや、個々のテ

3,700,000 3,700,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_c3_1 該当

3960 環境省 18 30
国際再生可能エネル
ギー機関分担金

再生可能エネルギーの開発とグローバルな普及促進を目
的とする国際再生可能エネルギー機関（IRENA)の活動を支
援し、世界的な低炭素社会の実現に貢献するとともに、我
が国の優れた再生可能エネルギー技術の活用・普及を国
際的に推進することにより、我が国の関連産業を一層活性
化し、国内における再生可能エネルギーの一層の普及促進
に繋げる。

IRENAは、環境保全、気候保護、経済成長、持続可能な開
発、エネルギーの安定供給などを図りつつ再生可能エネル
ギー（太陽光、風力、バイオ、地熱、水力及び海洋エネル
ギー）の導入と持続可能な利用の促進等を目的としており、
この目的のため、IRENAの活動に対して資金拠出を行い、
同機関による再生可能エネルギー促進政策に関する助言、
技術移転・キャパシティビルディング、国際的な基準づくりへ

0 0 5_c4_2 非該当

3961 環境省 18 35

木質バイオマスエネル
ギーを活用したモデル
地域づくり推進事業（農
林水産省連携事業）

再生可能エネルギーの導入拡大はCO2排出量削減の観点
から地球温暖化対策上必要不可欠であり、木質バイオマス
利活用の推進はCO2の排出抑制に加え、未利用資源の有
効活用やエネルギーの地産地消による地域活性化にもつな
がるため重要である。他方、未利用資源の調達や加工・運
搬に伴うコスト等の問題があり、森林資源を持続的かつ安
定的にエネルギーとして利用することが課題となっている。
このため、森林資源をエネルギーとして有効活用し、低炭素
社会を実現するため、木質バイオマスエネルギーを活用し
たモデル地域づくりの推進を図る。

地域内における木質バイオマスを利用した熱・電気の需
要、未利用間伐材等原料調達の見通し、事業採算性等の
実現可能性調査を行う。また、原木の加工・燃料の運搬・木
質バイオマスのエネルギー利用等を行うための施設を一体
的に導入し、木質バイオマスの活用のボトルネックとなる
チップ化や運搬費用等の低コスト化、熱・電気の効率的な供
給等の実証を行い、普及性の高い木材利用モデルの実証
を行う。

699,935 0 5 特別 - 90021 4 ○ - - - 3_c3_1 該当

3962 環境省 18 36
CO2排出削減対策強化
誘導型技術開発・実証
事業

2050年までの温室効果ガス80%削減の達成に向け、現段階
から地球温暖化対策を強化し、低炭素社会を実現するため
には、あらゆる分野において更なるCO2排出削減が可能な
技術を開発し、早期に社会に実装していくことが必要不可欠
である。このため、将来的な地球温暖化対策の強化につな
がり、各分野におけるCO2削減ポテンシャルが相対的に大
きいものの、民間の自主的な取組だけでは十分に進まない
技術の開発・実証を行い、CO2排出量の大幅な削減を目指

各分野におけるCO2削減ポテンシャルが相対的に大きいも
のの、現行の削減対策が不十分、または更なる対策の深掘
りが可能な技術やシステムの内容及び性能等の要件を示
し、それを満たす技術開発や実証事業を重点的に支援す
る。 (補助率：1/2)また、事業の開始から終了まで、毎年度
技術の成熟レベルを判定し、外部専門家から、問題点に対
する改善策の助言や開発計画の見直し指示等を行い、効
果的・効率的に事業を実施することで、開発目標の達成及

6,500,000 6,500,000 5 特別 - 90021 4 ○ - - ○ 2_a_1 該当

3963 環境省 18 37
エネルギー起源CO2排
出削減技術評価・検証
事業費

エネルギー対策特別会計における事業の効果測定及び
CO2削減対策・技術の有効性を検証する実証事業等を行
い、より効率的・効果的なCO2削減対策に生かす。

（１）事業の効果測定等
　エネルギー対策特別会計における事業の効果算定手法
の検討、技術動向調査、事業効果の検証・把握及び再生可
能エネルギー導入に係る調査等を行う。

（２）対策の有効性の検証（実証事業）
　次世代社会インフラ整備、廃棄物系バイオマス、統合的ア
プローチによる環境政策の推進、といった分野におけるCO2
排出削減対策・技術について、実証事業を通じて個別手法
の削減効果の検証、削減ポテンシャルの検証及び事業性

3,150,000 3,441,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_a_2 2_a_1 該当

3964 環境省 18 38

ＣＣＳによるカーボンマ
イナス社会推進事業
（一部経済産業省連携
事業）

二酸化炭素排出量を大幅に削減し、低炭素社会を実現する
ためには、石炭火力発電所等の大規模排出源への二酸化
炭素回収・貯留（ＣＣＳ）の導入が求められる。本事業では、
我が国周辺水域における二酸化炭素貯留適地を特定する
とともに、石炭火力発電所排ガスから二酸化炭素の大半を
分離回収する技術の実証等を推進し、環境の保全に配慮し
たＣＣＳの円滑な導入手法をとりまとめることを目的とする。

①我が国周辺水域で、広域的な２次元弾性波調査、詳細な
３次元弾性波調査及びボーリング調査による地質探査によ
り、貯留性能、遮蔽性能、地質構造の安定性、海洋環境保
全等の観点から二酸化炭素の貯留に適した地点を特定す
る。（Ｈ２６～Ｈ３３､経済産業省連携委託事業）
②石炭火力発電所排ガスから排出される二酸化炭素の大
半をアミン回収液により分離回収する設備を追設し、発電効
率への影響、環境影響等を実証する。これらの結果やＣＣＳ
導入に向けた制度・施策検討結果等を踏まえ、我が国に適
したＣＣＳの円滑な導入手法をとりまとめる。（Ｈ２６～Ｈ３２、
委託事業）
③我が国の高効率な廃棄物焼却技術にCO２分離回収機能
を組み合わせた高付加価値な廃棄物発電の導入に向け
て、廃棄物発電施設に二酸化炭素分離回収設備を追設し、
廃棄物焼却排ガスからの最適な回収プロセスを検討すると
ともに、採算性を分析する。（Ｈ２７、補助事業（追加地盤補

6,000,000 6,000,000 5 特別 - 90021 4 ○ - - - 2_a_1 2_b_3 該当

3965 環境省 18 39
未来のあるべき社会・ラ
イフスタイルを創造する
技術イノベーション事業

照明、空調等あらゆる電気機器に搭載され、①電圧の調
整、②交流・直流の変換、③電気から光への変換を行って
いるデバイスについて、既存デバイスから大幅な効率化（理
論的にはエネルギー損失が１／６以下）が可能なGaN（窒化
ガリウム）デバイスを開発し、社会に普及することにより社会
全体のエネルギー消費の徹底的な削減及び二酸化炭素排
出量の削減をもたらすとともに、エネルギー消費が少なくて
も豊かな社会やライフスタイルを創造することを目的とす
る。

民生・業務部門を中心にライフスタイルに関連の深い多種
多様な電気機器（照明、空調、サーバー、動力モーター等）
に組み込まれているパワー・光デバイスを、最も品質の高い
GaN基盤を用いて高効率化し、エネルギー消費量の徹底し
た削減を実現する技術開発及び実証を実施する。具体的に
は、実用化に近い半導体基板の中で最も高性能なGaN基板
のうち、最高レベルの品質の基板を開発するとともに、その
大型化を行う。また、この基板を用いて、最も高性能な光デ
バイス（ＬＥＤ）、パワーデバイス（ダイオードやトランジスタか
ら構成される半導体）を開発する。さらに、これらを社会で広
く使用されている電気機器に搭載し、実証を経て実用化す
ることにより、社会全体の大幅なエネルギー消費量の削減

1,900,000 2,500,000 5 特別 - 90021 4 ○ - - - 2_a_1 該当

3966 環境省 18 40

国連持続可能な消費と
生産10年計画枠組み
基金への拠出等による
国際的な民生部門対策

リオ＋２０で採択された「持続可能な消費と生産に関する10
年計画枠組み（10YFP）」を受け、世界全体で低炭素型ライ
フスタイル・社会システムの確立を目指す取組がなされよう
とする中、特に民生部門の温室効果ガス排出量が急激に増
加するアジア新興国で、我が国の取組や知見・経験が効果
を発揮すると期待されるため、我が国スキームの海外展開
や10YFP基金への拠出を通じ、世界の排出量抑制に資する
とともに我が国主導で民生部門での温暖化対策事業のデ
ファクトスタンダード（事実上の業界標準）確立を目指す。

(1) 10YFP基金への拠出
国連環境計画の基金への拠出により、民生部門対策の実
施に有効な各国、マルチステークホルダーズ（多様な利害
関係者）の創意工夫を活かした事業を実施。

（２） 民生温暖化対策事業実施のためのガイドライン策定等
事業
アジア各国における民生部門からのCO2排出実態調査及
びガイドラインの策定。ガイドラインの使用とそれによるピー
ク電力カットにつなげ、途上国におけるCO2排出量の多い電
源の新規設置を抑制。

0 0 5_c4_2 非該当
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3967 環境省 18 41
自立・分散型低炭素エ
ネルギー社会構築推進
事業

二酸化炭素排出量の削減のためには、省エネルギーの推
進と併せ、再生可能エネルギーの最大限導入が必要。その
一方、再生可能エネルギーは系統への接続可能量に制約
があり、導入量を大幅に拡大するためには、系統に依存し
ない、地産地消型のエネルギーシステム（自立・分散型エネ
ルギーシステム）の確立が必要。また、自立・分散型エネル
ギーシステムは、災害時等に系統からの電力供給が停止し
た場合でもエネルギーを供給可能であり、地域の防災性向
上にも寄与するものである。以上より、本事業は、再生可能
エネルギー等を活用した自立・分散型エネルギーシステム
の実証を行い、再生可能エネルギーの導入拡大を通じた地
球温暖化対策への貢献と地域の防災性向上を目的とする。

再生可能エネルギー等を活用し、系統からの電力供給が止
まった場合でもエネルギーを供給、消費できる自立・分散型
エネルギーシステムの実証を行う（補助率：3/4）。地域にお
いて再生可能エネルギー等をつくり、蓄え、融通し、再生可
能エネルギーの最大限の活用とエネルギーの効率的な利
用を可能とする国内に例がない先導的なエネルギーシステ
ムのモデルを確立し、当該モデルの全国的な普及を目指
す。

1,300,000 0 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_c3_1 該当

3968 環境省 18 42
バイオ燃料利用体制確
立促進事業

バイオ燃料の導入は、運輸部門における即効性のあるCO2
排出削減対策であり、平成22年6月に閣議決定された「エネ
ルギー基本計画」において2020年に全国のガソリンの3%相
当以上にバイオ燃料の導入を目指すこととされており、平成
26年4月に閣議決定された最新の「エネルギー基本計画」に
おいても、国際的な動向や次世代バイオ燃料の技術開発の
動向を踏まえつつ、その導入を継続することとされている。
こうした状況を踏まえ、沖縄県では現在、石油精製会社参
加のもとバイオ燃料の供給を開始しているが、採算性を確
保するには至っていないことから、期間を限定して支援する
ことで、地産地消を基本にしたバイオ燃料の供給体制を確

沖縄において、サトウキビの副産物である廃糖蜜由来のバ
イオエタノールを活用して、当該地域のガソリンの相当割合
をE3（バイオエタノール3％直接混合ガソリン）及びE10（バイ
オエタノール10％直接混合ガソリン）へ転換するため、石油
関連企業の協力を得て、品質の確保と供給体制の拡充、普
及啓発の推進及び社会受容性の調査を行い、実証事業か
ら民間事業への移行を目指す。
平成28年度も引き続き、平成24年4月に規格が定められた
E10の普及促進及び供給体制の整備拡充、並びにE3の自
立的商業化に向けた支援を実施する。

430,000 990,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_c3_1 該当

3969 環境省 18 43
潮流発電技術実用化
推進事業（経済産業省
連携事業）

我が国は排他的経済水域世界第6位の海洋国であり、海洋
再生可能エネルギーの大きなポテンシャルを有している。特
に、潮流発電は一定した潮汐力により年間を通じて安定し
た発電が可能で、系統に与える影響が小さいなどの利点が
あり、海峡・瀬戸を中心として沿岸域に適地が存在する。一
方、技術的に未確立であることから実用化の例がない。この
ことから、本事業では、潮流発電の早期実用化を見据え、
海洋環境への影響を抑えた潮流発電システムの普及を促
進し、もって再生可能エネルギーの導入量の拡大と温室効

商業規模（1基500KW以上）の潮流発電システムを開発し、
その施工や運用に係るコストの低減を図り、環境影響評価
項目及び評価手法を明確化することで、漁業や海洋環境へ
の影響を抑えた、日本の海域での導入が期待できる潮流発
電システムの開発を行う。更に、商用スケールの漁業協調
型の潮流発電の実証を行い、国内の導入に向けた環境負
荷低減型の潮流発電技術及び発電システムを確立する。

900,000 1,200,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 2_a_1 該当

3970 環境省 18 44
離島の低炭素地域づく
り推進事業

本土と系統連系されていない離島はCO2排出量が多く、高
コストのディーゼル発電等に依存しているため、離島におけ
る先導的な再エネの導入や省エネの強化等低炭素地域づく
りを進めるとともに、早期に再エネの導入可能量を拡大する
ため、離島の特性に対応する新たな蓄電池の活用方法を
確立し、CO2排出削減のみならず、社会コストの低減、エネ
ルギーの安定供給、地域活性化や防災性の強化等を実現
する。

再エネの導入や省エネの強化等を含む離島の低炭素地域
づくりに向けた事業化計画策定や実現可能性調査（FS調
査）の実施を支援する。（補助率：定額（上限10百万円））。
また、離島の特性を踏まえた先導的な再エネの導入、民生・
需要の省エネの強化等の低炭素地域づくりを推進するため
に必要な設備の導入等を補助する。（補助率：2/3）（以上、
平成26年度及び平成27年度間接補助事業）　離島において
短周期・長周期の両方の特性に対応する複数の蓄電池を
一体的に導入し、効率的管理・制御による再エネの最大限
の導入と蓄電池容量の削減による経済性の向上を実現す
る技術実証を行う。（補助率：3/4）（以上、平成26年度直接

1,000,000 600,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_c3_1 該当

3971 環境省 18 45
エコチューニングビジネ
スモデル確立事業

業務部門のCO2排出量は2013年度に1990年度比で約2.1倍
に増加しており、効果的な削減対策が喫緊の課題となって
いる。
東日本大震災以降、初期投資の必要な大型最新設備の導
入によることなく、既存設備の適切な運用改善等による省エ
ネによりCO2の削減を達成した事例も多く見られたため、こ
のような取組が自立的・継続的に実施される環境を整える
必要がある。

低炭素社会の実現に向けて、業務用等建築物の既存設備
の運用改善等を通じた省エネ（エコチューニング）により削
減された光熱水費から収益を上げるビジネスモデルの確立
を目指し、平成28年度から技術者資格制度・事業者認定制
度を開始する。また、エコチューニングビジネスを全国に普
及・拡大するため、ビルオーナーや地方自治体等に対する
支援や広報を行うとともに、総括シンポジウムや地方での説
明会等を開催し、29年度以降に民間事業として自立するた
めの最終的な準備を行う。

0 0 3_c3_2 非該当

3972 環境省 18 46

先進技術を利用した省
エネ型自然冷媒機器普
及促進事業
（一部国土交通省・経
済産業省連携事業）

省エネ型自然冷媒機器の導入・普及の拡大を加速化するこ
とにより、省エネルギー化による二酸化炭素の排出を削減
すると同時に、温室効果の高いフロン類冷媒の使用合理化
を促進し、排出の削減を図る。

・冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、食品小売店舗において省
エネ型自然冷媒機器を導入しようとする民間事業者に対し
て、当該機器導入の事業費の２分の１又は３分の１を補助
する。また、省エネ型自然冷媒機器に係る普及啓発を行う。
・途上国における省エネ型自然冷媒機器等の導入の際に求
められる廃機器・廃フロンの回収・適正処理のため、これら
の体制を構築するための調査を行う。

7,500,000 0 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_a_1 1_b_3_5 該当

3973 環境省 18 48
低炭素ライフスタイル構
築に向けた診断促進事
業

家庭における着実な省エネを実行するための診断事業を行
うことで、家庭向けの低炭素ライフスタイル提案を通じて、家
庭部門の地球温暖化対策を着実に促進する。

①家庭向けエコ診断への補助事業
家庭で低炭素ライフスタイルを構築するため、各家庭に診
断士を派遣し、家庭に応じた温室効果ガス排出削減行動を
促すアドバイスを行う診断実施事業（診断実施機関は民間
企業・地方公共団体等）に対して補助を行う。【補助対象：地
方公共団体・民間団体等　補助割合：定額（上限7,000円／
件）】
診断実施機関は、診断事業を行う主体機関として、診断士
の養成、派遣、診断の管理、結果のとりまとめ等を行う。

②診断体制整備【委託】
診断を実施する上での事業運営として、環境省の示す運営
体制・診断方法等に関するガイドラインに従い、診断実施機
関の認定及び管理・支援や、診断ソフト及びシステムの管
理・改善、診断実施事業の普及啓発促進、事業効果の分

260,000 210,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 8_6 5_a4_2 3_b_3 該当

3974 環境省 18 49

短期寿命気候汚染物
質削減に関する国際
パートナーシップ拠出
金関連業務

国内におけるブラックカーボン等の短期寿命気候汚染物質
（SLCP）の排出実態及び対策技術等に係る情報を収集・蓄
積し、短寿命気候汚染物質削減のための気候と大気浄化
のコアリション（CCAC）への拠出金の有効な活用の管理・監
督を行うとともに、アジア地域などの途上国における短期寿
命気候汚染物質及びエネルギー起源CO2の一体的削減に
寄与し、気候変動及び大気汚染の防止に貢献する。

１．短期寿命気候汚染物質削減に関する国際パートナー
シップ拠出金
　CCACに対し、平成24年４月に日本国も参加を表明したと
ころであり、参加国として、相応の貢献を行うことが必要不
可欠であるため、気候変動対策と大気汚染防止の双方を所
管する環境省から、当枠組みに対し資金拠出を行う。
２．短期寿命気候汚染物質削減対策調査
　各種発生源からのPM2.5等の排出量を把握するため実測
調査を行い、インベントリの排出原単位の更新及び成分組
成データを収集する。また、アジアにおけるブラックカーボン
等の対策について調査を行い、我が国の貢献のあり方につ
いて検討し、その知見をCCAC等を通じて発信する。

347,025 327,025 5 特別 - 90021 4 - - - - 8_5_1 4_c_1_1 1_b_1 該当

3975 環境省 18 52
低炭素化に向けた公共
交通利用転換事業（国
土交通省連携事業）

　マイカーへの依存度が高い地方都市部を中心に、公共交
通ネットワークの再構築や利用者利便の向上に係る面的な
取組を支援し、マイカーからCO2排出量の少ない公共交通
へのシフトを促進する。

地域の協議会におけるCO2削減を目標に掲げた公共交通
利用転換事業計画の策定（公共交通利用転換事業計画策
定事業）及び当該計画の具体化のために必要となる事業
（公共交通利用転換事業）の実施に要する経費の一部を補

0 0 3_c2_3 非該当

3976 環境省 18 53

中小トラック運送業者
向け環境対応型ディー
ゼルトラック補助事業
（国土交通省連携事
業）
（平成26,27年度事業
名：中小トラック運送業
者における低炭素化推

中小トラック運送事業者が保有する平成16年度以前に新車
新規登録した事業用トラックの廃車に伴い先進環境対応型
ディーゼルトラックを導入する事業に要する経費を補助する
ことにより、トラック輸送における二酸化炭素の排出削減を
図り、もって地球環境保全に資することを目的とする。

中小トラック運送事業者が保有する平成16年度以前に新車
新規登録した事業用トラックの廃車に伴い先進環境対応型
ディーゼルトラックを導入する事業に要する経費に対して、
当該経費の一部（大型100万円／台、中型70万円／台、小
型40万円／台）を補助する事業を実施する。

0 0 3_a_2 非該当

3977 環境省 18 54
自然環境に配慮した再
生可能エネルギー推進
事業

再生可能エネルギーの導入促進は地球温暖化対策として
重要である一方、国立公園等の風致景観や温泉の保護、
猛禽類等の希少動植物への配慮といった、自然環境への
配慮も必要である。しかしながら、自然環境保全上の調整
に時間を要したり、場合によっては導入計画の見直しに至る
等により、再生可能エネルギーの導入が円滑に進んでいな
い事例も発生している。このため、自然環境保全に係るガイ
ドラインを作成し自然環境保全上の配慮事項を明確化する
とともに、それを普及することにより、自然環境に配慮した再
生可能エネルギーの円滑な導入を進めていくものである。

（１）【風力発電施設】希少猛禽類に対する効果的なバードス
トライク防止策に係るガイドラインづくり（平成22年度～平成
27年度）
（２）【メガソーラー発電施設、地熱発電施設、中小水力発電
施設】国立公園の風致景観等への支障軽減策に係るガイド
ラインづくり（平成23年度～平成28年度）
（３）【地熱発電施設】温泉資源への影響軽減策のガイドライ
ンづくり（平成23年度～平成29年度）

0 0 3_c4_5 非該当

3978 環境省 18 55
省CO2型リサイクル高
度化設備導入促進事
業

「省CO2型リサイクル高度化設備導入促進事業」は、省CO2
型リサイクル高度化設備を導入を促すことによって、使用済
製品等のリサイクルプロセス全体のエネルギー起源二酸化
炭素の排出抑制を図り、併せて資源循環を推進するもので
ある。

　自動車、電気･電子機器、容器包装、食品廃棄物を対象と
した使用済製品等のリサイクルプロセス全体のエネルギー
起源二酸化炭素の排出抑制及び再生資源の回収効率の向
上を図るための省CO2型リサイクル高度化設備の導入に対
して、補助を行う。省CO2型のリサイクル高度化設備の導入
費用について、１/２を上限に補助するものである。

0 0 3_a_2 非該当

3979 環境省 18 56
風力発電等に係る地域
主導型の戦略的適地
抽出手法の構築事業

事業者が単独で計画を立案して進めてきたために、構想・
計画段階が長期化してしまう懸念があった風力発電等の導
入について、自治体が主導して、先行利用者との調整や各
種規制手続の事前調整等を図りつつ、それらと一体的に環
境影響評価手続を進めることで、その後の事業者の事業計
画が円滑に進むような適地抽出の手法を構築する。

風力発電所等の適地抽出における事業特性・地域特性ごと
の制約、ステークホルダー・地域住民との調整手法、各種規
制手続の事前調整・環境影響評価手続の進め方等につい
て優良事例等を踏まえて整理し、手続の合理化・期間短縮
に資する地域主導による適地抽出の手法に関するガイドを
取りまとめる（取りまとめは平成28年度を予定）。また、平成
27年度に選定した４地域において、適地抽出を実践し、得ら
れた知見を手法構築の検討に反映する。さらに地熱発電等
に係る地域を新たに選定し、２カ年の事業実施で得られた
知見によりガイドの地熱編を平成29年度に取りまとめ、ガイ
ドの汎用性を高める。

0 0 2_b_2_4 8_2_4 非該当
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3980 環境省 18 57
「低炭素・循環・自然共
生」地域創生実現プラ
ン策定事業

近年、様々な地域において、新たなエネルギー需給システ
ムの構築等による低炭素地域づくりを追求する動きと併せ
て、地域資源を活用した環境投資の促進、地域資源循環圏
の実現、魅力ある生活・交流空間の創造等を通じた雇用の
創出や地域の活性化を目指す動きが活発化している。こう
した動きを踏まえ、経済活性化等と合わせた「低炭素・循
環・自然共生」の統合的実現を図る地域の創生を全国的に
促進する。このため、各地における「低炭素・循環・自然共
生」地域創生実現に向けたプラン（以下「地域創生プラン」と
いう。）の自発的な策定を誘導するべく、複数の地域につい
てモデル的な地域創生プランを策定・公表する。併せて、地
域創生プランに基づく取組の評価に資する指標を抽出する
とともに、地域創生プランの一般的な策定ノウハウ等を「全
国プラン」として取りまとめる。

低炭素な地域エネルギーを中心に、低炭素・循環・自然共
生を統合的に達成するこれからの日本の在るべき姿と、そ
れに向けた国としての取組方針を取りまとめるため、下記の
取組を有機的に実施。
○地域特性や再生可能エネルギーポテンシャル、生活様
式、気候特性、社会構造等を総合的に勘案し、約２０程度の
地域につき、「低炭素・循環・自然共生」地域の創生を実現
する「モデル地域創生プラン」の策定を支援する。
○前述の取組において、「低炭素・循環・自然共生」地域の
コンセプトや達成度を分かりやすく示すための評価や指標
を作成する。
○地域創生プランの一般的な策定ノウハウ等を「全国プラ
ン」として取りまとめる。

0 0 3_c4_5 非該当

3981 環境省 18 58

リースを活用した業務
部門省CO2改修加速化
モデル事業
→H28：地域経済と連携
した省CO2化手法促進
モデル事業に組替え

大幅な省エネを進め、エネルギー消費を抜本的に削減する
ことは、低炭素社会の創出に不可欠。特にエネルギーコスト
が増大傾向にあることから、省CO2の推進により企業の競
争力を強化することが重要。一方、例えば、業務部門におけ
るエネルギー消費の大幅な削減は、長期的には経済的メ
リットがあるものの、最先端の技術になるほど初期投資コス
トが高いこと等の課題があり、導入が進んでいない。これら
のボトルネックを解消するため、本事業では、新しい省エネ

リースを活用した手法により、中小自治体や事業者が初期
投資の課題を解決しつつ省CO2効果・経済的メリットがある
ことを検証する実証事業を行い、省CO2改修の導入を加速
化させる。（1/3補助等）

400,000 0 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_c3_1 該当

3982 環境省 18 59
設備の高効率化改修
支援モデル事業

自治体の所有する各種施設や民生部門では、稼働率の向
上や効率の低い設備使用によるエネルギーコストの増大が
経費を圧迫し、かつ二酸化炭素排出量も増加するという悪
循環に陥っているが、財政状況の厳しい中、機器全体の更
新は困難なのが実情。この課題を解決するため、機器全体
ではなく、二酸化炭素削減に寄与する部品や部材のみの交
換やチューニングにより、エネルギー使用量と二酸化炭素を
削減できる、自治体の各種施設等において低コストで二酸
化炭素排出量削減が実現できるモデルを確立する。

地方公共団体の所有する各種施設や民生部門等で利用さ
れている設備の部品のうち、交換により大幅なエネルギー
効率の改善、二酸化炭素の削減に直結するものに対して、
部品交換・チューニング等に必要な経費の一部を補助す
る。(補助率：1/2または2/3)

0 0 3_a_2 非該当

3983 環境省 18 60
L2-Tech（先導的低炭
素技術）導入拡大推進
事業

エネルギー消費量を抜本的に削減する大胆な省エネを進め
るため、ベストを追求する発想でエネルギー効率が極めて
高くCO2削減に最大の効果をもたらす技術を「L2-Tech」と
位置づけ、導入促進をしているところ。経済成長とCO2削減
の両立には革新的技術の活用が不可欠であり、我が国が
世界に先がけてL2-Tech導入による低炭素設備投資のビジ
ネスモデルを実現し、国際的な低炭素技術イノベーションを
牽引することが重要である。一方でL2-Techは、先導的な技
術であることから、導入実績や稼働実績の知見が乏しく、ま
た、初期費用も高額となることから、普及拡大を進めるにあ
たり、積極的な財政支援の効果検証が必要。

（１）L2-Tech導入拡大モデル事業（補助）（H28～）
　L2-Techの導入拡大と制度化に向けた実証を行うため、
L2-Techを積極的に導入しようとする事業所に対して、当該
L2-Tech導入に要する経費の一部を支援する。設備導入と
運用改善の計画を策定しL2-Tech設備を導入、安定稼働を
確保することで、大幅なCO2削減を誘導する。（1/2補助等）
（２）L2-Techリストの更新・拡充・情報発信（委託）（H27～）
　補助事業の成果を整理分析しつつ、平成27年度までに策
定された対象技術のリストを更新・拡充するとともに、それ
ぞれの効率水準等を満たす個別の設備・機器の認証を実
施し、L2-Techの情報を積極的に発信する。また、メーカー
の参加を通じた、先導的低炭素技術の情報を集積していく
ためL2-Tech情報プラットフォームを構築する。

4,000,000 680,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_a_1 該当

3984 環境省 18 61
セルロースナノファイ
バー（ＣＮＦ）等の次世
代素材活用推進事業

様々な製品等の基盤となる素材にまで立ち返り、自動車部
材の軽量化・燃費改善等による地球温暖化対策への多大
なる貢献が期待できるセルロースナノファイバー（CNF）やバ
イオマスプラスチック等の次世代素材について、メーカー等
と連携し、製品等活用時の削減効果検証、製造プロセスの
低炭素化の検証、リサイクル時の課題・解決策検討、早期
社会実装を推進する。

CNF等適用分野において、製造、使用、廃棄に関わる低炭
素化の評価・実証、 CNF等の普及展開にかかわるモデル事
業を実施する。
自動車の部材においては、耐熱性の要求されるエンジンの
金属部材等の代替はバイオマスプラスチックを使用し、それ
以外の部材の代替はCNFを使用することで、トータルでより
低炭素化が図れる。

3,300,000 3,900,000 5 特別 - 90021 4 ○ - - - 2_a_1 該当

3985 環境省 18 63
持続的な地域創生を推
進する人材育成拠点形
成モデル事業

地域の特色を活かした人材育成のモデルを確立し、全国に
展開するとともに、地域資源を活かした持続的かつ主体的
な「低炭素・循環・自然共生」の地域づくりの具体的な推進を
図る。
さらに、地域内の経済循環の拡大、雇用創出、地域のコミュ
ニティの活性化等、幅広い視点から活性化を促進する。

（１）持続的な地域創生を推進する人材育成拠点形成事業
  全国３ヶ所程度で、地方公共団体、教育機関、民間団体等
が連携し、地域内の定住者等を対象に「低炭素・循環・自然
共生」社会の実現の核となる人材を育成する事業を実施す
る。

（２）高度な知見・ノウハウ提供支援事業
  地域の「低炭素・資源循環・自然共生」社会の創出に向け
た計画や取組に対して、高度な知見やノウハウ並びに情報
を提供するため、専門家の派遣や紹介さらには知見等を有

0 0 5_c4_2 非該当

3986 環境省 18 64
再エネ等を活用した水
素社会推進事業（一部
経済産業省連携事業）

水素は、利用段階においてCO2が排出されない、地球温暖
化対策上重要なエネルギーである。一方、現在は、化石燃
料より水素が製造されているなど、製造や輸送の過程等で
CO2が排出される場合があるため、地球温暖化対策の観点
からは、再生可能エネルギー等を活用し、製造から利用ま
での水素サプライチェーン全体を低炭素化していくことが必
要。本事業は、再生可能エネルギー等を活用した低炭素な
水素社会を実現し、地球温暖化対策に貢献することを目的
とする。

　製造から利用までの水素サプライチェーン全体を通じた低
炭素化を促進するため、下記の取組を行う。
（１）水素の製造から利用までの各段階の技術のCO2削減
効果を検証し、サプライチェーン全体での評価を行うための
ガイドラインの策定を行う。
（２）再生可能エネルギー等を活用して水素を製造し、輸送
し、燃料電池自動車や定置用燃料電池で利用するまでの一
貫した低炭素な水素サプライチェーンの実証を行い、CO2削
減効果や波及効果が高い水素サプライチェーンのモデルを
確立させる。
（３）再生可能エネルギー由来の水素ステーションの導入支

3,000,000 1,000,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_c3_3 3_a_1 該当

3987 環境省 18 65
森林等の吸収源対策に
関する国内体制整備確
立調査費

我が国の吸収源活動が国際的に認められるよう体制構築
を行うことを目的とし、気候変動枠組条約に沿って森林等の
二酸化炭素（ＣＯ２）吸収・排出量の報告・検証体制の設計
を行う。

森林等の二酸化炭素排出・吸収量の算定方法の信頼性を
向上するため、必要なデータの収集や検討、修正を行う。ま
た、吸収源分野のインベントリ（温室効果ガス吸収排出量の
目録）に関する国内検証体制の整備を行う。
さらに、気候変動枠組条約の下での2020年度以降の新たな
枠組み構築に我が国の意見を反映できるよう、国際交渉に
おける論点の整理・分析を行う。

27,712 33,076 5 一般 - 95 4 - - - - 2_c_7 該当

3988 環境省 18 66
気候変動枠組条約・京
都議定書拠出金

気候変動枠組条約及び京都議定書の締約国の一員とし
て、条約及び議定書の実施に貢献する。

国際的な気候変動対策の推進に寄与すべく、気候変動枠
組条約及び京都議定書の実施に係る費用のうち、環境省と
して重視する項目に対して拠出を行う。例えば、カンクン合
意に基づいて各国が提出した削減目標・行動の着実な実施
に資するMRV（測定・報告・検証）を効果的に行うための審
査員トレーニングプログラムや、気候変動への適応対策を
効果的に進めるための仕組みに対して拠出を行っている。

0 0 5_c4_1_1 非該当

3989 環境省 18 67
パリ協定の実施に向け
た検討経費

すべての国が参加する公平な法的枠組みである「パリ協
定」が2015年に採択され、2016年11月に発効した。また、
2016年11月のCOP22において、2018年までに同協定の詳
細ルールを策定するとの期限が決定した。これらを踏まえ、
今後、世界全体の対策を進める観点から、同協定を実効性
があり、我が国にとっても有益な内容とするため、詳細ルー
ル策定交渉において、我が国の提案を打ち出し、各国との
対話・交渉を進めることを目的とする。

パリ協定の詳細ルール策定に向けた交渉において我が国
として望ましい提案・議論を行うための検討等を行う。また、
パリ協定の着実な実施に向け、米国、中国、インド等の主要
排出国等の情報収集や戦略的対話を行うとともに、アジア
等の途上国において交渉能力を向上させるための支援を
行うことを通じて、我が国の提案に対する理解の形成を図
る。

※平成29年度から、「（小事項）将来国際枠組みづくり推進
経費」及び（小事項）気候変動影響評価・適応推進事業のう
ち「国家適応計画の策定プロセスに関する事例研究の実

0 0 1_b_2_6 非該当

3990 環境省 18 68
循環産業の国際展開に
係る海外でのCO2削減
に向けた実証支援事業

　アジア太平洋地域の途上国において、廃棄物の適正処理
によりCO2を削減するコベネフィットを目的に、我が国の優
れた廃棄物処理・リサイクル技術を有する循環産業の国際
展開を支援する。本事業により、世界規模でのCO2排出抑
制や３Ｒの普及を実現するとともに、我が国経済の活性化に
繋げ、アジア太平洋地域における日本のリーダーシップを
発揮していくことを目的としている。

　CO2の排出抑制とともに、廃棄物処理問題等の環境汚染
対策にも資する廃棄物処理・リサイクル技術を有する循環
産業の国際展開を促進するため、技術確立に必要な実証
研究を実施するものである。さらに廃棄物の適正処理に係
る二国間協力、アジア３Ｒ推進フォーラムやCCACなどの多
国間協力、新たに開始するJCMなどの資金メカニズムと有
機的に結びつけることにより、戦略的な支援を行う。

250,000 0 5 特別 - 90021 4 ○ - - - 2_a_1 該当

3991 環境省 18 69
京都メカニズム運営等
経費

国別登録簿システムは、京都議定書に基づく割当量単位や
京都メカニズムによるクレジットの発行、保有、移転、償却等
を行うための電磁的な登録簿であり、京都議定書に基づき
附属書Ⅰ国が各国ごとに設置する義務を有しており、同シ
ステムを適切に整備・運営管理する。

国別登録簿の運用・管理を継続的に行うとともに、気候変動
に関する国際連合枠組条約事務局が主体となって作成され
た技術仕様の変更等へ適切に対応する。

0 0 4_b4_2 非該当
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3992 環境省 18 70
二国間クレジット制度
（JCM)資金支援事業
（プロジェクト補助）

途上国において低炭素設備等の導入に要する費用への資
金支援を行うことで、世界全体の温室効果ガス排出量の削
減及びJCMクレジットの獲得と我が国の削減目標の達成に
活用すること。

優れた低炭素技術等を活用し、途上国における温室効果ガ
ス排出量を削減する事業（国際協力機構（JICA）や他の政
府系金融機関の出資・融資を受ける事業と連携する事業を
含む）を実施し、測定・報告・検証（MRV)を行う。これにより
算出された排出削減量を、二国間クレジット制度（JCM）によ
り我が国の排出削減量として計上することを目指し、事業者
（国際コンソーシアム）に対し初期投資費用の１／２を上限と
して設備補助を行う。

補助事業を実施する国において、過去に採択されたJCM設
備補助事業のうち、類似技術を活用している件数に応じて
補助率の上限を設定している。
【補助率の上限】類似件数０件：50％、類似件数1～3件：

7,500,000 7,200,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_c3_1 該当

3993 環境省 18 71
二国間クレジット制度
（JCM）資金支援事業
（ＡＤＢ拠出金）

アジア開発銀行（ADB）と連携し、二国間クレジット制度
（JCM）を活用した資金支援策を展開することにより、優れた
低炭素技術を活用して、アジア地域における低炭素社会へ
の移行が推進されるとともに、我が国のエネルギー起源
CO2排出削減への貢献をクレジット化することを目的とす
る。

ADBの信託基金に資金拠出を行い、導入コスト高などによ
り採用が阻害されている先進的な低炭素技術に対し協調資
金支援を行う。特に、これまでに実施したプロジェクトへの無
償資金に加え、平成28年度は民間プロジェクトへの譲許的
融資等にも使途拡大を行う。これにより、ADBによる途上国
の開発支援を低炭素社会への移行の加速化につなげると
ともに、JCMの活用により、我が国削減分としてのクレジット

1,200,000 1,000,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_c3_1 該当

3994 環境省 18 72

二国間クレジット制度
（ＪＣＭ）基盤整備事業
（制度構築・案件形成
支援）

途上国への優れた低炭素技術等の普及を通じ、地球規模
での温暖化対策に貢献するとともに、日本からの温室効果
ガス排出削減等への貢献を適切に評価し、我が国の削減
目標の達成に活用する二国間クレジット制度の構築及び実
施。

二国間クレジット制度を効率的に運用するための事務局運
営、各パートナー国との調整、制度の詳細検討及び構築、
MRV（測定・報告・検証）方法論構築、実現可能性調査及び
有望案件の発掘調査、民間事業者等向け情報収集・発信
及び個別相談対応、クレジットの記録管理のための登録簿
の構築整備、都市間連携を通じた途上国の主要都市にお
けるマスタープラン作成及び都市間ネットワークを活用した

0 0 3_c3_2 非該当

3995 環境省 18 73
グリーン投資スキーム
（GIS）プロジェクト管理
事業

　
　ウクライナからのクレジットの取得については、クレジット
の移転に伴う資金を環境対策プロジェクトに使用することを
条件とするグリーン投資スキーム（GIS）を活用して行った
が、ウクライナでの実施済みプロジェクトについて行った外
部監査の結果を受けて、ウクライナ政府が独自の監査を実
施して検証しており、その結果、我が国としての債権が発生
する可能性があり、債権が発生した場合、債権回収等業務

ウクライナにおいて実施したGIS事業に関して、我が国とし
ての債権が発生した場合に債権回収等業務を行う。 0 0 2_b_2_6 非該当

3996 環境省 18 74
気候技術センター・ネッ
トワーク（ＣＴＣＮ）事業
との連携推進

2012年12月にドーハ（カタール）で開催されたCOP18におい
て、気候技術センター・ネットワーク（CTCN）のホスト機関と
してUNEPコンソーシアムが選定され、2013年よりCTCNの活
動を実施していくに際し、各国からの支援が求められてお
り、他の先進国とともに日本がCTCNの実施を支援すること
により、途上国における低炭素化の推進や温室効果ガスの
排出削減に貢献し、かつ、日本が世界に誇る低炭素技術の
海外展開を促進する。

CTCNの事業概要は、途上国に向けて、気候変動に係る技
術の開発・移転を実施・促進するため、関連する技術や、各
地・国のベストプラクティスなどをナレッジプラットフォームや
ワークショップ等を通じて共有・移転することである。環境省
としては、従前よりアジア太平洋適応ネットワーク（Asia
Pacific Adaptation Network: APAN）やアジア太平洋地球変
動研究ネットワーク（Asia-Pacific Network：APN）等のプラッ
トフォームを支援してきており、それらで得た知見等を活用
していくことが重要であり、CTCNホストからも期待されてい
る。同時に、日本が世界に誇る低炭素技術（例：省エネな
ど）の実用化や普及を更に促進していくために、資金拠出を

120,000 120,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 3_a_1 1_a_1 2_a_1 該当

3997 環境省 18 75

二国間クレジット制度
（ＪＣＭ）推進のための
MRV等関連する技術高
度化事業

アジア太平洋地域の途上国では温室効果ガスのインベント
リデータが十分に得られないことから、GOSAT後継機の開
発や衛星データを補完する地上観測設備等の整備を通し
て、JCMのための温室効果ガス算定・報告・検証（MRV）の
精度向上を行う。また、低炭素社会実現に向け、都市及び
地域単位で社会システム整備を行い、GOSAT後継機及び
地上観測設備等との連携により、アジア諸国等におけるエ
ネルギー起源二酸化炭素排出削減と効果検証につなげる。

温室効果ガスMRVの精度向上を通してJCMを推進するた
め、GOSAT後継機の観測センサ開発、観測センサを搭載す
る人工衛星バス開発、観測データの受信・処理を行う地上
設備の開発を行う。また、GOSAT後継機の観測センサの精
度向上と、後継機から観測を開始する一酸化炭素や低寿命
気候汚染物質について、衛星データの補完・比較のための
都市域において観測設備の整備を行う。さらに、それらの
データを用いた具体的な施策として、インドネシア、モンゴル
において低炭素システムの検証を行い、低炭素社会実現に
向けた施策立案等につながるような機器導入とその評価を

4,420,647 4,541,570 5 特別 - 90021 4 - - - - 2_a_1 4_a4_1_1 該当

3998 環境省 18 76
途上国向け低炭素技術
イノベーション創出事業

優れた低炭素技術は途上国のニーズが高く、国際的な地球
温暖化対策の強化に不可欠である。一方、途上国の環境規
制・制度、文化慣習、資源制約等の理由から当該国の市場
に浸透しない可能性があり、途上国の特性に応じた抜本的
な再構築を行うことが必要である。これにより、世界をリード
する低炭素技術の普及を通じた二国間クレジット制度の拡
大、途上国における低炭素社会の創出及び低炭素技術の
国際展開を図り、もってエネルギー起源CO２排出量の削減

途上国において普及が見込まれる低炭素技術の調査・掘り
起こしを行い、途上国の特性を踏まえた技術・製品等の改
良の要素を調査する。さらに、途上国において普及可能性
の高い優れた低炭素技術について、途上国の環境規制・制
度、文化慣習、資源・エネルギー制約等の特性と、国内の諸
条件との根本的な相違点を考慮し、抜本的に再構築し、途
上国で普及可能な製品や技術を開発する事業者に対し当
該費用の一部を補助する。（補助率：1/2、2/3）

1,300,000 1,400,000 5 特別 - 90021 4 - - - - 2_a_1 該当

3999 環境省 18 77
アジア地域におけるコ
ベネフィット型環境汚染
対策推進事業

既存の地域的な取組みの活用、我が国の公害克服経験の
共有と環境技術の展開を通じて、アジア地域の環境汚染緩
和と我が国の大気環境の改善を図るとともに、エネルギー
起源CO2の一体的削減によって気候変動緩和に貢献する。

アジア地域等の途上国においては、著しい経済成長に伴
い、環境汚染が深刻な課題となっており、地域環境改善と
同時に温室効果ガス削減効果が見込めるコベネフィット対
策実施の優先度は高い。大気汚染に関する既存の地域的
な取組みの活用として、国連環境計画（UNEP）、クリーン・エ
ア・アジア（CAA）に対して拠出を行い、既存の取組みの実
施支援、及び大気環境管理の評価等の文書作成を支援す
る。また、越境大気汚染の緩和・低炭素化に貢献できるよう
都市間協力を支援する。さらに、政府間合意等の協議を通
じたコベネフィット型対策導入のための戦略策定と技術的実
証、我が国の優れた「環境対策技術等」を我が国の環境対
策経験に基づき「規制・制度の整備」、「人材育成」とパッ
ケージにして、対象国のニーズに合わせたモデル事業を核
として、展開・普及を図る。これらについては、国内関係者と
の連携を図り、戦略の検討・策定への助言を得るとともに、
ウェブサイト等により情報発信・共有し、環境対策技術等の

582,989 547,600 5 特別 - 90021 4 - - - - 8_6 3_c3_1 該当

4000 環境省 18 78
気候変動影響評価・適
応推進事業

国内、アジア地域及び国際レベルで温暖化影響と適応に関
する科学的知見づくり、共有に貢献し、また、地方公共団体
及び途上国における適応の取組を促進することを通じて気
候変動に適応する社会を目指す。

（国内）
我が国における温暖化影響の評価、情報の分析による科
学的知見の充実を図る。科学的知見の発信や地方の影響
評価・適応計画策定を支援し、地方における適応の取組を
促進する。
（国際）
気候変動に脆弱なアジア太平洋地域の各国間で適応計画
ならびに気候変動影響評価等に係る支援、人材育成を行う

391,262 701,590 5 一般 - 13 4 - - - - 1_a_3 5_c4_1_1 該当


